


はじめに 

 

   

  この度、『東北歴史博物館研究紀要』14を発刊することになりました。  

 当館は、宮城県を中心にしながら、東北地方の歴史・文化に関わる資料の収集と保存、

研究に努めています。また、その成果を広く世界に発信することにより、社会との交流

を促進し、国際化時代にふさわしい地域づくりと地域活性化に貢献することを使命とし

ています。 

 本紀要は、そうした使命のもと、当館職員の地道な研究活動の一端を公表するもので

す。今回は歴史学の論文２編、考古学の報告１編を掲載しております。  

真山論文は、従来明確ではなかった宮城県内における式内社の位置について、近世の

地誌類や伝承の精査を通して検討し、式内社が城柵官衙や水陸交通と関連しながら立地

していることを明らかにしました。 

 村上論文は、盛岡藩の藩日記である「盛岡藩家老席日記　雑書」のなかの狼による人馬 

の被害記事に注目し、その被害傾向を論じるとともに、様々な捕獲対策がとられた背景

には、藩が飼育する馬の保護があったことを指摘しました。  

 佐藤報告は、前号に引き続き、当館所蔵の興野コレクションのうち、嘉倉貝塚および

倉崎貝塚から出土した土偶について整理したもので、他遺跡の出土資料と比較検討しな

がら、類例や所属時期について考察しています。 

 今後とも一層の研鑽に努めてまいりますので、忌憚のない御批判や御意見をいただけ

れば幸いです。 

 

   

  平成 25 年 3 月 22 日 

東北歴史博物館長 今 泉 隆 雄 



図1　遺跡の位置
国土交通省国土調査課『1/200,000 土地分類図
（地形分類図）』「宮城県」（1972）を元に作成

1．はじめに

　今回は当館が所蔵する興野コレクション考古資料

の内、嘉倉貝塚と倉崎貝塚出土の土偶について報告

を行うものである。

　なお、コレクションの概要や寄贈者である興野義

一氏の業績等については昨年度報告の「興野コレク

ションの土偶－糠塚貝塚－」『東北歴史博物館研究

紀要』 13(佐藤 2012)を参照いただきたい。

2．遺跡の位置と環境

　嘉倉貝塚は宮城県栗原市築館嘉倉、倉崎貝塚は

宮城県登米市迫町新田倉崎に所在する(図 1)。栗

原市や登米市がある県北部の地形をみると、中央部

に北上川が南流し、その西側には奥羽山脈から東に

派生する築館丘陵が発達している。築館丘陵の中に

は、県内最大の湖沼である伊豆沼の南・北岸に発達

し、栗原市築館から登米市迫町にかけて樹枝状に東

西に延びる低丘陵がある。両貝塚はともに、この丘

陵の北東端にあり、嘉倉貝塚は伊豆沼の北岸から約

1km北西に位置し、倉崎貝塚は昨年度報告の糠塚

貝塚と同一丘陵上の西側約300ｍ、長沼北岸から

約0.6km北に位置している(図2)。

　伊豆沼や長沼周辺は北上川下流域に分布する内陸

淡水産貝塚群の北部にあたり、周辺には多数の縄文

時代の遺跡が存在する(図2)。

　特に今回取り上げる嘉倉貝塚は、近年、道路建設

に伴う大規模な発掘調査が実施されている。それに

よって縄文時代前期後葉から中期初頭にかけての

100 軒を超す多数の竪穴住居跡や掘立柱建物跡、

土壙等が調査されており、広場を中心とした環状集

落を形成していたことが確認されている。

　遺物は多量の縄文土器や石器の他、土偶56点を

含む土製品85点などが出土しており、類例の少な

い本コレクションの検討を行う上で、貴重なデータ

を提供している(築館町教育委員会 2002・2003、

宮城県教育委員会〈以下、宮教委と略す〉2003)。

　倉崎貝塚でも過去に道路建設に伴う発掘調査が行
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図2　周辺の遺跡

国土地理院『数値地図 25000( 地図画像 )一関 ICHINOSEKI』「築館」「佐沼」の一部に加筆
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遺跡名 立地 種別 時代 No .遺跡名 立地 種別 時代
嘉倉貝塚 丘陵 貝塚 縄文前〜晩・弥生 22 嘉倉館 丘陵 城館 中世
倉崎貝塚 丘陵斜面 貝塚 縄文後・晩 23 市史跡 敷味貝塚 丘陵 貝塚 縄文後・晩
坂戸遺跡 丘陵斜面 散布地 縄文前〜晩 24 原貝塚 丘陵 貝塚 縄文晩
唐木崎貝塚 丘陵斜面 貝塚 縄文後〜晩 25 平館跡 丘陵 城館 中世・近世
茂栗古墳 丘陵斜面 円墳？ 古墳後？ 26 米ケ浦遺跡 丘陵斜面 散布地 縄文晩
茂栗横穴墓 丘陵麓 横穴墓 古墳 27 市史跡 大立横穴墓群 丘陵麓 横穴墓 古墳後・古代
茂栗遺跡 丘陵斜面 散布地 縄文 28 鰻沢遺跡 丘陵麓 集落 縄文中
番屋館跡 丘陵 城館 中世 29 小倉館 丘陵 城館 不明
番谷遺跡 丘陵斜面 散布地 縄文後 30 萩沢城跡 丘陵 城館 中世・近世
飯島遺跡 丘陵斜面 製鉄遺跡 不明 31 木戸遺跡 丘陵 集落 縄文中・古代
砂崎遺跡(品崎) 沖積平野 散布地 縄文中〜晩・平安 32 木戸平沢遺跡 丘陵麓 散布地 縄文
館ケ崎館跡 丘陵 城館 中世 33 玉荻台遺跡 丘陵 散布地 縄文中〜晩・古代
菱ノ倉古墳群 丘陵斜面 古墳･経塚 古代・中世 34 照越台遺跡 丘陵斜面 散布地 縄文中〜晩・古墳・古代
浄土遺跡 丘陵麓 散布地 縄文中・晩・弥生・代古　 35 夷穴横穴墓群 丘陵麓 横穴墓 古墳後
折立館跡 丘陵 城館 中世 36 早坂館跡 丘陵 城館 中世
品ノ浦窯跡群 丘陵斜面 窯跡 中世 37 東沢窯跡群 丘陵斜面 窯跡 中世
品ノ浦館跡 丘陵 城館 中世 38 八沢遺跡 丘陵斜面 散布地 古代
浄土遺跡 湖沼岸 散布地 縄文中〜晩・弥生 39 八沢要害遺跡 丘陵麓 城館･屋敷跡 中世・近世
横須賀貝塚 丘陵麓 貝塚 縄文晩・弥生 40 太田遺跡 丘陵斜面 散布地 古墳後・古代
砂子崎遺跡 丘陵斜面 散布地 縄文晩 41 熊狩D窯 跡 丘陵斜面 窯跡 中世
糠塚貝塚 丘陵斜面 散布地 縄文前〜後
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われており(宮教委 1990)、土壙3基や遺物堆積層

が確認され、縄文時代中～晩期の土器、石器、骨角

器が出土している。

3．土偶の収集時期について

　土偶は興野氏本人によってネーミングされてい

る。出土年月日が判読できるものには昭和 38 ～

43 年の日付が記されており(表1)、昨年報告した

糠塚貝塚出土土偶の収集時期と前後する時期に収集

されたことがわかる。

4．土偶について

　嘉倉貝塚からは板状土偶8点、倉崎貝塚からは

中空の立体土偶が1点収集されており、資料の一

部は、これまでの研究において、既に取り上げられ

ているものである(近藤・阿部 1994 、阿部・藤沼 

1996)。

　本稿では、これらの形態、施文方法等の特徴を詳

述し、糠塚貝塚及び後年調査された嘉倉貝塚資料等

との比較により、その位置づけを検討してみたい。

　なお、資料の法量等、基礎データについては表1

を参照していただきたい。

(1) 特徴

嘉倉№ 1

【形態】板状土偶

【残存】頭～胸部

【頭部】一部欠損するが短く張り出し、山形を呈す

る。2 つの貫通孔により、目が表現されている。

【肩部】なで肩。

【腕部】腕は短く、十字形に張り出す。

【施文方法】正面に刺突文が施される。背面は無文

である。

嘉倉№2

【形態】板状土偶

【残存】肩～腕部

【肩部】なで肩。肩部と腕部の境には貫通孔が穿た

れている。

【腕部】先端が短く張り出すのみで肩部と境は不明

瞭である。

【施文方法】正背面ともに半截竹管による平行沈線

文が施されている。背面は磨滅が著しい。

嘉倉№ 3

【形態】板状土偶

【残存】腰部

【胴部】膨らみを有する。

【施文方法】正面背面ともに沈線文が施されている。

嘉倉№ 4

【形態】板状土偶

【残存】肩～腕部

【肩部】なで肩。

【腕部】先端が短く張り出すのみで肩部との境は不

明瞭である。欠損しているが、胸から腕部にかけて

隆帯の痕跡が認められる。

【施文方法】無文である。

嘉倉№ 5

【形態】板状土偶

【残存】腕部

【腕部】湾曲しながら丸く下方に延びる。

【施文方法】無文である。

嘉倉№ 6

【形態】板状土偶

【残存】腰部

【腰部】膨らみを有する。

【施文方法】無文である。

嘉倉№ 7

【形態】板状土偶

【残存】胴部

【胴部】括れがあり、欠損するが下半にかけて膨ら

みを有すると考えられる。

【施文方法】正面は沈線文と刻目文。背面は、多く

が欠損しているが残存部には沈線文が施されてい

る。

嘉倉№ 8

【形態】板状土偶

【残存】腕部

【腕部】細く直線的に延びる。

【施文方法】正面には押圧縄文が V 字状に施されて

いる。上側面には二股状工具による連続刺突文が施

されている。下側面は無文。背面は欠損している。

表1

日月年土出等法方文施・徴特）mc（厚）mc（幅）mc（長位部存残状形名録登名跡遺.oN
5.4.83文無】面背【文突刺】面正【　個2孔通貫・形山部頭9.09.39.2胸～頭状板№1倉嘉塚貝倉嘉1

2 嘉倉貝塚 嘉倉№２ 板状 肩～腕 6.2 5 2.4 腕不明瞭　肩部貫通孔　【正背面】半截竹管平行沈線文　摩滅著し い。 42.2.12
無載記文線沈】面背正【5.19.26.3腰状板№３倉嘉塚貝倉嘉3
7.4.34文無】面背【帯隆に部腕～肩】面正【　瞭明不腕5.2隆　3.21.63.7腕～肩状板№４倉嘉塚貝倉嘉4
無載記文無】面背正【9.09.23.3腕状板№５倉嘉塚貝倉嘉5
無載記文無】面背正【5.19.52.7腰状板№６倉嘉塚貝倉嘉6
無載記文線沈】面背【 文線沈 文目刻】面正【3.16.32.4胴状板№７倉嘉塚貝倉嘉7

8 嘉倉貝塚 嘉倉№８ 板状 腕 3.4 4.5 0.9 腕部細長い十字状　【正面】押圧縄文 【側面】刺突文　【背面】欠損 43.3.23
9 倉崎貝塚 倉崎№１ 立体（中空） 頭 6.8 5.3 5.4 斜光器土偶　耳・口部に貫通孔　隆帯部に刻目文　頭頂部に赤彩残存 記載無
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倉崎№ 1

【形態】立体土偶(中空)

【残存】頭部

【頭部】頭頂部には髪形表現と考えられる角状の突

起がある。目は楕円形の沈線とその内部を横一文字

の沈線によって表現されている。矮小化されてはい

るが、遮光器土偶に近い要素を有しているといえよ

う。鼻は立体的で先端部が尖り、2個の盲孔により

鼻孔が表現されている。口は三角形の貫通孔により

表現されている。周辺部に装飾などは認められない。

耳は輪郭部から延びた隆帯が短く突起し、内部を円

形の貫通孔によって表現されている。内面には輪積

痕跡がみられる。

【施文方法】顔の輪郭部には刻目を施した隆帯と沈

線がめぐっており、後頭部は同様の隆帯で左右に区

画され、内側にはそれぞれ渦巻き文と入組文が透か

し彫りされている。また、頭頂部には僅かに赤彩の

痕跡が認められる。

(2) 類例と時期

　今回報告の資料は全て破片資料であり、全容を知

り得るものはない。したがって、他遺跡出土資料等

との厳密な比較検討は、困難な面が多々あるが、後

年の発掘調査による嘉倉貝塚出土資料や前回報告の

糠塚貝塚出土資料を中心に比較検討し、可能な範囲

で類例や時期的な位置づけを試みたい。

嘉倉№ 1：本資料に特徴的な貫通孔による目の表現

は、大木 6 式期の嘉倉貝塚 SI100 竪穴住居跡第 1

層出土土偶(宮教委 2003)や糠塚貝塚報文中で板

状土偶5とした№ 81等に類例が求められる。他県

の例を見ても岩手県北上市鳩岡崎遺跡(岩手県教育

委員会 1982)、同県雫石町塩ヶ森Ⅰ・Ⅱ遺跡出土

土偶((財)岩手県埋蔵文化財センター〈以下、岩埋

文と略す〉1982)等、概ね大木 6・7式期の板状土

偶に多くみられる特徴である。また、1998年以降、

数度にわたって行われた嘉倉貝塚での本格的発掘

調査では、主として大木4～ 7b式期の土器が出土

していることから、本資料についてはこの時期の範

疇におさまり、且つ大木6・7式期頃に限定される

ものである可能性が高い。但し、顔表現がある類例

の多くは方形や楕円形の頭部を有しており、山形に

やや尖った頭部形態を呈する本資料とは相違が認め

られる。また、施文方法も類例の多くは沈線文や半

截竹管文等によるものであるのに対し、本資料は刺

突文によって施文されるなどの違いがある。こうし

た本資料の特徴は、むしろ嘉倉貝塚 SI77竪穴住居

跡床面直上出土土偶(宮教委 2003 )や糠塚貝塚№

10 (板状土偶 2 )等、大木5式期とされる資料に近

い要素とも考えられ、本資料が時期的にやや溯る可

能性も考慮されよう。今後の資料の増加を待ちたい。

嘉倉№ 2・3：嘉倉№2における短く突き出た腕部、

肩部周辺の貫通孔、嘉倉№ 3における腰部下半の

丸い膨らみ、そして沈線文や半截竹管による平行沈

線文で施文するといった特徴は、前出の嘉倉貝塚

SI100出土土偶に類似した特徴である。また、糠塚

貝塚№ 84・102・107・108 他 ( 板状土偶 5 ある

いは6に類する)の破片資料にも同様の特徴を見出

すことができる。嘉倉貝塚 SI100出土土偶が大木6

式期、糠塚貝塚№ 84・102・107・108 他は大木

6～7式期に位置づけられており、本資料について

も概ねこれらの範疇に含まれるものと考えられる。

嘉倉№ 4：胸から腕部にかけて隆帯が延びるといっ

た特徴は、糠塚貝塚№ 138・139 (板状土偶 10 ) に

みられる特徴で、大木 8a・b式期に位置づけられ

る資料である。したがって、本資料も概ねこれらと

近い時期のものである可能性が考えられるが、前述

のように嘉倉貝塚での発掘調査において出土した土

器は主に大木4～ 7b式期のものであり、大木8a・

b式のものは出土していない。また、本資料の腕部

形態は糠塚貝塚№138・139と比して相対的に短く、

むしろ前述の嘉倉No.2と近似するなど相違もみられ

る。時期的に大木7b式期以前に溯る可能性も考慮

されよう。

嘉倉№ 5：下方に丸く湾曲する腕部としては、やや

大型であるが嘉倉貝塚SI45竪穴住居跡の堆積土から

出土した腕部破片(宮教委 2003)や、糠塚貝塚では
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№ 80 ( 板状土偶 2 ～ 5 に類する)が本資料と類似

する。前者は大木5式期、後者は大木5～ 6式期頃

と考えられる資料あり、本資料もこれらと近い時期

のものと考えられる。

嘉倉№6：正背面ともに無文で小破片のため、詳細

の検討は困難であるが、糠塚貝塚では№38・39・

41・42・52 等、板状土偶 2 ～ 5 に類すると推定

された破片資料の中に同様のものが認められる。こ

れらについては残存する脚部形態等から概ね大木 5

～ 6式期に位置づけられており、本資料について

も同様の時期のものである可能性が考えられる。

嘉倉№ 7：括れた胴部及び沈線文とそれに沿って刻

目文が施される文様の特徴は、糠塚貝塚№123・

124と類似する。また、同様の小破片は涌谷町長根貝

塚(宮教委 1969)から大木7a式土器とともに出土し

ており、本資料についても、ほぼそれと近い時期の

ものである可能性が考えられる。

嘉倉№ 8：腕部は十字状に開いて延びると推定され、

押圧縄文により施文される。こうした特徴は大木

7b式期とされる糠塚貝塚№ 113・116・117 (板状

土偶8 )にみられる要素であり、本資料もこれと近

い時期のものと考えられる。

倉崎№ 1：本資料は頭部に角状突起を有し、目が矮

小化した中空の立体土偶である。これと同様の特

徴を有する土偶は、嘉倉貝塚や糠塚貝塚において

は未だ発見されていない。そこで他遺跡に目を向

けてみると、蔵王町鍛冶沢遺跡出土土偶(片倉信

光 1932)、岩手県安堵屋敷遺跡出土土偶(岩埋文

1984：DR120-1～3他 )等に同様の特徴を見出すこ

とができる。

　鍛冶沢遺跡出土土偶は頭部に工字文、胸部等に工

字文化した雲形文が施されるといった特徴等が土器

に施される文様と共通することから「大洞 C2式か

ら大洞A式への移行期」や「大洞 C2式新段階」と

して位置づけられている(相原 1997・2012 )。安

堵屋敷遺跡出土土偶については、金子昭彦は大洞

C2式を古・中・新の 3段階に区分し、各段階の土

偶が認められるとしている(金子 1993)。

　本資料は頭部のみが残存するものであり、文様構

成の全容を知る事はできないが、金子によれば眉・

鼻の位置、耳・鼻・口の形状、口周囲に施される文

様、後頭部の文様・装飾等の特徴によって、古段階

から新段階への時期的な変遷が提示されている。

　本資料は鼻の位置は低く、口は貫通孔のみで装飾

は施されていない。また、後頭部には入組文や渦巻

文が施されており、金子の見解に従えば、こうした

特徴は新段階よりも古く位置づけられる要素として

とらえることが可能である。

　以上、興野コレクション土偶資料のうち、嘉倉貝

塚及び倉崎貝塚出土資料についての報告である。

5．あとがき

　当館では現在、館蔵資料の更なる積極的公開を推

進し、そのための様々な施策を講じている。本報告

についてもその一つに位置づけたものであり、昨年

度の糠塚貝塚出土土偶の報告に引き続き、これまで

研究や展示で取り上げられる機会に恵まれなかった

破片資料にも焦点をあて、資料全体の公開を行った。

　興野コレクション考古資料は土器、土偶やその他

土製品、石器、骨角器等多岐にわたり、これらは現

在、整理を進めている。その成果については順次報

告、公開し展示品としても更なる活用を図っていき

たいと考えている。

－ 5－

興野コレクションの土偶 ②



－ 6－

東北歴史博物館研究紀要14(2013.3)

図4　写真図版

嘉倉№1

嘉倉№8

嘉倉№7

嘉倉№4

嘉倉№5

嘉倉№2

倉崎№1

嘉倉№6

嘉倉№3

0 5cm

図3　実測図

嘉倉№ 1

嘉倉№2

嘉倉№3

嘉倉№5

嘉倉№4

嘉倉№6

嘉倉№7

嘉倉№8

倉崎№1



－ 7－

興野コレクションの土偶 ②

図4　写真図版

嘉倉№1

嘉倉№8

嘉倉№7

嘉倉№4

嘉倉№5

嘉倉№2

倉崎№1

嘉倉№6

嘉倉№3



　　　　　

　　　　 

【引用・参考文献】

相原淳一 1997「宮城県蔵王町鍛冶沢遺跡の出土土偶につ

いて」『仙台市博物館調査研究報告』第 17号

2012「宮城県の土偶(7)」 『第9回土偶土器研究

会 岩手県大会資料』土偶研究会

阿部博志・藤沼邦彦 1996「宮城県」 『土偶シンポジウム

5宮城大会 東北・北海道の土偶Ⅱ』資料集

土偶とその情報研究会

阿部博志 1999「宮城県の土偶」『土偶研究の地平』3「土

偶とその情報」研究会

岩手県教育委員会 1982「江釣子村鳩岡崎遺跡」『東北縦

貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書』ⅩⅤ－

1・2 岩手県文化財調査報告書第 70集

（財）岩手県埋蔵文化財センター 1982『塩ケ森Ⅰ・Ⅱ遺

跡一御所ダム建設関連遺跡発掘調査報告書』岩

手県埋文センター文化財調査報告書第第31集

1984『安堵屋敷遺跡発掘調査報告書』岩手県埋

文センター文化財調査報告書第 74集

小笠原好彦 1984「縄文時代前・中期の土偶」 『宮城の研

究』Ⅰ考古学篇 清文堂

片倉信光 1932「磐城国曲竹発見の土偶に就いて」『上代

文化』第8号 国学院大学考古学会

金子昭彦 1993「大洞 C2式の土偶－大型土偶の変化を中

心として－」『古代』第 95号 早稲田大学考古学

会

北上市教育委員会 1977『九年橋遺跡第3次調査報告書』

北上市文化財調査報告第18集

1985『九年橋遺跡第8次調査報告書』北上市文

化財調査報告第39集

興野義一 1964「糠塚貝塚について」『日本考古学年報』

17 昭和39年度

1981「糠塚貝塚について」『迫町史』

1984「大木式土器について」『宮城の研究』Ⅰ

考古学篇 清文堂

近藤　悟・阿部博志 1994「大木式土器分布圏の土偶に

ついて」『土偶シンポジウム２秋田大会　東北・

北海道の土偶Ⅰ』土偶とその情報研究会

1999「大木式土器分布圏の土偶について」『土

偶研究の地平』3「土偶とその情報」研究会

佐藤憲幸 2012「興野コレクションの土偶－糠塚貝塚－」

『東北歴史博物館研究紀要』13

築館町教育委員会 2002『平成 13年嘉倉貝塚確認調査概

報－伊治城他』築館町文化財調査概報第 15集

2003『嘉倉貝塚』築館町文化財調査報告書第

16 集

2005『鰻沢遺跡』築館町文化財調査報告書第

18 集

東北歴史資料館 1989「宮城県の貝塚」『東北歴史資料館

資料集』25

1996『東北地方の土偶』

中村良幸 1999「岩手県の晩期土偶」『土偶研究の地平』3

「土偶とその情報」研究会

藤沼邦彦 1992「宮城県の土偶」『国立歴史民俗博物館研

究報告』第37号

迫町教育委員会 1990『倉崎貝塚・唐木崎貝塚』迫町文

化財調査報告書第1集

宮城県教育委員会 1965『埋蔵文化財緊急発掘調査概報

(敷味貝塚)』宮城県文化財調査報告書第8集

1969『埋蔵文化財緊急発掘調査概報一長根貝塚

－』宮城県文化財調査報告書第19集

1990「倉崎貝塚」『大貫館山跡ほか』宮城県文

化財調査報告書第137集

2003『嘉倉貝塚』宮城県文化財調査報告書第

192集

№ 80 ( 板状土偶 2 ～ 5 に類する)が本資料と類似

する。前者は大木5式期、後者は大木5～ 6式期頃

と考えられる資料あり、本資料もこれらと近い時期

のものと考えられる。

嘉倉№6：正背面ともに無文で小破片のため、詳細

の検討は困難であるが、糠塚貝塚では№38・39・

41・42・52 等、板状土偶 2 ～ 5 に類すると推定

された破片資料の中に同様のものが認められる。こ

れらについては残存する脚部形態等から概ね大木 5

～ 6式期に位置づけられており、本資料について

も同様の時期のものである可能性が考えられる。

嘉倉№ 7：括れた胴部及び沈線文とそれに沿って刻

目文が施される文様の特徴は、糠塚貝塚№123・

124と類似する。また、同様の小破片は涌谷町長根貝

塚(宮教委 1969)から大木7a式土器とともに出土し

ており、本資料についても、ほぼそれと近い時期の

ものである可能性が考えられる。

嘉倉№ 8：腕部は十字状に開いて延びると推定され、

押圧縄文により施文される。こうした特徴は大木

7b式期とされる糠塚貝塚№ 113・116・117 (板状

土偶8 )にみられる要素であり、本資料もこれと近

い時期のものと考えられる。

倉崎№ 1：本資料は頭部に角状突起を有し、目が矮

小化した中空の立体土偶である。これと同様の特

徴を有する土偶は、嘉倉貝塚や糠塚貝塚において

は未だ発見されていない。そこで他遺跡に目を向

けてみると、蔵王町鍛冶沢遺跡出土土偶(片倉信

光 1932)、岩手県安堵屋敷遺跡出土土偶(岩埋文

1984：DR120-1～3他 )等に同様の特徴を見出すこ

とができる。

　鍛冶沢遺跡出土土偶は頭部に工字文、胸部等に工

字文化した雲形文が施されるといった特徴等が土器

に施される文様と共通することから「大洞 C2式か

ら大洞A式への移行期」や「大洞 C2式新段階」と

して位置づけられている(相原 1997・2012 )。安

堵屋敷遺跡出土土偶については、金子昭彦は大洞

C2式を古・中・新の 3段階に区分し、各段階の土

偶が認められるとしている(金子 1993)。

　本資料は頭部のみが残存するものであり、文様構

成の全容を知る事はできないが、金子によれば眉・

鼻の位置、耳・鼻・口の形状、口周囲に施される文

様、後頭部の文様・装飾等の特徴によって、古段階

から新段階への時期的な変遷が提示されている。

　本資料は鼻の位置は低く、口は貫通孔のみで装飾

は施されていない。また、後頭部には入組文や渦巻

文が施されており、金子の見解に従えば、こうした

特徴は新段階よりも古く位置づけられる要素として

とらえることが可能である。

　以上、興野コレクション土偶資料のうち、嘉倉貝

塚及び倉崎貝塚出土資料についての報告である。

5．あとがき

　当館では現在、館蔵資料の更なる積極的公開を推

進し、そのための様々な施策を講じている。本報告

についてもその一つに位置づけたものであり、昨年

度の糠塚貝塚出土土偶の報告に引き続き、これまで

研究や展示で取り上げられる機会に恵まれなかった

破片資料にも焦点をあて、資料全体の公開を行った。

　興野コレクション考古資料は土器、土偶やその他

土製品、石器、骨角器等多岐にわたり、これらは現

在、整理を進めている。その成果については順次報

告、公開し展示品としても更なる活用を図っていき

たいと考えている。
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あ
る
。

　

表
向
き
で
は
、
生
類
憐
れ
み
令
に
よ
っ
て
狼
の
駆
除
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
綱
吉
が
諸
国
に
鉄
砲
改
め
を
発
令
し
、
こ
れ
が
領
主
側
に
よ
る
在
村
鉄
砲
の
管

理
を
強
化
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
塚
本
学
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
幕

府
も
獣
害
対
策
に
鉄
砲
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
お
り
、
そ
の
使
用
を
全
面
禁

止
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
11
）

。
盛
岡
藩
の
為
政
者
に
あ
っ
て
も
、
人
を
喰
う
狼
を
た

だ
黙
っ
て
見
過
ご
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
駆
除
を
理
由
づ
け
る
た

め
に
、
狼
に
よ
る
被
害
を
詳
細
に
報
告
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
年
代

の
記
録
が
多
く
残
さ
れ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
弘
前
藩
と
の
比
較

　

弘
前
藩
で
も
狼
荒
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
弘
前
藩
の
藩
日
記
「
弘
前
藩
庁
御

国
日
記
」
（
寛
文
元
年
～
慶
応
三
年
）
に
は
（
12
）

、
狼
に
よ
る
死
傷
者
を
八
四
人
確
認
で

き
る
。
そ
の
内
訳
は
、
死
亡
三
七
人
、
行
方
不
明
五
人
、
半
死
半
生
七
人
、
重
軽
傷
三

五
人
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
喰
い
残
さ
れ
た
死
体
の
一
部
だ
け
、
あ
る
い
は
着
衣
や

骨
・
髪
だ
け
が
残
る
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
盛
岡
藩
の
死
傷
者
数
八
九
人
に
は
少
し

及
ば
な
い
が
、
弘
前
藩
で
も
多
く
の
領
民
が
狼
に
喰
い
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

詳
し
く
は
小
論
を
参
照
さ
れ
た
い
が
（
13
）

、
こ
の
被
害
の
傾
向
を
盛
岡
藩
と
比
較
し
て
み

よ
う
。

　

死
傷
者
の
性
別
は
男
三
九
人
に
対
し
、
女
三
七
人
で
あ
り
（
性
別
不
詳
八
人
）
、
そ
の
平

均
年
齢
は
九
．
三
歳
で
あ
る
（
14
）

。
盛
岡
藩
と
異
な
り
被
害
者
に
男
女
差
が
ほ
と
ん
ど

な
い
が
、
こ
ど
も
が
多
か
っ
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
弘
前
藩
で
も
被
害
が
六
～
九

月
（
新
暦
）
に
集
中
し
て
お
り
、
村
内
や
村
近
く
で
起
き
て
い
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

 

年
代
を
見
る
と
、
元
禄
か
ら
宝
永
年
間
に
五
四
人
、
正
徳
か
ら
享
保
年
間
に
一
六
人
、

元
文
か
ら
安
永
年
間
に
一
四
人
で
あ
る
。
盛
岡
藩
で
は
、
お
お
む
ね
宝
永
年
間
ま
で
に

被
害
記
録
が
収
束
し
て
い
た
が
、
弘
前
藩
で
は
安
永
年
間
ま
で
続
い
て
い
た
。
た
だ
し
、

両
藩
と
も
に
元
禄
か
ら
宝
永
年
間
に
集
中
し
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
（
15
）

。

 

両
藩
の
記
録
を
総
合
す
る
と
、
狼
は
こ
ど
も
を
村
内
や
村
近
く
で
襲
い
、
食
糧
と
し

て
食
べ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

2
狼
を
獲
る
人
び
と

（
1
）
生
類
憐
れ
み
の
政
策

　

盛
岡
藩
で
は
、
こ
う
し
た
狼
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
者
に
鉄
砲
を
討
た
せ
て
い
た
。

「
雑
書
」
に
よ
る
と
、
そ
の
駆
除
を
鳥
討
（
史
料
一
）
、
猟
師
（
史
料
二
・
①
・
④
）
、
持
筒

（
②
）
に
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
狼
に
襲
わ
れ
た
人
び
と
は
、
こ
う
し
た
鉄
砲
討
ち
の

派
遣
を
た
だ
待
つ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

　

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
六
月
に
五
戸
の
村
々
で
こ
ど
も
二
、
三
人
を
喰
い
殺
し
た
狼
が

い
た
が
、
こ
れ
を
五
戸
市
中
の
者
た
ち
が
取
り
囲
み
、
鑓
で
突
き
殺
し
て
い
る
（
六
月
二

日
条　

表
１
№
2
）
。
こ
の
す
ぐ
後
に
も
、
八
戸
で
男
女
数
人
を
喰
い
殺
し
た
狼
を
、
八
戸

城
外
で
数
人
が
取
り
巻
い
て
、
切
り
殺
し
て
い
る
（
六
月
三
日
条　

表
1
№
3
）（
16
）

。

　

寛
文
二
年
は
生
類
憐
れ
み
の
発
令
前
で
あ
る
が
、
発
令
後
の
元
禄
年
間
に
も
村
の
百

姓
が
狼
を
叩
き
殺
し
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
記
録
で
あ
る
。

［
史
料
三
］
「
雑
書
」
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
七
月
一
日
条

一
、
花
巻
八
幡
通
御
代
官
所
之
内
、
黒
沼
村
肝
煎
六
左
衛
門
馬
屋
江

狼
入
隠
居
候
を
見

　

出
、
家
を
取
ま
き
候
得
共
か
け
破
出
、
屋
鋪
之
林
入
候
を
、
左
助
・
孫
十
郎
と
申
百

　

姓
二
人
ニ
而

棒
ニ
而

打
殺
候
由
、
所
之
御
代
官
苫
米
地
長
左
衛
門
披
露
仕
候
由
ニ
而

、

　

右
之
狼
花
巻
御
足
軽
を
付
状
を
添
来
ル
、
則
中
ノ
橋
ノ
下
川
原
柳
之
内
へ
埋
置
候
事
、

［
文
意
］
黒
沼
村
（
現
花
巻
市
）
の
肝
煎
の
馬
屋
へ
狼
が
入
っ
て
隠
れ
て
い
る
の
を
見

つ
け
、
家
を
取
り
巻
い
た
。
す
る
と
、
狼
が
包
囲
を
破
り
駆
け
出
し
て
屋
敷
林
へ
入
っ

た
の
で
、
そ
れ
を
百
姓
二
人
が
棒
で
打
ち
殺
し
た
。
こ
の
狼
を
盛
岡
ま
で
状
を
添
え
て

花
巻
の
足
軽
が
も
っ
て
来
た
の
で
、
盛
岡
城
下
の
中
ノ
橋
下
に
あ
る
川
原
の
柳
の
な
か

へ
埋
め
た
。

　

こ
の
時
期
は
幕
府
に
よ
っ
て
生
類
憐
れ
み
の
政
策
が
断
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め

く
ろ
ぬ
ま

　
　
　
人
馬
を
喰
う
狼
、
狼
を
獲
る
人
び
と

　
　
　
　
　
　

―
「
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
」
か
ら
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
北
歴
史
博
物
館　
　
　

村
上　

一
馬

は
じ
め
に

一　

人
を
喰
う
狼

二　

狼
を
獲
る
人
び
と

三　

狼
の
捕
獲
法

さ
い
ご
に

は
じ
め
に

　

平
成
二
四
年
八
月
二
八
日
、
環
境
省
は
獺
（ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
）
の
絶
滅
を
発
表
し
た
（1
）
。

こ
れ
で
コ
ウ
モ
リ
を
除
く
哺
乳
類
の
絶
滅
種
で
は
、
獺
は
狼
（
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
、
エ
ゾ

オ
オ
カ
ミ
）
に
次
ぐ
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
ひ
と
つ
、
貴
重
な
固
有
種
が
地
上
か
ら
消
え
た

こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
絶
滅
種
が
棲
息
し
て
い
た
こ
と
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、

そ
の
時
代
を
懐
か
し
み
、
郷
愁
と
と
も
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
絶
滅
に
至
っ
た
の
は
人
為
的
圧
力
が
そ
の
存
続
を
脅
か
し
続
け
た
結
果
で

あ
ろ
う
。
そ
の
反
省
な
く
し
て
、
次
な
る
絶
滅
種
を
予
防
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
問
題

は
、
こ
う
し
た
野
生
動
物
に
対
す
る
人
為
的
圧
力
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

狼
も
獺
も
絶
滅
す
る
以
前
に
は
、
人
び
と
か
ら
敬
わ
れ
、
愛
さ
れ
る
面
が
あ
っ
た
こ
と

が
、
種
々
の
民
俗
事
例
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
（2
）
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
人
の
生
活

や
生
業
を
害
し
て
嫌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
古
く
か
ら
、
こ
う
し
た
功
罪
の
両
面
を

人
び
と
が
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
る
時
代
か
ら
負
の

側
面
、
す
な
わ
ち
人
に
害
を
及
ぼ
す
害
獣
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

当
論
の
目
的
は
、
そ
の
負
の
側
面
に
つ
い
て
を
考
え
る
た
め
に
、
近
世
の
盛
岡
藩
に

お
け
る
狼
の
記
録
を
検
証
す
る
。
そ
の
基
本
史
料
と
し
て
盛
岡
藩
（
南
部
領
）
の
藩
日
記

で
あ
る
「
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
」
（
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
）
を
利
用
す
る
。

こ
の
「
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
」
（以
下
「
雑
書
」
と
略
記
す
る
）
は
家
老
席
が
日
々

の
所
管
事
項
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

  

「
雑
書
」
に
は
、
狼
・
熊
・
鹿
・
猪
・
狐
・
獺
な
ど
の
哺
乳
類
だ
け
で
な
く
、
鷹
や
若
黄

鷹
（オ
オ
タ
カ
の
幼
鳥
）
・
鷂
・
隼
・
鷲
・
梟
・
鶴
・
白
鳥
・
菱
喰
・
鷺
・
鵜
・
鴇
・
雁
・

鴨
・
雉
子
な
ど
の
鳥
類
を
捕
獲
し
て
い
た
こ
と
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
雑
書
」

を
も
と
に
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
榎
森
進
氏
が
鹿
狩
り
に
つ
い
て
、
菊
池
勇
夫
氏

が
狼
と
牧
馬
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
（3
）
。
い
ず
れ
も
優
れ
た
実
証
的
研
究

で
あ
り
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
先
学
に
学
び
な
が
ら
、
正
保
年
間
か
ら
文

政
年
間
（
一
六
四
四
～
一
八
二
九
）
の
「
雑
書
」
か
ら
狼
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

な
お
、
「
雑
書
」
は
一
部
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
（4
）
、
引
用
で
も
利
用
し
た
が
、
原
典

に
照
ら
し
て
改
め
た
箇
所
は
、
公
刊
本
の
表
記
を
傍
注
【　

】
に
示
し
た
。

１
人
を
喰
う
狼

（
1
）
狼
荒

　

正
保
か
ら
文
政
年
間
の
「
雑
書
」
に
は
、
狼
に
よ
っ
て
人
が
死
傷
し
た
記
録
を
二
一

件
確
認
で
き
る
。
そ
の
中
か
ら
特
に
目
を
ひ
く
も
の
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

［
史
料
一
］
「
雑
書
」
元
禄
二
年
（一
六
八
九
）
六
月
一
九
日
条

一
、
五
戸
之
内
切
屋
内
村
・
上
市
川
村
・
下
市
川
村
・
野
沢
村
・
扇
田
村
・
七
崎
村
に

て
、
去
十
三
日
ヨ
リ
同
十
五
日
迄
狼
あ
れ
、
四
歳
よ
り
十
二
迄
之
子
と
も
家
之
前
遊

居
候
を
、
昼
も
暮
な
と
へ
懸
り
拾
壱
人
迄
喰
、
そ
の
内
四
人
喰
殺
、
其
外
ハ

見
合
追

放
候
由
、
右
之
内
三
拾
餘
り
之
男
、
雪
陰
ニ
而

、
ひ
ち
・
ひ
さ
・
口
喰
候
由
、
御
代

官
注
進
有
之
付
、
三
戸
・
五
戸
地
討
之
鳥
討
に
鉄
炮
ニ
て
討
候
様
ニ
と
申
遣
ス
、

［
文
意
］
五
戸
（現
青
森
県
三
戸
郡
五
戸
町
）
の
村
々
で
六
月
一
三
日
（新
暦
七
月
二
九
日
）
か

ら
一
五
日
に
狼
荒
（
狼
に
よ
る
被
害
）
が
あ
っ
た
。
四
歳
か
ら
一
二
歳
の
こ
ど
も
が
家
の

前
で
遊
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
、
昼
か
ら
暮
れ
に
狼
が
襲
い
か
か
り
、
一
一
人
に
噛
み
つ

い
た
。
そ
の
う
ち
四
人
を
喰
い
殺
し
、
そ
の
ほ
か
は
見
合
わ
せ
た
者
が
追
う
と
、
狼
が

放
し
た
。
三
〇
歳
あ
ま
り
の
男
も
雪
隠
（
便
所
）
で
肘
・
膝
・
口
を
喰
わ
れ
た
と
い
う
。

か
わ
う
そ

わ
か
き

は
い
た
か

ふ
く
ろ
う

ひ
し
く
い

さ
ぎ

う

と
き

（
肘
） 　
　

（
膝
）

（
被
脱
カ
）

ご
の
へ

だ
か

（
鴈
）

せ
っ
ち
ん
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以
上
、
代
官
か
ら
報
告
が
あ
り
、
三
戸
と
五
戸
に
い
る
鳥
討
に
鉄
砲
で
狼
を
討
つ
よ
う

に
指
示
し
た
。

　

鳥
討
と
は
、
鶴
・
白
鳥
や
雁
・
鴨
な
ど
諸
々
の
鳥
を
鉄
砲
で
捕
獲
し
て
、
藩
へ
上
納

す
る
者
で
あ
る
。
こ
の
鳥
討
に
狼
を
射
殺
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　

三
日
間
で
こ
ど
も
四
人
を
喰
い
殺
し
た
狼
は
一
匹
な
の
か
、
群
れ
の
集
団
な
の
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
広
範
囲
で
被
害
が
多
発
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た

者
の
証
言
か
ら
、
狼
に
よ
る
犯
行
と
断
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
狼
を
野
犬
や
山
犬
と

ど
の
よ
う
に
識
別
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
記
録
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
（
5
）

。

［
史
料
二
］
「
雑
書
」
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
六
月
一
〇
日
条

一
、
去
六
日
之
夜
四
つ
過
、
奥
瀬
内
記
知
行
所
大
瀬
川
村
百
姓
勘
助
娘
年
六
ニ

成
候
秋

　

と
申
女
、
狼
ニ

被
取
、
勘
助
出
合
尋
候
処
、
行
方
不
知
、
死
骸
も
見
出
不
申
由
、
同

　

日
同
所
長
右
衛
門
と
申
者
之
所
江

、
夜
八
つ
頃
狼
来
、
男
子
次
郎
年
四
つ
ニ

成
候
ヲ
、

　

母
抱
臥
居
候
處
、
右
之
狼
取
出
候
ヲ
追
懸
候
得
者
捨
置
、
狼
行
方
不
知
逃
候
由
、
次

　

郎
頭
・
手
ニ

疵
二
ヶ
所
有
之
候
得
共
、
当
分
ハ

死
左
右
ニ
茂

無
之
由
、
依
之
威
錆
被

　

仰
付
被
下
度
と
御
代
官
奥
寺
孫
兵
衛
・
大
川
平
右
衛
門
以
口
上
書
申
上
候
付
、
沢
内

　

御
代
官
所
ニ

居
候
猟
師
弐
人
遣
為
討
候
様
と
、
沢
内
御
代
官
松
田
清
助
・
浦
上
十
太

夫
へ
申
遣
、
尤
右
之
趣
花
巻
御
役
人
江
茂

申
遣
之
、
（
＊
傍
注
【　

】
は
公
刊
本
の
表
記
、

以
下
同
）

［
文
意
］
六
月
六
日
夜
一
〇
時
過
ぎ
、
大
瀬
川
村
（
現
花
巻
市
）
の
百
姓
の
娘
（
六
歳
）
が

狼
に
取
ら
れ
た
（
さ
ら
わ
れ
た
）
。
そ
れ
を
親
は
探
す
が
、
行
方
が
わ
か
ら
ず
、
死
骸
も

見
つ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
同
日
同
村
で
夜
二
時
こ
ろ
、
母
が
抱
い
て
寝
て
い
る
男
子

（
四
歳
）
を
狼
が
奪
っ
て
出
た
。
そ
れ
を
追
い
掛
け
る
と
、
狼
は
男
子
を
捨
て
て
逃
げ

た
。
こ
の
男
子
は
頭
と
手
に
疵
二
ヶ
所
あ
る
が
、
当
分
は
死
に
そ
う
に
も
な
い
（
重
体
で

は
な
い
）
。
そ
こ
で
、
威
鉄
砲
の
使
用
を
代
官
が
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
沢
内
代

官
所
内
の
猟
師
二
人
を
派
遣
し
て
討
た
せ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

　

威
鉄
砲
と
は
空
砲
の
音
で
威
し
て
追
い
払
う
鉄
砲
で
あ
り
、
猟
師
鉄
砲
は
実
弾
を
発

射
し
て
獣
を
射
殺
す
る
鉄
砲
で
あ
る
。
猟
師
は
ふ
だ
ん
猟
師
鉄
砲
を
使
っ
た
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
威
鉄
砲
も
使
っ
た
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
の
鉄
砲
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

お
そ
ら
く
猟
師
に
威
鉄
砲
を
討
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

狼
が
人
間
の
こ
ど
も
を
次
々
と
襲
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
狂
犬
病
に
罹
患
し
た
狼
に

よ
る
凶
行
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
深
夜
に
母
の
懐
か
ら
奪
う
な
ど
は
、

巧
妙
な
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
も
言
え
る
。
盛
岡
藩
に
も
狂
犬
病
に
罹
っ
た
「
病
犬
」
の
記

録
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
現
れ
る
の
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
か
ら
で
あ
り
（
八
月
三
日

条
）
、
こ
の
記
録
の
四
〇
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
（
6
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
狼
は
狂

犬
病
に
罹
り
、
狂
っ
て
人
に
襲
い
か
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
人
を
食
糧
と
し
て
狩
り
獲

ろ
う
と
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

狼
が
人
を
喰
い
殺
し
た
と
い
う
凄
惨
な
記
録
は
、
ほ
か
に
も
数
多
く
あ
る
。
主
な
も

の
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
盛
岡
藩
で
は
行
政
区
を
通
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を

代
官
所
に
管
掌
さ
せ
て
い
た
（
7
）

。
次
に
あ
る
遠
野
は
八
戸
南
部
家
（
弥
六
郎
）
が
直
轄

支
配
し
て
い
た
が
、
雫
石
や
毛
馬
内
な
ど
は
管
轄
の
代
官
所
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。

①
遠
野
の
附
馬
牛
村
・
駒
木
村
（
現
遠
野
市
）
で
六
月
一
二
日
（
新
暦
七
月
七
日
）
か
ら
近

頃
ま
で
、
夜
に
狼
が
百
姓
の
家
へ
入
り
、
人
を
喰
っ
た
。
両
村
で
一
三
人
、
東
禅
寺
村

な
ど
で
も
二
人
が
負
傷
し
、
馬
三
一
頭
と
牛
四
頭
が
喰
い
殺
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
猟
師

に
鉄
砲
を
討
た
せ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
（
元
禄
四
年
［
一
六
九
一
］
六
月
二
七
日
条
）

②
雫
石
代
官
所
の
御
明
神
村
（
現
雫
石
町
）
で
七
月
一
二
日
（
新
暦
八
月
一
七
日
）
午
前
一
〇

時
過
ぎ
か
ら
正
午
に
、
男
女
三
人
（
五
～
九
歳
）
が
狼
に
喰
い
殺
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
男

子
四
人
（
四
～
一
一
歳
）
が
の
ど
笛
を
喰
わ
れ
て
深
手
を
負
い
、
男
女
二
人
（
九
～
一
〇

歳
）
も
軽
傷
を
負
っ
た
。
そ
こ
で
、
持
筒
（
同
心
）
三
人
を
派
遣
し
た
。（
元
禄
一
一
年
七
月

一
三
日
条
）

③
雫
石
代
官
所
の
村
々
で
七
月
一
四
日
（
新
暦
八
月
一
九
日
）
の
晩
、
多
く
の
こ
ど
も
が

狼
に
喰
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
南
畑
村
（
現
雫
石
町
）
で
は
、
男
女
八
人
（
三
～
一
四
歳
）
が

負
傷
し
、
男
子
二
人
（
と
も
に
八
歳
）
が
即
死
し
た
。
御
明
神
村
で
は
、
女
子
二
人
（
と
も

（
鉄
砲
）

【
月
】

お
お
せ
が
わ

け 

ま 

な
い

と
う
ぜ
ん
じ

つ
き
も 

う
し

こ
ま 

ぎ

お
み
よ
う
じ
ん

み
な
み
は
た

き
ず

お
ど
し

さ
わ
う
ち

に
五
歳
）
が
負
傷
し
、
男
子
二
人
（
四
～
五
歳
）
が
死
亡
し
た
。（
元
禄
一
一
年
七
月
一
八
日

条
）

④
毛
馬
内
（
現
鹿
角
市
・
小
坂
町
）
の
草
木
村
・
鴇
村
・
赤
坂
村
・
芦
名
沢
村
・
風
張
村

の
男
女
六
人
（
五
～
一
四
歳
）
が
狼
に
喰
い
殺
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
毛
馬
内
の
猟
師
に
見

廻
っ
て
射
殺
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
。
（元
禄
一
二
年
八
月
四
日
条
）

 

①
で
は
家
内
に
狼
が
侵
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
牛
馬
を
あ
わ
せ
て
三
五
頭
も
喰
い
殺

し
て
い
る
の
は
尋
常
で
な
い
。
お
そ
ら
く
狼
の
群
れ
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
③
も

晩
に
こ
ど
も
が
襲
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
内
に
狼
が
侵
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
一
晩
に
二
ヶ
村
で
四
人
が
喰
い
殺
さ
れ
、
一
〇
人
が
負
傷
し
て
い
る
。
の
ど

笛
を
喰
わ
れ
て
深
手
を
負
っ
た
者
も
、
の
ち
に
亡
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
晩
に
一
四
人
の
死
傷
者
数
は
、
正
保
か
ら
文
政
年
間
の
「
雑
書
」
の
記
録
の
な
か
で
、

最
多
最
悪
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
御
明
神
村
で
は
さ
ら
に
悲
劇
が
続
き
、
こ
の
二
ヶ
月
後
に
男
子
（
一
四
歳
）
が
狼

に
取
ら
れ
て
い
る
（
元
禄
一
一
年
九
月
二
七
日
条
）
。
狼
に
取
ら
れ
た
子
は
、
そ
の
後
に
喰

い
殺
さ
れ
た
に
違
い
な
く
、
し
か
も
、
死
骸
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
②
③

の
被
害
を
含
め
て
、
御
明
神
村
で
は
三
ヶ
月
足
ら
ず
の
間
に
四
～
一
四
歳
の
計
一
六
人

（
死
亡
五
人
・
行
方
不
明
一
人
・
重
軽
傷
一
〇
人
）
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。
狼
が
村
を
震

撼
さ
せ
る
大
惨
事
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
狼
の
多
く
は
、
村
の
こ
ど
も
を
食
糧
と
し
て
奪
い
去
ろ
う
と
し
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
の
人
々
は
、
こ
う
し
た
野
獣
の
襲
来
に
怯
え
な
が
ら
暮
ら
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
昔
の
人
び
と
は
野
生
動
物
と
微
笑
ま
し
く
慈
愛
に
満
ち
た
関
係

を
築
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
…
そ
ん
な
想
定
は
、
自
然
環
境
の
苛
烈
さ
を
顧
み
な
い
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）
人
身
被
害
の
傾
向

　

こ
の
ほ
か
の
も
の
も
含
め
て
、
狼
に
よ
る
人
身
被
害
記
録
を
表
1
に
ま
と
め
た
。
こ

れ
は
正
保
か
ら
文
政
年
間
の
「
雑
書
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
こ
の
他
に
も
載
っ
て
い

な
い
被
害
も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
貞
享
年
間
の
前
は
、
狼
荒
に
限
ら
ず
人
身
被
害
の

記
載
が
少
な
い
（
8
）

。
し
た
が
っ
て
、
表
１
は
被
害
の
全
容
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
傾
向
を
考
え
る
た
め
の
材
料
と
捉
え
た
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
残
さ
れ
た
記

録
か
ら
被
害
の
傾
向
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　

表
１
に
あ
る
人
身
被
害
の
記
録
二
一
件
を
ま
と
め
る
と
、
死
傷
者
は
計
八
九
人
で
あ

り
、
そ
の
内
訳
は
死
亡
二
三
人
、
行
方
不
明
四
人
、
重
軽
傷
六
二
人
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
「
数
多
」
・
「
数
人
」
を
二
人
、
「
一
、
両
人
」
・
「
二
、
三
人
」
・
「
三
、
四
人
」
は
少
な

い
方
の
人
数
を
加
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
八
九
人
は
記
録
の
最
小
値
で
あ
り
、

実
際
の
被
害
者
数
は
九
〇
人
以
上
に
な
ろ
う
。

　

死
傷
者
の
性
別
は
男
三
一
人
に
対
し
、
女
一
七
人
で
あ
り
、
そ
の
平
均
年
齢
は
七
．

一
歳
で
あ
る
。
記
載
の
な
い
も
の
が
多
い
が
（
性
別
不
詳
四
一
人
、
年
齢
不
詳
五
九
人
）
、

狼
は
こ
ど
も
を
、
と
く
に
男
の
子
を
狙
う
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

被
害
の
発
生
時
期
を
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
夏
季
に
集
中
し
て
い
る
。
被
害
日
を
記

載
し
て
い
な
い
も
の
も
多
い
が
、
被
害
日
は
「
雑
書
」
の
記
録
日
条
と
大
き
く
違
わ
な
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
も
含
め
て
被
害
月
日
を
新
暦
に
直
し
て
み
た
。
す
る
と
、
被
害

者
は
七
月
に
三
七
人
、
八
月
に
二
四
人
、
九
月
に
一
七
人
で
あ
り
、
七
～
九
月
に
計
七

八
人
（
八
八
％
）
の
偏
在
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
は
定
か
で
な
い
が
（
9
）

、
家
内
に
押

し
入
る
に
は
開
放
的
な
夏
季
が
容
易
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

被
害
時
刻
は
昼
夜
を
問
わ
な
い
が
、
被
害
場
所
の
多
く
は
村
内
か
そ
の
近
辺
で
あ
り
、

家
内
に
押
し
入
ら
れ
た
例
も
三
、
四
件
あ
る
（
表
１
№
5
・
7
・
16
、
6
も
か
）
。
被
害
に

遭
っ
た
の
は
、
こ
ど
も
が
狼
の
棲
息
域
に
迷
い
込
ん
だ
か
ら
で
は
な
く
、
狼
が
村
に
や

っ
て
来
て
、
こ
ど
も
を
捕
食
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

 

た
だ
し
、
年
代
別
に
被
害
の
増
減
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
死
傷
者
八
九
人
の

う
ち
七
四
人
（
八
三
％
）
は
元
禄
か
ら
宝
永
年
間
で
あ
り
、
こ
れ
は
将
軍
綱
吉
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
生
類
憐
れ
み
令
」
が
断
行
さ
れ
た
年
代
と
重
な
る
（
10
）

。
す
る
と
、
こ
の
年
代

に
被
害
が
多
い
の
は
、
「
生
類
憐
れ
み
令
に
よ
っ
て
狼
を
駆
除
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
た

め
に
数
を
増
や
し
た
狼
が
人
ま
で
も
餌
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
捉
え
る
向
き
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
多
く
の
記
録
が
残
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が

く
さ 

き

と
き

あ
し 

な 

ざ
わ

か
ざ
つ
ぱ
り
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以
上
、
代
官
か
ら
報
告
が
あ
り
、
三
戸
と
五
戸
に
い
る
鳥
討
に
鉄
砲
で
狼
を
討
つ
よ
う

に
指
示
し
た
。

　

鳥
討
と
は
、
鶴
・
白
鳥
や
雁
・
鴨
な
ど
諸
々
の
鳥
を
鉄
砲
で
捕
獲
し
て
、
藩
へ
上
納

す
る
者
で
あ
る
。
こ
の
鳥
討
に
狼
を
射
殺
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　

三
日
間
で
こ
ど
も
四
人
を
喰
い
殺
し
た
狼
は
一
匹
な
の
か
、
群
れ
の
集
団
な
の
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
広
範
囲
で
被
害
が
多
発
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た

者
の
証
言
か
ら
、
狼
に
よ
る
犯
行
と
断
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
狼
を
野
犬
や
山
犬
と

ど
の
よ
う
に
識
別
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
記
録
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
（
5
）

。

［
史
料
二
］
「
雑
書
」
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
六
月
一
〇
日
条

一
、
去
六
日
之
夜
四
つ
過
、
奥
瀬
内
記
知
行
所
大
瀬
川
村
百
姓
勘
助
娘
年
六
ニ

成
候
秋

　

と
申
女
、
狼
ニ

被
取
、
勘
助
出
合
尋
候
処
、
行
方
不
知
、
死
骸
も
見
出
不
申
由
、
同

　

日
同
所
長
右
衛
門
と
申
者
之
所
江

、
夜
八
つ
頃
狼
来
、
男
子
次
郎
年
四
つ
ニ

成
候
ヲ
、

　

母
抱
臥
居
候
處
、
右
之
狼
取
出
候
ヲ
追
懸
候
得
者
捨
置
、
狼
行
方
不
知
逃
候
由
、
次

　

郎
頭
・
手
ニ

疵
二
ヶ
所
有
之
候
得
共
、
当
分
ハ

死
左
右
ニ
茂

無
之
由
、
依
之
威
錆
被

　

仰
付
被
下
度
と
御
代
官
奥
寺
孫
兵
衛
・
大
川
平
右
衛
門
以
口
上
書
申
上
候
付
、
沢
内

　

御
代
官
所
ニ

居
候
猟
師
弐
人
遣
為
討
候
様
と
、
沢
内
御
代
官
松
田
清
助
・
浦
上
十
太

夫
へ
申
遣
、
尤
右
之
趣
花
巻
御
役
人
江
茂

申
遣
之
、
（
＊
傍
注
【　

】
は
公
刊
本
の
表
記
、

以
下
同
）

［
文
意
］
六
月
六
日
夜
一
〇
時
過
ぎ
、
大
瀬
川
村
（
現
花
巻
市
）
の
百
姓
の
娘
（
六
歳
）
が

狼
に
取
ら
れ
た
（
さ
ら
わ
れ
た
）
。
そ
れ
を
親
は
探
す
が
、
行
方
が
わ
か
ら
ず
、
死
骸
も

見
つ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
同
日
同
村
で
夜
二
時
こ
ろ
、
母
が
抱
い
て
寝
て
い
る
男
子

（
四
歳
）
を
狼
が
奪
っ
て
出
た
。
そ
れ
を
追
い
掛
け
る
と
、
狼
は
男
子
を
捨
て
て
逃
げ

た
。
こ
の
男
子
は
頭
と
手
に
疵
二
ヶ
所
あ
る
が
、
当
分
は
死
に
そ
う
に
も
な
い
（
重
体
で

は
な
い
）
。
そ
こ
で
、
威
鉄
砲
の
使
用
を
代
官
が
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
沢
内
代

官
所
内
の
猟
師
二
人
を
派
遣
し
て
討
た
せ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

　

威
鉄
砲
と
は
空
砲
の
音
で
威
し
て
追
い
払
う
鉄
砲
で
あ
り
、
猟
師
鉄
砲
は
実
弾
を
発

射
し
て
獣
を
射
殺
す
る
鉄
砲
で
あ
る
。
猟
師
は
ふ
だ
ん
猟
師
鉄
砲
を
使
っ
た
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
威
鉄
砲
も
使
っ
た
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
の
鉄
砲
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

お
そ
ら
く
猟
師
に
威
鉄
砲
を
討
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

狼
が
人
間
の
こ
ど
も
を
次
々
と
襲
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
狂
犬
病
に
罹
患
し
た
狼
に

よ
る
凶
行
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
深
夜
に
母
の
懐
か
ら
奪
う
な
ど
は
、

巧
妙
な
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
も
言
え
る
。
盛
岡
藩
に
も
狂
犬
病
に
罹
っ
た
「
病
犬
」
の
記

録
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
現
れ
る
の
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
か
ら
で
あ
り
（
八
月
三
日

条
）
、
こ
の
記
録
の
四
〇
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
（
6
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
狼
は
狂

犬
病
に
罹
り
、
狂
っ
て
人
に
襲
い
か
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
人
を
食
糧
と
し
て
狩
り
獲

ろ
う
と
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

狼
が
人
を
喰
い
殺
し
た
と
い
う
凄
惨
な
記
録
は
、
ほ
か
に
も
数
多
く
あ
る
。
主
な
も

の
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
盛
岡
藩
で
は
行
政
区
を
通
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を

代
官
所
に
管
掌
さ
せ
て
い
た
（
7
）

。
次
に
あ
る
遠
野
は
八
戸
南
部
家
（
弥
六
郎
）
が
直
轄

支
配
し
て
い
た
が
、
雫
石
や
毛
馬
内
な
ど
は
管
轄
の
代
官
所
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。

①
遠
野
の
附
馬
牛
村
・
駒
木
村
（
現
遠
野
市
）
で
六
月
一
二
日
（
新
暦
七
月
七
日
）
か
ら
近

頃
ま
で
、
夜
に
狼
が
百
姓
の
家
へ
入
り
、
人
を
喰
っ
た
。
両
村
で
一
三
人
、
東
禅
寺
村

な
ど
で
も
二
人
が
負
傷
し
、
馬
三
一
頭
と
牛
四
頭
が
喰
い
殺
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
猟
師

に
鉄
砲
を
討
た
せ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
（
元
禄
四
年
［
一
六
九
一
］
六
月
二
七
日
条
）

②
雫
石
代
官
所
の
御
明
神
村
（
現
雫
石
町
）
で
七
月
一
二
日
（
新
暦
八
月
一
七
日
）
午
前
一
〇

時
過
ぎ
か
ら
正
午
に
、
男
女
三
人
（
五
～
九
歳
）
が
狼
に
喰
い
殺
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
男

子
四
人
（
四
～
一
一
歳
）
が
の
ど
笛
を
喰
わ
れ
て
深
手
を
負
い
、
男
女
二
人
（
九
～
一
〇

歳
）
も
軽
傷
を
負
っ
た
。
そ
こ
で
、
持
筒
（
同
心
）
三
人
を
派
遣
し
た
。（
元
禄
一
一
年
七
月

一
三
日
条
）

③
雫
石
代
官
所
の
村
々
で
七
月
一
四
日
（
新
暦
八
月
一
九
日
）
の
晩
、
多
く
の
こ
ど
も
が

狼
に
喰
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
南
畑
村
（
現
雫
石
町
）
で
は
、
男
女
八
人
（
三
～
一
四
歳
）
が

負
傷
し
、
男
子
二
人
（
と
も
に
八
歳
）
が
即
死
し
た
。
御
明
神
村
で
は
、
女
子
二
人
（
と
も

（
鉄
砲
）

【
月
】

お
お
せ
が
わ

け 

ま 

な
い

と
う
ぜ
ん
じ

つ
き
も 

う
し

こ
ま 

ぎ

お
み
よ
う
じ
ん

み
な
み
は
た

き
ず

お
ど
し

さ
わ
う
ち

に
五
歳
）
が
負
傷
し
、
男
子
二
人
（
四
～
五
歳
）
が
死
亡
し
た
。（
元
禄
一
一
年
七
月
一
八
日

条
）

④
毛
馬
内
（
現
鹿
角
市
・
小
坂
町
）
の
草
木
村
・
鴇
村
・
赤
坂
村
・
芦
名
沢
村
・
風
張
村

の
男
女
六
人
（
五
～
一
四
歳
）
が
狼
に
喰
い
殺
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
毛
馬
内
の
猟
師
に
見

廻
っ
て
射
殺
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
。
（元
禄
一
二
年
八
月
四
日
条
）

 

①
で
は
家
内
に
狼
が
侵
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
牛
馬
を
あ
わ
せ
て
三
五
頭
も
喰
い
殺

し
て
い
る
の
は
尋
常
で
な
い
。
お
そ
ら
く
狼
の
群
れ
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
③
も

晩
に
こ
ど
も
が
襲
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
内
に
狼
が
侵
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
一
晩
に
二
ヶ
村
で
四
人
が
喰
い
殺
さ
れ
、
一
〇
人
が
負
傷
し
て
い
る
。
の
ど

笛
を
喰
わ
れ
て
深
手
を
負
っ
た
者
も
、
の
ち
に
亡
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
晩
に
一
四
人
の
死
傷
者
数
は
、
正
保
か
ら
文
政
年
間
の
「
雑
書
」
の
記
録
の
な
か
で
、

最
多
最
悪
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
御
明
神
村
で
は
さ
ら
に
悲
劇
が
続
き
、
こ
の
二
ヶ
月
後
に
男
子
（
一
四
歳
）
が
狼

に
取
ら
れ
て
い
る
（
元
禄
一
一
年
九
月
二
七
日
条
）
。
狼
に
取
ら
れ
た
子
は
、
そ
の
後
に
喰

い
殺
さ
れ
た
に
違
い
な
く
、
し
か
も
、
死
骸
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
②
③

の
被
害
を
含
め
て
、
御
明
神
村
で
は
三
ヶ
月
足
ら
ず
の
間
に
四
～
一
四
歳
の
計
一
六
人

（
死
亡
五
人
・
行
方
不
明
一
人
・
重
軽
傷
一
〇
人
）
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。
狼
が
村
を
震

撼
さ
せ
る
大
惨
事
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
狼
の
多
く
は
、
村
の
こ
ど
も
を
食
糧
と
し
て
奪
い
去
ろ
う
と
し
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
の
人
々
は
、
こ
う
し
た
野
獣
の
襲
来
に
怯
え
な
が
ら
暮
ら
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
昔
の
人
び
と
は
野
生
動
物
と
微
笑
ま
し
く
慈
愛
に
満
ち
た
関
係

を
築
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
…
そ
ん
な
想
定
は
、
自
然
環
境
の
苛
烈
さ
を
顧
み
な
い
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）
人
身
被
害
の
傾
向

　

こ
の
ほ
か
の
も
の
も
含
め
て
、
狼
に
よ
る
人
身
被
害
記
録
を
表
1
に
ま
と
め
た
。
こ

れ
は
正
保
か
ら
文
政
年
間
の
「
雑
書
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
こ
の
他
に
も
載
っ
て
い

な
い
被
害
も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
貞
享
年
間
の
前
は
、
狼
荒
に
限
ら
ず
人
身
被
害
の

記
載
が
少
な
い
（
8
）

。
し
た
が
っ
て
、
表
１
は
被
害
の
全
容
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
傾
向
を
考
え
る
た
め
の
材
料
と
捉
え
た
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
残
さ
れ
た
記

録
か
ら
被
害
の
傾
向
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　

表
１
に
あ
る
人
身
被
害
の
記
録
二
一
件
を
ま
と
め
る
と
、
死
傷
者
は
計
八
九
人
で
あ

り
、
そ
の
内
訳
は
死
亡
二
三
人
、
行
方
不
明
四
人
、
重
軽
傷
六
二
人
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
「
数
多
」
・
「
数
人
」
を
二
人
、
「
一
、
両
人
」
・
「
二
、
三
人
」
・
「
三
、
四
人
」
は
少
な

い
方
の
人
数
を
加
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
八
九
人
は
記
録
の
最
小
値
で
あ
り
、

実
際
の
被
害
者
数
は
九
〇
人
以
上
に
な
ろ
う
。

　

死
傷
者
の
性
別
は
男
三
一
人
に
対
し
、
女
一
七
人
で
あ
り
、
そ
の
平
均
年
齢
は
七
．

一
歳
で
あ
る
。
記
載
の
な
い
も
の
が
多
い
が
（
性
別
不
詳
四
一
人
、
年
齢
不
詳
五
九
人
）
、

狼
は
こ
ど
も
を
、
と
く
に
男
の
子
を
狙
う
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

被
害
の
発
生
時
期
を
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
夏
季
に
集
中
し
て
い
る
。
被
害
日
を
記

載
し
て
い
な
い
も
の
も
多
い
が
、
被
害
日
は
「
雑
書
」
の
記
録
日
条
と
大
き
く
違
わ
な
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
も
含
め
て
被
害
月
日
を
新
暦
に
直
し
て
み
た
。
す
る
と
、
被
害

者
は
七
月
に
三
七
人
、
八
月
に
二
四
人
、
九
月
に
一
七
人
で
あ
り
、
七
～
九
月
に
計
七

八
人
（
八
八
％
）
の
偏
在
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
は
定
か
で
な
い
が
（
9
）

、
家
内
に
押

し
入
る
に
は
開
放
的
な
夏
季
が
容
易
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

被
害
時
刻
は
昼
夜
を
問
わ
な
い
が
、
被
害
場
所
の
多
く
は
村
内
か
そ
の
近
辺
で
あ
り
、

家
内
に
押
し
入
ら
れ
た
例
も
三
、
四
件
あ
る
（
表
１
№
5
・
7
・
16
、
6
も
か
）
。
被
害
に

遭
っ
た
の
は
、
こ
ど
も
が
狼
の
棲
息
域
に
迷
い
込
ん
だ
か
ら
で
は
な
く
、
狼
が
村
に
や

っ
て
来
て
、
こ
ど
も
を
捕
食
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

 
た
だ
し
、
年
代
別
に
被
害
の
増
減
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
死
傷
者
八
九
人
の

う
ち
七
四
人
（
八
三
％
）
は
元
禄
か
ら
宝
永
年
間
で
あ
り
、
こ
れ
は
将
軍
綱
吉
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
生
類
憐
れ
み
令
」
が
断
行
さ
れ
た
年
代
と
重
な
る
（
10
）

。
す
る
と
、
こ
の
年
代

に
被
害
が
多
い
の
は
、
「
生
類
憐
れ
み
令
に
よ
っ
て
狼
を
駆
除
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
た

め
に
数
を
増
や
し
た
狼
が
人
ま
で
も
餌
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
捉
え
る
向
き
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
多
く
の
記
録
が
残
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が

く
さ 

き

と
き

あ
し 

な 

ざ
わ

か
ざ
つ
ぱ
り
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あ
る
。

　

表
向
き
で
は
、
生
類
憐
れ
み
令
に
よ
っ
て
狼
の
駆
除
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
綱
吉
が
諸
国
に
鉄
砲
改
め
を
発
令
し
、
こ
れ
が
領
主
側
に
よ
る
在
村
鉄
砲
の
管

理
を
強
化
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
塚
本
学
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
幕

府
も
獣
害
対
策
に
鉄
砲
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
お
り
、
そ
の
使
用
を
全
面
禁

止
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
11
）

。
盛
岡
藩
の
為
政
者
に
あ
っ
て
も
、
人
を
喰
う
狼
を
た

だ
黙
っ
て
見
過
ご
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
駆
除
を
理
由
づ
け
る
た

め
に
、
狼
に
よ
る
被
害
を
詳
細
に
報
告
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
年
代

の
記
録
が
多
く
残
さ
れ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
弘
前
藩
と
の
比
較

　

弘
前
藩
で
も
狼
荒
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
弘
前
藩
の
藩
日
記
「
弘
前
藩
庁
御

国
日
記
」
（
寛
文
元
年
～
慶
応
三
年
）
に
は
（
12
）

、
狼
に
よ
る
死
傷
者
を
八
四
人
確
認
で

き
る
。
そ
の
内
訳
は
、
死
亡
三
七
人
、
行
方
不
明
五
人
、
半
死
半
生
七
人
、
重
軽
傷
三

五
人
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
喰
い
残
さ
れ
た
死
体
の
一
部
だ
け
、
あ
る
い
は
着
衣
や

骨
・
髪
だ
け
が
残
る
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
盛
岡
藩
の
死
傷
者
数
八
九
人
に
は
少
し

及
ば
な
い
が
、
弘
前
藩
で
も
多
く
の
領
民
が
狼
に
喰
い
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

詳
し
く
は
小
論
を
参
照
さ
れ
た
い
が
（
13
）

、
こ
の
被
害
の
傾
向
を
盛
岡
藩
と
比
較
し
て
み

よ
う
。

　

死
傷
者
の
性
別
は
男
三
九
人
に
対
し
、
女
三
七
人
で
あ
り
（
性
別
不
詳
八
人
）
、
そ
の
平

均
年
齢
は
九
．
三
歳
で
あ
る
（
14
）

。
盛
岡
藩
と
異
な
り
被
害
者
に
男
女
差
が
ほ
と
ん
ど

な
い
が
、
こ
ど
も
が
多
か
っ
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
弘
前
藩
で
も
被
害
が
六
～
九

月
（
新
暦
）
に
集
中
し
て
お
り
、
村
内
や
村
近
く
で
起
き
て
い
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

 

年
代
を
見
る
と
、
元
禄
か
ら
宝
永
年
間
に
五
四
人
、
正
徳
か
ら
享
保
年
間
に
一
六
人
、

元
文
か
ら
安
永
年
間
に
一
四
人
で
あ
る
。
盛
岡
藩
で
は
、
お
お
む
ね
宝
永
年
間
ま
で
に

被
害
記
録
が
収
束
し
て
い
た
が
、
弘
前
藩
で
は
安
永
年
間
ま
で
続
い
て
い
た
。
た
だ
し
、

両
藩
と
も
に
元
禄
か
ら
宝
永
年
間
に
集
中
し
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
（
15
）

。

 

両
藩
の
記
録
を
総
合
す
る
と
、
狼
は
こ
ど
も
を
村
内
や
村
近
く
で
襲
い
、
食
糧
と
し

て
食
べ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

2
狼
を
獲
る
人
び
と

（
1
）
生
類
憐
れ
み
の
政
策

　

盛
岡
藩
で
は
、
こ
う
し
た
狼
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
者
に
鉄
砲
を
討
た
せ
て
い
た
。

「
雑
書
」
に
よ
る
と
、
そ
の
駆
除
を
鳥
討
（
史
料
一
）
、
猟
師
（
史
料
二
・
①
・
④
）
、
持
筒

（
②
）
に
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
狼
に
襲
わ
れ
た
人
び
と
は
、
こ
う
し
た
鉄
砲
討
ち
の

派
遣
を
た
だ
待
つ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

　

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
六
月
に
五
戸
の
村
々
で
こ
ど
も
二
、
三
人
を
喰
い
殺
し
た
狼
が

い
た
が
、
こ
れ
を
五
戸
市
中
の
者
た
ち
が
取
り
囲
み
、
鑓
で
突
き
殺
し
て
い
る
（
六
月
二

日
条　

表
１
№
2
）
。
こ
の
す
ぐ
後
に
も
、
八
戸
で
男
女
数
人
を
喰
い
殺
し
た
狼
を
、
八
戸

城
外
で
数
人
が
取
り
巻
い
て
、
切
り
殺
し
て
い
る
（
六
月
三
日
条　

表
1
№
3
）（
16
）

。

　

寛
文
二
年
は
生
類
憐
れ
み
の
発
令
前
で
あ
る
が
、
発
令
後
の
元
禄
年
間
に
も
村
の
百

姓
が
狼
を
叩
き
殺
し
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
記
録
で
あ
る
。

［
史
料
三
］
「
雑
書
」
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
七
月
一
日
条

一
、
花
巻
八
幡
通
御
代
官
所
之
内
、
黒
沼
村
肝
煎
六
左
衛
門
馬
屋
江

狼
入
隠
居
候
を
見

　

出
、
家
を
取
ま
き
候
得
共
か
け
破
出
、
屋
鋪
之
林
入
候
を
、
左
助
・
孫
十
郎
と
申
百

　

姓
二
人
ニ
而

棒
ニ
而

打
殺
候
由
、
所
之
御
代
官
苫
米
地
長
左
衛
門
披
露
仕
候
由
ニ
而

、

　

右
之
狼
花
巻
御
足
軽
を
付
状
を
添
来
ル
、
則
中
ノ
橋
ノ
下
川
原
柳
之
内
へ
埋
置
候
事
、

［
文
意
］
黒
沼
村
（
現
花
巻
市
）
の
肝
煎
の
馬
屋
へ
狼
が
入
っ
て
隠
れ
て
い
る
の
を
見

つ
け
、
家
を
取
り
巻
い
た
。
す
る
と
、
狼
が
包
囲
を
破
り
駆
け
出
し
て
屋
敷
林
へ
入
っ

た
の
で
、
そ
れ
を
百
姓
二
人
が
棒
で
打
ち
殺
し
た
。
こ
の
狼
を
盛
岡
ま
で
状
を
添
え
て

花
巻
の
足
軽
が
も
っ
て
来
た
の
で
、
盛
岡
城
下
の
中
ノ
橋
下
に
あ
る
川
原
の
柳
の
な
か

へ
埋
め
た
。

　

こ
の
時
期
は
幕
府
に
よ
っ
て
生
類
憐
れ
み
の
政
策
が
断
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め

く
ろ
ぬ
ま

　
　
　
人
馬
を
喰
う
狼
、
狼
を
獲
る
人
び
と

　
　
　
　
　
　

―
「
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
」
か
ら
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
北
歴
史
博
物
館　
　
　

村
上　

一
馬

は
じ
め
に

一　

人
を
喰
う
狼

二　

狼
を
獲
る
人
び
と

三　

狼
の
捕
獲
法

さ
い
ご
に

は
じ
め
に

　

平
成
二
四
年
八
月
二
八
日
、
環
境
省
は
獺
（ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
）
の
絶
滅
を
発
表
し
た
（1
）
。

こ
れ
で
コ
ウ
モ
リ
を
除
く
哺
乳
類
の
絶
滅
種
で
は
、
獺
は
狼
（
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
、
エ
ゾ

オ
オ
カ
ミ
）
に
次
ぐ
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
ひ
と
つ
、
貴
重
な
固
有
種
が
地
上
か
ら
消
え
た

こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
絶
滅
種
が
棲
息
し
て
い
た
こ
と
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、

そ
の
時
代
を
懐
か
し
み
、
郷
愁
と
と
も
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
絶
滅
に
至
っ
た
の
は
人
為
的
圧
力
が
そ
の
存
続
を
脅
か
し
続
け
た
結
果
で

あ
ろ
う
。
そ
の
反
省
な
く
し
て
、
次
な
る
絶
滅
種
を
予
防
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
問
題

は
、
こ
う
し
た
野
生
動
物
に
対
す
る
人
為
的
圧
力
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

狼
も
獺
も
絶
滅
す
る
以
前
に
は
、
人
び
と
か
ら
敬
わ
れ
、
愛
さ
れ
る
面
が
あ
っ
た
こ
と

が
、
種
々
の
民
俗
事
例
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
（2
）
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
人
の
生
活

や
生
業
を
害
し
て
嫌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
古
く
か
ら
、
こ
う
し
た
功
罪
の
両
面
を

人
び
と
が
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
る
時
代
か
ら
負
の

側
面
、
す
な
わ
ち
人
に
害
を
及
ぼ
す
害
獣
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

当
論
の
目
的
は
、
そ
の
負
の
側
面
に
つ
い
て
を
考
え
る
た
め
に
、
近
世
の
盛
岡
藩
に

お
け
る
狼
の
記
録
を
検
証
す
る
。
そ
の
基
本
史
料
と
し
て
盛
岡
藩
（
南
部
領
）
の
藩
日
記

で
あ
る
「
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
」
（
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
）
を
利
用
す
る
。

こ
の
「
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
」
（以
下
「
雑
書
」
と
略
記
す
る
）
は
家
老
席
が
日
々

の
所
管
事
項
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

  

「
雑
書
」
に
は
、
狼
・
熊
・
鹿
・
猪
・
狐
・
獺
な
ど
の
哺
乳
類
だ
け
で
な
く
、
鷹
や
若
黄

鷹
（オ
オ
タ
カ
の
幼
鳥
）
・
鷂
・
隼
・
鷲
・
梟
・
鶴
・
白
鳥
・
菱
喰
・
鷺
・
鵜
・
鴇
・
雁
・

鴨
・
雉
子
な
ど
の
鳥
類
を
捕
獲
し
て
い
た
こ
と
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
雑
書
」

を
も
と
に
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
榎
森
進
氏
が
鹿
狩
り
に
つ
い
て
、
菊
池
勇
夫
氏

が
狼
と
牧
馬
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
（3
）
。
い
ず
れ
も
優
れ
た
実
証
的
研
究

で
あ
り
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
先
学
に
学
び
な
が
ら
、
正
保
年
間
か
ら
文

政
年
間
（
一
六
四
四
～
一
八
二
九
）
の
「
雑
書
」
か
ら
狼
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

な
お
、
「
雑
書
」
は
一
部
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
（4
）
、
引
用
で
も
利
用
し
た
が
、
原
典

に
照
ら
し
て
改
め
た
箇
所
は
、
公
刊
本
の
表
記
を
傍
注
【　

】
に
示
し
た
。

１
人
を
喰
う
狼

（
1
）
狼
荒

　

正
保
か
ら
文
政
年
間
の
「
雑
書
」
に
は
、
狼
に
よ
っ
て
人
が
死
傷
し
た
記
録
を
二
一

件
確
認
で
き
る
。
そ
の
中
か
ら
特
に
目
を
ひ
く
も
の
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

［
史
料
一
］
「
雑
書
」
元
禄
二
年
（一
六
八
九
）
六
月
一
九
日
条

一
、
五
戸
之
内
切
屋
内
村
・
上
市
川
村
・
下
市
川
村
・
野
沢
村
・
扇
田
村
・
七
崎
村
に

て
、
去
十
三
日
ヨ
リ
同
十
五
日
迄
狼
あ
れ
、
四
歳
よ
り
十
二
迄
之
子
と
も
家
之
前
遊

居
候
を
、
昼
も
暮
な
と
へ
懸
り
拾
壱
人
迄
喰
、
そ
の
内
四
人
喰
殺
、
其
外
ハ

見
合
追

放
候
由
、
右
之
内
三
拾
餘
り
之
男
、
雪
陰
ニ
而

、
ひ
ち
・
ひ
さ
・
口
喰
候
由
、
御
代

官
注
進
有
之
付
、
三
戸
・
五
戸
地
討
之
鳥
討
に
鉄
炮
ニ
て
討
候
様
ニ
と
申
遣
ス
、

［
文
意
］
五
戸
（現
青
森
県
三
戸
郡
五
戸
町
）
の
村
々
で
六
月
一
三
日
（新
暦
七
月
二
九
日
）
か

ら
一
五
日
に
狼
荒
（
狼
に
よ
る
被
害
）
が
あ
っ
た
。
四
歳
か
ら
一
二
歳
の
こ
ど
も
が
家
の

前
で
遊
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
、
昼
か
ら
暮
れ
に
狼
が
襲
い
か
か
り
、
一
一
人
に
噛
み
つ

い
た
。
そ
の
う
ち
四
人
を
喰
い
殺
し
、
そ
の
ほ
か
は
見
合
わ
せ
た
者
が
追
う
と
、
狼
が

放
し
た
。
三
〇
歳
あ
ま
り
の
男
も
雪
隠
（
便
所
）
で
肘
・
膝
・
口
を
喰
わ
れ
た
と
い
う
。

か
わ
う
そ

わ
か
き

は
い
た
か

ふ
く
ろ
う

ひ
し
く
い

さ
ぎ

う

と
き

（
肘
） 　
　

（
膝
）

（
被
脱
カ
）

ご
の
へ

だ
か

（
鴈
）

せ
っ
ち
ん
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⑭
遠
野
の
栃
内
村
は
往
還
の
場
所
で
あ
る
が
、
狼
が
多
く
人
馬
へ
障
る
の
で
、
夜
は
一

人
の
往
来
を
止
め
て
い
る
。
近
頃
で
は
狼
が
夜
中
に
百
姓
の
家
へ
入
り
、
怪
我
し
た
者

も
三
、
四
人
あ
り
、
困
っ
て
い
る
。
先
頃
、
狼
を
殺
さ
な
い
よ
う
指
示
さ
れ
た
が
、
そ

れ
で
は
防
ぐ
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
猟
師
に
討
ち
払
う
よ
う
命
じ
て
ほ
し
い
と
申
請
が

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
馬
へ
障
る
だ
け
で
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
人
家
へ
も
障
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
防
ぐ
よ
う
に
申
請
を
認
め
た
。（
寛
延
三
年
［
一
七
五
〇
］
一
一
月
二

五
日
条
）

⑮
上
田
通
代
官
所
内
の
田
代
村
（
現
宮
古
市
）
は
近
頃
、
猪
や
狼
が
多
く
て
作
物
が
喰
い

荒
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
夜
中
に
夫
伝
馬
（
人
夫
や
伝
馬
の
役
）
を
勤
め
る
の
に
往

来
も
差
し
支
え
て
、
非
常
に
迷
惑
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
来
年
に
馬
を
野
放
ち
す
る
時

節
ま
で
、
威
鉄
砲
一
挺
を
拝
借
し
た
い
と
百
姓
が
願
い
出
た
の
で
、
そ
れ
を
認
め
る
。

（
安
永
一
〇
年
［
一
七
八
一
］
六
月
晦
日
条
）

⑯
厨
川
通
代
官
所
内
の
瀧
沢
村
・
鵜
飼
村
・
土
渕
村
・
大
沢
村
・
篠
木
村
（
現
滝
沢
村
）

は
山
麓
に
あ
り
、
狼
が
荒
れ
て
、
野
放
ち
の
馬
が
怪
我
し
て
い
る
。
瀧
沢
村
で
は
、
百

姓
の
家
や
厩
に
ま
で
狼
が
入
っ
た
。
そ
こ
で
、
狼
を
防
ぐ
威
鉄
砲
を
一
ヶ
村
に
一
挺
ず

つ
拝
借
し
た
い
と
申
し
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
ヶ
村
へ
計
三
挺
を
拝
借
さ
せ
る
と

申
し
渡
し
た
。（
文
化
六
年
［
一
八
〇
九
］
五
月
八
日
条
）

 

⑫
で
は
害
獣
駆
除
者
と
し
て
猟
師
を
村
が
雇
う
こ
と
を
申
請
し
て
い
る
。
そ
の
費
用

は
村
が
負
担
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
勝
る
被
害
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
鳥
討
の
猟
期
は
認
め
な
い
と
し
て
お
り
、
藩
側
は
村
の
被
害
防
除
よ
り
も
諸
鳥
の

上
納
を
優
先
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 

⑬
で
は
作
毛
を
荒
ら
す
動
物
種
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
年
は
猪
荒
が
ひ
ど

く
、
こ
れ
以
前
に
も
猟
師
に
鉄
砲
を
討
つ
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
26
）

、
こ
れ

も
猪
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
猟
師
に
空
砲
の
威
鉄
砲
を
討
た
せ
る
と
い
う
の
は
、
田
畑

に
い
る
人
に
流
れ
弾
が
当
た
る
の
を
避
け
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

 

⑭
の
遠
野
は
大
槌
や
釜
石
か
ら
城
下
の
盛
岡
へ
至
る
街
道
に
位
置
す
る
。
こ
こ
を
通

る
人
馬
に
流
れ
弾
が
当
た
る
の
を
懸
念
し
た
の
か
、
狼
の
射
殺
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
家
に
被
害
が
現
れ
た
こ
と
で
、
限
定
的
と
は
い
え
、

猟
師
に
よ
る
射
殺
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

 

⑮
で
も
猪
や
狼
に
よ
る
荒
が
あ
り
、
と
く
に
夜
中
の
往
来
を
心
配
し
て
い
る
。
こ
こ

で
も
威
鉄
砲
を
願
い
出
て
い
る
の
は
、
田
畑
や
伝
馬
に
流
れ
弾
が
行
く
の
を
懸
念
し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

 

⑯
と
同
所
の
山
麓
の
五
ヶ
村
で
は
、
こ
の
前
年
に
も
狼
荒
が
あ
り
、
こ
ど
も
数
人
が

怪
我
し
、
夜
ご
と
に
貝
や
太
鼓
で
威
し
て
も
荒
が
止
ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
五
ヶ
村

へ
鉄
砲
一
挺
の
み
を
拝
借
さ
せ
て
い
た
（
文
化
五
年
一
〇
月
一
一
日
条
）
。
今
回
は
前
年
よ

り
鉄
砲
数
が
増
え
た
が
、
そ
れ
で
も
各
村
に
一
挺
ず
つ
は
貸
与
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

で
は
、
狼
荒
が
あ
っ
て
も
、
隣
村
に
鉄
砲
を
借
り
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
村
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
、
そ
れ
で
十
分
に
狼
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
疑
問
が

残
る
。

３
狼
の
捕
獲
法

（
1
）
鉄
砲
に
よ
る
射
殺

　

⑫
～
⑯
で
は
、
空
砲
で
威
す
場
合
と
実
弾
で
射
撃
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
田
畑
や

人
馬
を
害
す
る
狼
や
猪
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
射
殺
が
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
人
身
被
害
や
野
放
ち
の
馬
が
被
害
を
被
れ
ば
、
積
極
的
に
狼
を
射
殺
し
て
い

た
。

⑰
厨
川
通
の
八
ヶ
村
の
百
姓
が
、
狼
荒
で
野
放
ち
の
馬
へ
障
る
の
で
、
狼
を
取
る
よ
う

に
指
示
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
た
。
そ
こ
で
、
持
筒
三
人
が
見
廻
り
し
て
、
狼
を
討
つ

よ
う
に
と
命
じ
た
。
し
か
し
、「
渡
り
狼
」（
放
浪
す
る
狼
）
で
あ
る
の
か
、
村
々
を
廻
っ

て
も
狼
が
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
持
筒
を
引
き
上
げ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。（
寛
政
五
年

［
一
七
九
三
］
六
月
晦
日
条
）

⑱
日
詰
通
の
二
日
町
新
田
村
・
宮
手
村
（
現
紫
波
町
）
の
陣
ヶ
岡
御
林
（
い
ま
の
鎮
岡
神
社

の
辺
り
か
）
で
、
先
頃
よ
り
狼
が
子
育
て
を
し
て
い
る
。
農
業
の
節
で
あ
り
、
人
馬
や
童

く
り
や
が
わ

（
滝
）

う
ま
や

た
き
ざ
わ

う 

か
い

つ
ち
ぶ
ち

お
お
さ
わ

し
の　

ぎ

お
お
つ
ち

と
ち
な
い

た 

し
ろ

ひ 

づ
め

み
や

で

じ
ん 

が 

お
か

し  

わ

に
、
こ
の
狼
の
屍
体
を
城
下
ま
で
届
け
、
そ
れ
を
埋
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
百
姓

が
何
ら
か
の
咎
め
を
受
け
た
と
い
う
形
跡
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
隣
の
弘
前
藩
で
の
対
応
は
異
な
っ
て
い
た
。
狼
が
襲
い
か
か
っ
て
き
た

の
で
、
逆
に
そ
の
狼
を
熊
手
で
打
ち
殺
し
た
男
が
い
た
。
す
る
と
、
そ
の
男
は
取
り
調

べ
ら
れ
て
か
ら
、
村
預
け
の
措
置
を
受
け
て
い
る
（
17
）

。
弘
前
藩
で
は
人
が
狼
へ
反
撃

し
て
も
、
処
罰
の
対
象
に
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
盛
岡
藩
の
対
応

は
現
実
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
狼
に
襲
わ
れ
た
ら
、
ど
う
す
べ
き
か
。
こ
の
時
代
は
、

同
じ
狼
に
対
し
て
も
、
藩
に
よ
っ
て
異
な
る
対
応
が
要
求
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
盛
岡
藩
で
は
狼
に
限
ら
ず
、
猪
や
鹿
も
荒
れ
れ
ば
駆
除
し
て
い
た
。

⑤
盛
岡
代
官
所
内
で
鉄
砲
討
が
玉
な
し
で
威
し
た
が
効
果
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
三

名
（
同
心
か
）（
18
）

が
あ
わ
せ
て
狼
五
疋
（
匹
）
と
鹿
一
疋
を
射
殺
し
て
、
そ
の
場
に
埋
め
、

そ
れ
ぞ
れ
手
形
（
証
明
書
）
を
提
出
し
た
。（
元
禄
二
年
［
一
六
八
九
］
九
月
六
日
条　

表
2
№

23
～
27
）

⑥
元
禄
二
年
一
一
月
二
五
日
か
ら
一
二
月
二
五
日
ま
で
の
日
切
（
日
限
）
で
鉄
砲
を
討
た

せ
て
、
岩
手
郡
川
目
村
・
大
ヶ
生
村
・
滝
沢
村
、
三
戸
郡
浅
水
村
で
鹿
一
一
疋
・
猪
五

疋
・
狼
二
疋
の
計
一
八
疋
を
射
殺
し
た
。
そ
れ
を
目
付
四
人
が
確
認
し
、
幕
府
へ
報
告

し
た
。（
元
禄
三
年
一
月
一
〇
日
条　

表
２
№
30
･
31
）

⑦
沼
宮
内
（
現
岩
手
町
）
で
猪
や
狼
が
田
畑
を
荒
ら
し
、
人
馬
ま
で
も
障
る
の
で
、
鉄
砲

を
打
た
せ
て
ほ
し
い
と
惣
百
性
が
訴
状
を
提
出
し
た
。
そ
こ
で
願
い
の
通
り
、
沼
宮
内

の
同
心
に
鉄
砲
を
打
た
せ
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
立
ち
会
い
に
奉
行
目
付
を
派
遣
し
た
。

（
元
禄
三
年
五
月
一
八
日
条
）

⑧
五
戸
と
三
戸
で
狼
が
荒
れ
て
御
野
馬
（
藩
営
牧
場
の
馬
）
へ
当
る
の
で
、
鉄
砲
で
討
た

せ
た
い
。
そ
こ
で
猟
師
二
人
を
雇
い
、
討
つ
日
に
一
日
一
人
一
升
二
合
、
討
た
な
い
日

は
六
合
の
扶
持
米
を
支
給
す
る
証
文
を
お
く
る
。（
元
禄
五
年
六
月
二
六
日
条
）

⑨
野
辺
地
（
現
青
森
県
野
辺
地
町
）
の
有
戸
野
に
狼
が
多
く
、
御
野
馬
へ
当
る
と
い
う
の
で
、

給
人
（
鳥
討
）
か
足
軽
に
命
じ
て
、
狼
を
鉄
砲
で
討
ち
留
め
さ
せ
よ
。
例
の
ご
と
く
、
狼

を
討
っ
た
ら
そ
の
場
に
埋
め
て
、
鉄
砲
を
討
っ
た
者
・
御
野
馬
別
当
（
牧
野
の
統
括
責
任

者
）
・
肝
煎
・
老
百
性
は
以
前
の
通
り
に
手
形
（
証
明
書
）
を
提
出
せ
よ
。（
元
禄
八
年
七
月

一
一
日
条
）

　

幕
令
で
は
生
類
憐
れ
み
の
一
貫
と
し
て
、
猪
・
鹿
・
狼
な
ど
が
荒
れ
た
ら
威
鉄
砲
で

追
い
払
い
、
そ
れ
で
も
荒
れ
が
止
ま
な
け
れ
ば
討
ち
殺
す
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
、
そ

れ
に
は
条
件
が
あ
っ
た
。

　

⑤
⑨
で
は
狼
や
鹿
の
死
体
を
埋
め
る
よ
う
に
求
め
て
お
り
、
⑥
で
は
日
限
を
定
め
て
、

鹿
・
猪
・
狼
の
射
殺
数
を
報
告
し
て
い
る
。
⑦
で
は
猪
・
狼
を
射
殺
す
る
現
場
に
奉
行

目
付
が
立
ち
会
う
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
幕
令
に
示
さ
れ
た
射
殺
の
条
件
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
幕
府
へ
事
後
報
告
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
19
）

。

　

こ
う
し
た
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、
田
畑
の
被
害
だ
け
で
は
、
害
獣
駆
除
を

行
う
こ
と
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
被
害
が
御
野
馬
へ
及
ぶ
と
な

れ
ば
別
で
あ
る
。
⑧
で
は
猟
師
へ
扶
持
米
の
支
給
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
に

元
禄
七
年
と
同
一
三
年
に
も
、
狼
荒
か
ら
御
野
馬
を
防
護
す
る
猟
師
に
扶
持
を
指
示
し

て
い
る
（
20
）

。
幕
令
で
も
猟
師
の
捕
獲
（
捕
殺
）
は
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
獣
を

捕
獲
し
て
も
、
そ
の
数
量
を
幕
府
に
報
告
す
る
義
務
が
な
か
っ
た
（
21
）

。
同
心
や
足

軽
に
は
（
22
）

、
目
付
な
ど
の
役
人
の
立
ち
会
い
と
報
告
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
猟
師
で

あ
れ
ば
、
こ
の
煩
瑣
な
手
続
き
を
略
す
こ
と
が
で
き
た
。
す
る
と
、
わ
ず
か
ば
か
り
の

扶
持
米
を
支
給
し
て
済
む
な
ら
、
猟
師
に
害
獣
を
駆
除
さ
せ
る
利
点
は
小
さ
く
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
い
。

（
２
）
馬
を
ま
も
る
人
び
と

　

狼
は
人
間
を
襲
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
馬
を
襲
う
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
。

「
雑
書
」
を
見
る
と
、
人
身
被
害
の
記
録
は
限
ら
れ
て
お
り
、
記
録
の
多
く
は
馬
の
被
害

で
あ
る
。
盛
岡
藩
の
馬
産
と
狼
荒
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
菊
池
勇
夫
氏
に
よ
る
す
ぐ

れ
た
論
考
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
述
べ
て
み
よ
う
（
23
）

。

　

盛
岡
藩
に
は
藩
営
の
牧
（
牧
野
）
が
九
ヶ
所
（
「
九
牧
」
）
あ
り
、
そ
れ
を
「
御
野
」
と
呼

び
、
そ
こ
で
飼
養
さ
れ
る
馬
を
「
御
野
馬
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
九
牧
と
は
、
九
戸
郡

か
わ 

め

お
お 

が 

ゆ
う

あ
さ
み
ず

た
き
ざ
わ

く 

ま
き

お
ん 

の

ま
き

ぬ
ま 

く 

な
い

ま
き
の

お　

の　

ま

あ
り 

と   

の

の 

へ 

じ

お
と
な

（
姓
）



人馬を喰う狼、狼を獲る人びと

－ 23－ 6

の
三
崎
野
・
北
野
、
三
戸
郡
の
住
谷
野
・
相
内
野
・
又
重
野
・
木
崎
野
、
北
郡
の
有
戸

野
・
奥
戸
野
・
大
間
野
で
あ
る
。
こ
の
御
野
馬
は
幕
府
へ
も
献
上
さ
れ
る
重
要
な
国
産

品
で
あ
り
、
非
常
に
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
馬
を
喰
う
狼
荒
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
な
人
び
と
が
対
処
し
て
い
た
の
か
を
見
て
み
た
い
。

⑩
五
戸
の
又
重
野
（
現
青
森
県
五
戸
町
）
の
御
野
馬
へ
狼
が
多
く
障
る
の
で
、
猟
師
は
申

す
ま
で
も
な
く
、
給
人
や
与
力
か
ら
鉄
砲
好
き
な
者
に
命
じ
て
、
防
ぐ
よ
う
に
代
官
へ

指
示
し
た
。（
元
禄
一
四
年
［
一
七
〇
一
］
六
月
一
六
日
条
）

⑪
盛
岡
通
の
手
代
森
村
（
現
盛
岡
市
）
で
狼
荒
が
あ
り
、
馬
三
疋
が
喰
い
殺
さ
れ
、
ほ
か

に
馬
三
疋
が
手
負
い
と
な
り
、
馬
を
野
放
ち
（
放
牧
）
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
百
姓
と
肝

煎
が
鉄
砲
を
討
つ
よ
う
に
願
い
出
て
、
す
ぐ
に
鉄
砲
討
を
鳥
見
に
命
じ
た
。（
宝
永
八
年

［
一
七
一
一
］
三
月
一
四
日
条
）

　

⑩
で
は
猟
師
、
給
人
、
与
力
の
い
ず
れ
で
も
構
わ
な
い
と
し
て
お
り
、
差
し
迫
っ
た

状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
⑪
の
鳥
見
と
は
、
鳥
の
密
猟
者
や
無
許
可
の
鉄
砲
を
摘
発
す

る
役
人
で
あ
る
（
24
）

。
こ
う
し
た
狩
猟
規
制
の
監
督
者
に
も
、
と
き
と
し
て
狼
の
駆
除

を
さ
せ
て
い
た
。
い
か
に
藩
側
が
馬
を
大
切
に
し
、
そ
の
保
護
に
躍
起
と
な
っ
て
い
た

か
が
わ
か
る
。

　

馬
の
中
で
も
「
御
野
馬
」
は
幕
府
へ
も
献
上
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
が
狼
に
喰
わ
れ

た
と
な
れ
ば
、
そ
の
打
撃
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
「
野

守
」
が
い
た
。

　

三
崎
野
で
は
狼
荒
に
よ
り
御
野
馬
へ
障
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
下
野
田
村

（
現
九
戸
郡
野
田
村
）
の
又
十
郎
と
い
う
百
姓
が
三
年
間
、
狼
を
防
い
だ
。
そ
の
た
め
、
御

野
馬
が
育
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
少
し
扶
持
を
支
給
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

（
宝
永
三
年
二
月
一
五
日
条
）
。

　

さ
ら
に
三
年
後
の
記
録
が
左
記
の
も
の
で
あ
る
。

［
史
料
四
］
「
雑
書
」
宝
永
六
年
九
月
一
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
野
田
村
猟
師

一
、
弐
人
扶
持　
　
　
　
　
　
　
　

又
十
郎

　
　

右
者

先
年
ヨ
リ
御
野
馬
ニ

狼
さ
わ
り
申
ニ

付
、
ふ
せ
き
候
様
被　

仰
付
情
出
候
付
、

　

近
年
御
野
馬
そ
た
ち
申
候
、
依
之
少
々
御
扶
持
成
共
被
下
度
候
旨
、
御
代
官
新
渡
戸

　

兵
衛
門
願
出
、
右
之
通
被
下
之
、

［
文
意
］
下
野
田
村
猟
師
の
又
十
郎
は
、
先
年
よ
り
御
野
馬
に
狼
が
障
る
の
を
防
ぐ
よ
う

精
を
出
し
て
、
近
年
は
御
野
馬
が
育
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
少
々
の
扶
持

を
支
給
さ
れ
た
い
と
代
官
が
願
い
出
た
の
で
、
二
人
扶
持
の
支
給
を
認
め
る
。

　

下
野
田
村
の
又
十
郎
は
宝
永
三
年
に
「
百
性
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
が
、
宝
永
六
年
に

は
「
猟
師
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
百
姓
と
い
う
身
分
の
者
が
猟
師
を
生
業
に
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
又
十
郎
は
享
保
一
七
年
（
一
七
三
一
）

に
「
三
崎
野
守
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
一
二
月
三
〇
日
条
）
。
百
姓
が
農
耕
以
外
の
多
様

な
生
業
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
野
守
と
は
、
藩
営
の
牧
野
で
育
て
ら
れ
る
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
役
職
で
あ
り
、

の
ち
の
宝
暦
か
ら
文
化
年
間
に
は
、
又
十
郎
の
後
任
が
三
崎
野
の
野
守
と
し
て
記
録
さ

れ
て
お
り
（
25
）

、
野
守
の
役
職
が
長
ら
く
継
承
さ
れ
て
い
た
。

（
3
）
生
類
憐
れ
み
の
解
除

　

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
将
軍
綱
吉
が
死
去
す
る
と
、
直
後
に
生
類
憐
れ
み
令
が
解

か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
狼
駆
除
の
手
続
き
は
簡
略
化
さ
れ
た
が
、
む
ろ
ん
狼
荒
そ
の

も
の
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
も
狼
を
防
除
す
る
必
要
は
続
い
て
お
り
、

足
軽
や
マ
タ
ギ
、
百
姓
な
ど
が
狼
荒
に
対
処
し
て
い
た
。
そ
の
記
録
を
見
て
い
こ
う
。

［
史
料
五
］
「
雑
書
」
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
閏
四
月
一
七
日
条

一
、
鬼
柳
通
野
通
ニ

狼
大
分
ニ

集
、
野
放
馬
五
疋
被
喰
、
三
疋
ハ

手
負
申
候
、
如
此
ニ

　

付
、
御
役
人
様
御
鉄
鉋
に
而

御
狩
被
下
候
様
ニ

申
上
度
候
得
共
、
困
窮
之
村
ニ
而

御

　

賄
等
難
儀
ニ

奉
存
候
間
、
御
鉄
炮
四
、
五
丁
、
玉
薬
共
ニ

御
足
軽
衆
四
、
五
人
御
借

て 

し
ろ 

も
り

し
も 

の　

だ

【
之
】

（
精
）

（
姓
）

み 

さ
き 

の

お
こ
つ
ぺ

お
お 

ま

き
た

す
み 

や

あ
い
な
い

ま
た
し
げ

き 

ざ
き

あ
り 

と

（
砲
）

　

被
下
、
日
数
一
両
日
茂

狼
狩
仕
候
ハ
ヽ

、
し
つ
ま
り
可
申
と
奉
存
候
間
、
被
仰
付
被

　

下
度
旨
御
代
官
嘉
村
弥
次
兵
衛
・
矢
幅
小
助
末
書
ニ
而

御
郡
代
迄
申
出
、
日
戸
五
兵

　

衛
ヨ
リ
御
目
付
共
迄
申
来
候
ニ

付
、
願
之
通
為
狩
候
様
ニ

申
渡
、
尤
御
鉄
炮
之
儀
御

　

大
切
ニ

被
成
候
間
、
念
入
急
度
申
付
候
様
御
目
付
岩
間
杢
兵
衛
を
以
申
渡
之
、

［
文
意
］
鬼
柳
通
（
現
北
上
市
）
に
狼
が
多
く
集
ま
り
、
野
放
ち
の
馬
五
疋
を
喰
い
、
三
疋

を
傷
つ
け
た
。
役
人
に
鉄
砲
で
狩
る
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
困
窮

の
村
で
あ
る
た
め
役
人
の
賄
い
な
ど
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
鉄
砲
四
、
五
挺
と
弾
薬
、
そ

れ
に
足
軽
衆
四
、
五
人
を
お
借
り
し
て
、
一
、
二
日
も
狼
狩
り
す
れ
ば
、
荒
れ
が
鎮
ま

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
代
官
が
末
書
（
裏
書
き
）
で
郡
代
へ
申
し
出
た
の
で
、
そ
れ

を
認
め
る
。
鉄
砲
の
こ
と
は
大
切
で
あ
り
、
入
念
に
扱
う
よ
う
に
と
、
目
付
を
通
し
て

申
し
渡
す
。

［
史
料
六
］
「
雑
書
」
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
九
月
一
八
日
条

一
、
御
牧
野
有
之
候
御
代
官
所
江

被　

仰
渡
左
之
通

　
　
　

近
年
狼
多
於
在
々
牛
馬
江

相
障
、
就
中
御
野
馬
大
分
取
候
付
、
御
防
方
茂

被　

　
　

仰
付
候
得
共
、
惣
而

御
百
姓
共
心
掛
、
見
当
候
ハ
ヽ

討
殺
候
様
可
申
付
候
、
別
而

　
　

支
配
所
鉄
炮
御
免
ニ　

木
共
出
精
討
取
候
様
可
為
仕
候
、
討
殺
御
代
官
江

申
出
候

　
　

ハ
ヽ

、
御
定
目
之
御
褒
美
可
被
下
置
候
、
御
百
姓
共
江
茂

右
ニ

准
、
御
褒
美
同
様
可

　
　

被
下
置
候
間
、
連
年
心
を
用
狼
之
子
出
生
之
節
、
取
拾
候
様
可
申
付
旨
被　

仰
出

　
　

候
条
、
右
之
趣
支
配
限
得
と
可
申
含
候
、
右
之
通
被　

仰
出
、
御
目
付
江

申
渡
之
、

［
文
意
］
御
牧
野
の
あ
る
代
官
所
へ
通
達
す
る
。
近
年
狼
が
多
く
、
村
々
の
牛
馬
へ
障
り
、

と
く
に
御
野
馬
も
だ
い
ぶ
取
ら
れ
て
い
る
。
防
ぐ
よ
う
に
命
じ
て
い
る
が
、
百
姓
も
狼

を
見
つ
け
る
よ
う
心
が
け
て
、
討
ち
殺
す
よ
う
に
せ
よ
。
ま
た
、
鉄
砲
を
許
可
さ
れ
て

い
る
マ
タ
ギ
た
ち
は
精
を
出
し
て
討
ち
取
る
こ
と
。
射
殺
し
て
代
官
へ
申
し
出
れ
ば
、

定
め
の
褒
美
を
与
え
る
。
百
姓
へ
も
こ
れ
に
準
じ
て
、
褒
美
を
与
え
る
。
毎
年
、
注
意

し
て
狼
の
子
が
生
ま
れ
る
時
節
に
は
、
狼
の
子
を
奪
取
（
取
拾
）
す
る
こ
と
。
こ
の
よ

う
に
支
配
す
る
と
こ
ろ
へ
伝
え
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
目
付
へ
申
し
渡

す
。

　

史
料
五
の
「
役
人
」
と
は
、
鳥
討
の
給
人
や
与
力
な
ど
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た

者
が
遠
方
か
ら
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
賄
い
や
諸
費
用
を
村
が
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
敬
遠
し
て
、
近
隣
の
足
軽
に
依
頼
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

史
料
六
で
は
、
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
よ
う
に
百
姓
や
マ
タ
ギ
へ
指
示
し
て
い
る
。
狼

を
殺
せ
ば
褒
美
を
付
与
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
方
が
、
藩
が
役
人
な
ど
を
派
遣
す

る
よ
り
も
経
費
を
抑
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
な
か
で
、
狼
の
子
も
捕
獲
す
る
よ

う
に
呼
び
か
け
て
お
り
、
藩
は
御
野
馬
を
守
る
た
め
に
狼
の
殲
滅
を
計
っ
て
い
た
こ
が

わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
六
に
「　
　

」
と
あ
り
、
こ
れ
は
マ
タ
ギ
ま
た
は
マ
ダ
ギ
と
読
ん
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
「
雑
書
」
に
は
「
ま
た
き
・
又
（
亦
）
木
・　

」
な
ど
の

表
記
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
マ
タ
ギ
と
「
猟
師
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
の
か
は
判

然
と
し
な
い
が
、
マ
タ
ギ
の
用
法
や
語
義
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
証
し
た
い
。
当

論
で
は
仮
に
、
マ
タ
ギ
と
猟
師
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
も
の
と
し
て
論
を
す
す
め
た
い
。

（
4
）
狼
や
猪
を
追
い
払
う

 

狼
だ
け
で
な
く
、
猪
も
田
畑
を
荒
ら
す
害
獣
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
害
獣
の
駆
除
を

様
々
な
人
び
と
が
請
け
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
以
下
に
掲
げ
よ
う
。

⑫
花
巻
代
官
所
（
現
花
巻
市
）
の
田
瀬
村
と
谷
内
村
で
猪
と
狼
が
荒
れ
る
の
で
、
鉄
砲
を

討
つ
猟
師
を
雇
い
た
い
と
百
姓
が
申
し
出
て
、
そ
れ
を
認
め
る
。
た
だ
し
、
秋
鳥
を
献

上
す
る
時
節
は
、
鳥
討
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
認
め
な
い
。
猟
師
が
諸
鳥
に
障
ら
ぬ
よ
う
、

代
官
が
確
認
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
。（
正
徳
六
年
［
一
七
一
六
］
二
月
二
一
日
条
）

⑬
野
田
代
官
所
内
の
野
田
村
・
宇
部
村
で
、
近
年
夥
し
く
作
毛
が
喰
い
荒
さ
れ
、
当
秋

で
は
収
穫
が
難
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
ヶ
村
へ
鉄
砲
一
〇
挺
ず
つ
を
拝
借
し

た
い
と
百
姓
が
願
い
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鉄
砲
の
貸
与
は
認
め
な
い
が
、
か
わ
り

に
宮
古
代
官
所
の
マ
タ
ギ
六
、
七
人
を
派
遣
し
て
、
威
鉄
砲
を
討
た
す
よ
う
に
指
示
し

た
。（
延
享
五
年
［
一
七
四
八
］
八
月
二
九
日
条
）

（
候
脱
カ
）

【
捨
】

す
え
が
き

、
、

う  

べ

お
に
や
な
ぎ

（
と
く
）

た  

せ

た
に
な
い

（
な
か
ん
ず
く
）

　

木
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の
三
崎
野
・
北
野
、
三
戸
郡
の
住
谷
野
・
相
内
野
・
又
重
野
・
木
崎
野
、
北
郡
の
有
戸

野
・
奥
戸
野
・
大
間
野
で
あ
る
。
こ
の
御
野
馬
は
幕
府
へ
も
献
上
さ
れ
る
重
要
な
国
産

品
で
あ
り
、
非
常
に
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
馬
を
喰
う
狼
荒
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
な
人
び
と
が
対
処
し
て
い
た
の
か
を
見
て
み
た
い
。

⑩
五
戸
の
又
重
野
（
現
青
森
県
五
戸
町
）
の
御
野
馬
へ
狼
が
多
く
障
る
の
で
、
猟
師
は
申

す
ま
で
も
な
く
、
給
人
や
与
力
か
ら
鉄
砲
好
き
な
者
に
命
じ
て
、
防
ぐ
よ
う
に
代
官
へ

指
示
し
た
。（
元
禄
一
四
年
［
一
七
〇
一
］
六
月
一
六
日
条
）

⑪
盛
岡
通
の
手
代
森
村
（
現
盛
岡
市
）
で
狼
荒
が
あ
り
、
馬
三
疋
が
喰
い
殺
さ
れ
、
ほ
か

に
馬
三
疋
が
手
負
い
と
な
り
、
馬
を
野
放
ち
（
放
牧
）
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
百
姓
と
肝

煎
が
鉄
砲
を
討
つ
よ
う
に
願
い
出
て
、
す
ぐ
に
鉄
砲
討
を
鳥
見
に
命
じ
た
。（
宝
永
八
年

［
一
七
一
一
］
三
月
一
四
日
条
）

　

⑩
で
は
猟
師
、
給
人
、
与
力
の
い
ず
れ
で
も
構
わ
な
い
と
し
て
お
り
、
差
し
迫
っ
た

状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
⑪
の
鳥
見
と
は
、
鳥
の
密
猟
者
や
無
許
可
の
鉄
砲
を
摘
発
す

る
役
人
で
あ
る
（
24
）

。
こ
う
し
た
狩
猟
規
制
の
監
督
者
に
も
、
と
き
と
し
て
狼
の
駆
除

を
さ
せ
て
い
た
。
い
か
に
藩
側
が
馬
を
大
切
に
し
、
そ
の
保
護
に
躍
起
と
な
っ
て
い
た

か
が
わ
か
る
。

　

馬
の
中
で
も
「
御
野
馬
」
は
幕
府
へ
も
献
上
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
が
狼
に
喰
わ
れ

た
と
な
れ
ば
、
そ
の
打
撃
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
「
野

守
」
が
い
た
。

　

三
崎
野
で
は
狼
荒
に
よ
り
御
野
馬
へ
障
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
下
野
田
村

（
現
九
戸
郡
野
田
村
）
の
又
十
郎
と
い
う
百
姓
が
三
年
間
、
狼
を
防
い
だ
。
そ
の
た
め
、
御

野
馬
が
育
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
少
し
扶
持
を
支
給
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

（
宝
永
三
年
二
月
一
五
日
条
）
。

　

さ
ら
に
三
年
後
の
記
録
が
左
記
の
も
の
で
あ
る
。

［
史
料
四
］
「
雑
書
」
宝
永
六
年
九
月
一
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
野
田
村
猟
師

一
、
弐
人
扶
持　
　
　
　
　
　
　
　

又
十
郎

　
　

右
者

先
年
ヨ
リ
御
野
馬
ニ

狼
さ
わ
り
申
ニ

付
、
ふ
せ
き
候
様
被　

仰
付
情
出
候
付
、

　

近
年
御
野
馬
そ
た
ち
申
候
、
依
之
少
々
御
扶
持
成
共
被
下
度
候
旨
、
御
代
官
新
渡
戸

　

兵
衛
門
願
出
、
右
之
通
被
下
之
、

［
文
意
］
下
野
田
村
猟
師
の
又
十
郎
は
、
先
年
よ
り
御
野
馬
に
狼
が
障
る
の
を
防
ぐ
よ
う

精
を
出
し
て
、
近
年
は
御
野
馬
が
育
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
少
々
の
扶
持

を
支
給
さ
れ
た
い
と
代
官
が
願
い
出
た
の
で
、
二
人
扶
持
の
支
給
を
認
め
る
。

　

下
野
田
村
の
又
十
郎
は
宝
永
三
年
に
「
百
性
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
が
、
宝
永
六
年
に

は
「
猟
師
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
百
姓
と
い
う
身
分
の
者
が
猟
師
を
生
業
に
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
又
十
郎
は
享
保
一
七
年
（
一
七
三
一
）

に
「
三
崎
野
守
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
一
二
月
三
〇
日
条
）
。
百
姓
が
農
耕
以
外
の
多
様

な
生
業
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
野
守
と
は
、
藩
営
の
牧
野
で
育
て
ら
れ
る
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
役
職
で
あ
り
、

の
ち
の
宝
暦
か
ら
文
化
年
間
に
は
、
又
十
郎
の
後
任
が
三
崎
野
の
野
守
と
し
て
記
録
さ

れ
て
お
り
（
25
）

、
野
守
の
役
職
が
長
ら
く
継
承
さ
れ
て
い
た
。

（
3
）
生
類
憐
れ
み
の
解
除

　

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
将
軍
綱
吉
が
死
去
す
る
と
、
直
後
に
生
類
憐
れ
み
令
が
解

か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
狼
駆
除
の
手
続
き
は
簡
略
化
さ
れ
た
が
、
む
ろ
ん
狼
荒
そ
の

も
の
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
も
狼
を
防
除
す
る
必
要
は
続
い
て
お
り
、

足
軽
や
マ
タ
ギ
、
百
姓
な
ど
が
狼
荒
に
対
処
し
て
い
た
。
そ
の
記
録
を
見
て
い
こ
う
。

［
史
料
五
］
「
雑
書
」
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
閏
四
月
一
七
日
条

一
、
鬼
柳
通
野
通
ニ

狼
大
分
ニ

集
、
野
放
馬
五
疋
被
喰
、
三
疋
ハ

手
負
申
候
、
如
此
ニ

　

付
、
御
役
人
様
御
鉄
鉋
に
而

御
狩
被
下
候
様
ニ

申
上
度
候
得
共
、
困
窮
之
村
ニ
而

御

　

賄
等
難
儀
ニ

奉
存
候
間
、
御
鉄
炮
四
、
五
丁
、
玉
薬
共
ニ

御
足
軽
衆
四
、
五
人
御
借

て 

し
ろ 

も
り

し
も 

の　

だ

【
之
】

（
精
）

（
姓
）

み 

さ
き 

の

お
こ
つ
ぺ

お
お 

ま

き
た

す
み 

や

あ
い
な
い

ま
た
し
げ

き 

ざ
き

あ
り 

と

（
砲
）

　

被
下
、
日
数
一
両
日
茂

狼
狩
仕
候
ハ
ヽ

、
し
つ
ま
り
可
申
と
奉
存
候
間
、
被
仰
付
被

　

下
度
旨
御
代
官
嘉
村
弥
次
兵
衛
・
矢
幅
小
助
末
書
ニ
而

御
郡
代
迄
申
出
、
日
戸
五
兵

　

衛
ヨ
リ
御
目
付
共
迄
申
来
候
ニ

付
、
願
之
通
為
狩
候
様
ニ

申
渡
、
尤
御
鉄
炮
之
儀
御

　

大
切
ニ

被
成
候
間
、
念
入
急
度
申
付
候
様
御
目
付
岩
間
杢
兵
衛
を
以
申
渡
之
、

［
文
意
］
鬼
柳
通
（
現
北
上
市
）
に
狼
が
多
く
集
ま
り
、
野
放
ち
の
馬
五
疋
を
喰
い
、
三
疋

を
傷
つ
け
た
。
役
人
に
鉄
砲
で
狩
る
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
困
窮

の
村
で
あ
る
た
め
役
人
の
賄
い
な
ど
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
鉄
砲
四
、
五
挺
と
弾
薬
、
そ

れ
に
足
軽
衆
四
、
五
人
を
お
借
り
し
て
、
一
、
二
日
も
狼
狩
り
す
れ
ば
、
荒
れ
が
鎮
ま

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
代
官
が
末
書
（
裏
書
き
）
で
郡
代
へ
申
し
出
た
の
で
、
そ
れ

を
認
め
る
。
鉄
砲
の
こ
と
は
大
切
で
あ
り
、
入
念
に
扱
う
よ
う
に
と
、
目
付
を
通
し
て

申
し
渡
す
。

［
史
料
六
］
「
雑
書
」
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
九
月
一
八
日
条

一
、
御
牧
野
有
之
候
御
代
官
所
江

被　

仰
渡
左
之
通

　
　
　

近
年
狼
多
於
在
々
牛
馬
江

相
障
、
就
中
御
野
馬
大
分
取
候
付
、
御
防
方
茂

被　

　
　

仰
付
候
得
共
、
惣
而

御
百
姓
共
心
掛
、
見
当
候
ハ
ヽ

討
殺
候
様
可
申
付
候
、
別
而

　
　

支
配
所
鉄
炮
御
免
ニ　

木
共
出
精
討
取
候
様
可
為
仕
候
、
討
殺
御
代
官
江

申
出
候

　
　

ハ
ヽ

、
御
定
目
之
御
褒
美
可
被
下
置
候
、
御
百
姓
共
江
茂

右
ニ

准
、
御
褒
美
同
様
可

　
　

被
下
置
候
間
、
連
年
心
を
用
狼
之
子
出
生
之
節
、
取
拾
候
様
可
申
付
旨
被　

仰
出

　
　

候
条
、
右
之
趣
支
配
限
得
と
可
申
含
候
、
右
之
通
被　

仰
出
、
御
目
付
江

申
渡
之
、

［
文
意
］
御
牧
野
の
あ
る
代
官
所
へ
通
達
す
る
。
近
年
狼
が
多
く
、
村
々
の
牛
馬
へ
障
り
、

と
く
に
御
野
馬
も
だ
い
ぶ
取
ら
れ
て
い
る
。
防
ぐ
よ
う
に
命
じ
て
い
る
が
、
百
姓
も
狼

を
見
つ
け
る
よ
う
心
が
け
て
、
討
ち
殺
す
よ
う
に
せ
よ
。
ま
た
、
鉄
砲
を
許
可
さ
れ
て

い
る
マ
タ
ギ
た
ち
は
精
を
出
し
て
討
ち
取
る
こ
と
。
射
殺
し
て
代
官
へ
申
し
出
れ
ば
、

定
め
の
褒
美
を
与
え
る
。
百
姓
へ
も
こ
れ
に
準
じ
て
、
褒
美
を
与
え
る
。
毎
年
、
注
意

し
て
狼
の
子
が
生
ま
れ
る
時
節
に
は
、
狼
の
子
を
奪
取
（
取
拾
）
す
る
こ
と
。
こ
の
よ

う
に
支
配
す
る
と
こ
ろ
へ
伝
え
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
目
付
へ
申
し
渡

す
。

　

史
料
五
の
「
役
人
」
と
は
、
鳥
討
の
給
人
や
与
力
な
ど
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た

者
が
遠
方
か
ら
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
賄
い
や
諸
費
用
を
村
が
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
敬
遠
し
て
、
近
隣
の
足
軽
に
依
頼
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

史
料
六
で
は
、
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
よ
う
に
百
姓
や
マ
タ
ギ
へ
指
示
し
て
い
る
。
狼

を
殺
せ
ば
褒
美
を
付
与
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
方
が
、
藩
が
役
人
な
ど
を
派
遣
す

る
よ
り
も
経
費
を
抑
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
な
か
で
、
狼
の
子
も
捕
獲
す
る
よ

う
に
呼
び
か
け
て
お
り
、
藩
は
御
野
馬
を
守
る
た
め
に
狼
の
殲
滅
を
計
っ
て
い
た
こ
が

わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
六
に
「　
　

」
と
あ
り
、
こ
れ
は
マ
タ
ギ
ま
た
は
マ
ダ
ギ
と
読
ん
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
「
雑
書
」
に
は
「
ま
た
き
・
又
（
亦
）
木
・　

」
な
ど
の

表
記
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
マ
タ
ギ
と
「
猟
師
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
の
か
は
判

然
と
し
な
い
が
、
マ
タ
ギ
の
用
法
や
語
義
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
証
し
た
い
。
当

論
で
は
仮
に
、
マ
タ
ギ
と
猟
師
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
も
の
と
し
て
論
を
す
す
め
た
い
。

（
4
）
狼
や
猪
を
追
い
払
う

 

狼
だ
け
で
な
く
、
猪
も
田
畑
を
荒
ら
す
害
獣
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
害
獣
の
駆
除
を

様
々
な
人
び
と
が
請
け
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
以
下
に
掲
げ
よ
う
。

⑫
花
巻
代
官
所
（
現
花
巻
市
）
の
田
瀬
村
と
谷
内
村
で
猪
と
狼
が
荒
れ
る
の
で
、
鉄
砲
を

討
つ
猟
師
を
雇
い
た
い
と
百
姓
が
申
し
出
て
、
そ
れ
を
認
め
る
。
た
だ
し
、
秋
鳥
を
献

上
す
る
時
節
は
、
鳥
討
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
認
め
な
い
。
猟
師
が
諸
鳥
に
障
ら
ぬ
よ
う
、

代
官
が
確
認
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
。（
正
徳
六
年
［
一
七
一
六
］
二
月
二
一
日
条
）

⑬
野
田
代
官
所
内
の
野
田
村
・
宇
部
村
で
、
近
年
夥
し
く
作
毛
が
喰
い
荒
さ
れ
、
当
秋

で
は
収
穫
が
難
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
ヶ
村
へ
鉄
砲
一
〇
挺
ず
つ
を
拝
借
し

た
い
と
百
姓
が
願
い
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鉄
砲
の
貸
与
は
認
め
な
い
が
、
か
わ
り

に
宮
古
代
官
所
の
マ
タ
ギ
六
、
七
人
を
派
遣
し
て
、
威
鉄
砲
を
討
た
す
よ
う
に
指
示
し

た
。（
延
享
五
年
［
一
七
四
八
］
八
月
二
九
日
条
）

（
候
脱
カ
）

【
捨
】

す
え
が
き

、
、

う  

べ

お
に
や
な
ぎ

（
と
く
）

た  

せ

た
に
な
い

（
な
か
ん
ず
く
）

　

木
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⑭
遠
野
の
栃
内
村
は
往
還
の
場
所
で
あ
る
が
、
狼
が
多
く
人
馬
へ
障
る
の
で
、
夜
は
一

人
の
往
来
を
止
め
て
い
る
。
近
頃
で
は
狼
が
夜
中
に
百
姓
の
家
へ
入
り
、
怪
我
し
た
者

も
三
、
四
人
あ
り
、
困
っ
て
い
る
。
先
頃
、
狼
を
殺
さ
な
い
よ
う
指
示
さ
れ
た
が
、
そ

れ
で
は
防
ぐ
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
猟
師
に
討
ち
払
う
よ
う
命
じ
て
ほ
し
い
と
申
請
が

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
馬
へ
障
る
だ
け
で
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
人
家
へ
も
障
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
防
ぐ
よ
う
に
申
請
を
認
め
た
。（
寛
延
三
年
［
一
七
五
〇
］
一
一
月
二

五
日
条
）

⑮
上
田
通
代
官
所
内
の
田
代
村
（
現
宮
古
市
）
は
近
頃
、
猪
や
狼
が
多
く
て
作
物
が
喰
い

荒
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
夜
中
に
夫
伝
馬
（
人
夫
や
伝
馬
の
役
）
を
勤
め
る
の
に
往

来
も
差
し
支
え
て
、
非
常
に
迷
惑
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
来
年
に
馬
を
野
放
ち
す
る
時

節
ま
で
、
威
鉄
砲
一
挺
を
拝
借
し
た
い
と
百
姓
が
願
い
出
た
の
で
、
そ
れ
を
認
め
る
。

（
安
永
一
〇
年
［
一
七
八
一
］
六
月
晦
日
条
）

⑯
厨
川
通
代
官
所
内
の
瀧
沢
村
・
鵜
飼
村
・
土
渕
村
・
大
沢
村
・
篠
木
村
（
現
滝
沢
村
）

は
山
麓
に
あ
り
、
狼
が
荒
れ
て
、
野
放
ち
の
馬
が
怪
我
し
て
い
る
。
瀧
沢
村
で
は
、
百

姓
の
家
や
厩
に
ま
で
狼
が
入
っ
た
。
そ
こ
で
、
狼
を
防
ぐ
威
鉄
砲
を
一
ヶ
村
に
一
挺
ず

つ
拝
借
し
た
い
と
申
し
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
ヶ
村
へ
計
三
挺
を
拝
借
さ
せ
る
と

申
し
渡
し
た
。（
文
化
六
年
［
一
八
〇
九
］
五
月
八
日
条
）

 

⑫
で
は
害
獣
駆
除
者
と
し
て
猟
師
を
村
が
雇
う
こ
と
を
申
請
し
て
い
る
。
そ
の
費
用

は
村
が
負
担
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
勝
る
被
害
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
鳥
討
の
猟
期
は
認
め
な
い
と
し
て
お
り
、
藩
側
は
村
の
被
害
防
除
よ
り
も
諸
鳥
の

上
納
を
優
先
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 

⑬
で
は
作
毛
を
荒
ら
す
動
物
種
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
年
は
猪
荒
が
ひ
ど

く
、
こ
れ
以
前
に
も
猟
師
に
鉄
砲
を
討
つ
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
26
）

、
こ
れ

も
猪
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
猟
師
に
空
砲
の
威
鉄
砲
を
討
た
せ
る
と
い
う
の
は
、
田
畑

に
い
る
人
に
流
れ
弾
が
当
た
る
の
を
避
け
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

 

⑭
の
遠
野
は
大
槌
や
釜
石
か
ら
城
下
の
盛
岡
へ
至
る
街
道
に
位
置
す
る
。
こ
こ
を
通

る
人
馬
に
流
れ
弾
が
当
た
る
の
を
懸
念
し
た
の
か
、
狼
の
射
殺
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
家
に
被
害
が
現
れ
た
こ
と
で
、
限
定
的
と
は
い
え
、

猟
師
に
よ
る
射
殺
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

 

⑮
で
も
猪
や
狼
に
よ
る
荒
が
あ
り
、
と
く
に
夜
中
の
往
来
を
心
配
し
て
い
る
。
こ
こ

で
も
威
鉄
砲
を
願
い
出
て
い
る
の
は
、
田
畑
や
伝
馬
に
流
れ
弾
が
行
く
の
を
懸
念
し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

 

⑯
と
同
所
の
山
麓
の
五
ヶ
村
で
は
、
こ
の
前
年
に
も
狼
荒
が
あ
り
、
こ
ど
も
数
人
が

怪
我
し
、
夜
ご
と
に
貝
や
太
鼓
で
威
し
て
も
荒
が
止
ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
五
ヶ
村

へ
鉄
砲
一
挺
の
み
を
拝
借
さ
せ
て
い
た
（
文
化
五
年
一
〇
月
一
一
日
条
）
。
今
回
は
前
年
よ

り
鉄
砲
数
が
増
え
た
が
、
そ
れ
で
も
各
村
に
一
挺
ず
つ
は
貸
与
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

で
は
、
狼
荒
が
あ
っ
て
も
、
隣
村
に
鉄
砲
を
借
り
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
村
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
、
そ
れ
で
十
分
に
狼
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
疑
問
が

残
る
。

３
狼
の
捕
獲
法

（
1
）
鉄
砲
に
よ
る
射
殺

　

⑫
～
⑯
で
は
、
空
砲
で
威
す
場
合
と
実
弾
で
射
撃
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
田
畑
や

人
馬
を
害
す
る
狼
や
猪
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
射
殺
が
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
人
身
被
害
や
野
放
ち
の
馬
が
被
害
を
被
れ
ば
、
積
極
的
に
狼
を
射
殺
し
て
い

た
。

⑰
厨
川
通
の
八
ヶ
村
の
百
姓
が
、
狼
荒
で
野
放
ち
の
馬
へ
障
る
の
で
、
狼
を
取
る
よ
う

に
指
示
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
た
。
そ
こ
で
、
持
筒
三
人
が
見
廻
り
し
て
、
狼
を
討
つ

よ
う
に
と
命
じ
た
。
し
か
し
、「
渡
り
狼
」（
放
浪
す
る
狼
）
で
あ
る
の
か
、
村
々
を
廻
っ

て
も
狼
が
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
持
筒
を
引
き
上
げ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。（
寛
政
五
年

［
一
七
九
三
］
六
月
晦
日
条
）

⑱
日
詰
通
の
二
日
町
新
田
村
・
宮
手
村
（
現
紫
波
町
）
の
陣
ヶ
岡
御
林
（
い
ま
の
鎮
岡
神
社

の
辺
り
か
）
で
、
先
頃
よ
り
狼
が
子
育
て
を
し
て
い
る
。
農
業
の
節
で
あ
り
、
人
馬
や
童

く
り
や
が
わ

（
滝
）

う
ま
や

た
き
ざ
わ

う 

か
い

つ
ち
ぶ
ち

お
お
さ
わ

し
の　

ぎ

お
お
つ
ち

と
ち
な
い

た 
し
ろ

ひ 

づ
め

み
や

で

じ
ん 

が 

お
か

し  

わ

に
、
こ
の
狼
の
屍
体
を
城
下
ま
で
届
け
、
そ
れ
を
埋
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
百
姓

が
何
ら
か
の
咎
め
を
受
け
た
と
い
う
形
跡
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
隣
の
弘
前
藩
で
の
対
応
は
異
な
っ
て
い
た
。
狼
が
襲
い
か
か
っ
て
き
た

の
で
、
逆
に
そ
の
狼
を
熊
手
で
打
ち
殺
し
た
男
が
い
た
。
す
る
と
、
そ
の
男
は
取
り
調

べ
ら
れ
て
か
ら
、
村
預
け
の
措
置
を
受
け
て
い
る
（
17
）

。
弘
前
藩
で
は
人
が
狼
へ
反
撃

し
て
も
、
処
罰
の
対
象
に
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
盛
岡
藩
の
対
応

は
現
実
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
狼
に
襲
わ
れ
た
ら
、
ど
う
す
べ
き
か
。
こ
の
時
代
は
、

同
じ
狼
に
対
し
て
も
、
藩
に
よ
っ
て
異
な
る
対
応
が
要
求
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
盛
岡
藩
で
は
狼
に
限
ら
ず
、
猪
や
鹿
も
荒
れ
れ
ば
駆
除
し
て
い
た
。

⑤
盛
岡
代
官
所
内
で
鉄
砲
討
が
玉
な
し
で
威
し
た
が
効
果
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
三

名
（
同
心
か
）（
18
）

が
あ
わ
せ
て
狼
五
疋
（
匹
）
と
鹿
一
疋
を
射
殺
し
て
、
そ
の
場
に
埋
め
、

そ
れ
ぞ
れ
手
形
（
証
明
書
）
を
提
出
し
た
。（
元
禄
二
年
［
一
六
八
九
］
九
月
六
日
条　

表
2
№

23
～
27
）

⑥
元
禄
二
年
一
一
月
二
五
日
か
ら
一
二
月
二
五
日
ま
で
の
日
切
（
日
限
）
で
鉄
砲
を
討
た

せ
て
、
岩
手
郡
川
目
村
・
大
ヶ
生
村
・
滝
沢
村
、
三
戸
郡
浅
水
村
で
鹿
一
一
疋
・
猪
五

疋
・
狼
二
疋
の
計
一
八
疋
を
射
殺
し
た
。
そ
れ
を
目
付
四
人
が
確
認
し
、
幕
府
へ
報
告

し
た
。（
元
禄
三
年
一
月
一
〇
日
条　

表
２
№
30
･
31
）

⑦
沼
宮
内
（
現
岩
手
町
）
で
猪
や
狼
が
田
畑
を
荒
ら
し
、
人
馬
ま
で
も
障
る
の
で
、
鉄
砲

を
打
た
せ
て
ほ
し
い
と
惣
百
性
が
訴
状
を
提
出
し
た
。
そ
こ
で
願
い
の
通
り
、
沼
宮
内

の
同
心
に
鉄
砲
を
打
た
せ
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
立
ち
会
い
に
奉
行
目
付
を
派
遣
し
た
。

（
元
禄
三
年
五
月
一
八
日
条
）

⑧
五
戸
と
三
戸
で
狼
が
荒
れ
て
御
野
馬
（
藩
営
牧
場
の
馬
）
へ
当
る
の
で
、
鉄
砲
で
討
た

せ
た
い
。
そ
こ
で
猟
師
二
人
を
雇
い
、
討
つ
日
に
一
日
一
人
一
升
二
合
、
討
た
な
い
日

は
六
合
の
扶
持
米
を
支
給
す
る
証
文
を
お
く
る
。（
元
禄
五
年
六
月
二
六
日
条
）

⑨
野
辺
地
（
現
青
森
県
野
辺
地
町
）
の
有
戸
野
に
狼
が
多
く
、
御
野
馬
へ
当
る
と
い
う
の
で
、

給
人
（
鳥
討
）
か
足
軽
に
命
じ
て
、
狼
を
鉄
砲
で
討
ち
留
め
さ
せ
よ
。
例
の
ご
と
く
、
狼

を
討
っ
た
ら
そ
の
場
に
埋
め
て
、
鉄
砲
を
討
っ
た
者
・
御
野
馬
別
当
（
牧
野
の
統
括
責
任

者
）
・
肝
煎
・
老
百
性
は
以
前
の
通
り
に
手
形
（
証
明
書
）
を
提
出
せ
よ
。（
元
禄
八
年
七
月

一
一
日
条
）

　

幕
令
で
は
生
類
憐
れ
み
の
一
貫
と
し
て
、
猪
・
鹿
・
狼
な
ど
が
荒
れ
た
ら
威
鉄
砲
で

追
い
払
い
、
そ
れ
で
も
荒
れ
が
止
ま
な
け
れ
ば
討
ち
殺
す
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
、
そ

れ
に
は
条
件
が
あ
っ
た
。

　

⑤
⑨
で
は
狼
や
鹿
の
死
体
を
埋
め
る
よ
う
に
求
め
て
お
り
、
⑥
で
は
日
限
を
定
め
て
、

鹿
・
猪
・
狼
の
射
殺
数
を
報
告
し
て
い
る
。
⑦
で
は
猪
・
狼
を
射
殺
す
る
現
場
に
奉
行

目
付
が
立
ち
会
う
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
幕
令
に
示
さ
れ
た
射
殺
の
条
件
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
幕
府
へ
事
後
報
告
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
19
）

。

　

こ
う
し
た
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、
田
畑
の
被
害
だ
け
で
は
、
害
獣
駆
除
を

行
う
こ
と
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
被
害
が
御
野
馬
へ
及
ぶ
と
な

れ
ば
別
で
あ
る
。
⑧
で
は
猟
師
へ
扶
持
米
の
支
給
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
に

元
禄
七
年
と
同
一
三
年
に
も
、
狼
荒
か
ら
御
野
馬
を
防
護
す
る
猟
師
に
扶
持
を
指
示
し

て
い
る
（
20
）

。
幕
令
で
も
猟
師
の
捕
獲
（
捕
殺
）
は
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
獣
を

捕
獲
し
て
も
、
そ
の
数
量
を
幕
府
に
報
告
す
る
義
務
が
な
か
っ
た
（
21
）

。
同
心
や
足

軽
に
は
（
22
）

、
目
付
な
ど
の
役
人
の
立
ち
会
い
と
報
告
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
猟
師
で

あ
れ
ば
、
こ
の
煩
瑣
な
手
続
き
を
略
す
こ
と
が
で
き
た
。
す
る
と
、
わ
ず
か
ば
か
り
の

扶
持
米
を
支
給
し
て
済
む
な
ら
、
猟
師
に
害
獣
を
駆
除
さ
せ
る
利
点
は
小
さ
く
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
い
。

（
２
）
馬
を
ま
も
る
人
び
と

　

狼
は
人
間
を
襲
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
馬
を
襲
う
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
。

「
雑
書
」
を
見
る
と
、
人
身
被
害
の
記
録
は
限
ら
れ
て
お
り
、
記
録
の
多
く
は
馬
の
被
害

で
あ
る
。
盛
岡
藩
の
馬
産
と
狼
荒
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
菊
池
勇
夫
氏
に
よ
る
す
ぐ

れ
た
論
考
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
述
べ
て
み
よ
う
（
23
）

。

　

盛
岡
藩
に
は
藩
営
の
牧
（
牧
野
）
が
九
ヶ
所
（
「
九
牧
」
）
あ
り
、
そ
れ
を
「
御
野
」
と
呼

び
、
そ
こ
で
飼
養
さ
れ
る
馬
を
「
御
野
馬
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
九
牧
と
は
、
九
戸
郡

か
わ 

め

お
お 

が 

ゆ
う

あ
さ
み
ず

た
き
ざ
わ

く 

ま
き

お
ん 

の

ま
き

ぬ
ま 

く 

な
い

ま
き
の

お　

の　

ま

あ
り 

と   

の

の 

へ 

じ

お
と
な

（
姓
）
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（
一
六
四
六
）
に
田
名
部
川
内
（
現
青
森
県
む
つ
市
）
で
一
一
疋
も
の
狼
を
「
お
つ
そ
」
で
捕

え
た
と
あ
り
（
一
一
月
一
一
日
条
）
、
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
に
も
狼
一
疋
を
「
お
つ
そ
」

で
捕
え
て
い
る
（
一
月
二
七
日
条
）
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
オ
ツ
ソ
の
使
用
を
問
題
視
し

て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
盛
岡
藩
で
は
、
記
録
を
辿
れ
る
一
七
世
紀
半
ば
以
降
に
オ
ツ

ソ
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
降
に
も
オ
ツ
ソ
は
公
認
さ
れ
て
い
た
。

⑳
大
間
野
（
現
大
間
町
）
で
当
歳
の
駒
（
こ
の
年
に
生
ま
れ
た
牡
馬
）
一
疋
と
駄
（
牝
馬
）
三
疋

が
狼
に
取
ら
れ
た
。
こ
れ
は
肝
入
と
野
守
が
狼
を
防
ぐ
の
に
無
精
で
あ
っ
た
か
ら
と
用

人
に
注
意
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
お
つ
そ
」
な
ど
ま
で
も
「
仕
懸
」
け
た
が
、
狼
を

捕
獲
で
き
な
か
っ
た
と
釈
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
毒
薬
を
つ
か
っ
て
、
捕
獲
で
き
る

よ
う
に
精
を
出
す
と
、
肝
入
と
野
守
が
連
名
で
申
し
出
て
い
る
。（
『
南
部
藩
御
野
馬
別
当

御
用
留
』
宝
暦
一
一
年
三
月
二
一
日
条
）
（
34
）

。

㉑
一
戸
金
之
丞  

（
35
）
（
三
戸
の
与
力
）
が
相
内
野
（
現
青
森
県
三
戸
郡
南
部
町
）
で
「
狼
防
お

つ
そ
仕
懸
」
の
た
め
に
、「
材
木
」
の
利
用
と
仕
か
け
る
場
所
の
下
見
を
申
し
出
て
い
る

（
『
南
部
藩
御
野
馬
別
当
御
用
留
』
宝
暦
一
三
年
七
月
一
三
日
条
）（
36
）

。

　

⑳
㉑
は
「
雑
書
」
で
な
く
、『
南
部
藩
御
野
馬
別
当
御
用
留
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
⑳

で
は
、
努
力
不
足
を
注
意
さ
れ
た
こ
と
へ
の
反
論
と
し
て
、
オ
ツ
ソ
を
仕
掛
け
て
ま
で

狼
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
申
し
出
は
、
オ
ツ
ソ
を
仕
掛
け

る
こ
と
は
評
価
に
値
す
る
と
い
う
認
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ツ
ソ
が
非
合
法
の

猟
具
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
張
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
同
型
の
罠
と
想
定
さ
れ
る

「
修
羅
」
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
た
弘
前
藩
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
オ
ツ
ソ
の
製
作
・
使
用
者
は
同
心
（
史
料
一
〇
）
、
村
の
者
（
史
料
一
一
）
、
肝

入
や
野
守
（
⑳
）
、
与
力
（
㉑
）
で
あ
る
。
オ
ツ
ソ
と
い
う
罠
を
製
作
・
使
用
す
る
者
は
身

分
を
問
わ
ず
、
こ
れ
で
狼
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。

（
５
） 

狼
取
に
よ
る
毒
殺

　

藩
の
主
眼
は
、
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
牧
野
に
は
野
守
が

置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
野
守
が
⑳
で
は
毒
薬
も
仕
掛
け
る
と
言
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

こ
の
毒
薬
を
専
門
に
扱
い
、
狼
を
獲
る
「
狼
取
」
が
盛
岡
藩
に
は
い
た
。

㉒
沼
宮
内
代
官
所
内
の
狼
取
、
清
十
郎
は
、
一
日
四
〇
文
の
御
擬
（
宛
行
）
を
支
給
さ
れ
、

食
費
と
宿
代
を
払
い
、
薬
を
買
っ
て
勤
め
て
い
る
。
し
か
し
、
不
案
内
の
所
で
は
人
を

雇
い
、「
え
さ
（
餌
）
」
な
ど
持
参
し
て
各
所
を
廻
っ
て
い
る
。
田
地
も
少
し
耕
作
し
て
い

る
が
、
出
か
け
る
節
は
こ
ど
も
へ
の
費
用
な
ど
も
あ
り
、
こ
の
援
助
額
で
は
生
活
で
き

な
い
（
「
迷
惑
」
）
の
で
、
以
前
の
通
り
の
援
助
を
下
さ
れ
た
い
と
願
い
出
た
。
そ
こ
で
、

役
人
た
ち
に
相
談
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
食
費
は
こ
れ
ま
で
通
り
一
日
四
〇
文
を
与
え
、
こ

の
他
に
三
〇
文
を
狼
取
の
諸
費
用
と
し
て
加
え
、
合
計
一
日
七
〇
文
ず
つ
支
給
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。（
寛
保
三
年
［
一
七
四
三
］
八
月
二
〇
日
条
）

　

当
時
は
出
稼
ぎ
で
「
一
日
百
文
、
米
三
升
分
」
を
得
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
（
37
）

、
一
日

四
〇
文
は
米
二
升
分
に
も
な
ら
ず
、
い
か
に
も
少
額
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
で
子
を

養
っ
て
生
活
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

［
史
料
一
二
］「
雑
書
」
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
一
一
月
七
日
条

 

 

 

　
　
　

沼
宮
内
狼
取

一
、
米
弐
駄 

 

 

清
十
郎

　
　

親
清
吉
時
分
ヨ
リ
三
十
年
来
狼
取
御
用
被　

仰
付
、
奥
筋
野
田
方
迄
罷
越
相
勤
候

　

付
、
妻
子
為
相
続
之
被
下
置
旨
、
尤
狼
取
御
用
御
遣
被
成
候
年
計
右
之
通
可
被
下
由

　

被　

仰
出
、
清
十
郎
御
用
御
遣
被
成
候
節
ハ

、
御
用
人
中
ヨ
リ
御
勘
定
頭
江

断
遣
筈
、

　

桂
源
五
左
衛
門
申
出
候
由
、
御
目
付
申
聞
之
、

［
文
意
］
沼
宮
内
の
狼
取
、
清
十
郎
は
親
の
清
吉
の
時
か
ら
三
〇
年
来
狼
取
の
御
用
を
仰

せ
付
け
ら
れ
、
奥
筋
の
野
田
ま
で
行
っ
て
勤
め
て
き
た
。
そ
こ
で
、
妻
子
を
養
え
る
よ

う
に
、
狼
取
の
御
用
が
あ
る
年
は
米
二
駄
（
四
俵
、
一
石
五
斗
）
を
支
給
す
る
こ
と
に
す

る
（
38
）

。
狼
取
の
御
用
に
派
遣
す
る
と
き
は
、
用
人
か
ら
勘
定
頭
へ
断
る
こ
と
に
す
る

と
目
付
へ
伝
え
る
。

あ
て
が
い

【
え
は
】

た 

な 

ぶ 

か
わ
う
ち

【 

於 

津 

そ 

】

子
に
も
障
り
が
あ
る
。
猟
師
が
二
人
い
る
の
で
、
討
ち
取
ら
せ
て
欲
し
い
と
近
隣
の
村

々
の
惣
百
姓
が
願
い
出
て
、
そ
れ
を
認
め
る
。（
文
化
八
年
［
一
八
一
一
］
五
月
二
日
条
）

⑲
伝
法
寺
通
代
官
所
内
の
南
伝
法
寺
村
（
現
紫
波
町
）
の
和
山
と
い
う
所
に
狼
数
疋
が
集

っ
て
い
る
。
野
放
ち
の
馬
に
迷
惑
で
あ
り
、
喰
い
付
か
れ
て
怪
我
し
た
者
も
い
る
。
そ

こ
で
、
和
味
村
（
現
矢
巾
町
）
の
猟
師
た
ち
に
徳
田
通
・
伝
法
寺
通
を
廻
っ
て
、
狼
を
打

ち
留
め
る
よ
う
に
指
示
す
る
。（
文
化
一
〇
年
六
月
二
日
条
）

　

野
放
ち
の
馬
⑰
⑲
や
人
馬
⑱
へ
の
被
害
に
対
し
て
、
持
筒
や
猟
師
に
狼
の
射
殺
を
要

請
し
て
い
る
。
⑱
で
は
狼
の
子
育
て
を
危
惧
し
て
い
る
。
こ
の
日
詰
通
は
狼
の
棲
息
数

が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
文
化
一
〇
年
に
も
狼
数
疋
が
い
る
と
い
う
の
で
、
威
鉄
砲
一
挺

の
拝
借
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
五
月
二
三
日
条
）
。

　

以
上
⑫
～
⑲
の
狼
荒
で
は
、
猟
師
・
マ
タ
ギ
や
百
姓
、
あ
る
い
は
持
筒
に
対
し
て
、

鉄
砲
を
使
っ
て
狼
を
威
し
た
り
射
殺
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
た
。

（
2
）
狼
の
捕
獲
者

　

そ
れ
で
は
、
実
際
に
狼
を
捕
獲
（
捕
殺
）
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
ろ
う
か
。

文
政
年
間
ま
で
の
「
雑
書
」
か
ら
、
狼
の
捕
獲
実
績
を
表
2
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
に
は

「御
鹿
猟
・
御
鹿
狩
」
と
い
う
巻
き
狩
り
に
よ
っ
て
、
鹿
に
混
ざ
っ
て
狼
が
捕
獲
さ
れ
た

一
四
件
も
含
め
て
い
る
（
27
）

。
全
部
で
六
四
件
の
記
録
が
あ
り
、
計
一
〇
五
疋
の
狼
が

捕
獲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
捕
獲
数
の
す
べ
て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
も
と

に
狼
捕
獲
の
傾
向
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　

こ
の
う
ち
、
た
ま
た
ま
狼
が
来
た
現
場
に
居
合
わ
せ
て
捕
獲
し
た
も
の
が
一
三
件
の

一
三
疋
で
あ
る
（
28
）

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
偶
発
的
な
捕
獲
よ
り
も
、
狼
の
い
る
と
こ

ろ
へ
人
を
派
遣
し
て
捕
獲
し
た
も
の
の
方
が
多
い
。

　

そ
れ
で
も
、
捕
獲
場
所
の
多
く
は
村
内
や
村
の
近
く
、
ま
た
は
城
下
や
町
な
ど
で
あ

り
、
人
里
か
ら
離
れ
た
山
野
で
捕
獲
さ
れ
た
記
録
は
な
い
。
捕
獲
場
所
と
棲
息
場
所
が

一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
狼
は
人
里
近
く
の
平
野
部
に
棲
息
す
る
動
物
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
千
葉
徳
爾
氏
も
「
奥
山
に
は
狼
は
棲
息
し
て
い
な
い
。
山
麓
の

平
地
に
極
め
て
近
接
し
た
山
林
が
、
そ
の
常
住
の
場
所
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
29
）

。

　

捕
獲
者
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
藩
主
ら
で
あ
り
、
つ
い
で
給
人
・

鳥
討
・
与
力
・
同
心
（
足
軽
）
な
ど
の
下
級
藩
士
（
在
郷
家
臣
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

町
人
や
百
姓
・
猟
師
・
マ
タ
ギ
や
野
守
・
狼
取
な
ど
一
般
の
領
民
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
藩
主
な
ど
に
よ
る
巻
き
狩
り
は
数
千
人
の
勢
子
を
動
員
し
て
広
範
囲
を

取
り
巻
く
も
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
狼
の
捕
獲
を
ね
ら
っ
た
「
狼
狩
」
も
あ
る
が
（
表
2

№
11
）
、
多
く
は
軍
事
演
習
を
兼
ね
て
鹿
の
大
量
捕
獲
を
ね
ら
う
催
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
藩
主
ら
に
よ
る
巻
き
狩
り
が
一
四
件
の
四
二
疋
で
あ
り
、
個
別

の
下
級
藩
士
に
よ
る
も
の
が
二
五
件
の
二
六
疋
、
領
民
に
よ
る
も
の
が
二
三
件
の
二
五

疋
で
あ
る
（
こ
の
ほ
か
不
明
が
二
件
一
二
疋
）
。

　

狼
を
官
民
挙
げ
て
総
力
で
捕
獲
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
前
半

の
享
保
年
間
ま
で
は
藩
主
や
藩
士
に
よ
る
記
録
が
多
く
、
後
半
の
元
文
年
間
以
降
で
は

猟
師
な
ど
の
領
民
に
よ
る
記
録
が
多
い
。

（
3
）
捕
獲
者
へ
の
褒
美

　

一
八
世
紀
半
ば
以
降
は
百
姓
や
猟
師
な
ど
の
領
民
に
よ
る
狼
の
捕
獲
が
目
立
つ
よ
う

に
な
る
が
、
狼
の
捕
獲
は
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
捕
獲
者
へ
褒
美
を

与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狼
の
捕
獲
を
奨
励
し
て
い
た
。

［
史
料
七
］「
雑
書
」
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
一
月
四
日
条

一
、
一
昨
二
日
之
夜
亥
ノ
刻
、
御
新
丸
御
駕
籠
部
屋
前
江

狼
参
申
候
由
、
騒
申
候
ニ
付

　

罷
出
申
候
処
、
聢
と
狼
共
見
留
不
申
候
得
共
、
犬
夥
敷
騒
申
候
之
故
、
無
心
許
存
候

　

而

追
詰
、
峯
打
ニ

仕
候
処
、
声
も
出
シ
不
申
付
、
弥
狼
と
存
、
御
陸
尺
之
者
共
申
付

　

候
人
数
之
内
、
三
平
と
申
者
初
大
刀
、
二
ノ
大
刀
、
与
助
と
申
者
一
太
刀
前
突
始
末

　

三
平
剪
留
申
段
、
御
駕
籠
頭
大
沢
長
左
衛
門
御
目
付
共
迄
以
書
付
訴
出
候
に
付
、
遂

　

披
露
候
處
、
右
書
付
ハ

御
側
御
用
人
印
東
弥
茂
市
方
江

相
渡
候
之
様
被　

仰
出
、
狼

　

ハ

御
本
丸
中
ノ
口
江

長
左
衛
門
直
々
差
上
之
、

（
し
か
）

（
六
）

で
ん
ぽ
う 
じわ  

み

や 

は
ば

（
こ
こ
ろ
も
と
な
く
）



人馬を喰う狼、狼を獲る人びと

－ 19－ 10

む
か
い
な
か
の

ひ
ろ
み
や
さ
わ

お 

さ
だ 

め

か　

ご

ろ
く
し
ゃ
く

と
し 

み

（
精
）

 

 

 

 

御
駕
籠
頭

　

一
、
御
肴
一
折  

 

　
　

大
沢
長
左
衛
門

 

 

 

 

御
陸
尺

　

一
、
鳥
目
五
百
疋 

 

　
　

三
平

 

 

 

 

同

　

一
、
同　

弐
百
疋 

 

　
　

与
助

　
　

前
書
之
通
狼
留
上
候
付
、
為
御
褒
美
右
之
通
被
下
之
、
右
御
褒
美
昨
日
被　

仰
出

　

候
得
共
、
右
爰
記
之
、

［
文
意
］
一
月
二
日
夜
一
〇
時
、
盛
岡
城
新
丸
の
駕
籠
部
屋
の
前
へ
狼
が
現
れ
た
と
い
う
の

で
、
出
て
行
っ
て
み
た
が
、
は
っ
き
り
と
狼
と
は
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
犬
が

ひ
ど
く
騒
ぐ
の
で
、
心
も
と
な
く
思
い
、
追
い
詰
め
て
峰
打
ち
し
た
と
こ
ろ
、
声
も
出

さ
な
い
。
そ
こ
で
、
い
よ
い
よ
狼
と
思
い
、
駕
籠
頭
が
陸
尺
（
六
尺
、
雑
用
の
人
夫
）
に
命

じ
て
、
二
人
が
太
刀
で
伐
り
殺
し
、
狼
を
本
丸
中
ノ
口
ヘ
差
し
上
げ
た
。
こ
の
褒
美
と

し
て
、
駕
籠
頭
に
肴
一
折
、
陸
尺
二
人
に
鳥
目
五
〇
〇
疋
と
鳥
目
二
〇
〇
疋
を
与
え
た
。

　

元
旦
の
翌
日
、
盛
岡
城
の
新
丸
に
狼
が
現
れ
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
元
日
に
は
藩

主
の
南
部
利
視
が
中
丸
（
二
ノ
丸
）
で
年
頭
の
挨
拶
を
行
い
、
三
日
に
は
初
鷹
野
（
年
始
の

鷹
狩
り
）
に
出
か
け
て
い
る
。
そ
の
前
夜
に
狼
を
捕
獲
し
た
も
の
で
あ
る
。
鳥
目
一
疋
を

銭
一
〇
文
と
し
て
も
五
〇
〇
疋
は
五
貫
文
に
な
り
、
こ
れ
は
他
に
類
例
の
な
い
破
格
の

褒
美
額
で
あ
る
。
年
頭
の
祝
賀
行
事
の
さ
な
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
の
扱
い
を
受

け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

興
味
深
い
の
は
狼
の
識
別
法
で
あ
る
。
夜
暗
い
中
で
は
、
す
ぐ
さ
ま
狼
と
は
確
か
め
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
峰
打
ち
し
て
も
声
を
出
さ
な
い
こ
と
か
ら
狼
に
違
い
な
い
と
判
断
し
て

い
る
。
犬
と
は
異
な
り
、
狼
は
吠
え
な
い
と
い
う
知
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
（
30
）

。

［
史
料
八
］「
雑
書
」
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
一
二
月
二
八
日
条

 

　
　
　

向
中
野
通
御
代
官
所
広
宮
沢
村

 

　
　
　
　
　
　

野
田
利
右
衛
門
領
百
姓

一
、
男
狼　

壱
疋  

 

 

万
助

　
　

右
者

去
ル
廿
四
日
、
右
狼
ニ

被
懸
怪
我
等
仕
候
得
共
、
右
狼
留
候
旨
御
代
官
訴
之
、

　

男
狼
ニ

付
、
御
定
目
之
通
為
御
褒
美
御
代
物
七
百
文
被
下
置
旨
被　

仰
出
、
御
目
付
江

　

申
渡
之
、

［
文
意
］
向
中
野
通
代
官
所
の
広
宮
沢
村
（
現
矢
巾
町
）
の
百
姓
が
一
二
月
二
四
日
に
、
狼

に
懸
け
ら
れ
て
怪
我
を
し
た
が
、
そ
の
狼
を
仕
留
め
て
代
官
へ
報
告
し
た
。
こ
れ
は
男

狼
で
あ
り
、
御
定
目
の
通
り
に
褒
美
と
し
て
七
〇
〇
文
を
与
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た

の
で
、
目
付
へ
申
し
渡
す
。

 

こ
こ
で
は
男
狼
の
褒
美
を
銭
七
〇
〇
文
に
定
め
て
い
る
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以

前
の
褒
美
額
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
表
2
か
ら
狼
捕
獲
の
褒
美
を
列
挙
す
る
と
、
銭

三
〇
〇
文
（延
宝
七
年
）
、
片
馬
の
米
（＝
一
俵
、
元
禄
九
年
）
、
銭
五
〇
〇
文
（元
禄
一
一
年
）
、

金
一
歩
（
宝
永
三
年
）
、
金
二
〇
〇
疋
（
金
二
歩
、
享
保
三
年
）
、
鳥
目
五
〇
〇
疋
（
寛
保
四

年
）
、
銭
二
貫
四
〇
〇
文
（
宝
暦
元
年
）
な
ど
と
あ
り
、
そ
の
額
は
一
定
し
て
い
な
い
。

 

そ
れ
が
宝
暦
年
間
に
整
備
さ
れ
、
狼
を
男
・
女
・
子
の
三
つ
に
分
け
て
、
褒
美
が
定

額
化
さ
れ
て
い
く
。
史
料
八
に
は
褒
美
銭
（
代
物
）
が
「
御
定
目
之
通
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
以
前
の
宝
暦
年
間
に
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
2
に
あ
る
宝
暦
一
三
年
～
寛
政
八
年
（
一
七
六
三
～
一
七
九
六
）
の
褒
美
額
を
ま
と
め

る
と
、
女
狼
は
銭
九
〇
〇
文
、
男
狼
は
銭
七
〇
〇
文
、
子
狼
は
銭
二
〇
〇
文
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
文
政
七
年
に
増
額
さ
れ
る
。

［
史
料
九
］「
雑
書
」
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
一
一
月
一
六
日
条

一
、
狼
留
上
ヶ
候
者
江

被
下
候
御
褒
美
銭
御
増
被
成
、
以
来
左
之
通
被
下
候
間
、
出
情

留
上
ヶ
候
様
可
申
渡
事
、

　
　

一
、
壱
貫
弐
百
文 

 

女
狼

　
　

一
、
壱
貫
文  

 

男
狼

　
　

一
、
弐
百
文  

 

子
狼

　
　

右
之
通
御
代
官
江

相
触
候
様
、
御
目
付
被
仰
付
、

［
文
意
］
狼
を
捕
獲
し
た
者
へ
の
褒
美
を
次
の
よ
う
に
増
額
す
る
の
で
、
精
を
出
し
て

留
め
上
げ
る
よ
う
に
申
し
渡
す
こ
と
。
女
狼
は
銭
一
貫
二
〇
〇
文
、
男
狼
は
銭
一
貫
文
、

子
狼
は
銭
二
〇
〇
文
と
す
る
。

 

宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
か
ら
六
〇
年
を
経
て
値
上
げ
さ
れ
た
。
子
狼
の
額
は
増
え
て

い
な
い
が
、
子
を
産
み
増
や
す
女
（
牝
）
狼
が
最
も
高
い
の
は
、
藩
側
が
狼
の
根
絶
を
目

指
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
褒
美
に
よ
っ
て
、
百
姓
や
猟
師
た
ち
に
狼
の
捕
獲
を
促
し
て
い
た
が
、
そ

の
活
動
域
は
村
の
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
藩
側
が
願
っ
て
い
た

の
は
、
牧
野
周
辺
の
狼
の
捕
獲
で
あ
り
、
御
野
馬
を
荒
ら
す
狼
の
殲
滅
で
あ
っ
た
。
こ

の
た
め
に
盛
岡
藩
で
は
罠
に
よ
る
捕
獲
も
認
め
て
い
た
。

（
4
）
罠
の
オ
ツ
ソ

　

狼
を
獲
る
猟
具
と
し
て
は
鉄
砲
の
記
録
が
最
も
多
い
が
、
そ
れ
以
外
に
も
鑓
・
棒
・

太
刀
・
鎌
な
ど
で
打
ち
殺
す
場
合
も
あ
っ
た
（
表
2
）
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
狼
を
目
視
し

て
、
直
接
そ
の
体
躯
に
打
撃
を
加
え
る
猟
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
猟
法
は
、
狼
を
追
う

と
い
う
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
罠
や
毒
を
利
用
し
て
、
狼
が
掛
か
る
の
を

待
つ
と
い
う
猟
法
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
つ
が
「
お
つ
そ
」
と
い
う
罠
で
あ
る
。「
お
つ
そ
」
は
オ
ッ
ソ
と
発
音
し
た
と
想

定
さ
れ
る
が
、
こ
の
オ
ツ
ソ
と
は
獣
道
な
ど
に
仕
掛
け
て
、
獣
を
押
し
潰
し
て
獲
る
罠

仕
掛
け
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
圧
殺
式
の
罠
は
「
押
（
オ
シ
・
オ
ス
・
オ
ソ
）・
落

（オ
ト
シ
）・
平
（
ヒ
ラ
）・
修
羅
（
シ
ュ
ラ
・
シ
ラ
）
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
東
北
各
地
で
戦

前
ま
で
熊
を
獲
る
の
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
罠
を
弘
前
藩
で
は
「
修
羅
」
と
呼
び
、

そ
の
使
用
を
禁
止
し
て
お
り
、
こ
れ
で
熊
を
密
猟
し
た
者
を
摘
発
し
て
い
る
記
録
も
あ

る
（
31
）

。

　

し
か
し
、
盛
岡
藩
で
は
、
こ
の
「
お
つ
そ
」
で
狼
を
捕
獲
し
て
い
た
。

［
史
料
一
〇
］「
雑
書
」
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
正
月
七
日
条

一
、
戸
来
亦
左
衞
門
預
御
同
心
重
三
郎
梁
川
辺
ニ

テ
ヲ
ツ
ソ
ヲ
切
、
狼
一
取
上
候
、
為

　

御
褒
美
銭
三
百
文
被
下
、
重
而

取
上
之
様
ニ

ト
申
渡
、

［
文
意
］
同
心
の
重
三
郎
が
梁
川
（
現
奥
州
市
）
の
辺
り
で
「
ヲ
ツ
ソ
」
を
切
り
、
狼
一
匹
を

獲
っ
て
上
納
し
た
。
そ
こ
で
、
褒
美
と
し
て
銭
三
〇
〇
文
を
与
え
、
さ
ら
に
狼
を
獲
る

よ
う
に
と
申
し
渡
し
た
。

［
史
料
一
一
］「
雑
書
」
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
二
月
二
三
日
条

一
、
五
戸
御
代
官
所
之
内
、
百
石
村
与
助
と
申
者
、
お
つ
そ
に
而

狼
壱
つ
取
上
候
付
、

　

御
代
官
申
上
、
為
御
褒
美
金
壱
歩
被
下
之
段
、
御
目
付
山
田
兵
太
夫
御
代
官
江

申
達

　

ス
、

［
文
意
］
五
戸
代
官
所
内
の
百
石
村
（
現
百
石
町
）
の
与
助
と
い
う
者
が
「
お
つ
そ
」
で
狼
一

匹
を
獲
っ
て
上
納
し
た
。
そ
こ
で
、
褒
美
と
し
て
金
一
歩
を
与
え
る
よ
う
に
目
付
が
代

官
へ
指
示
し
た
。

　

史
料
一
〇
、
一
一
と
も
に
、
オ
ツ
ソ
（
「
ヲ
ツ
ソ
・
お
つ
そ
」
）
を
使
っ
た
こ
と
を
何

ら
咎
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
狼
を
捕
獲
し
た
こ
と
に
よ
り
、
堂
々
と
褒

美
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
捕
獲
者
は
同
心
や
村
の
者
（
百
姓
の
家
の
者
か
）
で
あ
り
、
身

分
を
問
わ
な
い
。

　

留
意
さ
れ
る
の
は
、
ヲ
ツ
ソ
を
切
る
と
い
う
表
記
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
「
雑
書
」
で

見
出
し
て
い
な
い
が
、
オ
ツ
ソ
の
設
置
に
は
木
を
切
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
後
述
の
⑳
㉑
に
も
、
オ
ツ
ソ
と
は
仕
掛
け
る
捕
獲
具
、
つ
ま
り
罠
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
材
木
が
必
要
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。

　

近
代
以
降
の
民
俗
事
例
で
あ
る
が
、
新
潟
県
の
三
面
（
現
村
上
市
）
で
は
、
こ
の
罠
を

作
る
こ
と
を
「
オ
ソ
を
切
る
」
と
か
「
オ
ソ
を
掛
け
る
」
と
言
い
、
こ
の
オ
ソ
で
昭
和
三

〇
年
代
ま
で
熊
を
捕
獲
し
て
い
た
（
33
）

。
も
と
よ
り
盛
岡
藩
の
オ
ツ
ソ
と
同
型
の
罠
で

あ
る
保
証
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
木
を
切
っ
て
作
る
罠
で
あ
り
、
こ
れ
を
仕
掛
け
て
獣

（
狼
や
熊
）
を
捕
獲
し
て
い
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
盛
岡
藩
で
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
「
お
つ
そ
」
で
狼
を
と
っ
て
い
た
。
正
保
三
年

【
候
】

【
ワ
】

も
も
い
し

【
ワ
】

や
な
が
わ

み
お
も
て
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む
か
い
な
か
の

ひ
ろ
み
や
さ
わ

お 

さ
だ 

め

か　

ご

ろ
く
し
ゃ
く

と
し 

み

（
精
）

 

 

 

 

御
駕
籠
頭

　

一
、
御
肴
一
折  

 

　
　

大
沢
長
左
衛
門

 

 

 

 

御
陸
尺

　

一
、
鳥
目
五
百
疋 

 

　
　

三
平

 

 

 

 

同

　

一
、
同　

弐
百
疋 

 

　
　

与
助

　
　

前
書
之
通
狼
留
上
候
付
、
為
御
褒
美
右
之
通
被
下
之
、
右
御
褒
美
昨
日
被　

仰
出

　

候
得
共
、
右
爰
記
之
、

［
文
意
］
一
月
二
日
夜
一
〇
時
、
盛
岡
城
新
丸
の
駕
籠
部
屋
の
前
へ
狼
が
現
れ
た
と
い
う
の

で
、
出
て
行
っ
て
み
た
が
、
は
っ
き
り
と
狼
と
は
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
犬
が

ひ
ど
く
騒
ぐ
の
で
、
心
も
と
な
く
思
い
、
追
い
詰
め
て
峰
打
ち
し
た
と
こ
ろ
、
声
も
出

さ
な
い
。
そ
こ
で
、
い
よ
い
よ
狼
と
思
い
、
駕
籠
頭
が
陸
尺
（
六
尺
、
雑
用
の
人
夫
）
に
命

じ
て
、
二
人
が
太
刀
で
伐
り
殺
し
、
狼
を
本
丸
中
ノ
口
ヘ
差
し
上
げ
た
。
こ
の
褒
美
と

し
て
、
駕
籠
頭
に
肴
一
折
、
陸
尺
二
人
に
鳥
目
五
〇
〇
疋
と
鳥
目
二
〇
〇
疋
を
与
え
た
。

　

元
旦
の
翌
日
、
盛
岡
城
の
新
丸
に
狼
が
現
れ
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
元
日
に
は
藩

主
の
南
部
利
視
が
中
丸
（
二
ノ
丸
）
で
年
頭
の
挨
拶
を
行
い
、
三
日
に
は
初
鷹
野
（
年
始
の

鷹
狩
り
）
に
出
か
け
て
い
る
。
そ
の
前
夜
に
狼
を
捕
獲
し
た
も
の
で
あ
る
。
鳥
目
一
疋
を

銭
一
〇
文
と
し
て
も
五
〇
〇
疋
は
五
貫
文
に
な
り
、
こ
れ
は
他
に
類
例
の
な
い
破
格
の

褒
美
額
で
あ
る
。
年
頭
の
祝
賀
行
事
の
さ
な
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
の
扱
い
を
受

け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

興
味
深
い
の
は
狼
の
識
別
法
で
あ
る
。
夜
暗
い
中
で
は
、
す
ぐ
さ
ま
狼
と
は
確
か
め
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
峰
打
ち
し
て
も
声
を
出
さ
な
い
こ
と
か
ら
狼
に
違
い
な
い
と
判
断
し
て

い
る
。
犬
と
は
異
な
り
、
狼
は
吠
え
な
い
と
い
う
知
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
（
30
）

。

［
史
料
八
］「
雑
書
」
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
一
二
月
二
八
日
条

 

　
　
　

向
中
野
通
御
代
官
所
広
宮
沢
村

 

　
　
　
　
　
　

野
田
利
右
衛
門
領
百
姓

一
、
男
狼　

壱
疋  

 

 

万
助

　
　

右
者

去
ル
廿
四
日
、
右
狼
ニ

被
懸
怪
我
等
仕
候
得
共
、
右
狼
留
候
旨
御
代
官
訴
之
、

　

男
狼
ニ

付
、
御
定
目
之
通
為
御
褒
美
御
代
物
七
百
文
被
下
置
旨
被　

仰
出
、
御
目
付
江

　

申
渡
之
、

［
文
意
］
向
中
野
通
代
官
所
の
広
宮
沢
村
（
現
矢
巾
町
）
の
百
姓
が
一
二
月
二
四
日
に
、
狼

に
懸
け
ら
れ
て
怪
我
を
し
た
が
、
そ
の
狼
を
仕
留
め
て
代
官
へ
報
告
し
た
。
こ
れ
は
男

狼
で
あ
り
、
御
定
目
の
通
り
に
褒
美
と
し
て
七
〇
〇
文
を
与
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た

の
で
、
目
付
へ
申
し
渡
す
。

 

こ
こ
で
は
男
狼
の
褒
美
を
銭
七
〇
〇
文
に
定
め
て
い
る
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以

前
の
褒
美
額
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
表
2
か
ら
狼
捕
獲
の
褒
美
を
列
挙
す
る
と
、
銭

三
〇
〇
文
（延
宝
七
年
）
、
片
馬
の
米
（＝
一
俵
、
元
禄
九
年
）
、
銭
五
〇
〇
文
（元
禄
一
一
年
）
、

金
一
歩
（
宝
永
三
年
）
、
金
二
〇
〇
疋
（
金
二
歩
、
享
保
三
年
）
、
鳥
目
五
〇
〇
疋
（
寛
保
四

年
）
、
銭
二
貫
四
〇
〇
文
（
宝
暦
元
年
）
な
ど
と
あ
り
、
そ
の
額
は
一
定
し
て
い
な
い
。

 

そ
れ
が
宝
暦
年
間
に
整
備
さ
れ
、
狼
を
男
・
女
・
子
の
三
つ
に
分
け
て
、
褒
美
が
定

額
化
さ
れ
て
い
く
。
史
料
八
に
は
褒
美
銭
（
代
物
）
が
「
御
定
目
之
通
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
以
前
の
宝
暦
年
間
に
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
2
に
あ
る
宝
暦
一
三
年
～
寛
政
八
年
（
一
七
六
三
～
一
七
九
六
）
の
褒
美
額
を
ま
と
め

る
と
、
女
狼
は
銭
九
〇
〇
文
、
男
狼
は
銭
七
〇
〇
文
、
子
狼
は
銭
二
〇
〇
文
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
文
政
七
年
に
増
額
さ
れ
る
。

［
史
料
九
］「
雑
書
」
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
一
一
月
一
六
日
条

一
、
狼
留
上
ヶ
候
者
江

被
下
候
御
褒
美
銭
御
増
被
成
、
以
来
左
之
通
被
下
候
間
、
出
情

留
上
ヶ
候
様
可
申
渡
事
、

　
　

一
、
壱
貫
弐
百
文 

 

女
狼

　
　

一
、
壱
貫
文  

 

男
狼

　
　

一
、
弐
百
文  

 

子
狼

　
　

右
之
通
御
代
官
江

相
触
候
様
、
御
目
付
被
仰
付
、

［
文
意
］
狼
を
捕
獲
し
た
者
へ
の
褒
美
を
次
の
よ
う
に
増
額
す
る
の
で
、
精
を
出
し
て

留
め
上
げ
る
よ
う
に
申
し
渡
す
こ
と
。
女
狼
は
銭
一
貫
二
〇
〇
文
、
男
狼
は
銭
一
貫
文
、

子
狼
は
銭
二
〇
〇
文
と
す
る
。

 

宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
か
ら
六
〇
年
を
経
て
値
上
げ
さ
れ
た
。
子
狼
の
額
は
増
え
て

い
な
い
が
、
子
を
産
み
増
や
す
女
（
牝
）
狼
が
最
も
高
い
の
は
、
藩
側
が
狼
の
根
絶
を
目

指
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
褒
美
に
よ
っ
て
、
百
姓
や
猟
師
た
ち
に
狼
の
捕
獲
を
促
し
て
い
た
が
、
そ

の
活
動
域
は
村
の
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
藩
側
が
願
っ
て
い
た

の
は
、
牧
野
周
辺
の
狼
の
捕
獲
で
あ
り
、
御
野
馬
を
荒
ら
す
狼
の
殲
滅
で
あ
っ
た
。
こ

の
た
め
に
盛
岡
藩
で
は
罠
に
よ
る
捕
獲
も
認
め
て
い
た
。

（
4
）
罠
の
オ
ツ
ソ

　

狼
を
獲
る
猟
具
と
し
て
は
鉄
砲
の
記
録
が
最
も
多
い
が
、
そ
れ
以
外
に
も
鑓
・
棒
・

太
刀
・
鎌
な
ど
で
打
ち
殺
す
場
合
も
あ
っ
た
（
表
2
）
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
狼
を
目
視
し

て
、
直
接
そ
の
体
躯
に
打
撃
を
加
え
る
猟
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
猟
法
は
、
狼
を
追
う

と
い
う
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
罠
や
毒
を
利
用
し
て
、
狼
が
掛
か
る
の
を

待
つ
と
い
う
猟
法
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
つ
が
「
お
つ
そ
」
と
い
う
罠
で
あ
る
。「
お
つ
そ
」
は
オ
ッ
ソ
と
発
音
し
た
と
想

定
さ
れ
る
が
、
こ
の
オ
ツ
ソ
と
は
獣
道
な
ど
に
仕
掛
け
て
、
獣
を
押
し
潰
し
て
獲
る
罠

仕
掛
け
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
圧
殺
式
の
罠
は
「
押
（
オ
シ
・
オ
ス
・
オ
ソ
）・
落

（オ
ト
シ
）・
平
（
ヒ
ラ
）・
修
羅
（
シ
ュ
ラ
・
シ
ラ
）
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
東
北
各
地
で
戦

前
ま
で
熊
を
獲
る
の
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
罠
を
弘
前
藩
で
は
「
修
羅
」
と
呼
び
、

そ
の
使
用
を
禁
止
し
て
お
り
、
こ
れ
で
熊
を
密
猟
し
た
者
を
摘
発
し
て
い
る
記
録
も
あ

る
（
31
）

。

　

し
か
し
、
盛
岡
藩
で
は
、
こ
の
「
お
つ
そ
」
で
狼
を
捕
獲
し
て
い
た
。

［
史
料
一
〇
］「
雑
書
」
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
正
月
七
日
条

一
、
戸
来
亦
左
衞
門
預
御
同
心
重
三
郎
梁
川
辺
ニ

テ
ヲ
ツ
ソ
ヲ
切
、
狼
一
取
上
候
、
為

　

御
褒
美
銭
三
百
文
被
下
、
重
而

取
上
之
様
ニ

ト
申
渡
、

［
文
意
］
同
心
の
重
三
郎
が
梁
川
（
現
奥
州
市
）
の
辺
り
で
「
ヲ
ツ
ソ
」
を
切
り
、
狼
一
匹
を

獲
っ
て
上
納
し
た
。
そ
こ
で
、
褒
美
と
し
て
銭
三
〇
〇
文
を
与
え
、
さ
ら
に
狼
を
獲
る

よ
う
に
と
申
し
渡
し
た
。

［
史
料
一
一
］「
雑
書
」
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
二
月
二
三
日
条

一
、
五
戸
御
代
官
所
之
内
、
百
石
村
与
助
と
申
者
、
お
つ
そ
に
而

狼
壱
つ
取
上
候
付
、

　

御
代
官
申
上
、
為
御
褒
美
金
壱
歩
被
下
之
段
、
御
目
付
山
田
兵
太
夫
御
代
官
江

申
達

　

ス
、

［
文
意
］
五
戸
代
官
所
内
の
百
石
村
（
現
百
石
町
）
の
与
助
と
い
う
者
が
「
お
つ
そ
」
で
狼
一

匹
を
獲
っ
て
上
納
し
た
。
そ
こ
で
、
褒
美
と
し
て
金
一
歩
を
与
え
る
よ
う
に
目
付
が
代

官
へ
指
示
し
た
。

　

史
料
一
〇
、
一
一
と
も
に
、
オ
ツ
ソ
（
「
ヲ
ツ
ソ
・
お
つ
そ
」
）
を
使
っ
た
こ
と
を
何

ら
咎
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
狼
を
捕
獲
し
た
こ
と
に
よ
り
、
堂
々
と
褒

美
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
捕
獲
者
は
同
心
や
村
の
者
（
百
姓
の
家
の
者
か
）
で
あ
り
、
身

分
を
問
わ
な
い
。

　

留
意
さ
れ
る
の
は
、
ヲ
ツ
ソ
を
切
る
と
い
う
表
記
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
「
雑
書
」
で

見
出
し
て
い
な
い
が
、
オ
ツ
ソ
の
設
置
に
は
木
を
切
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
後
述
の
⑳
㉑
に
も
、
オ
ツ
ソ
と
は
仕
掛
け
る
捕
獲
具
、
つ
ま
り
罠
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
材
木
が
必
要
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。

　

近
代
以
降
の
民
俗
事
例
で
あ
る
が
、
新
潟
県
の
三
面
（
現
村
上
市
）
で
は
、
こ
の
罠
を

作
る
こ
と
を
「
オ
ソ
を
切
る
」
と
か
「
オ
ソ
を
掛
け
る
」
と
言
い
、
こ
の
オ
ソ
で
昭
和
三

〇
年
代
ま
で
熊
を
捕
獲
し
て
い
た
（
33
）

。
も
と
よ
り
盛
岡
藩
の
オ
ツ
ソ
と
同
型
の
罠
で

あ
る
保
証
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
木
を
切
っ
て
作
る
罠
で
あ
り
、
こ
れ
を
仕
掛
け
て
獣

（
狼
や
熊
）
を
捕
獲
し
て
い
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
盛
岡
藩
で
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
「
お
つ
そ
」
で
狼
を
と
っ
て
い
た
。
正
保
三
年

【
候
】

【
ワ
】

も
も
い
し

【
ワ
】

や
な
が
わ

み
お
も
て
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（
一
六
四
六
）
に
田
名
部
川
内
（
現
青
森
県
む
つ
市
）
で
一
一
疋
も
の
狼
を
「
お
つ
そ
」
で
捕

え
た
と
あ
り
（
一
一
月
一
一
日
条
）
、
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
に
も
狼
一
疋
を
「
お
つ
そ
」

で
捕
え
て
い
る
（
一
月
二
七
日
条
）
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
オ
ツ
ソ
の
使
用
を
問
題
視
し

て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
盛
岡
藩
で
は
、
記
録
を
辿
れ
る
一
七
世
紀
半
ば
以
降
に
オ
ツ

ソ
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
降
に
も
オ
ツ
ソ
は
公
認
さ
れ
て
い
た
。

⑳
大
間
野
（
現
大
間
町
）
で
当
歳
の
駒
（
こ
の
年
に
生
ま
れ
た
牡
馬
）
一
疋
と
駄
（
牝
馬
）
三
疋

が
狼
に
取
ら
れ
た
。
こ
れ
は
肝
入
と
野
守
が
狼
を
防
ぐ
の
に
無
精
で
あ
っ
た
か
ら
と
用

人
に
注
意
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
お
つ
そ
」
な
ど
ま
で
も
「
仕
懸
」
け
た
が
、
狼
を

捕
獲
で
き
な
か
っ
た
と
釈
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
毒
薬
を
つ
か
っ
て
、
捕
獲
で
き
る

よ
う
に
精
を
出
す
と
、
肝
入
と
野
守
が
連
名
で
申
し
出
て
い
る
。（
『
南
部
藩
御
野
馬
別
当

御
用
留
』
宝
暦
一
一
年
三
月
二
一
日
条
）
（
34
）

。

㉑
一
戸
金
之
丞  

（
35
）
（
三
戸
の
与
力
）
が
相
内
野
（
現
青
森
県
三
戸
郡
南
部
町
）
で
「
狼
防
お

つ
そ
仕
懸
」
の
た
め
に
、「
材
木
」
の
利
用
と
仕
か
け
る
場
所
の
下
見
を
申
し
出
て
い
る

（
『
南
部
藩
御
野
馬
別
当
御
用
留
』
宝
暦
一
三
年
七
月
一
三
日
条
）（
36
）

。

　

⑳
㉑
は
「
雑
書
」
で
な
く
、『
南
部
藩
御
野
馬
別
当
御
用
留
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
⑳

で
は
、
努
力
不
足
を
注
意
さ
れ
た
こ
と
へ
の
反
論
と
し
て
、
オ
ツ
ソ
を
仕
掛
け
て
ま
で

狼
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
申
し
出
は
、
オ
ツ
ソ
を
仕
掛
け

る
こ
と
は
評
価
に
値
す
る
と
い
う
認
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ツ
ソ
が
非
合
法
の

猟
具
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
張
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
同
型
の
罠
と
想
定
さ
れ
る

「
修
羅
」
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
た
弘
前
藩
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
オ
ツ
ソ
の
製
作
・
使
用
者
は
同
心
（
史
料
一
〇
）
、
村
の
者
（
史
料
一
一
）
、
肝

入
や
野
守
（
⑳
）
、
与
力
（
㉑
）
で
あ
る
。
オ
ツ
ソ
と
い
う
罠
を
製
作
・
使
用
す
る
者
は
身

分
を
問
わ
ず
、
こ
れ
で
狼
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。

（
５
） 

狼
取
に
よ
る
毒
殺

　

藩
の
主
眼
は
、
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
牧
野
に
は
野
守
が

置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
野
守
が
⑳
で
は
毒
薬
も
仕
掛
け
る
と
言
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

こ
の
毒
薬
を
専
門
に
扱
い
、
狼
を
獲
る
「
狼
取
」
が
盛
岡
藩
に
は
い
た
。

㉒
沼
宮
内
代
官
所
内
の
狼
取
、
清
十
郎
は
、
一
日
四
〇
文
の
御
擬
（
宛
行
）
を
支
給
さ
れ
、

食
費
と
宿
代
を
払
い
、
薬
を
買
っ
て
勤
め
て
い
る
。
し
か
し
、
不
案
内
の
所
で
は
人
を

雇
い
、「
え
さ
（
餌
）
」
な
ど
持
参
し
て
各
所
を
廻
っ
て
い
る
。
田
地
も
少
し
耕
作
し
て
い

る
が
、
出
か
け
る
節
は
こ
ど
も
へ
の
費
用
な
ど
も
あ
り
、
こ
の
援
助
額
で
は
生
活
で
き

な
い
（
「
迷
惑
」
）
の
で
、
以
前
の
通
り
の
援
助
を
下
さ
れ
た
い
と
願
い
出
た
。
そ
こ
で
、

役
人
た
ち
に
相
談
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
食
費
は
こ
れ
ま
で
通
り
一
日
四
〇
文
を
与
え
、
こ

の
他
に
三
〇
文
を
狼
取
の
諸
費
用
と
し
て
加
え
、
合
計
一
日
七
〇
文
ず
つ
支
給
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。（
寛
保
三
年
［
一
七
四
三
］
八
月
二
〇
日
条
）

　

当
時
は
出
稼
ぎ
で
「
一
日
百
文
、
米
三
升
分
」
を
得
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
（
37
）

、
一
日

四
〇
文
は
米
二
升
分
に
も
な
ら
ず
、
い
か
に
も
少
額
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
で
子
を

養
っ
て
生
活
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

［
史
料
一
二
］「
雑
書
」
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
一
一
月
七
日
条

 

 

 

　
　
　

沼
宮
内
狼
取

一
、
米
弐
駄 

 

 

清
十
郎

　
　

親
清
吉
時
分
ヨ
リ
三
十
年
来
狼
取
御
用
被　

仰
付
、
奥
筋
野
田
方
迄
罷
越
相
勤
候

　

付
、
妻
子
為
相
続
之
被
下
置
旨
、
尤
狼
取
御
用
御
遣
被
成
候
年
計
右
之
通
可
被
下
由

　

被　

仰
出
、
清
十
郎
御
用
御
遣
被
成
候
節
ハ

、
御
用
人
中
ヨ
リ
御
勘
定
頭
江

断
遣
筈
、

　

桂
源
五
左
衛
門
申
出
候
由
、
御
目
付
申
聞
之
、

［
文
意
］
沼
宮
内
の
狼
取
、
清
十
郎
は
親
の
清
吉
の
時
か
ら
三
〇
年
来
狼
取
の
御
用
を
仰

せ
付
け
ら
れ
、
奥
筋
の
野
田
ま
で
行
っ
て
勤
め
て
き
た
。
そ
こ
で
、
妻
子
を
養
え
る
よ

う
に
、
狼
取
の
御
用
が
あ
る
年
は
米
二
駄
（
四
俵
、
一
石
五
斗
）
を
支
給
す
る
こ
と
に
す

る
（
38
）

。
狼
取
の
御
用
に
派
遣
す
る
と
き
は
、
用
人
か
ら
勘
定
頭
へ
断
る
こ
と
に
す
る

と
目
付
へ
伝
え
る
。

あ
て
が
い

【
え
は
】

た 

な 

ぶ 

か
わ
う
ち

【 

於 

津 

そ 

】

子
に
も
障
り
が
あ
る
。
猟
師
が
二
人
い
る
の
で
、
討
ち
取
ら
せ
て
欲
し
い
と
近
隣
の
村

々
の
惣
百
姓
が
願
い
出
て
、
そ
れ
を
認
め
る
。（
文
化
八
年
［
一
八
一
一
］
五
月
二
日
条
）

⑲
伝
法
寺
通
代
官
所
内
の
南
伝
法
寺
村
（
現
紫
波
町
）
の
和
山
と
い
う
所
に
狼
数
疋
が
集

っ
て
い
る
。
野
放
ち
の
馬
に
迷
惑
で
あ
り
、
喰
い
付
か
れ
て
怪
我
し
た
者
も
い
る
。
そ

こ
で
、
和
味
村
（
現
矢
巾
町
）
の
猟
師
た
ち
に
徳
田
通
・
伝
法
寺
通
を
廻
っ
て
、
狼
を
打

ち
留
め
る
よ
う
に
指
示
す
る
。（
文
化
一
〇
年
六
月
二
日
条
）

　

野
放
ち
の
馬
⑰
⑲
や
人
馬
⑱
へ
の
被
害
に
対
し
て
、
持
筒
や
猟
師
に
狼
の
射
殺
を
要

請
し
て
い
る
。
⑱
で
は
狼
の
子
育
て
を
危
惧
し
て
い
る
。
こ
の
日
詰
通
は
狼
の
棲
息
数

が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
文
化
一
〇
年
に
も
狼
数
疋
が
い
る
と
い
う
の
で
、
威
鉄
砲
一
挺

の
拝
借
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
五
月
二
三
日
条
）
。

　

以
上
⑫
～
⑲
の
狼
荒
で
は
、
猟
師
・
マ
タ
ギ
や
百
姓
、
あ
る
い
は
持
筒
に
対
し
て
、

鉄
砲
を
使
っ
て
狼
を
威
し
た
り
射
殺
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
た
。

（
2
）
狼
の
捕
獲
者

　

そ
れ
で
は
、
実
際
に
狼
を
捕
獲
（
捕
殺
）
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
ろ
う
か
。

文
政
年
間
ま
で
の
「
雑
書
」
か
ら
、
狼
の
捕
獲
実
績
を
表
2
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
に
は

「御
鹿
猟
・
御
鹿
狩
」
と
い
う
巻
き
狩
り
に
よ
っ
て
、
鹿
に
混
ざ
っ
て
狼
が
捕
獲
さ
れ
た

一
四
件
も
含
め
て
い
る
（
27
）

。
全
部
で
六
四
件
の
記
録
が
あ
り
、
計
一
〇
五
疋
の
狼
が

捕
獲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
捕
獲
数
の
す
べ
て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
も
と

に
狼
捕
獲
の
傾
向
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　

こ
の
う
ち
、
た
ま
た
ま
狼
が
来
た
現
場
に
居
合
わ
せ
て
捕
獲
し
た
も
の
が
一
三
件
の

一
三
疋
で
あ
る
（
28
）

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
偶
発
的
な
捕
獲
よ
り
も
、
狼
の
い
る
と
こ

ろ
へ
人
を
派
遣
し
て
捕
獲
し
た
も
の
の
方
が
多
い
。

　

そ
れ
で
も
、
捕
獲
場
所
の
多
く
は
村
内
や
村
の
近
く
、
ま
た
は
城
下
や
町
な
ど
で
あ

り
、
人
里
か
ら
離
れ
た
山
野
で
捕
獲
さ
れ
た
記
録
は
な
い
。
捕
獲
場
所
と
棲
息
場
所
が

一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
狼
は
人
里
近
く
の
平
野
部
に
棲
息
す
る
動
物
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
千
葉
徳
爾
氏
も
「
奥
山
に
は
狼
は
棲
息
し
て
い
な
い
。
山
麓
の

平
地
に
極
め
て
近
接
し
た
山
林
が
、
そ
の
常
住
の
場
所
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
29
）

。

　

捕
獲
者
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
藩
主
ら
で
あ
り
、
つ
い
で
給
人
・

鳥
討
・
与
力
・
同
心
（
足
軽
）
な
ど
の
下
級
藩
士
（
在
郷
家
臣
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

町
人
や
百
姓
・
猟
師
・
マ
タ
ギ
や
野
守
・
狼
取
な
ど
一
般
の
領
民
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
藩
主
な
ど
に
よ
る
巻
き
狩
り
は
数
千
人
の
勢
子
を
動
員
し
て
広
範
囲
を

取
り
巻
く
も
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
狼
の
捕
獲
を
ね
ら
っ
た
「
狼
狩
」
も
あ
る
が
（
表
2

№
11
）
、
多
く
は
軍
事
演
習
を
兼
ね
て
鹿
の
大
量
捕
獲
を
ね
ら
う
催
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
藩
主
ら
に
よ
る
巻
き
狩
り
が
一
四
件
の
四
二
疋
で
あ
り
、
個
別

の
下
級
藩
士
に
よ
る
も
の
が
二
五
件
の
二
六
疋
、
領
民
に
よ
る
も
の
が
二
三
件
の
二
五

疋
で
あ
る
（
こ
の
ほ
か
不
明
が
二
件
一
二
疋
）
。

　

狼
を
官
民
挙
げ
て
総
力
で
捕
獲
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
前
半

の
享
保
年
間
ま
で
は
藩
主
や
藩
士
に
よ
る
記
録
が
多
く
、
後
半
の
元
文
年
間
以
降
で
は

猟
師
な
ど
の
領
民
に
よ
る
記
録
が
多
い
。

（
3
）
捕
獲
者
へ
の
褒
美

　

一
八
世
紀
半
ば
以
降
は
百
姓
や
猟
師
な
ど
の
領
民
に
よ
る
狼
の
捕
獲
が
目
立
つ
よ
う

に
な
る
が
、
狼
の
捕
獲
は
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
捕
獲
者
へ
褒
美
を

与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狼
の
捕
獲
を
奨
励
し
て
い
た
。

［
史
料
七
］「
雑
書
」
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
一
月
四
日
条

一
、
一
昨
二
日
之
夜
亥
ノ
刻
、
御
新
丸
御
駕
籠
部
屋
前
江

狼
参
申
候
由
、
騒
申
候
ニ
付

　

罷
出
申
候
処
、
聢
と
狼
共
見
留
不
申
候
得
共
、
犬
夥
敷
騒
申
候
之
故
、
無
心
許
存
候

　

而

追
詰
、
峯
打
ニ

仕
候
処
、
声
も
出
シ
不
申
付
、
弥
狼
と
存
、
御
陸
尺
之
者
共
申
付

　

候
人
数
之
内
、
三
平
と
申
者
初
大
刀
、
二
ノ
大
刀
、
与
助
と
申
者
一
太
刀
前
突
始
末

　

三
平
剪
留
申
段
、
御
駕
籠
頭
大
沢
長
左
衛
門
御
目
付
共
迄
以
書
付
訴
出
候
に
付
、
遂

　

披
露
候
處
、
右
書
付
ハ

御
側
御
用
人
印
東
弥
茂
市
方
江

相
渡
候
之
様
被　

仰
出
、
狼

　

ハ

御
本
丸
中
ノ
口
江

長
左
衛
門
直
々
差
上
之
、

（
し
か
）

（
六
）

で
ん
ぽ
う 

じわ  

み

や 

は
ば

（
こ
こ
ろ
も
と
な
く
）
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〈
付
記
〉

 

「
雑
書
」
お
よ
び
、
そ
の
他
の
史
料
の
調
査
に
あ
た
り
、
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
の
太

田
悌
子
氏
、
岩
手
県
立
図
書
館
の
白
野
由
香
里
氏
か
ら
ご
協
力
を
頂
い
た
こ
と
に
御
礼

を
申
し
上
げ
た
い
。

　

当
論
は
、
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究
）「
近
世
盛
岡
藩
の
環
境

に
お
け
る
野
生
鳥
獣
と
民
衆
と
の
関
係
―
「
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
」
か
ら
―
」
の

補
助
を
受
け
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

【
註
】

（
1
）
こ
れ
ま
で
環
境
省
は
日
本
の
野
生
生
物
の
う
ち
、
哺
乳
類
の
絶
滅
種
を
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
、

エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
、
オ
キ
ナ
ワ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ
ア
ブ
ラ
コ
ウ
モ
リ
の
四
種
と
し
て
い

た
が
、
今
回
の
第
4
次
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
の
絶
滅
種
に
ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
（
本
州
以
南
亜
種
）
と
ニ

ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
（
北
海
道
亜
種
）
、
ミ
ヤ
コ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ
の
三
種
を
加
え
た
。　

参

照
、
環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
第
4
次
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
（
別
添
資
料
7
①
）
。

（
2
）
参
考
、
菱
川
晶
子
『
狼
の
民
俗
学
―
人
獣
交
渉
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
な
ど
。

（
3
）
榎
森
進
「
近
世
前
期
に
お
け
る
北
奥
の
狩
猟
―
盛
岡
藩
領
の
事
例
を
中
心
に
」『
歴
史
の
な

か
の
東
北
―
日
本
の
東
北
・
ア
ジ
ア
の
東
北
』
東
北
学
院
大
学
史
学
科
編
、
河
出
書
房
新
社
、
一

九
九
八
年
。
／
菊
池
勇
夫
「
盛
岡
藩
牧
の
維
持
と
狼
駆
除
―
生
態
系
へ
の
影
響
」『
シ
リ
ー
ズ
日
本

列
島
の
三
万
五
千
年
―
人
と
自
然
の
環
境
史　

第
五
巻　

山
と
森
の
環
境
史
』
湯
本
貴
和
編
、
文

一
総
合
出
版
、
二
〇
一
一
年
。

（
4
）
『
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
』
盛
岡
市
教
育
委
員
会
・
同
市
中
央
公
民
館
編
。
第
一
～
一

五
巻
（
正
保
元
年
～
享
保
二
〇
年
分
）
は
熊
谷
印
刷
出
版
（
一
九
八
六
～
二
〇
〇
一
年
）
、
第
一
六

～
二
九
巻
（
元
文
元
年
～
安
永
七
年
分
）
は
東
洋
書
院
（
二
〇
〇
四
～
二
〇
一
二
年
）
よ
り
出
版
さ

れ
て
い
る
。

（
5
）
「
雑
書
」
に
は
「
山
犬
」
の
表
記
を
見
出
し
て
い
な
い
が
、「
野
犬
」
や
「
の
ら
犬
」
を
駆
除
し
て

い
る
記
録
は
見
ら
れ
る
（
「
雑
書
」
宝
暦
一
三
年
一
二
月
二
三
日
条
・
宝
暦
一
四
年
二
月
二
六
日
条

・
明
和
二
年
一
一
月
一
六
日
条
・
明
和
八
年
八
月
二
二
日
条
な
ど
）
。

（
6
）
「
雑
書
」
元
文
四
年
八
月
三
日
条
。
こ
れ
以
降
、
天
明
四
年
ま
で
「
病
犬
」
の
記
録
が
散
見
さ

　

清
十
郎
は
寛
保
三
年
に
一
日
七
〇
文
に
増
額
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
年
間
米
二
駄
の
支

給
と
な
り
、
大
幅
に
待
遇
が
改
善
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
狼
取
御
用

の
あ
る
年
に
限
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
の
扶
持
米
が
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

㉓
野
田
代
官
所
内
の
宇
部
村
（
現
久
慈
市
）
の
清
之
丞
と
い
う
五
七
歳
の
百
姓
が
狼
取
の

御
用
を
勤
め
て
き
た
。
し
か
し
、
御
擬
（
援
助
）
も
な
く
、
村
に
仕
事
も
な
い
の
で
続
け

ら
れ
ず
、
一
昨
年
三
月
に
田
名
部
の
方
へ
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
。
当
春
よ
り
便
り
も
な
い

の
で
、
五
人
組
と
親
類
で
探
し
た
が
行
方
が
わ
か
ら
ず
、
欠
落
（
失
踪
）
し
た
と
の
報
告

が
あ
っ
た
。（
寛
延
二
年
［
一
七
四
九
］
八
月
八
日
条
）

㉔
沼
宮
内
代
官
所
内
の
狼
取
、
清
八
は
狼
取
の
御
用
で
所
々
の
御
野
（
牧
野
）
へ
遣
さ
れ

る
年
は
一
ヶ
年
に
米
三
駄
（
六
俵
、
二
石
二
斗
五
升
）
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
病
身

に
な
り
、
依
頼
さ
れ
て
も
毎
度
は
行
き
兼
る
が
、
数
年
勤
め
た
こ
と
に
よ
り
、
一
ヶ
年

に
米
三
駄
を
一
生
の
あ
い
だ
付
与
す
る
。
そ
こ
で
、
毒
薬
の
調
合
法
と
「
飼
様
」（
薬
種

の
保
存
方
法
か
）
を
野
守
や
子
供
へ
伝
授
す
る
よ
う
に
命
じ
る
。
調
合
法
を
皆
伝
し
、
伝
法

の
印
も
加
え
て
、
末
々
ま
で
御
用
に
立
つ
よ
う
に
し
、
牧
野
近
く
の
百
姓
へ
も
希
望
者

に
伝
授
せ
よ
。（
宝
暦
九
年
［
一
七
五
九
］
九
月
二
八
日
条
）

㉕
野
田
代
官
所
の
狼
取
、
清
之
丞
が
御
野
の
狼
防
ぎ
に
精
を
出
し
、
春
に
は
田
名
部
・

大
間
・
奥
戸
へ
派
遣
さ
れ
て
、
狼
数
疋
を
留
め
上
げ
た
。
ま
た
、
野
守
た
ち
へ
毒
薬
法

を
伝
授
す
る
こ
と
に
も
精
を
出
し
た
。
そ
こ
で
、
御
擬
と
し
て
一
ヶ
年
に
米
三
駄
を
一

生
の
あ
い
だ
付
与
す
る
こ
と
と
す
る
。（
宝
暦
一
一
年
一
〇
月
二
四
日
条
）

㉖
北
野
（
九
戸
郡
の
御
野
）
で
当
年
も
狼
荒
が
あ
り
、
狼
取
の
清
治
と
清
之
丞
を
派
遣
し

て
防
が
せ
る
。
だ
が
、
三
崎
野
で
も
狼
荒
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
人
数
で
は
防
ぎ
き

れ
な
い
。
そ
こ
で
、
鉄
砲
の
心
得
が
あ
る
名
子
の
又
治
と
い
う
者
に
鉄
砲
一
挺
と
御
札

（
許
可
証
）
を
与
え
て
、
狼
荒
を
防
が
せ
た
い
。
こ
の
よ
う
に
御
野
馬
別
当
が
申
し
出
て
、

そ
れ
を
認
め
る
。（
寛
政
二
年
［
一
七
九
〇
］
八
月
一
六
日
条
）

 

さ
き
の
狼
取
、
清
十
郎
に
は
年
に
米
二
駄
の
支
給
で
あ
っ
た
（
延
享
四
年
）
。
㉔
の
清
八

へ
は
、
そ
れ
よ
り
好
条
件
の
御
擬
を
保
証
し
て
、
毒
薬
の
調
合
法
を
伝
授
す
る
よ
う
に

指
示
し
て
い
る
。

　

狼
取
の
清
之
丞
は
、
㉓
の
寛
延
二
年
に
欠
落
し
た
と
あ
っ
た
が
、
㉕
の
宝
暦
一
一
年

に
は
狼
取
と
し
て
復
活
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
別
の
者
が
清
之
丞
の
名
を
継
い
だ
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
狼
の
駆
除
で
成
果
を
上
げ
て
、
一
生
の
扶
持
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
清
之
丞
は
㉖
の
寛
政
二
年
に
も
御
野
へ
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
寛
延
二
年
（
一
七
四

九
）
に
五
七
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
一
人
物
な
ら
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
は
九
八
歳
に

な
る
。
こ
の
高
齢
で
狼
取
を
勤
め
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
や
は
り
別
の
者
が
狼
取
清

之
丞
の
名
を
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
㉒
～
㉕
を
通
し
て
み
る
と
、
当
初
の
狼
取
は
収
入
が
少
な
く
、
生
活
が
不
安

定
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
待
遇
が
改
善
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
㉖
に
は
、
狼
取

以
外
に
名
子
に
も
鉄
砲
を
持
た
せ
て
、
狼
荒
を
防
ぐ
者
の
増
員
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
も
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、
㉔
㉕
で
指
示
さ
れ
た
毒
薬
法
の
伝
授
で
あ
る
。

　

こ
の
毒
薬
の
調
合
法
が
次
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
一
三
］
「
覚
」
年
不
詳
、
十
月
晦
日
（
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
（
39
）
）

 

覚

一
、
ま
じ
ん 

 

四
匁

一
、
鉄
の
せ
ん
く
つ 

三
匁

一
、
そ
ば
の
め 

 

弐
匁

一
、
ふ
う
の
木
あ
い
か
わ 

壱
匁

一
、
大
ば
ち 

 

五
分

　

右
合
五
味
随
分
こ
ま
か
に
調
合
、
狼
取
候
節
ハ

、
死
馬
の
身
ふ
か
く
切
さ
き
、
夫

江

薬
種
を
入
、
切
口
見
得
不
申
様
仕
、
御
野
江

指
置
申
候
得
ハ

、
夫
を
狼
見
申
候
ハ
ヽ

給
、
早
速
死
申
候
、
但
シ
塩
類
之
物
ニ
而

餌
か
い
仕
候
而
ハ

、
狼
給
不
申
候
、

　

右
之
通
書
上
申
候
、
以
上

 

　
　

沼
宮
内
村
狼
取

　

十
月
晦
日 

　

清
十
郎
㊞

か
け
お
ち

お
は
か
ら
い

う 

べ
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［
史
料
一
四
］
「
狼
毒
薬
調
合
覚
」
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
七
月
（
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所

蔵
（
40
）
）

（
端
裏
書
）
狼
取
清
十
郎
子
、
清
八
書
上

 

狼
毒
薬
調
合
覚

一
、
ま
ぢ
ん 

 

弐
拾
匁

　
　
　

但
し
清
八
申
候
ハ

近
年
ま
ぢ
ん
に
実
無
シ
多
ク
有
之
、
き
ゝ
う
す
く
御
座
候
間
、

　
　

ま
ぢ
ん
の
内
実
無
シ
を
除
キ
、
実
入
宜
キ
ヲ
撰
い
た
し
弐
拾
匁
入

一
、
蕎
麦
の
目 

 

弐
拾
匁

　
　
　

但
し
あ
ら
く
引
細
キ
所
ヲ
除
キ
、
粉
を
ろ
し
に
残
り
集
、
尤
は
ぎ
皮
ヲ
除
キ

一
、
ふ
う
の
木
皮  

九
匁

一
、
大
ぜ
り 

 

五
匁

一
、
鉄
の
や
す
り
く
ず 

五
匁

一
、
大
ば
ち
の
根  

拾
匁

一
、
ぶ
す
し
ど
け
の
根 

七
匁

　
　

右
い
づ
れ
も
預
干
ニ

〆
、
悉
ク
干
シ
上
候
所
ニ

て
細
ニ

き
ざ
み
、
細
末
の
所
に
て
相

　

用
候
よ
し
、
尤
右
薬
品
銘
々
薬
名
可
有
之
候
得
と
も
、
清
八
申
出
候
通
俗
に
書
上
仕
候
、

　

右
之
通
調
合
死
馬
乃
皮
を
七
、
八
寸
、
壱
尺
計
も
は
ぎ
、
小
刀
ニ
て
切
さ
ぎ
、
有
之

毒
ヲ
底
江

五
、
六
分
宛
隔
剪
さ
ぎ
す
り
こ
み
、
は
き
候
皮
ヲ
ふ
さ
ぎ
置
候
よ
し
、
尤
毒

入
候
死
馬
狼
持
あ
る
ぎ
不
申
様
、
杭
ニ
て
も
打
こ
み
指
置
候
よ
し
、
前
書
之
通
申
出
候

間
書
上
仕
候
、
以
上

　
　
　

安
永
九
年

 

七
月

　

狼
取
の
清
十
郎
は
、
毒
薬
の
薬
種
と
し
て
、
猛
毒
の
ま
じ
ん
（
ま
ぢ
ん
）
や
大
ば
ち
の

ほ
か
に
（
41
）

、
鉄
銭
の
屑
（
ヤ
ス
リ
屑
）
、
蕎
麦
の
芽
、
朴
の
木
皮
の
五
味
を
あ
げ
、
そ
れ

を
死
馬
の
肉
深
く
へ
、
切
り
口
が
見
え
な
い
よ
う
に
入
れ
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。

但
し
書
き
に
、
薬
種
を
塩
類
で
保
存
（
「
餌
か
い
」
）
す
る
と
狼
は
喰
わ
な
い
と
あ
り
、
実

体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
史
料
一
四
の
端
裏
書
に
「
狼
取
清
十
郎
子
、
清
八
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ

る
。
史
料
一
二
に
清
十
郎
は
親
の
清
吉
か
ら
狼
取
を
継
い
で
い
る
と
あ
っ
た
か
ら
、
清

吉
―
清
十
郎
―
清
八
と
親
子
三
代
に
わ
た
り
狼
取
を
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
清
十
郎

の
覚
（
史
料
一
三
）
は
年
不
詳
で
あ
る
が
、
史
料
一
二
（
延
享
四
年
［
一
七
七
］
）
の
と
き
は

現
役
で
あ
っ
た
か
ら
、
子
の
清
八
の
記
録
㉓
（
宝
暦
九
年
［
一
七
五
九
］
）
と
の
間
の
記
録

で
あ
ろ
う
。

　

清
八
は
宝
暦
九
年
（
㉓
）
に
毒
薬
の
調
合
法
を
伝
授
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
史
料
一
四
は
二
〇
年
以
上
後
の
安
永
九
年
の
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
薬
種
と
し

て
清
十
郎
が
示
し
た
五
味
に
ほ
か
に
、
大
ぜ
り
、
そ
れ
に
猛
毒
の
「
ぶ
す
し
ど
け
（
ト
リ

カ
ブ
ト
）
の
根
」
が
加
わ
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
①
ま
ぢ
ん
（
マ
チ
ン
）
の
実
の
な
い
も

の
を
除
く
こ
と
。
②
薬
種
を
干
し
て
か
ら
細
か
く
刻
み
、
そ
の
粉
末
を
使
う
こ
と
。
③

死
馬
の
皮
を
七
、
八
寸
～
一
尺
（
二
一
～
三
〇
㌢
㍍
）
ほ
ど
剥
い
で
、
そ
の
底
へ
毒
薬
を

五
、
六
分
（
一
五
～
一
八
㍉
㍍
）
間
隔
で
擦
り
込
む
こ
と
。
④
毒
を
仕
込
ん
だ
死
馬
を
狼

が
持
ち
歩
か
な
い
よ
う
に
、
杭
な
ど
で
固
定
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
親
の
清
十
郎
よ

り
も
詳
細
か
つ
具
体
的
に
指
示
し
て
お
り
、
清
八
の
深
い
経
験
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

毒
薬
の
調
合
法
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
使
用
法
も
素
人
向
け
に
明
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
え
ば
毒
殺
の
成
功
率
は
大
幅
に
上
が
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
し

て
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
狼
取
が
技
術
伝
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狼
の
捕
獲
効

率
が
高
ま
り
、
そ
の
棲
息
数
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

盛
岡
藩
で
は
、
狼
は
紛
れ
も
な
い
害
獣
で
あ
っ
た
。
人
を
喰
い
殺
し
て
村
々
を
震
撼

さ
せ
、
馬
を
襲
っ
て
藩
に
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
狼
荒
を
村
々
の
人
び
と

は
懸
命
に
防
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
狼
の
襲
来
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
藩
側

は
野
守
に
牧
野
を
守
ら
せ
、
藩
士
や
猟
師
や
狼
取
に
狼
を
捕
獲
さ
せ
て
い
た
。
猟
具
も

鉄
砲
、
罠
、
毒
薬
と
多
彩
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
狼
と
人
と
が
存
亡
を
か
け
て
熾
烈
な

（
マ
マ
）

（
裂
）

（
裂
）   

（ 

擦

り

込

み

）

（
剥
）

（ 

歩 

）

ほ
お

（

効

き

薄

く

）

闘
い
を
繰
り
広
げ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

「
雑
書
」
か
ら
人
身
被
害
を
集
約
し
た
と
こ
ろ
、
二
一
件
の
死
傷
者
八
九
人
が
記
録
さ

れ
て
い
た
（
表
1
）
。
そ
の
多
く
は
こ
ど
も
で
あ
り
、
時
期
は
夏
季
、
場
所
は
村
近
く
に

集
中
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
狼
の
捕
獲
（
捕
殺
）
は
、
六
四
件
の
一
〇
五
疋
が
記
録
さ
れ
て
い
た

（
表
2
）
。
そ
の
多
く
は
村
近
く
や
城
下
で
捕
獲
さ
れ
て
お
り
、
前
半
は
藩
士
に
よ
る
も

の
が
多
か
っ
た
が
、
後
半
の
元
文
年
間
以
降
は
領
民
に
よ
る
も
の
が
多
く
な
る
。

　

こ
こ
で
双
方
の
記
録
年
代
を
比
べ
て
み
る
と
、
宝
永
年
間
ま
で
の
人
身
被
害
は
九
三

％
（
八
三
人
）
で
あ
り
、
狼
捕
獲
は
七
六
％
（
八
〇
疋
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
の
ち
に
人
身

被
害
が
少
な
く
な
る
の
と
同
じ
く
、
狼
捕
獲
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
狼
は

人
を
害
し
た
が
故
に
捕
獲
さ
れ
、
人
を
害
さ
な
く
な
る
と
捕
獲
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
ま
一
度
考
え
て
み
る
た
め
に
、
人
身
被
害
と
狼
捕
獲
の
数
（
人
・
疋
）
を
月
別
（
新

暦
）
に
し
た
も
の
を
グ
ラ
フ
1
に
示
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
双
方
に
は
相
関
関
係
が
認

め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
明
確
な
逆
相
関
が
現
れ
て
い
る
。
人
は
七
～
九
月
の
夏
季
に
襲
わ

れ
、
狼
は
一
二
～
二
月
の
冬
季
に
捕
獲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
も
狼
も
、
相
手
を
獲

り
や
す
い
時
期
に
捕
獲
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
ど
も
は
夏
に
活
動
的
に
な
り
、
暑
い
夜
は
家
も
開
放
的
と
な
り
、
そ
こ
を
狼
に
狙

わ
れ
た
。
人
が
狼
を
獲
る
に
は
農
閑
期
の
冬
が
適
季
で
あ
り
、
落
葉
し
て
見
通
し
も
良

く
、
積
雪
が
あ
れ
ば
狼
の
足
跡
を
追
い
や
す
か
っ
た
。
狼
も
人
も
互
い
を
狙
い
や
す
い

季
節
に
襲
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
と
な
れ
ば
、
捕
獲
さ
れ
た
狼
は
人
喰
い
狼
と
は
限

ら
な
い
。
人
を
襲
っ
た
か
否
か
で
は
な
く
、
獲
り
や
す
い
狼
か
ら
捕
獲
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

狼
は
こ
ど
も
や
馬
を
襲
い
、
そ
れ
を
食
糧
と
し
て
い
た
。
対
す
る
人
は
、
と
く
に
狼

の
メ
ス
を
狙
い
、
子
狼
も
含
め
て
根
絶
や
し
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
、

狼
取
と
い
う
毒
殺
の
専
門
家
も
現
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
馬
の
保
護
が
あ
っ
た
。

狼
取
が
藩
か
ら
雇
わ
れ
援
助
さ
れ
た
の
は
、
牧
野
の
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
た
め
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
毒
薬
は
死
馬
の
肉
に
入
れ
ら
れ
、
狼
の
殲
滅
が
図
ら
れ
た
。
人
の

み
な
ら
ず
馬
を
も
喰
っ
た
た
め
に
、
狼
へ
の
狩
猟
圧
は
格
段
に
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。

人
が
生
き
残
り
、
狼
が
絶
え
た
原
因
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

狼
が
人
だ
け
を
喰
い
、
馬
を
喰
わ
な
い
動
物
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
は
た
し
て
絶
滅

に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
疑
問
も
沸
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
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［
史
料
一
四
］
「
狼
毒
薬
調
合
覚
」
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
七
月
（
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所

蔵
（
40
）
）

（
端
裏
書
）
狼
取
清
十
郎
子
、
清
八
書
上

 

狼
毒
薬
調
合
覚

一
、
ま
ぢ
ん 

 

弐
拾
匁

　
　
　

但
し
清
八
申
候
ハ

近
年
ま
ぢ
ん
に
実
無
シ
多
ク
有
之
、
き
ゝ
う
す
く
御
座
候
間
、

　
　

ま
ぢ
ん
の
内
実
無
シ
を
除
キ
、
実
入
宜
キ
ヲ
撰
い
た
し
弐
拾
匁
入

一
、
蕎
麦
の
目 

 

弐
拾
匁

　
　
　

但
し
あ
ら
く
引
細
キ
所
ヲ
除
キ
、
粉
を
ろ
し
に
残
り
集
、
尤
は
ぎ
皮
ヲ
除
キ

一
、
ふ
う
の
木
皮  

九
匁

一
、
大
ぜ
り 

 

五
匁

一
、
鉄
の
や
す
り
く
ず 

五
匁

一
、
大
ば
ち
の
根  

拾
匁

一
、
ぶ
す
し
ど
け
の
根 

七
匁

　
　

右
い
づ
れ
も
預
干
ニ

〆
、
悉
ク
干
シ
上
候
所
ニ

て
細
ニ

き
ざ
み
、
細
末
の
所
に
て
相

　

用
候
よ
し
、
尤
右
薬
品
銘
々
薬
名
可
有
之
候
得
と
も
、
清
八
申
出
候
通
俗
に
書
上
仕
候
、

　

右
之
通
調
合
死
馬
乃
皮
を
七
、
八
寸
、
壱
尺
計
も
は
ぎ
、
小
刀
ニ
て
切
さ
ぎ
、
有
之

毒
ヲ
底
江

五
、
六
分
宛
隔
剪
さ
ぎ
す
り
こ
み
、
は
き
候
皮
ヲ
ふ
さ
ぎ
置
候
よ
し
、
尤
毒

入
候
死
馬
狼
持
あ
る
ぎ
不
申
様
、
杭
ニ
て
も
打
こ
み
指
置
候
よ
し
、
前
書
之
通
申
出
候

間
書
上
仕
候
、
以
上

　
　
　

安
永
九
年

 

七
月

　

狼
取
の
清
十
郎
は
、
毒
薬
の
薬
種
と
し
て
、
猛
毒
の
ま
じ
ん
（
ま
ぢ
ん
）
や
大
ば
ち
の

ほ
か
に
（
41
）

、
鉄
銭
の
屑
（
ヤ
ス
リ
屑
）
、
蕎
麦
の
芽
、
朴
の
木
皮
の
五
味
を
あ
げ
、
そ
れ

を
死
馬
の
肉
深
く
へ
、
切
り
口
が
見
え
な
い
よ
う
に
入
れ
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。

但
し
書
き
に
、
薬
種
を
塩
類
で
保
存
（
「
餌
か
い
」
）
す
る
と
狼
は
喰
わ
な
い
と
あ
り
、
実

体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
史
料
一
四
の
端
裏
書
に
「
狼
取
清
十
郎
子
、
清
八
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ

る
。
史
料
一
二
に
清
十
郎
は
親
の
清
吉
か
ら
狼
取
を
継
い
で
い
る
と
あ
っ
た
か
ら
、
清

吉
―
清
十
郎
―
清
八
と
親
子
三
代
に
わ
た
り
狼
取
を
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
清
十
郎

の
覚
（
史
料
一
三
）
は
年
不
詳
で
あ
る
が
、
史
料
一
二
（
延
享
四
年
［
一
七
七
］
）
の
と
き
は

現
役
で
あ
っ
た
か
ら
、
子
の
清
八
の
記
録
㉓
（
宝
暦
九
年
［
一
七
五
九
］
）
と
の
間
の
記
録

で
あ
ろ
う
。

　

清
八
は
宝
暦
九
年
（
㉓
）
に
毒
薬
の
調
合
法
を
伝
授
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
史
料
一
四
は
二
〇
年
以
上
後
の
安
永
九
年
の
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
薬
種
と
し

て
清
十
郎
が
示
し
た
五
味
に
ほ
か
に
、
大
ぜ
り
、
そ
れ
に
猛
毒
の
「
ぶ
す
し
ど
け
（
ト
リ

カ
ブ
ト
）
の
根
」
が
加
わ
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
①
ま
ぢ
ん
（
マ
チ
ン
）
の
実
の
な
い
も

の
を
除
く
こ
と
。
②
薬
種
を
干
し
て
か
ら
細
か
く
刻
み
、
そ
の
粉
末
を
使
う
こ
と
。
③

死
馬
の
皮
を
七
、
八
寸
～
一
尺
（
二
一
～
三
〇
㌢
㍍
）
ほ
ど
剥
い
で
、
そ
の
底
へ
毒
薬
を

五
、
六
分
（
一
五
～
一
八
㍉
㍍
）
間
隔
で
擦
り
込
む
こ
と
。
④
毒
を
仕
込
ん
だ
死
馬
を
狼

が
持
ち
歩
か
な
い
よ
う
に
、
杭
な
ど
で
固
定
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
親
の
清
十
郎
よ

り
も
詳
細
か
つ
具
体
的
に
指
示
し
て
お
り
、
清
八
の
深
い
経
験
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

毒
薬
の
調
合
法
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
使
用
法
も
素
人
向
け
に
明
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
え
ば
毒
殺
の
成
功
率
は
大
幅
に
上
が
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
し

て
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
狼
取
が
技
術
伝
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狼
の
捕
獲
効

率
が
高
ま
り
、
そ
の
棲
息
数
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

盛
岡
藩
で
は
、
狼
は
紛
れ
も
な
い
害
獣
で
あ
っ
た
。
人
を
喰
い
殺
し
て
村
々
を
震
撼

さ
せ
、
馬
を
襲
っ
て
藩
に
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
狼
荒
を
村
々
の
人
び
と

は
懸
命
に
防
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
狼
の
襲
来
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
藩
側

は
野
守
に
牧
野
を
守
ら
せ
、
藩
士
や
猟
師
や
狼
取
に
狼
を
捕
獲
さ
せ
て
い
た
。
猟
具
も

鉄
砲
、
罠
、
毒
薬
と
多
彩
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
狼
と
人
と
が
存
亡
を
か
け
て
熾
烈
な

（
マ
マ
）

（
裂
）

（
裂
）   

（ 

擦

り

込

み

）

（
剥
）

（ 

歩 

）

ほ
お

（

効

き

薄

く

）

闘
い
を
繰
り
広
げ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

「
雑
書
」
か
ら
人
身
被
害
を
集
約
し
た
と
こ
ろ
、
二
一
件
の
死
傷
者
八
九
人
が
記
録
さ

れ
て
い
た
（
表
1
）
。
そ
の
多
く
は
こ
ど
も
で
あ
り
、
時
期
は
夏
季
、
場
所
は
村
近
く
に

集
中
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
狼
の
捕
獲
（
捕
殺
）
は
、
六
四
件
の
一
〇
五
疋
が
記
録
さ
れ
て
い
た

（
表
2
）
。
そ
の
多
く
は
村
近
く
や
城
下
で
捕
獲
さ
れ
て
お
り
、
前
半
は
藩
士
に
よ
る
も

の
が
多
か
っ
た
が
、
後
半
の
元
文
年
間
以
降
は
領
民
に
よ
る
も
の
が
多
く
な
る
。

　

こ
こ
で
双
方
の
記
録
年
代
を
比
べ
て
み
る
と
、
宝
永
年
間
ま
で
の
人
身
被
害
は
九
三

％
（
八
三
人
）
で
あ
り
、
狼
捕
獲
は
七
六
％
（
八
〇
疋
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
の
ち
に
人
身

被
害
が
少
な
く
な
る
の
と
同
じ
く
、
狼
捕
獲
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
狼
は

人
を
害
し
た
が
故
に
捕
獲
さ
れ
、
人
を
害
さ
な
く
な
る
と
捕
獲
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
ま
一
度
考
え
て
み
る
た
め
に
、
人
身
被
害
と
狼
捕
獲
の
数
（
人
・
疋
）
を
月
別
（
新

暦
）
に
し
た
も
の
を
グ
ラ
フ
1
に
示
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
双
方
に
は
相
関
関
係
が
認

め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
明
確
な
逆
相
関
が
現
れ
て
い
る
。
人
は
七
～
九
月
の
夏
季
に
襲
わ

れ
、
狼
は
一
二
～
二
月
の
冬
季
に
捕
獲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
も
狼
も
、
相
手
を
獲

り
や
す
い
時
期
に
捕
獲
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
ど
も
は
夏
に
活
動
的
に
な
り
、
暑
い
夜
は
家
も
開
放
的
と
な
り
、
そ
こ
を
狼
に
狙

わ
れ
た
。
人
が
狼
を
獲
る
に
は
農
閑
期
の
冬
が
適
季
で
あ
り
、
落
葉
し
て
見
通
し
も
良

く
、
積
雪
が
あ
れ
ば
狼
の
足
跡
を
追
い
や
す
か
っ
た
。
狼
も
人
も
互
い
を
狙
い
や
す
い

季
節
に
襲
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
と
な
れ
ば
、
捕
獲
さ
れ
た
狼
は
人
喰
い
狼
と
は
限

ら
な
い
。
人
を
襲
っ
た
か
否
か
で
は
な
く
、
獲
り
や
す
い
狼
か
ら
捕
獲
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

狼
は
こ
ど
も
や
馬
を
襲
い
、
そ
れ
を
食
糧
と
し
て
い
た
。
対
す
る
人
は
、
と
く
に
狼

の
メ
ス
を
狙
い
、
子
狼
も
含
め
て
根
絶
や
し
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
、

狼
取
と
い
う
毒
殺
の
専
門
家
も
現
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
馬
の
保
護
が
あ
っ
た
。

狼
取
が
藩
か
ら
雇
わ
れ
援
助
さ
れ
た
の
は
、
牧
野
の
御
野
馬
を
狼
か
ら
守
る
た
め
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
毒
薬
は
死
馬
の
肉
に
入
れ
ら
れ
、
狼
の
殲
滅
が
図
ら
れ
た
。
人
の

み
な
ら
ず
馬
を
も
喰
っ
た
た
め
に
、
狼
へ
の
狩
猟
圧
は
格
段
に
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。

人
が
生
き
残
り
、
狼
が
絶
え
た
原
因
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

狼
が
人
だ
け
を
喰
い
、
馬
を
喰
わ
な
い
動
物
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
は
た
し
て
絶
滅

に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
疑
問
も
沸
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
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〈
付
記
〉

 

「
雑
書
」
お
よ
び
、
そ
の
他
の
史
料
の
調
査
に
あ
た
り
、
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
の
太

田
悌
子
氏
、
岩
手
県
立
図
書
館
の
白
野
由
香
里
氏
か
ら
ご
協
力
を
頂
い
た
こ
と
に
御
礼

を
申
し
上
げ
た
い
。

　

当
論
は
、
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究
）「
近
世
盛
岡
藩
の
環
境

に
お
け
る
野
生
鳥
獣
と
民
衆
と
の
関
係
―
「
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
」
か
ら
―
」
の

補
助
を
受
け
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

【
註
】

（
1
）
こ
れ
ま
で
環
境
省
は
日
本
の
野
生
生
物
の
う
ち
、
哺
乳
類
の
絶
滅
種
を
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
、

エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
、
オ
キ
ナ
ワ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ
ア
ブ
ラ
コ
ウ
モ
リ
の
四
種
と
し
て
い

た
が
、
今
回
の
第
4
次
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
の
絶
滅
種
に
ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
（
本
州
以
南
亜
種
）
と
ニ

ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
（
北
海
道
亜
種
）
、
ミ
ヤ
コ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ
の
三
種
を
加
え
た
。　

参

照
、
環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
第
4
次
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
（
別
添
資
料
7
①
）
。

（
2
）
参
考
、
菱
川
晶
子
『
狼
の
民
俗
学
―
人
獣
交
渉
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
な
ど
。

（
3
）
榎
森
進
「
近
世
前
期
に
お
け
る
北
奥
の
狩
猟
―
盛
岡
藩
領
の
事
例
を
中
心
に
」『
歴
史
の
な

か
の
東
北
―
日
本
の
東
北
・
ア
ジ
ア
の
東
北
』
東
北
学
院
大
学
史
学
科
編
、
河
出
書
房
新
社
、
一

九
九
八
年
。
／
菊
池
勇
夫
「
盛
岡
藩
牧
の
維
持
と
狼
駆
除
―
生
態
系
へ
の
影
響
」『
シ
リ
ー
ズ
日
本

列
島
の
三
万
五
千
年
―
人
と
自
然
の
環
境
史　

第
五
巻　

山
と
森
の
環
境
史
』
湯
本
貴
和
編
、
文

一
総
合
出
版
、
二
〇
一
一
年
。

（
4
）
『
盛
岡
藩
家
老
席
日
記　

雑
書
』
盛
岡
市
教
育
委
員
会
・
同
市
中
央
公
民
館
編
。
第
一
～
一

五
巻
（
正
保
元
年
～
享
保
二
〇
年
分
）
は
熊
谷
印
刷
出
版
（
一
九
八
六
～
二
〇
〇
一
年
）
、
第
一
六

～
二
九
巻
（
元
文
元
年
～
安
永
七
年
分
）
は
東
洋
書
院
（
二
〇
〇
四
～
二
〇
一
二
年
）
よ
り
出
版
さ

れ
て
い
る
。

（
5
）
「
雑
書
」
に
は
「
山
犬
」
の
表
記
を
見
出
し
て
い
な
い
が
、「
野
犬
」
や
「
の
ら
犬
」
を
駆
除
し
て

い
る
記
録
は
見
ら
れ
る
（
「
雑
書
」
宝
暦
一
三
年
一
二
月
二
三
日
条
・
宝
暦
一
四
年
二
月
二
六
日
条

・
明
和
二
年
一
一
月
一
六
日
条
・
明
和
八
年
八
月
二
二
日
条
な
ど
）
。

（
6
）
「
雑
書
」
元
文
四
年
八
月
三
日
条
。
こ
れ
以
降
、
天
明
四
年
ま
で
「
病
犬
」
の
記
録
が
散
見
さ

　

清
十
郎
は
寛
保
三
年
に
一
日
七
〇
文
に
増
額
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
年
間
米
二
駄
の
支

給
と
な
り
、
大
幅
に
待
遇
が
改
善
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
狼
取
御
用

の
あ
る
年
に
限
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
の
扶
持
米
が
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

㉓
野
田
代
官
所
内
の
宇
部
村
（
現
久
慈
市
）
の
清
之
丞
と
い
う
五
七
歳
の
百
姓
が
狼
取
の

御
用
を
勤
め
て
き
た
。
し
か
し
、
御
擬
（
援
助
）
も
な
く
、
村
に
仕
事
も
な
い
の
で
続
け

ら
れ
ず
、
一
昨
年
三
月
に
田
名
部
の
方
へ
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
。
当
春
よ
り
便
り
も
な
い

の
で
、
五
人
組
と
親
類
で
探
し
た
が
行
方
が
わ
か
ら
ず
、
欠
落
（
失
踪
）
し
た
と
の
報
告

が
あ
っ
た
。（
寛
延
二
年
［
一
七
四
九
］
八
月
八
日
条
）

㉔
沼
宮
内
代
官
所
内
の
狼
取
、
清
八
は
狼
取
の
御
用
で
所
々
の
御
野
（
牧
野
）
へ
遣
さ
れ

る
年
は
一
ヶ
年
に
米
三
駄
（
六
俵
、
二
石
二
斗
五
升
）
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
病
身

に
な
り
、
依
頼
さ
れ
て
も
毎
度
は
行
き
兼
る
が
、
数
年
勤
め
た
こ
と
に
よ
り
、
一
ヶ
年

に
米
三
駄
を
一
生
の
あ
い
だ
付
与
す
る
。
そ
こ
で
、
毒
薬
の
調
合
法
と
「
飼
様
」（
薬
種

の
保
存
方
法
か
）
を
野
守
や
子
供
へ
伝
授
す
る
よ
う
に
命
じ
る
。
調
合
法
を
皆
伝
し
、
伝
法

の
印
も
加
え
て
、
末
々
ま
で
御
用
に
立
つ
よ
う
に
し
、
牧
野
近
く
の
百
姓
へ
も
希
望
者

に
伝
授
せ
よ
。（
宝
暦
九
年
［
一
七
五
九
］
九
月
二
八
日
条
）

㉕
野
田
代
官
所
の
狼
取
、
清
之
丞
が
御
野
の
狼
防
ぎ
に
精
を
出
し
、
春
に
は
田
名
部
・

大
間
・
奥
戸
へ
派
遣
さ
れ
て
、
狼
数
疋
を
留
め
上
げ
た
。
ま
た
、
野
守
た
ち
へ
毒
薬
法

を
伝
授
す
る
こ
と
に
も
精
を
出
し
た
。
そ
こ
で
、
御
擬
と
し
て
一
ヶ
年
に
米
三
駄
を
一

生
の
あ
い
だ
付
与
す
る
こ
と
と
す
る
。（
宝
暦
一
一
年
一
〇
月
二
四
日
条
）

㉖
北
野
（
九
戸
郡
の
御
野
）
で
当
年
も
狼
荒
が
あ
り
、
狼
取
の
清
治
と
清
之
丞
を
派
遣
し

て
防
が
せ
る
。
だ
が
、
三
崎
野
で
も
狼
荒
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
人
数
で
は
防
ぎ
き

れ
な
い
。
そ
こ
で
、
鉄
砲
の
心
得
が
あ
る
名
子
の
又
治
と
い
う
者
に
鉄
砲
一
挺
と
御
札

（
許
可
証
）
を
与
え
て
、
狼
荒
を
防
が
せ
た
い
。
こ
の
よ
う
に
御
野
馬
別
当
が
申
し
出
て
、

そ
れ
を
認
め
る
。（
寛
政
二
年
［
一
七
九
〇
］
八
月
一
六
日
条
）

 

さ
き
の
狼
取
、
清
十
郎
に
は
年
に
米
二
駄
の
支
給
で
あ
っ
た
（
延
享
四
年
）
。
㉔
の
清
八

へ
は
、
そ
れ
よ
り
好
条
件
の
御
擬
を
保
証
し
て
、
毒
薬
の
調
合
法
を
伝
授
す
る
よ
う
に

指
示
し
て
い
る
。

　

狼
取
の
清
之
丞
は
、
㉓
の
寛
延
二
年
に
欠
落
し
た
と
あ
っ
た
が
、
㉕
の
宝
暦
一
一
年

に
は
狼
取
と
し
て
復
活
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
別
の
者
が
清
之
丞
の
名
を
継
い
だ
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
狼
の
駆
除
で
成
果
を
上
げ
て
、
一
生
の
扶
持
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
清
之
丞
は
㉖
の
寛
政
二
年
に
も
御
野
へ
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
寛
延
二
年
（
一
七
四

九
）
に
五
七
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
一
人
物
な
ら
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
は
九
八
歳
に

な
る
。
こ
の
高
齢
で
狼
取
を
勤
め
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
や
は
り
別
の
者
が
狼
取
清

之
丞
の
名
を
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
㉒
～
㉕
を
通
し
て
み
る
と
、
当
初
の
狼
取
は
収
入
が
少
な
く
、
生
活
が
不
安

定
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
待
遇
が
改
善
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
㉖
に
は
、
狼
取

以
外
に
名
子
に
も
鉄
砲
を
持
た
せ
て
、
狼
荒
を
防
ぐ
者
の
増
員
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
も
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、
㉔
㉕
で
指
示
さ
れ
た
毒
薬
法
の
伝
授
で
あ
る
。

　

こ
の
毒
薬
の
調
合
法
が
次
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
一
三
］
「
覚
」
年
不
詳
、
十
月
晦
日
（
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
（
39
）
）

 

覚

一
、
ま
じ
ん 

 

四
匁

一
、
鉄
の
せ
ん
く
つ 

三
匁

一
、
そ
ば
の
め 

 

弐
匁

一
、
ふ
う
の
木
あ
い
か
わ 

壱
匁

一
、
大
ば
ち 

 

五
分

　

右
合
五
味
随
分
こ
ま
か
に
調
合
、
狼
取
候
節
ハ

、
死
馬
の
身
ふ
か
く
切
さ
き
、
夫

江

薬
種
を
入
、
切
口
見
得
不
申
様
仕
、
御
野
江

指
置
申
候
得
ハ

、
夫
を
狼
見
申
候
ハ
ヽ

給
、
早
速
死
申
候
、
但
シ
塩
類
之
物
ニ
而

餌
か
い
仕
候
而
ハ

、
狼
給
不
申
候
、

　

右
之
通
書
上
申
候
、
以
上

 

　
　

沼
宮
内
村
狼
取

　

十
月
晦
日 

　

清
十
郎
㊞

か
け
お
ち

お
は
か
ら
い

う 

べ
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表2　狼の捕獲 出典「盛岡藩家老日記　雑書」

記録年(西暦)月日
捕獲月日(新
暦)［記録新暦］

本刊公考備況状獲捕)前名(者獲捕数獲捕)所官代(所場

1 正保2(1645) 87p巻1上げるち討てに砲鉄)衛兵勘坂大(討鳥疋1狼-)5/2(9/19/1

87p巻1つ討)てに砲鉄()衛兵清戸四(討鳥疋1狼坂長］6/2［01/1)5461(2保正2

87p巻1つ討てに砲鉄)衛兵清戸四(討鳥疋1狼)通川厨(川谷栗］9/2［31/1)5461(2保正3

4 正保3(1646)11/11 [12/17] 田名部川内 981p巻1出初のソツオるえ捕てに」そつお「-疋11狼

352p巻1獲捕も頭666鹿狩鹿御士藩や主藩疋1狼-]9/1[51/21)7461(4保正5

6 正保51648)1/12 [2/5] - 狼2疋 羽9兎・頭595鹿狩鹿御士藩や主藩 ・狐5疋も捕獲 1巻p261

7 慶安4(1651)12/9 285p巻1獲捕も羽7兎・頭792鹿猟鹿御士藩や主藩疋4狼山内米)81/1(8/21

8 承応2(1653)11/30 鹿猟鹿御士藩や主藩疋2狼山坂長)81/1(03/11 49頭・兎1羽も捕獲 1巻p787

9 明暦2(1656)1/10 ［2/5］ 欠之山 狼6疋 藩主や藩士 御鹿猟 鹿1701頭・兎4羽・狐1疋も捕獲 2巻p5

10 明暦4(1658)1/10 鹿狩鹿御士藩や主藩疋4狼敷屋松)21/2(01/1 1210頭・兎3羽も捕獲 2巻p73

11 明暦4(1658)1/21 57p巻2り狩き巻で人余千4組4狩狼士藩や主藩疋4狼野石黒)32/2(12/1

77p巻2上げるり取てに」そつお「)かどな人町(疋1狼町原川]1/3[72/1)8561(4暦明21

13 寛文2(1662)6/2 す殺き突で鑓者の中市疋1狼町の戸五)21/6(72/5 小児を喰い殺した狼を殺す 2巻p276

14 寛文2(1662)6/3 6/1(7/16) 八戸城外 狼1疋 類家[南部八戸家］(久太郎) 数人が取り巻き切り殺す
赤白く、尾は狐のよう、面は犬より
長く、水かきがある

2巻p277

15 寛文8(1668)12/10 ［1/12］ - 大狼2疋 藩主や藩士 607p巻2獲捕も羽2兎・頭33鹿狩鹿御

16 寛文8(1668)12/25 獲捕も頭1猪・頭34鹿狩鹿御士藩や)信行部南、主藩代5(殿若疋3狼山目川)62/1(42/21 2巻p708

17 寛文10(1670)12/16 69p巻2獲捕も疋2狐・羽1兎・頭501鹿狩鹿御士藩や殿若疋3狼森代手)62/1(61/21 9

18 寛文10(1670)12/18 12/18(1/28) 米内 狼7疋 若殿や藩士 御鹿狩 鹿104頭・兎3羽・狐7疋も捕獲 2巻p970

19 寛文11(1671)1/10 6p巻3獲捕も羽7兎・頭01鹿猟鹿士藩や殿若疋2狼森代手)91/2(01/1

20 寛文11(1671)1/13 11p巻3獲捕も疋1狐・羽4兎・頭55鹿狩鹿士藩や殿若疋1狼内米)22/2(31/1

21 延宝4(1676)12/23 838p巻3獲捕も羽7兎・頭081鹿狩鹿御士藩や殿若疋1狼目川)62/1(32/21

22 延宝7年(1679)1/7 [2/17] 簗川 狼1疋 同心(重三郎) 「ヲツソ」を切り取り上げる　　　　　　褒美銭300文を付与 4巻p262

23 8/11(9/24) 門村川前(盛岡) 狼1疋 同心か(田鍍久兵衛)

24 8/13(9/26) 綱取山(盛岡) 狼1疋 同心か(金田一甚十郎)

25 8/4(9/17) 士滝やしき(盛岡) 狼1疋

26 8/18(10/1) 薇峠(盛岡) 狼1疋

27 9/1(10/13) 竹口(盛岡) 狼1疋

獲捕も頭5鹿・頭2猪)郎二孫地谷は付目(疋1狼]郡手岩[村内米82

]郡手岩[村目川92 猪(狼か)2疋 獲捕も頭3鹿・頭2猪)蔵源田太は付目(

疋1狼)通田上(村生ケ大03 猪3頭も捕獲

疋1狼)通川厨(村沢滝13 鹿4頭も捕獲

32 2/4(3/14) 飛田村(盛岡) 狼1疋 同心か(神喜左衞門) 打ち留める その場へ埋め置く

33 [3/17] 綱取山(盛岡) 狼1疋 同心か(才藤六右衛門) 打ち留める その場へ埋め置く

34 元禄8(1695)7/11 [8/20] 有戸野(三戸) 狼1疋 給人か足軽 討ち留める その場へ埋め置く 6巻p529

げる上ち討)門衛右部治井川(か心同疋1狼53

与付を米美褒の馬片す殺り切姓百疋1狼63

37 元禄10(1697)7/1 ［8/17］ 黒沼村 狼1疋 百姓2 149p巻6るめ埋へ下橋ノ中下城岡盛す殺ち打で棒人

38 元禄11(1698)9/24 9/22(10/25) 沢内村か 狼1疋 猟師(治左衛門) 打ち留める 褒美銭500文を付与 7巻p116

39 元禄12(1699)1/4 ［2/3］ 外加賀野(盛岡) 狼1疋 蔵奉行(鳥谷孫太夫) 犬や人にかかり、突き殺す 武家屋敷前の河原に埋める 7巻p175

40 宝永3(1706)2/23 ［4/6］ 百石村(五戸) 狼1疋 百姓か(与助) 「おつそ」で捕獲 褒美金1歩を付与 8巻p907

93p巻01与付を文003銭美褒るす参持てけ付見姓百疋1子狼)戸三(野戸有］5/5［81/3)1171(8永宝14

42 享保3(1718)12/11 ［1/30］ (五戸) 狼1疋 与力(工藤十左衛門) 討ち上げる 褒美金200疋を付与 11巻p593

43 享保3(1718)12/14 ［2/2］ (五戸) 狼1疋 給人子(中市長兵衛) 討ち上げる 褒美金200疋を付与 11巻p594

44 享保3(1718)12/17 ［2/5］ (五戸) 狼1疋 給人(目時八左衞門) 討ち上げる 褒美金200疋を付与 11巻p598

45 享保3(1718)12/24 ［2/12］ (五戸) 狼1疋 給人(鳥谷部弥右衛門) 討ち上げる 褒美金100疋を付与 11巻p607

46 享保4(1719)1/18 ［3/8］ (五戸) 狼1疋 給人か(米田友右衛門、鳥討) 討ち上げる 褒美金100疋を付与 11巻p626

47 享保4(1719)2/2 ［3/22］ 戸来村(五戸) 狼1疋 マタギ(与伝次) 討ち上げる 例の如く褒美金を付与 11巻p634

48 享保14(1728)11/5 ［12/24］ 滝沢村( 123p巻41す遣へ所台つ討-疋1狼)通川厨

上げるり取共町在疋2狼)山郡(町と在］21/01［01/9)9371(4文元94
馬が怪我し、夜中の往来も成り兼
ねる

17巻p112

50 寛保4(1744)1/4 1/2(2/15)
盛岡城［新丸の駕籠
部屋前］

9p巻91与付を疋002と疋005目鳥に美褒す殺り伐で刀大、時01夜人2尺陸疋1狼

51 宝暦1(1751)11/23 ［1/9］ 北田村(長岡) 男狼1疋 2人(百姓か) 打ち留める 褒美2貫400文ずつ付与 22巻p203

52 宝暦11(1761)10/24 ［11/20］
御野(田名部・大間・
奥戸)

狼数疋 狼取(清之丞) 留め上げる 年に米3駄を一生付与 25巻p159

53 宝暦13(1763)12/17 ［1/19］ 大ケ生村(上田通) 男狼1疋 猟師(勘之丞) 打ち留める 褒美銭700文を付与 25巻p571

54 宝暦13(1763)12/21 ［1/23］ 大ケ生村(上田通) 女狼1疋 猟師(孫次郎) 打ち留める 褒美銭900文を付与 25巻p575

55 宝暦13(1763)12/28 12/24(1/26) 広宮沢村(向中野通) 男狼1疋 百姓(万助) 狼に襲われながら打ち留める 褒美銭700文を付与 25巻p581

56 宝暦14(1764)1/晦 1/27(2/28) 四日町(花巻) 女狼1疋 町人か(善助) 夜、鎌で切殺す 褒美銭900文を付与 25巻p600

57 安永7(1778)9/28 9/27(11/15) 手代森村(上田通) 男狼1疋 百姓か(甚太郎)
夜10時、家へ男狼が入る。狼の口
へ手を入れ下腮を取り舌を痛め、
鑓・鐇で仕留める

御定目の褒美銭(700文)を付与

58 天明6(1786)6/26 ［7/21］ 川内村(上田通) 女狼1疋 の目定御り捕手)衛兵忠(か姓百 褒美銭(900文)を付与

59 天明8(1788)3/6 3/5(4/10) 盛岡城[一ノ内廻] 女狼1疋 同心(清助) 夜、見廻りで見当てて留める 褒美銭900文を付与

60 天明8(1788)5/25 ［6/28］
上米内村・簗川村(上
田通)

狼子1疋 百姓か(久助)
取り押さえる(明神長根下つるさび
にて）

褒美銭200文を付与

61 寛政8(1796)6/18 6/17(7/21)
瀧沢村(厨川通)平蔵
沢

女狼1疋 百姓か(弥蔵)
馬野放へ懸り、作場に居合せた者
数人が駆け付け、打ち殺す

御定目の褒美銭(900文)を付与

62 寛政13(1801)1/6 ［2/18］ 浅岸村(上田通) 男狼1疋 猟師(大高村卯之助) 狩り取る

63 文化2(1805)12/14 12/12(1/31) 大原町 男狼1疋 町人(久助) 打ち留める

64 文化3(1806)12/1 ［1/9］ 舟久保村(日詰通) 男狼1疋 猟師(平助) 打ち留める

元禄2(1689)9/6

元禄2(1689)11/17

元禄3(1690)1/10

元禄9(1696)9/16 6巻p773

11/25~12/25(1
/5~2/4)

日切で討ち、目付けが立ち会う

桂源五左衞門組の者

5巻p672

元禄3(1690)2/7

5巻p726(目付は釜沢八郎左衞門)

5巻p744

未公刊の
ため、原
典「雑書」
（もりおか
歴史文化
館蔵）から
引用

266p巻5す殺ち討

［10/11］

10/11~10/晦
(11/22~12/11)

20日の日切で討ち、その所へ埋
める

(長岡)

同心か(神覚兵衛)

れ
る
が
（
天
明
四
年
一
月
二
三
日
条
）
、「
病
狼
」
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
平
岩
米
吉

氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
狂
犬
病
が
流
行
す
る
の
は
享
保
一
七
年
以
後
と
さ
れ
る
。　

参
照
、
平
岩

米
吉
『
狼
―
そ
の
生
態
と
歴
史
』
池
田
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
三
八
頁
。

（
7
）
領
内
一
〇
郡
を
三
三
通
に
分
け
、
二
五
の
代
官
所
が
支
配
し
て
い
た
。

（
8
）
「
雑
書
」
の
貞
享
四
年
四
月
に
「
生
類
あ
は
れ
ミ
」
の
幕
令
が
記
録
さ
れ
（
同
年
四
月
二
二
日

条
）
、
そ
れ
以
降
は
行
き
倒
れ
な
ど
の
変
死
体
の
見
分
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
同
年
一
一
月

晦
日
条
な
ど
）
。

（
9
）
狼
は
「
年
に
一
回
、
三
月
ご
ろ
子
を
産
む
」
と
い
う
（
前
掲
注
（
6
）
平
岩
『
狼
』
六
一
頁
）
。

七
～
九
月
は
狼
が
子
育
て
を
す
る
盛
期
に
あ
た
り
、
食
糧
の
需
要
が
高
ま
る
季
節
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

（
10
）
根
崎
光
男
氏
に
よ
れ
ば
、
貞
享
元
年
か
ら
生
類
憐
れ
み
政
策
が
始
ま
り
、
馬
の
筋
延
ば
し

禁
止
な
ど
か
ら
徐
々
に
範
囲
を
広
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。　

参
照
、
根
崎
光
男
『
生
類
憐
み
の
世

界
』
同
成
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
三
～
七
四
頁
。

（
11
）
塚
本
学
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
五
七
頁
。

（
12
）
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」（
津
軽
家
文
書
、
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
所
蔵
）
は
寛
文
元
年
か
ら

慶
応
三
年
（
一
六
六
一
～
一
八
六
七
）
ま
で
の
全
三
三
〇
八
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
参
照
、『
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」
狩
猟
関
係
史
料
集　

第
二
巻
』
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
、
解
説
（
筆
者
担
当
）
三
四
頁
。

（
14
）
前
掲
注
（
13
）
巻
末
資
料
「
狼
に
よ
る
人
身
被
害
の
集
約
」（
三
四
六
頁
）
か
ら
、
狼
が
屍
体
を

喰
べ
た
と
い
う
死
体
損
傷
の
一
四
体
分
を
除
き
、
再
計
算
し
た
。

（
15
）
そ
の
背
景
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
新
田
開
発
に
よ
っ
て
、
棲
息
地
を
奪
わ
れ
た
狼
が
人
間

へ
反
撃
を
試
み
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

（
16
）
前
者
の
狼
は
毛
色
赤
く
狸
に
似
て
尾
が
な
く
、
尻
は
猿
の
よ
う
で
足
は
大
亀
の
よ
う
で
あ

り
、
古
今
稀
有
の
も
の
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
狼
は
赤
白
く
、
尾
は
狐
の
よ
う
で
、
面
は

ふ
つ
う
の
犬
よ
り
長
く
、
水
か
き
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
記
述
に
類
似
点
も
あ
り
、
同
一

個
体
と
い
う
可
能
性
も
残
る
が
、
と
も
に
人
喰
い
狼
の
形
状
の
異
常
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

（
17
）
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」
宝
永
元
年
七
月
三
日
条
・
同
年
九
月
八
日
条
。

（
18
）
こ
の
三
名
は
桂
源
五
左
衞
門
組
の
者
で
あ
る
。
延
宝
七
年
に
鹿
の
密
猟
が
あ
っ
た
際
に
桂

源
五
左
衞
門
預
の
持
筒
同
心
二
人
が
見
廻
り
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
「
雑
書
」
延
宝
七
年
一
二
月

九
日
条
）
。
ま
た
、
三
名
の
一
人
、
金
田
一
甚
十
郎
は
鳥
討
や
鳥
見
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
記

録
が
散
見
さ
れ
る
（
「
雑
書
」
享
保
一
五
年
一
二
月
六
日
条
・
元
文
四
年
一
二
月
二
〇
日
条
・
寛
延

二
年
二
月
二
日
条
・
安
永
三
年
三
月
二
〇
日
条
・
天
明
三
年
一
一
月
一
一
日
条
）
。
こ
の
三
名
も

持
筒
同
心
な
ど
で
、
鳥
討
や
鳥
見
を
勤
め
た
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）
幕
令
（
元
禄
二
年
六
月
）
。　

参
照
「
御
当
家
令
條　

巻
三
二
」
№
四
七
一
『
近
世
法
制
史
料

叢
書　

第
二
』
石
井
良
助
校
訂
、
創
文
社
、
一
九
五
九
年
、
二
三
八
頁
。
／
『
牧
民
金
鑑　

下
巻
』

瀧
川
政
次
郎
校
訂
、
誠
文
堂
新
社
、
一
九
三
五
年
、
六
四
二
頁
。
／
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」
元

禄
二
年
七
月
一
三
日
条
。

（
20
）
「
雑
書
」
元
禄
七
年
六
月
八
日
条
・
元
禄
一
三
年
六
月
一
八
日
条
。

（
21
）
幕
令
（
貞
享
四
年
一
二
月
）
。　

参
照
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
、

岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
№
二
五
二
五
（
四
）
、
一
一
八
三
頁
。

（
22
）
盛
岡
藩
で
は
足
軽
と
同
心
は
同
一
の
職
名
で
、
寛
保
二
年
に
足
軽
を
同
心
と
改
称
し
た
。

参
照
『
用
語　

南
部
盛
岡
藩
辞
典
』
一
ノ
倉
則
文
編
、
東
洋
書
院
、
一
九
八
四
年
、
一
六
七
頁
。

（
23
）
前
掲
注
（
3
）
菊
池
、
二
〇
一
一
年
。

（
24
）
無
許
可
の
鉄
砲
を
幕
法
で
は
「
隠
鉄
炮
」
、
盛
岡
藩
で
は
「
盗
鉄
炮
」
と
呼
ん
で
い
た
。
鳥
見

の
記
録
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
多
数
あ
る
。「
雑
書
」
の
公
刊
本
か
ら
一
部
を
あ
げ
る
と
、
享
保

三
年
二
月
一
七
日
条
・
元
文
六
年
一
月
一
三
日
条
・
宝
暦
九
年
三
月
七
日
条
・
明
和
二
年
二
月
一

一
日
条
が
あ
る
。
未
公
刊
の
年
代
で
は
、
天
明
五
年
一
二
月
一
五
日
条
・
享
和
二
年
一
一
月
一
八

日
条
・
文
政
九
年
五
月
一
〇
日
条
な
ど
が
あ
る
。

（
25
）
「
雑
書
」
宝
暦
一
二
年
八
月
八
日
条
・
天
明
九
年
七
月
二
三
日
条
・
文
化
一
一
年
七
月
二
七

日
条
。

（
26
）
「
雑
書
」
延
享
五
年
三
月
一
九
日
条
・
同
年
五
月
九
日
条
な
ど
。

（
27
）
表
2
№
5
～
11
・
15
～
21
。

（
28
）
表
2
№
13
・
14
・
35
～
37
・
39
・
50
・
55
～
57
・
59
～
61
。

（
29
）
千
葉
徳
爾
『
オ
オ
カ
ミ
は
な
ぜ
消
え
た
か
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
五
年
、
五
二
頁
。

（
30
）
平
岩
米
吉
に
よ
る
と
、
野
生
の
狼
は
遠
吠
え
を
し
て
も
、
犬
の
よ
う
に
ワ
ン
ワ
ン
と
吠
え

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
（
前
掲
注
（
6
）
一
八
頁
・
六
一
頁
）
。
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（
31
）
拙
論
「
近
世
猟
師
の
越
境
と
熊
の
奪
い
合
い
―
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」
か
ら
」『
東
北
芸
術

工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要　

九
』
二
〇
一
〇
年
。

（
32
）
オ
ツ
ソ
と
は
、
仕
掛
け
る
場
所
の
近
く
で
小
木
を
伐
っ
て
筏
状
に
組
み
、
そ
の
上
に
石
な
ど

の
重
し
を
乗
せ
た
重
力
式
の
罠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。　

参
照
、
前
掲
注
（
31
）
二
六
～
二
九
頁
。

（
33
）
小
池
善
茂
（
昭
和
八
年
生
）
氏
よ
り
平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
に
聴
取
し
た
。 

参
考
、
田

口
洋
美
『
越
後
三
面
山
人
記
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
二
年
、
一
八
八
～
二
〇
〇
頁
。

（
34
）
こ
れ
は
御
野
馬
別
当
（
藩
牧
の
統
括
責
任
者
）
の
一
戸
五
右
衛
門
が
宝
暦
五
年
か
ら
明
和
八

年
に
九
牧
野
で
の
出
来
事
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。　

参
照
『
み
ち
の
く
双
書　

南
部
藩
御

野
馬
別
当
御
用
留
』
第
三
九
～
四
二
集
、
青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
、
一
九
九
六
年
～
一
九
九
九

年
。
宝
暦
一
一
年
三
月
二
一
日
条
は
『
同
』
第
四
〇
集
、
二
四
～
二
五
頁
。

（
35
）
こ
れ
以
前
に
も
一
戸
金
之
丞
は
狼
荒
に
対
し
て
「
防
鉄
炮
打
御
用
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
「

雑
書
」
宝
暦
九
年
八
月
二
三
日
条
）
。

（
36
）
前
掲
注
（
34
）
第
四
〇
集
、
三
二
八
頁
。

（
37
）
参
照
、
森
嘉
兵
衛
『
著
作
集
第
七
巻　

南
部
百
姓
一
揆
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

七
四
年
、
七
八
頁
。 

の
ち
の
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
に
は
下
落
し
て
お
り
、
盛
岡
相
場
は
白

米
一
升
二
〇
文
、
日
雇
一
日
五
〇
文
で
あ
っ
た
（
「
勘
定
考
弁
記
」『
岩
手
県
史 

第
五
巻 

近
世
篇

二
』
一
九
六
三
年
、
七
八
九
頁
）
。

（
38
）
米
一
俵
（
片
馬
）
は
三
斗
七
升
五
合
、
米
一
駄
は
二
俵
（
七
斗
五
升
）
で
あ
る
。
前
掲
注
（
37
）

『
岩
手
県
史 

第
五
巻　

近
世
篇
二
』
七
六
九
頁
。

（
39
）
資
料
№
史 63,2,006,3/3

（
40
）
資
料
№
史 63,2,006,1/3

（
41
）
馬
賃
（
馬
銭
、
マ
チ
ン
）
は
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
に
生
育
す
る
常
緑
高
木
で
あ
り
、
そ
の

種
子
は
馬
銭
子
（
ま
ち
ん
し
）・
ホ
カ
ミ
と
呼
ば
る
。
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
な
ど
の
ア
ル
カ
イ
ド
を
含

み
、
猛
毒
で
あ
る
。
／
大
ば
ち
は
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
（
天
南
星
）
の
一
種
、
マ
ム
シ
グ
サ
（
蝮
草
）

の
別
名
で
、
本
州
に
広
く
自
生
す
る
。
地
下
の
球
茎
は
有
毒
で
あ
る
。

11 元禄11(1698)9/27 9/24(10/27) 御明神村(雫石) 1人 男14歳 行方不明 取られる 7巻p117

草木村(毛馬内) 1人 男14歳 死亡

鴇村(毛馬内) 1人 男5歳 死亡

赤坂村(毛馬内) 1人 男12歳 死亡

芦名沢村(毛馬内) 2人 女(娘) 死亡

風張村(毛馬内) 1人 女(娘) 死亡

13 宝永元(1704)6/5 [7/6] 　(七戸) (1人か) (こども) 行方不明 取られる 鳥討の子に討ち取らせる
(「在家子共」と表記さ
れている)

8巻p413

(福岡) (1人か) (こども) 負傷 与力(先年の鳥討)に討たせる 鉄砲判・玉薬を付与 8巻p426

嶽山近くの村(福岡) 1,2人 (こども) 行方不明 取られる 鉄砲を派遣する 8巻p427

15 宝永元(1704)6/23 [7/24] 　(五戸) 1人 女(娘) 死亡 鳥討らに討ち取らせる 畑で喰い殺される 8巻p428

16 寛延3(1750)11/25
頃日の夜中
[12/23]

栃内村(遠野) 3,4人 - 負傷 猟師に討ち払うよう指示 狼が百姓の家へ入る 21巻p389

17 宝暦13(1763)12/28 12/24(1/26) 広宮沢村(向中野) 1人 男(百姓) 負傷
懸かる男狼を殺し、褒美700文
を付与

25巻p581

18 文化5(1808)10/11 [11/28] 山麓の5ヶ村(厨川) 数人 - 負傷 5ヶ村へ鉄砲1挺のみを貸与
夜毎に貝・太鼓で威
すが荒れ止まず

19 文化8(1811)5/2 先頃より[6/22]
二日町・新田村・宮手
村(日詰)

(1人か) (こども) （負傷か） 童子に障り 猟師に討ち取らせる
陳ヶ岡御林で狼が子
育てしている

20 文化10(1813)6/2 [6/29]
南伝法寺村の和山(伝
法寺)

数人 - 負傷 喰い付かれる 猟師に討ち取らせる 狼数疋が集る

21 文化10(1813)閏11/8 [12/30] 西根御村(伝法寺) (1人か) - 負傷 喰い付かれる 鉄炮1挺を拝借 人馬が喰い付かれる

14 宝永元(1704)6/21 [7/22]

7巻p269

原典「雑
書」(もりお
か歴史文
化館蔵)

[9/1] 毛馬内の猟師に射殺を指示12 元禄12(1699)8/4

表1　狼人身被害の集約 出典「盛岡藩家老日記　雑書」

記録年(西暦)月日
被害月日(新暦)
時刻[記録新暦］

場所(代官所) 被害者数
被害者性別
(年齢)

被害状況 被害状況 対応 備考 典拠

1 寛文2(1662)5/晦 [7/15] (沼宮内) - - 死亡
人馬が喰い殺さ
れる

鳥見衆へ打たす 2巻p276

2 寛文2(1662)6/2 5/27(7/12) 村々(五戸) 2,3人 (小児) 死亡 喰い殺される
五戸の町で市中の者たちが取
り囲み鑓で突き殺す

狼の形状は古今希有
という

2巻p276

3 寛文2(1662)6/3 6/1(7/16) 八戸(八戸) 数多く 男女 死亡 喰い殺される
八戸城外で数人が取り巻き切
り殺す

狼は赤白く、尾は狐の
よう、面はふつうの犬よ
り長く、水かきがある

2巻p277

4人 死亡 喰い殺される

6人 負傷 喰われる 狼を追うと子を放す

1人 男30歳余 負傷
雪陰で肘・膝・口
を喰われる

附馬牛村・駒木村(遠
野)

13人 負傷 喰われる

東禅寺村・附馬牛村
(遠野)

2人 負傷 喰い疵あり

7人
男(大人と児
童)

4人
女(大人と児
童)

6/6(7/23)夜10
時過ぎ

1人 女6歳 行方不明 取られる 死骸も見つからない

6/6(7/23)夜2時
ころ

1人 男4歳 負傷 死にそうではない
母が抱き臥す子を狼
が取り出す

8 元禄10(1697)6/24 6/22(8/8)暮方 白畑村(八幡) 1人 男5歳 負傷 死にそうではない 猟師２人を派遣
狼2匹が来る。追うと子
を放す

6巻p940

3人
男9歳・女5歳・
女6歳

死亡 喰い殺される

4人
男4歳・男7歳・
男5歳・男11歳

重傷 のど笛を喰われる

2人 女10歳･男9歳 軽傷

2人 男8歳・男8歳 死亡 即死

8人

女10歳・女3
歳・男8歳・男
14歳・男3歳・
男3歳・男8

負傷

2人 男4歳・男5歳 死亡

2人 女5歳・女5歳 負傷

6巻p770負傷6 元禄9(1696)9/11
9/5~7(9/30~10/
2)夜

(長岡)
手足腰面目鼻
方々かけられる

7巻p74

7巻p77

猟師2人を派遣して討たせる大瀬川村(八幡)

5巻p628

5巻p913

6巻p936

御明神村(雫石)

7

9 元禄11(1698)7/13
7/12(8/17)午前
10時過ぎ~正午

御明神村(雫石)

4~12歳

持筒3人を派遣

10 元禄11(1698)7/18 7/14(8/19)晩

南畑村(雫石) 1晩に2ヵ村で14人の
死傷者数は最多(正保
から文政年間)

元禄10(1697)6/10

鳥討に鉄砲で討たせる

男女(大人と児
童)

猟師に鉄砲を討たす
百姓の家へ入る。馬
31頭と牛5頭を喰い殺
す

切屋村・上市川村・下
市川村・野沢村・扇田
村・七崎村(五戸)

孫娘1人重体(｢十死一生｣) 獣(狼か)に喰われる

5 元禄4(1691)6/27
6/12(7/7)~近
頃、夜

4 元禄2(1689)6/19
6/13~15(7/29~7
/31)
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（
31
）
拙
論
「
近
世
猟
師
の
越
境
と
熊
の
奪
い
合
い
―
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」
か
ら
」『
東
北
芸
術

工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要　

九
』
二
〇
一
〇
年
。

（
32
）
オ
ツ
ソ
と
は
、
仕
掛
け
る
場
所
の
近
く
で
小
木
を
伐
っ
て
筏
状
に
組
み
、
そ
の
上
に
石
な
ど

の
重
し
を
乗
せ
た
重
力
式
の
罠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。　

参
照
、
前
掲
注
（
31
）
二
六
～
二
九
頁
。

（
33
）
小
池
善
茂
（
昭
和
八
年
生
）
氏
よ
り
平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
に
聴
取
し
た
。 

参
考
、
田

口
洋
美
『
越
後
三
面
山
人
記
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
二
年
、
一
八
八
～
二
〇
〇
頁
。

（
34
）
こ
れ
は
御
野
馬
別
当
（
藩
牧
の
統
括
責
任
者
）
の
一
戸
五
右
衛
門
が
宝
暦
五
年
か
ら
明
和
八

年
に
九
牧
野
で
の
出
来
事
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。　

参
照
『
み
ち
の
く
双
書　

南
部
藩
御

野
馬
別
当
御
用
留
』
第
三
九
～
四
二
集
、
青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
、
一
九
九
六
年
～
一
九
九
九

年
。
宝
暦
一
一
年
三
月
二
一
日
条
は
『
同
』
第
四
〇
集
、
二
四
～
二
五
頁
。

（
35
）
こ
れ
以
前
に
も
一
戸
金
之
丞
は
狼
荒
に
対
し
て
「
防
鉄
炮
打
御
用
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
「

雑
書
」
宝
暦
九
年
八
月
二
三
日
条
）
。

（
36
）
前
掲
注
（
34
）
第
四
〇
集
、
三
二
八
頁
。

（
37
）
参
照
、
森
嘉
兵
衛
『
著
作
集
第
七
巻　

南
部
百
姓
一
揆
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

七
四
年
、
七
八
頁
。 

の
ち
の
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
に
は
下
落
し
て
お
り
、
盛
岡
相
場
は
白

米
一
升
二
〇
文
、
日
雇
一
日
五
〇
文
で
あ
っ
た
（
「
勘
定
考
弁
記
」『
岩
手
県
史 

第
五
巻 

近
世
篇

二
』
一
九
六
三
年
、
七
八
九
頁
）
。

（
38
）
米
一
俵
（
片
馬
）
は
三
斗
七
升
五
合
、
米
一
駄
は
二
俵
（
七
斗
五
升
）
で
あ
る
。
前
掲
注
（
37
）

『
岩
手
県
史 

第
五
巻　

近
世
篇
二
』
七
六
九
頁
。

（
39
）
資
料
№
史 63,2,006,3/3

（
40
）
資
料
№
史 63,2,006,1/3

（
41
）
馬
賃
（
馬
銭
、
マ
チ
ン
）
は
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
に
生
育
す
る
常
緑
高
木
で
あ
り
、
そ
の

種
子
は
馬
銭
子
（
ま
ち
ん
し
）・
ホ
カ
ミ
と
呼
ば
る
。
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
な
ど
の
ア
ル
カ
イ
ド
を
含

み
、
猛
毒
で
あ
る
。
／
大
ば
ち
は
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
（
天
南
星
）
の
一
種
、
マ
ム
シ
グ
サ
（
蝮
草
）

の
別
名
で
、
本
州
に
広
く
自
生
す
る
。
地
下
の
球
茎
は
有
毒
で
あ
る
。

11 元禄11(1698)9/27 9/24(10/27) 御明神村(雫石) 1人 男14歳 行方不明 取られる 7巻p117

草木村(毛馬内) 1人 男14歳 死亡

鴇村(毛馬内) 1人 男5歳 死亡

赤坂村(毛馬内) 1人 男12歳 死亡

芦名沢村(毛馬内) 2人 女(娘) 死亡

風張村(毛馬内) 1人 女(娘) 死亡

13 宝永元(1704)6/5 [7/6] 　(七戸) (1人か) (こども) 行方不明 取られる 鳥討の子に討ち取らせる
(「在家子共」と表記さ
れている)

8巻p413

(福岡) (1人か) (こども) 負傷 与力(先年の鳥討)に討たせる 鉄砲判・玉薬を付与 8巻p426

嶽山近くの村(福岡) 1,2人 (こども) 行方不明 取られる 鉄砲を派遣する 8巻p427

15 宝永元(1704)6/23 [7/24] 　(五戸) 1人 女(娘) 死亡 鳥討らに討ち取らせる 畑で喰い殺される 8巻p428

16 寛延3(1750)11/25
頃日の夜中
[12/23]

栃内村(遠野) 3,4人 - 負傷 猟師に討ち払うよう指示 狼が百姓の家へ入る 21巻p389

17 宝暦13(1763)12/28 12/24(1/26) 広宮沢村(向中野) 1人 男(百姓) 負傷
懸かる男狼を殺し、褒美700文
を付与

25巻p581

18 文化5(1808)10/11 [11/28] 山麓の5ヶ村(厨川) 数人 - 負傷 5ヶ村へ鉄砲1挺のみを貸与
夜毎に貝・太鼓で威
すが荒れ止まず

19 文化8(1811)5/2 先頃より[6/22]
二日町・新田村・宮手
村(日詰)

(1人か) (こども) （負傷か） 童子に障り 猟師に討ち取らせる
陳ヶ岡御林で狼が子
育てしている

20 文化10(1813)6/2 [6/29]
南伝法寺村の和山(伝
法寺)

数人 - 負傷 喰い付かれる 猟師に討ち取らせる 狼数疋が集る

21 文化10(1813)閏11/8 [12/30] 西根御村(伝法寺) (1人か) - 負傷 喰い付かれる 鉄炮1挺を拝借 人馬が喰い付かれる

14 宝永元(1704)6/21 [7/22]

7巻p269

原典「雑
書」(もりお
か歴史文
化館蔵)

[9/1] 毛馬内の猟師に射殺を指示12 元禄12(1699)8/4

表1　狼人身被害の集約 出典「盛岡藩家老日記　雑書」

記録年(西暦)月日
被害月日(新暦)
時刻[記録新暦］

場所(代官所) 被害者数
被害者性別
(年齢)

被害状況 被害状況 対応 備考 典拠

1 寛文2(1662)5/晦 [7/15] (沼宮内) - - 死亡
人馬が喰い殺さ
れる

鳥見衆へ打たす 2巻p276

2 寛文2(1662)6/2 5/27(7/12) 村々(五戸) 2,3人 (小児) 死亡 喰い殺される
五戸の町で市中の者たちが取
り囲み鑓で突き殺す

狼の形状は古今希有
という

2巻p276

3 寛文2(1662)6/3 6/1(7/16) 八戸(八戸) 数多く 男女 死亡 喰い殺される
八戸城外で数人が取り巻き切
り殺す

狼は赤白く、尾は狐の
よう、面はふつうの犬よ
り長く、水かきがある

2巻p277

4人 死亡 喰い殺される

6人 負傷 喰われる 狼を追うと子を放す

1人 男30歳余 負傷
雪陰で肘・膝・口
を喰われる

附馬牛村・駒木村(遠
野)

13人 負傷 喰われる

東禅寺村・附馬牛村
(遠野)

2人 負傷 喰い疵あり

7人
男(大人と児
童)

4人
女(大人と児
童)

6/6(7/23)夜10
時過ぎ

1人 女6歳 行方不明 取られる 死骸も見つからない

6/6(7/23)夜2時
ころ

1人 男4歳 負傷 死にそうではない
母が抱き臥す子を狼
が取り出す

8 元禄10(1697)6/24 6/22(8/8)暮方 白畑村(八幡) 1人 男5歳 負傷 死にそうではない 猟師２人を派遣
狼2匹が来る。追うと子
を放す

6巻p940

3人
男9歳・女5歳・
女6歳

死亡 喰い殺される

4人
男4歳・男7歳・
男5歳・男11歳

重傷 のど笛を喰われる

2人 女10歳･男9歳 軽傷

2人 男8歳・男8歳 死亡 即死

8人

女10歳・女3
歳・男8歳・男
14歳・男3歳・
男3歳・男8

負傷

2人 男4歳・男5歳 死亡

2人 女5歳・女5歳 負傷

6巻p770負傷6 元禄9(1696)9/11
9/5~7(9/30~10/
2)夜

(長岡)
手足腰面目鼻
方々かけられる

7巻p74

7巻p77

猟師2人を派遣して討たせる大瀬川村(八幡)

5巻p628

5巻p913

6巻p936

御明神村(雫石)

7

9 元禄11(1698)7/13
7/12(8/17)午前
10時過ぎ~正午

御明神村(雫石)

4~12歳

持筒3人を派遣

10 元禄11(1698)7/18 7/14(8/19)晩

南畑村(雫石) 1晩に2ヵ村で14人の
死傷者数は最多(正保
から文政年間)

元禄10(1697)6/10

鳥討に鉄砲で討たせる

男女(大人と児
童)

猟師に鉄砲を討たす
百姓の家へ入る。馬
31頭と牛5頭を喰い殺
す

切屋村・上市川村・下
市川村・野沢村・扇田
村・七崎村(五戸)

孫娘1人重体(｢十死一生｣) 獣(狼か)に喰われる

5 元禄4(1691)6/27
6/12(7/7)~近
頃、夜

4 元禄2(1689)6/19
6/13~15(7/29~7
/31)



人馬を喰う狼、狼を獲る人びと
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表2　狼の捕獲 出典「盛岡藩家老日記　雑書」

記録年(西暦)月日
捕獲月日(新
暦)［記録新暦］

本刊公考備況状獲捕)前名(者獲捕数獲捕)所官代(所場

1 正保2(1645) 87p巻1上げるち討てに砲鉄)衛兵勘坂大(討鳥疋1狼-)5/2(9/19/1

87p巻1つ討)てに砲鉄()衛兵清戸四(討鳥疋1狼坂長］6/2［01/1)5461(2保正2

87p巻1つ討てに砲鉄)衛兵清戸四(討鳥疋1狼)通川厨(川谷栗］9/2［31/1)5461(2保正3

4 正保3(1646)11/11 [12/17] 田名部川内 981p巻1出初のソツオるえ捕てに」そつお「-疋11狼

352p巻1獲捕も頭666鹿狩鹿御士藩や主藩疋1狼-]9/1[51/21)7461(4保正5

6 正保51648)1/12 [2/5] - 狼2疋 羽9兎・頭595鹿狩鹿御士藩や主藩 ・狐5疋も捕獲 1巻p261

7 慶安4(1651)12/9 285p巻1獲捕も羽7兎・頭792鹿猟鹿御士藩や主藩疋4狼山内米)81/1(8/21

8 承応2(1653)11/30 鹿猟鹿御士藩や主藩疋2狼山坂長)81/1(03/11 49頭・兎1羽も捕獲 1巻p787

9 明暦2(1656)1/10 ［2/5］ 欠之山 狼6疋 藩主や藩士 御鹿猟 鹿1701頭・兎4羽・狐1疋も捕獲 2巻p5

10 明暦4(1658)1/10 鹿狩鹿御士藩や主藩疋4狼敷屋松)21/2(01/1 1210頭・兎3羽も捕獲 2巻p73

11 明暦4(1658)1/21 57p巻2り狩き巻で人余千4組4狩狼士藩や主藩疋4狼野石黒)32/2(12/1

77p巻2上げるり取てに」そつお「)かどな人町(疋1狼町原川]1/3[72/1)8561(4暦明21

13 寛文2(1662)6/2 す殺き突で鑓者の中市疋1狼町の戸五)21/6(72/5 小児を喰い殺した狼を殺す 2巻p276

14 寛文2(1662)6/3 6/1(7/16) 八戸城外 狼1疋 類家[南部八戸家］(久太郎) 数人が取り巻き切り殺す
赤白く、尾は狐のよう、面は犬より
長く、水かきがある

2巻p277

15 寛文8(1668)12/10 ［1/12］ - 大狼2疋 藩主や藩士 607p巻2獲捕も羽2兎・頭33鹿狩鹿御

16 寛文8(1668)12/25 獲捕も頭1猪・頭34鹿狩鹿御士藩や)信行部南、主藩代5(殿若疋3狼山目川)62/1(42/21 2巻p708

17 寛文10(1670)12/16 69p巻2獲捕も疋2狐・羽1兎・頭501鹿狩鹿御士藩や殿若疋3狼森代手)62/1(61/21 9

18 寛文10(1670)12/18 12/18(1/28) 米内 狼7疋 若殿や藩士 御鹿狩 鹿104頭・兎3羽・狐7疋も捕獲 2巻p970

19 寛文11(1671)1/10 6p巻3獲捕も羽7兎・頭01鹿猟鹿士藩や殿若疋2狼森代手)91/2(01/1

20 寛文11(1671)1/13 11p巻3獲捕も疋1狐・羽4兎・頭55鹿狩鹿士藩や殿若疋1狼内米)22/2(31/1

21 延宝4(1676)12/23 838p巻3獲捕も羽7兎・頭081鹿狩鹿御士藩や殿若疋1狼目川)62/1(32/21

22 延宝7年(1679)1/7 [2/17] 簗川 狼1疋 同心(重三郎) 「ヲツソ」を切り取り上げる　　　　　　褒美銭300文を付与 4巻p262

23 8/11(9/24) 門村川前(盛岡) 狼1疋 同心か(田鍍久兵衛)

24 8/13(9/26) 綱取山(盛岡) 狼1疋 同心か(金田一甚十郎)

25 8/4(9/17) 士滝やしき(盛岡) 狼1疋

26 8/18(10/1) 薇峠(盛岡) 狼1疋

27 9/1(10/13) 竹口(盛岡) 狼1疋

獲捕も頭5鹿・頭2猪)郎二孫地谷は付目(疋1狼]郡手岩[村内米82

]郡手岩[村目川92 猪(狼か)2疋 獲捕も頭3鹿・頭2猪)蔵源田太は付目(

疋1狼)通田上(村生ケ大03 猪3頭も捕獲

疋1狼)通川厨(村沢滝13 鹿4頭も捕獲

32 2/4(3/14) 飛田村(盛岡) 狼1疋 同心か(神喜左衞門) 打ち留める その場へ埋め置く

33 [3/17] 綱取山(盛岡) 狼1疋 同心か(才藤六右衛門) 打ち留める その場へ埋め置く

34 元禄8(1695)7/11 [8/20] 有戸野(三戸) 狼1疋 給人か足軽 討ち留める その場へ埋め置く 6巻p529

げる上ち討)門衛右部治井川(か心同疋1狼53

与付を米美褒の馬片す殺り切姓百疋1狼63

37 元禄10(1697)7/1 ［8/17］ 黒沼村 狼1疋 百姓2 149p巻6るめ埋へ下橋ノ中下城岡盛す殺ち打で棒人

38 元禄11(1698)9/24 9/22(10/25) 沢内村か 狼1疋 猟師(治左衛門) 打ち留める 褒美銭500文を付与 7巻p116

39 元禄12(1699)1/4 ［2/3］ 外加賀野(盛岡) 狼1疋 蔵奉行(鳥谷孫太夫) 犬や人にかかり、突き殺す 武家屋敷前の河原に埋める 7巻p175

40 宝永3(1706)2/23 ［4/6］ 百石村(五戸) 狼1疋 百姓か(与助) 「おつそ」で捕獲 褒美金1歩を付与 8巻p907

93p巻01与付を文003銭美褒るす参持てけ付見姓百疋1子狼)戸三(野戸有］5/5［81/3)1171(8永宝14

42 享保3(1718)12/11 ［1/30］ (五戸) 狼1疋 与力(工藤十左衛門) 討ち上げる 褒美金200疋を付与 11巻p593

43 享保3(1718)12/14 ［2/2］ (五戸) 狼1疋 給人子(中市長兵衛) 討ち上げる 褒美金200疋を付与 11巻p594

44 享保3(1718)12/17 ［2/5］ (五戸) 狼1疋 給人(目時八左衞門) 討ち上げる 褒美金200疋を付与 11巻p598

45 享保3(1718)12/24 ［2/12］ (五戸) 狼1疋 給人(鳥谷部弥右衛門) 討ち上げる 褒美金100疋を付与 11巻p607

46 享保4(1719)1/18 ［3/8］ (五戸) 狼1疋 給人か(米田友右衛門、鳥討) 討ち上げる 褒美金100疋を付与 11巻p626

47 享保4(1719)2/2 ［3/22］ 戸来村(五戸) 狼1疋 マタギ(与伝次) 討ち上げる 例の如く褒美金を付与 11巻p634

48 享保14(1728)11/5 ［12/24］ 滝沢村( 123p巻41す遣へ所台つ討-疋1狼)通川厨

上げるり取共町在疋2狼)山郡(町と在］21/01［01/9)9371(4文元94
馬が怪我し、夜中の往来も成り兼
ねる

17巻p112

50 寛保4(1744)1/4 1/2(2/15)
盛岡城［新丸の駕籠
部屋前］

9p巻91与付を疋002と疋005目鳥に美褒す殺り伐で刀大、時01夜人2尺陸疋1狼

51 宝暦1(1751)11/23 ［1/9］ 北田村(長岡) 男狼1疋 2人(百姓か) 打ち留める 褒美2貫400文ずつ付与 22巻p203

52 宝暦11(1761)10/24 ［11/20］
御野(田名部・大間・
奥戸)

狼数疋 狼取(清之丞) 留め上げる 年に米3駄を一生付与 25巻p159

53 宝暦13(1763)12/17 ［1/19］ 大ケ生村(上田通) 男狼1疋 猟師(勘之丞) 打ち留める 褒美銭700文を付与 25巻p571

54 宝暦13(1763)12/21 ［1/23］ 大ケ生村(上田通) 女狼1疋 猟師(孫次郎) 打ち留める 褒美銭900文を付与 25巻p575

55 宝暦13(1763)12/28 12/24(1/26) 広宮沢村(向中野通) 男狼1疋 百姓(万助) 狼に襲われながら打ち留める 褒美銭700文を付与 25巻p581

56 宝暦14(1764)1/晦 1/27(2/28) 四日町(花巻) 女狼1疋 町人か(善助) 夜、鎌で切殺す 褒美銭900文を付与 25巻p600

57 安永7(1778)9/28 9/27(11/15) 手代森村(上田通) 男狼1疋 百姓か(甚太郎)
夜10時、家へ男狼が入る。狼の口
へ手を入れ下腮を取り舌を痛め、
鑓・鐇で仕留める

御定目の褒美銭(700文)を付与

58 天明6(1786)6/26 ［7/21］ 川内村(上田通) 女狼1疋 の目定御り捕手)衛兵忠(か姓百 褒美銭(900文)を付与

59 天明8(1788)3/6 3/5(4/10) 盛岡城[一ノ内廻] 女狼1疋 同心(清助) 夜、見廻りで見当てて留める 褒美銭900文を付与

60 天明8(1788)5/25 ［6/28］
上米内村・簗川村(上
田通)

狼子1疋 百姓か(久助)
取り押さえる(明神長根下つるさび
にて）

褒美銭200文を付与

61 寛政8(1796)6/18 6/17(7/21)
瀧沢村(厨川通)平蔵
沢

女狼1疋 百姓か(弥蔵)
馬野放へ懸り、作場に居合せた者
数人が駆け付け、打ち殺す

御定目の褒美銭(900文)を付与

62 寛政13(1801)1/6 ［2/18］ 浅岸村(上田通) 男狼1疋 猟師(大高村卯之助) 狩り取る

63 文化2(1805)12/14 12/12(1/31) 大原町 男狼1疋 町人(久助) 打ち留める

64 文化3(1806)12/1 ［1/9］ 舟久保村(日詰通) 男狼1疋 猟師(平助) 打ち留める

元禄2(1689)9/6

元禄2(1689)11/17

元禄3(1690)1/10

元禄9(1696)9/16 6巻p773

11/25~12/25(1
/5~2/4)

日切で討ち、目付けが立ち会う

桂源五左衞門組の者

5巻p672

元禄3(1690)2/7

5巻p726(目付は釜沢八郎左衞門)

5巻p744

未公刊の
ため、原
典「雑書」
（もりおか
歴史文化
館蔵）から
引用

266p巻5す殺ち討

［10/11］

10/11~10/晦
(11/22~12/11)

20日の日切で討ち、その所へ埋
める

(長岡)

同心か(神覚兵衛)

れ
る
が
（
天
明
四
年
一
月
二
三
日
条
）
、「
病
狼
」
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
平
岩
米
吉

氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
狂
犬
病
が
流
行
す
る
の
は
享
保
一
七
年
以
後
と
さ
れ
る
。　

参
照
、
平
岩

米
吉
『
狼
―
そ
の
生
態
と
歴
史
』
池
田
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
三
八
頁
。

（
7
）
領
内
一
〇
郡
を
三
三
通
に
分
け
、
二
五
の
代
官
所
が
支
配
し
て
い
た
。

（
8
）
「
雑
書
」
の
貞
享
四
年
四
月
に
「
生
類
あ
は
れ
ミ
」
の
幕
令
が
記
録
さ
れ
（
同
年
四
月
二
二
日

条
）
、
そ
れ
以
降
は
行
き
倒
れ
な
ど
の
変
死
体
の
見
分
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
同
年
一
一
月

晦
日
条
な
ど
）
。

（
9
）
狼
は
「
年
に
一
回
、
三
月
ご
ろ
子
を
産
む
」
と
い
う
（
前
掲
注
（
6
）
平
岩
『
狼
』
六
一
頁
）
。

七
～
九
月
は
狼
が
子
育
て
を
す
る
盛
期
に
あ
た
り
、
食
糧
の
需
要
が
高
ま
る
季
節
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

（
10
）
根
崎
光
男
氏
に
よ
れ
ば
、
貞
享
元
年
か
ら
生
類
憐
れ
み
政
策
が
始
ま
り
、
馬
の
筋
延
ば
し

禁
止
な
ど
か
ら
徐
々
に
範
囲
を
広
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。　

参
照
、
根
崎
光
男
『
生
類
憐
み
の
世

界
』
同
成
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
三
～
七
四
頁
。

（
11
）
塚
本
学
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
五
七
頁
。

（
12
）
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」（
津
軽
家
文
書
、
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
所
蔵
）
は
寛
文
元
年
か
ら

慶
応
三
年
（
一
六
六
一
～
一
八
六
七
）
ま
で
の
全
三
三
〇
八
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
参
照
、『
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」
狩
猟
関
係
史
料
集　

第
二
巻
』
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
、
解
説
（
筆
者
担
当
）
三
四
頁
。

（
14
）
前
掲
注
（
13
）
巻
末
資
料
「
狼
に
よ
る
人
身
被
害
の
集
約
」（
三
四
六
頁
）
か
ら
、
狼
が
屍
体
を

喰
べ
た
と
い
う
死
体
損
傷
の
一
四
体
分
を
除
き
、
再
計
算
し
た
。

（
15
）
そ
の
背
景
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
新
田
開
発
に
よ
っ
て
、
棲
息
地
を
奪
わ
れ
た
狼
が
人
間

へ
反
撃
を
試
み
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

（
16
）
前
者
の
狼
は
毛
色
赤
く
狸
に
似
て
尾
が
な
く
、
尻
は
猿
の
よ
う
で
足
は
大
亀
の
よ
う
で
あ

り
、
古
今
稀
有
の
も
の
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
狼
は
赤
白
く
、
尾
は
狐
の
よ
う
で
、
面
は

ふ
つ
う
の
犬
よ
り
長
く
、
水
か
き
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
記
述
に
類
似
点
も
あ
り
、
同
一

個
体
と
い
う
可
能
性
も
残
る
が
、
と
も
に
人
喰
い
狼
の
形
状
の
異
常
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

（
17
）
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」
宝
永
元
年
七
月
三
日
条
・
同
年
九
月
八
日
条
。

（
18
）
こ
の
三
名
は
桂
源
五
左
衞
門
組
の
者
で
あ
る
。
延
宝
七
年
に
鹿
の
密
猟
が
あ
っ
た
際
に
桂

源
五
左
衞
門
預
の
持
筒
同
心
二
人
が
見
廻
り
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
「
雑
書
」
延
宝
七
年
一
二
月

九
日
条
）
。
ま
た
、
三
名
の
一
人
、
金
田
一
甚
十
郎
は
鳥
討
や
鳥
見
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
記

録
が
散
見
さ
れ
る
（
「
雑
書
」
享
保
一
五
年
一
二
月
六
日
条
・
元
文
四
年
一
二
月
二
〇
日
条
・
寛
延

二
年
二
月
二
日
条
・
安
永
三
年
三
月
二
〇
日
条
・
天
明
三
年
一
一
月
一
一
日
条
）
。
こ
の
三
名
も

持
筒
同
心
な
ど
で
、
鳥
討
や
鳥
見
を
勤
め
た
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）
幕
令
（
元
禄
二
年
六
月
）
。　

参
照
「
御
当
家
令
條　

巻
三
二
」
№
四
七
一
『
近
世
法
制
史
料

叢
書　

第
二
』
石
井
良
助
校
訂
、
創
文
社
、
一
九
五
九
年
、
二
三
八
頁
。
／
『
牧
民
金
鑑　

下
巻
』

瀧
川
政
次
郎
校
訂
、
誠
文
堂
新
社
、
一
九
三
五
年
、
六
四
二
頁
。
／
「
弘
前
藩
庁
御
国
日
記
」
元

禄
二
年
七
月
一
三
日
条
。

（
20
）
「
雑
書
」
元
禄
七
年
六
月
八
日
条
・
元
禄
一
三
年
六
月
一
八
日
条
。

（
21
）
幕
令
（
貞
享
四
年
一
二
月
）
。　

参
照
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
、

岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
№
二
五
二
五
（
四
）
、
一
一
八
三
頁
。

（
22
）
盛
岡
藩
で
は
足
軽
と
同
心
は
同
一
の
職
名
で
、
寛
保
二
年
に
足
軽
を
同
心
と
改
称
し
た
。

参
照
『
用
語　

南
部
盛
岡
藩
辞
典
』
一
ノ
倉
則
文
編
、
東
洋
書
院
、
一
九
八
四
年
、
一
六
七
頁
。

（
23
）
前
掲
注
（
3
）
菊
池
、
二
〇
一
一
年
。

（
24
）
無
許
可
の
鉄
砲
を
幕
法
で
は
「
隠
鉄
炮
」
、
盛
岡
藩
で
は
「
盗
鉄
炮
」
と
呼
ん
で
い
た
。
鳥
見

の
記
録
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
多
数
あ
る
。「
雑
書
」
の
公
刊
本
か
ら
一
部
を
あ
げ
る
と
、
享
保

三
年
二
月
一
七
日
条
・
元
文
六
年
一
月
一
三
日
条
・
宝
暦
九
年
三
月
七
日
条
・
明
和
二
年
二
月
一

一
日
条
が
あ
る
。
未
公
刊
の
年
代
で
は
、
天
明
五
年
一
二
月
一
五
日
条
・
享
和
二
年
一
一
月
一
八

日
条
・
文
政
九
年
五
月
一
〇
日
条
な
ど
が
あ
る
。

（
25
）
「
雑
書
」
宝
暦
一
二
年
八
月
八
日
条
・
天
明
九
年
七
月
二
三
日
条
・
文
化
一
一
年
七
月
二
七

日
条
。

（
26
）
「
雑
書
」
延
享
五
年
三
月
一
九
日
条
・
同
年
五
月
九
日
条
な
ど
。

（
27
）
表
2
№
5
～
11
・
15
～
21
。

（
28
）
表
2
№
13
・
14
・
35
～
37
・
39
・
50
・
55
～
57
・
59
～
61
。

（
29
）
千
葉
徳
爾
『
オ
オ
カ
ミ
は
な
ぜ
消
え
た
か
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
五
年
、
五
二
頁
。

（
30
）
平
岩
米
吉
に
よ
る
と
、
野
生
の
狼
は
遠
吠
え
を
し
て
も
、
犬
の
よ
う
に
ワ
ン
ワ
ン
と
吠
え

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
（
前
掲
注
（
6
）
一
八
頁
・
六
一
頁
）
。
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「
宮
城
の
式
内
社
」
位
置
の
検
討

　
　
　
　
　

 　
　

－

城
柵
官
衙
・
交
通
路
と
の
か
か
わ
り－

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
北
歴
史
博
物
館　
　
　

真
山　
　

悟

　

は
じ
め
に

　

一 

式
内
社
の
位
置

　

二 

式
内
社
分
布
の
考
察

　

む
す
び
に

は
じ
め
に

　

本
稿
は
宮
城
県
域
の
式
内
社
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
立
地
の
意
味
に
つ
い

て
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

式
内
社
と
は
「
神
名
帳
」
と
称
さ
れ
る
『
延
喜
式
』
巻
九
・
十
に
記
載
さ
れ
た
神
社
を

言
う
。
そ
れ
は
毎
年
二
月
の
祈
年
祭
に
神
祇
官
も
し
く
は
国
衙
か
ら
幣
帛
を
受
け
た
官

社
で
あ
り
、
全
国
総
数
二
八
六
一
社
を
数
え
る
。
陸
奥
国
に
は
百
社
が
あ
り
、
宮
城
県

域
に
属
す
る
も
の
は
比
較
的
多
く
五
十
社
を
数
え
る
。

　

こ
う
し
た
式
内
社
は
「
神
名
帳
」
に
お
い
て
は
郡
ご
と
に
並
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
所

在
地
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
後
世
に
廃
れ
た
り
移
祀
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
不
明
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ま
で
式
内
社
に
つ
い

て
多
く
の
調
査
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
位
置
の
明
確
で
な
い
も
の
が
多
く

残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
こ
れ
ら
を
調
べ
る
の
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。

　

作
業
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
内
各
地
の
神
社
に
関
す
る
記
録
を
有
す
る
も
の

と
し
て
江
戸
中
後
期
に
纏
め
ら
れ
た
地
誌
が
あ
る
。
そ
れ
は
仙
台
藩
の
命
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志(

以
下
聞
老
志)

』(

1)

、
『
封
内
名
蹟
志(

以
下
名
蹟
志)

』

(

2)

、
『
封
内
風
土
記(

以
下
封
内
記)

』(

3)

、
「
安
永
風
土
記
」(

4)

等
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
誤
っ
た
記
載
が
あ
っ
て
信
憑
性
に
欠
け
る
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
公
的
な

編
纂
事
業
の
中
で
領
内
各
地
の
伝
承
を
拾
い
上
げ
て
、
地
域
の
歴
史
風
土
を
記
録
に
留

め
て
い
る
と
こ
ろ
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
解
明
す
る
根
拠
が
乏
し
い
中
に
あ

っ
て
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
内
容
が
異
な
る
場
合
も
あ
り
、
し

た
が
っ
て
互
い
の
資
料
だ
け
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
旧
跡
そ
の
他
の
関
連
資
料
と

の
突
き
合
わ
せ
を
行
い
、
信
憑
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に

努
め
た
。

　

な
お
全
般
に
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』(

5)

、
『
大
日
本
地
名
辞
書
（
以
下
地
名
辞
書)

』(

6)

等
の
地
誌
や
『
大
日
本
史
神
祇
志
（
以
下
大
日
本
史)

』(

7)

、
『
神
祇
志
料
』(

8)

、
『
神
社

覈
録
』(

9)

、
『
特
選
神
名
牒
』（
10
）

、
『
宮
城
県
神
社
名
鑑
（
以
下
神
社
名
鑑
）
』（
11
）

、
『
式

内
社
調
査
報
告
』（
12
）

等
の
神
社
関
係
書
ほ
か
通
説
を
ま
と
め
た
『
宮
城
県
史
』
1
（
13
）

、

『
宮
城
県
史
』
12
（
14
）

を
参
考
に
し
た
。

一
　
式
内
社
の
位
置

刈
田
郡

1 

カ
ム

タ

ミ
ネ
　
　
　
　
　

刈
田
嶺
神
社

　

カ
ム
タ
ミ
ネ
と
よ
む
（
15
）

。
刈
田
嶺
神
社
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
二
つ
の
説
が
あ
る
。

一
つ
は
蔵
王
町
宮
馬
場
の
刈
田
嶺
神
社
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は
、
『
封
内

記
』
宮
邑
条
で
は
「
刈
田
嶺
神
社
。
伝
云
。
是
乃
延
喜
式
神
名
帳
所
レ

載
之
社
。
而
所
レ

祭
日
本
武
尊
。
白
鳥
大
明
神
也
。
往
昔
。
鎮
二

座
大
刈
田
山
薬
師
嶺
一

」
と
あ
り
、
当
時

白
鳥
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
社
で
、
日
本
武
尊
を
祀
り
往
昔
に
大
刈
田
山
上
に
鎮
座

し
た
と
す
る
。
ま
た
同
書
で
は
「
駅
西
山
上
有
二

若
宮
社
一

。
曰
二

之
西
宮
一

。
平
城
帝
。

大
同
中
。
遷
二

座
干
西
宮
一

」
と
あ
っ
て
平
安
時
代
初
頭
の
大
同
年
中
に
日
本
武
尊
の
子

を
祀
る
麓
の
西
宮
へ
遷
座
し
た
と
す
る
。
宮
村
の
「
安
永
風
土
記
」
や
「
白
鳥
明
神
縁
起

記
」（
16
）

等
も
西
宮
遷
座
の
時
期
に
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
大
筋
で
同
様
の
こ
と
を
記

し
、
ま
た
各
書
と
も
こ
の
神
社
は
室
町
時
代
後
期
に
現
在
地
に
移
祀
し
た
と
す
る
（
17
）

。

な
お
刈
田
嶺
神
社
の
別
称
で
あ
る
白
鳥
明
神
は
日
本
武
尊
が
死
後
白
鳥
と
化
す
神
話
伝

説
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
18
）

。

西宮西宮

1図　刈田嶺神社
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国土地理院発行の5万分の１
地形図（白石）をもとに作成（ ）

　

こ
の
神
社
の
鎮
座
地
で
あ
る
大
刈
田
山
は
蔵
王
町
宮
の
青
麻
山
を
指
す
（
19
）

。
蔵
王
連

峰
の
東
麓
に
聳
え
る
標
高
七
九
九
メ
ー
ト
ル
の
緩
や
か
な
円
錐
形
の
山
で
、
神
体
山
の

形
を
な
し
て
い
る
（
20
）

。
ま
た
西
宮
に
つ
い
て
は
、
「山
家
氏
神
職
之
記
」
に
、
西
宮
の
神

主
の
居
所
を
荒
子
屋
敷
と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
と
す
る
記
載
が
あ
り
（
21
）

、
荒
子
の
地
名
は

現
在
も
青
麻
山
南
東
麓
に
位
置
す
る
蔵
王
町
宮
の
一
角
に
残
る
。
そ
し
て
実
際
に
付
近

に
西
宮
と
い
う
地
名
が
存
す
る
の
で
、
荒
子
屋
敷
は
や
は
り
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う
。
青
麻
山
頂
か
ら
南
東
に
約
五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
、
現
在
の
社
殿
か
ら
は

北
西
へ
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
地
点
に
あ
る
。

　

二
に
つ
い
て
は
関
係
す
る
記
述
が
『
聞
老
志
』
に
あ
る
。
刈
田
神
社
の
条
に
「
郷
人
謂

二

之
刈
田
宮
社
一 

去
二

宮
駅
北
一 

已
二
町
余 

宮
社
乃
南
面 

有
レ

寺 

曰
二

寶
池
山
蓮
蔵
寺
一 

（略
）神
名
帳
所
レ

謂
刈
田
峯
神
社
者 

非
二

不
忘
山
神
一 

実
此
宮
社
也 

其
説
尤
多
」（
22
）

と
あ
り
、
宮
の
刈
田
神
社
が
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
と
し
て
有
力
視
さ
れ
る
の
は
『
封
内

記
』
等
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
件
の
中
に
「
非
二

不
忘
山
神
一

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
一
部

に
不
忘
山
神
（
23
）

を
刈
田
嶺
神
社
に
擬
定
す
る
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が

二
に
い
う
刈
田
嶺
神
社
で
あ
り
、
蔵
王
刈
田
岳
山
上
に
立
地
す
る
。

　

不
忘
山
神
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
が
不
忘
山
の
条
で
「
土
人
呼
曰
二

蔵
王
嶽
一 

以
三

山

上
有
二

蔵
王
権
現
神
祠
一 

廼
神
名
帳
所
謂
苅
田
嶺
神
社
是
也 

山
下
有
レ

寺 

曰
二

金
峯
山

蔵
王
寺
一

」
と
し
て
、
不
忘
山
の
別
名
で
あ
る
蔵
王
嶽
の
名
の
元
と
な
っ
た
の
が
蔵
王
権

現
神
祠
で
、
そ
れ
が
地
元
で
い
う
刈
田
嶺
神
社
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
『
嚢
塵
埃

捨
録
』（
24
）

『大
日
本
史
』
が
こ
の
神
社
を
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
不
忘
山
の
神
社
が
蔵
王
権
現
社
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ

の
擬
定
は
難
し
い
。
蔵
王
権
現
は
本
来
山
岳
仏
教
に
関
係
す
る
性
格
を
も
つ
像
で
、
奈

良
吉
野
の
金
峯
山
寺
に
お
け
る
本
尊
と
し
て
知
ら
れ
る
。
当
地
の
蔵
王
権
現
社
も
そ
う

し
た
信
仰
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
右
記
の
『
聞
老
志
』
不
忘
山
の
条

に
、
蔵
王
権
現
神
祠
の
下
に
あ
る
寺
と
し
て
金
峯
山
蔵
王
寺
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
知

ら
れ
る
も
の
で
、
白
鳥
明
神
と
は
全
く
異
な
る
由
緒
を
持
つ
。
ま
た
白
鳥
明
神
は
当
時

か
ら
刈
田
嶺
神
社
あ
る
い
は
刈
田
神
社
と
さ
れ
て
い
る
が
、
不
忘
山
の
神
社
は
蔵
王
権

現
社
と
呼
ば
れ
、
名
称
か
ら
は
刈
田
嶺
神
社
と
す
る
根
拠
は
う
か
が
え
な
い
。

　

蔵
王
権
現
の
信
仰
は
平
安
時
代
に
始
ま
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
地

に
伝
わ
る
時
期
は
明
確
で
な
い
が
、
蔵
王
権
現
信
仰
と
深
く
関
わ
る
修
験
者
が
金
峯
山

を
拠
点
に
流
布
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
ゆ
く
の
は
平
安
末
期
以
降
と
い
わ
れ
て
お
り

（
25
）

、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
遡
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

刈
田
嶺
神
は
延
喜
式
神
名
帳
に
登
載
さ
れ
る
延
長
五
年
（
九
二
七
）
の
み
な
ら
ず
、
『
続

日
本
後
紀
』
に
従
五
位
下
を
叙
位
さ
れ
た
有
力
な
神
社
と
し
て
平
安
前
期
の
承
和
十
一

年
（
八
四
四
）
に
す
で
に
み
ら
れ
る
の
で
、
蔵
王
権
現
信
仰
が
伝
わ
る
以
前
か
ら
存
在
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
蔵
王
権
現
神
祠
が
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
の
本

来
の
姿
と
す
る
の
は
難
し
く
、
白
鳥
明
神
が
本
来
の
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
位
置
は
『
封
内
記
』
宮
邑
条
で
紹
介
し
た
と
お
り
、

少
な
く
と
も
平
安
時
代
に
は
麓
の
西
宮
に
遷
座
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
『
延
喜

式
』
の
時
代
に
照
ら
し
て
、
西
宮
の
所
在
地
と
推
定
さ
れ
た
前
述
の
荒
子
に
あ
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
1
図
）
。
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「
宮
城
の
式
内
社
」
位
置
の
検
討

　
　
　
　
　

 　
　

－

城
柵
官
衙
・
交
通
路
と
の
か
か
わ
り－

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
北
歴
史
博
物
館　
　
　

真
山　
　

悟

　

は
じ
め
に

　

一 

式
内
社
の
位
置

　

二 

式
内
社
分
布
の
考
察

　

む
す
び
に

は
じ
め
に

　

本
稿
は
宮
城
県
域
の
式
内
社
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
立
地
の
意
味
に
つ
い

て
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

式
内
社
と
は
「
神
名
帳
」
と
称
さ
れ
る
『
延
喜
式
』
巻
九
・
十
に
記
載
さ
れ
た
神
社
を

言
う
。
そ
れ
は
毎
年
二
月
の
祈
年
祭
に
神
祇
官
も
し
く
は
国
衙
か
ら
幣
帛
を
受
け
た
官

社
で
あ
り
、
全
国
総
数
二
八
六
一
社
を
数
え
る
。
陸
奥
国
に
は
百
社
が
あ
り
、
宮
城
県

域
に
属
す
る
も
の
は
比
較
的
多
く
五
十
社
を
数
え
る
。

　

こ
う
し
た
式
内
社
は
「
神
名
帳
」
に
お
い
て
は
郡
ご
と
に
並
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
所

在
地
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
後
世
に
廃
れ
た
り
移
祀
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
不
明
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ま
で
式
内
社
に
つ
い

て
多
く
の
調
査
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
位
置
の
明
確
で
な
い
も
の
が
多
く

残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
こ
れ
ら
を
調
べ
る
の
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。

　

作
業
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
内
各
地
の
神
社
に
関
す
る
記
録
を
有
す
る
も
の

と
し
て
江
戸
中
後
期
に
纏
め
ら
れ
た
地
誌
が
あ
る
。
そ
れ
は
仙
台
藩
の
命
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志(

以
下
聞
老
志)

』(

1)

、
『
封
内
名
蹟
志(

以
下
名
蹟
志)

』

(

2)

、
『
封
内
風
土
記(

以
下
封
内
記)

』(

3)

、
「
安
永
風
土
記
」(

4)

等
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
誤
っ
た
記
載
が
あ
っ
て
信
憑
性
に
欠
け
る
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
公
的
な

編
纂
事
業
の
中
で
領
内
各
地
の
伝
承
を
拾
い
上
げ
て
、
地
域
の
歴
史
風
土
を
記
録
に
留

め
て
い
る
と
こ
ろ
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
解
明
す
る
根
拠
が
乏
し
い
中
に
あ

っ
て
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
内
容
が
異
な
る
場
合
も
あ
り
、
し

た
が
っ
て
互
い
の
資
料
だ
け
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
旧
跡
そ
の
他
の
関
連
資
料
と

の
突
き
合
わ
せ
を
行
い
、
信
憑
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に

努
め
た
。

　

な
お
全
般
に
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』(

5)

、
『
大
日
本
地
名
辞
書
（
以
下
地
名
辞
書)

』(

6)

等
の
地
誌
や
『
大
日
本
史
神
祇
志
（
以
下
大
日
本
史)

』(

7)

、
『
神
祇
志
料
』(

8)

、
『
神
社

覈
録
』(

9)

、
『
特
選
神
名
牒
』（
10
）

、
『
宮
城
県
神
社
名
鑑
（
以
下
神
社
名
鑑
）
』（
11
）

、
『
式

内
社
調
査
報
告
』（
12
）

等
の
神
社
関
係
書
ほ
か
通
説
を
ま
と
め
た
『
宮
城
県
史
』
1
（
13
）

、

『
宮
城
県
史
』
12
（
14
）

を
参
考
に
し
た
。

一
　
式
内
社
の
位
置

刈
田
郡

1 

カ
ム

タ

ミ
ネ
　
　
　
　
　

刈
田
嶺
神
社

　

カ
ム
タ
ミ
ネ
と
よ
む
（
15
）

。
刈
田
嶺
神
社
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
二
つ
の
説
が
あ
る
。

一
つ
は
蔵
王
町
宮
馬
場
の
刈
田
嶺
神
社
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は
、
『
封
内

記
』
宮
邑
条
で
は
「
刈
田
嶺
神
社
。
伝
云
。
是
乃
延
喜
式
神
名
帳
所
レ

載
之
社
。
而
所
レ

祭
日
本
武
尊
。
白
鳥
大
明
神
也
。
往
昔
。
鎮
二

座
大
刈
田
山
薬
師
嶺
一

」
と
あ
り
、
当
時

白
鳥
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
社
で
、
日
本
武
尊
を
祀
り
往
昔
に
大
刈
田
山
上
に
鎮
座

し
た
と
す
る
。
ま
た
同
書
で
は
「
駅
西
山
上
有
二

若
宮
社
一

。
曰
二

之
西
宮
一

。
平
城
帝
。

大
同
中
。
遷
二

座
干
西
宮
一

」
と
あ
っ
て
平
安
時
代
初
頭
の
大
同
年
中
に
日
本
武
尊
の
子

を
祀
る
麓
の
西
宮
へ
遷
座
し
た
と
す
る
。
宮
村
の
「
安
永
風
土
記
」
や
「
白
鳥
明
神
縁
起

記
」（
16
）

等
も
西
宮
遷
座
の
時
期
に
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
大
筋
で
同
様
の
こ
と
を
記

し
、
ま
た
各
書
と
も
こ
の
神
社
は
室
町
時
代
後
期
に
現
在
地
に
移
祀
し
た
と
す
る
（
17
）

。

な
お
刈
田
嶺
神
社
の
別
称
で
あ
る
白
鳥
明
神
は
日
本
武
尊
が
死
後
白
鳥
と
化
す
神
話
伝

説
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
18
）

。
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こ
の
神
社
の
鎮
座
地
で
あ
る
大
刈
田
山
は
蔵
王
町
宮
の
青
麻
山
を
指
す
（
19
）

。
蔵
王
連

峰
の
東
麓
に
聳
え
る
標
高
七
九
九
メ
ー
ト
ル
の
緩
や
か
な
円
錐
形
の
山
で
、
神
体
山
の

形
を
な
し
て
い
る
（
20
）

。
ま
た
西
宮
に
つ
い
て
は
、
「山
家
氏
神
職
之
記
」
に
、
西
宮
の
神

主
の
居
所
を
荒
子
屋
敷
と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
と
す
る
記
載
が
あ
り
（
21
）

、
荒
子
の
地
名
は

現
在
も
青
麻
山
南
東
麓
に
位
置
す
る
蔵
王
町
宮
の
一
角
に
残
る
。
そ
し
て
実
際
に
付
近

に
西
宮
と
い
う
地
名
が
存
す
る
の
で
、
荒
子
屋
敷
は
や
は
り
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う
。
青
麻
山
頂
か
ら
南
東
に
約
五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
、
現
在
の
社
殿
か
ら
は

北
西
へ
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
地
点
に
あ
る
。

　

二
に
つ
い
て
は
関
係
す
る
記
述
が
『
聞
老
志
』
に
あ
る
。
刈
田
神
社
の
条
に
「
郷
人
謂

二

之
刈
田
宮
社
一 

去
二

宮
駅
北
一 

已
二
町
余 
宮
社
乃
南
面 

有
レ

寺 

曰
二

寶
池
山
蓮
蔵
寺
一 

（略
）神
名
帳
所
レ

謂
刈
田
峯
神
社
者 

非
二

不
忘
山
神
一 

実
此
宮
社
也 

其
説
尤
多
」（
22
）

と
あ
り
、
宮
の
刈
田
神
社
が
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
と
し
て
有
力
視
さ
れ
る
の
は
『
封
内

記
』
等
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
件
の
中
に
「
非
二

不
忘
山
神
一

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
一
部

に
不
忘
山
神
（
23
）

を
刈
田
嶺
神
社
に
擬
定
す
る
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が

二
に
い
う
刈
田
嶺
神
社
で
あ
り
、
蔵
王
刈
田
岳
山
上
に
立
地
す
る
。

　

不
忘
山
神
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
が
不
忘
山
の
条
で
「
土
人
呼
曰
二

蔵
王
嶽
一 

以
三

山

上
有
二

蔵
王
権
現
神
祠
一 

廼
神
名
帳
所
謂
苅
田
嶺
神
社
是
也 

山
下
有
レ

寺 
曰
二

金
峯
山

蔵
王
寺
一

」
と
し
て
、
不
忘
山
の
別
名
で
あ
る
蔵
王
嶽
の
名
の
元
と
な
っ
た
の
が
蔵
王
権

現
神
祠
で
、
そ
れ
が
地
元
で
い
う
刈
田
嶺
神
社
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
『
嚢
塵
埃

捨
録
』（
24
）

『大
日
本
史
』
が
こ
の
神
社
を
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
不
忘
山
の
神
社
が
蔵
王
権
現
社
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ

の
擬
定
は
難
し
い
。
蔵
王
権
現
は
本
来
山
岳
仏
教
に
関
係
す
る
性
格
を
も
つ
像
で
、
奈

良
吉
野
の
金
峯
山
寺
に
お
け
る
本
尊
と
し
て
知
ら
れ
る
。
当
地
の
蔵
王
権
現
社
も
そ
う

し
た
信
仰
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
右
記
の
『
聞
老
志
』
不
忘
山
の
条

に
、
蔵
王
権
現
神
祠
の
下
に
あ
る
寺
と
し
て
金
峯
山
蔵
王
寺
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
知

ら
れ
る
も
の
で
、
白
鳥
明
神
と
は
全
く
異
な
る
由
緒
を
持
つ
。
ま
た
白
鳥
明
神
は
当
時

か
ら
刈
田
嶺
神
社
あ
る
い
は
刈
田
神
社
と
さ
れ
て
い
る
が
、
不
忘
山
の
神
社
は
蔵
王
権

現
社
と
呼
ば
れ
、
名
称
か
ら
は
刈
田
嶺
神
社
と
す
る
根
拠
は
う
か
が
え
な
い
。

　

蔵
王
権
現
の
信
仰
は
平
安
時
代
に
始
ま
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
地

に
伝
わ
る
時
期
は
明
確
で
な
い
が
、
蔵
王
権
現
信
仰
と
深
く
関
わ
る
修
験
者
が
金
峯
山

を
拠
点
に
流
布
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
ゆ
く
の
は
平
安
末
期
以
降
と
い
わ
れ
て
お
り

（
25
）

、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
遡
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

刈
田
嶺
神
は
延
喜
式
神
名
帳
に
登
載
さ
れ
る
延
長
五
年
（
九
二
七
）
の
み
な
ら
ず
、
『
続

日
本
後
紀
』
に
従
五
位
下
を
叙
位
さ
れ
た
有
力
な
神
社
と
し
て
平
安
前
期
の
承
和
十
一

年
（
八
四
四
）
に
す
で
に
み
ら
れ
る
の
で
、
蔵
王
権
現
信
仰
が
伝
わ
る
以
前
か
ら
存
在
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
蔵
王
権
現
神
祠
が
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
の
本

来
の
姿
と
す
る
の
は
難
し
く
、
白
鳥
明
神
が
本
来
の
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
位
置
は
『
封
内
記
』
宮
邑
条
で
紹
介
し
た
と
お
り
、

少
な
く
と
も
平
安
時
代
に
は
麓
の
西
宮
に
遷
座
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
『
延
喜

式
』
の
時
代
に
照
ら
し
て
、
西
宮
の
所
在
地
と
推
定
さ
れ
た
前
述
の
荒
子
に
あ
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
1
図
）
。
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と
こ
ろ
で
蔵
王
権
現
社
が
刈
田
嶺
神
社
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
山
家
氏
神

職
之
記
」
の
記
録
を
み
る
と
、
修
験
道
に
お
け
る
霊
山
蔵
王
入
山
の
道
が
古
来
よ
り
大

刈
田
山
を
経
由
し
て
行
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
（
26
）

。
す
な
わ
ち
刈
田
嶺
神
社
は
蔵
王
入
山
の
道
の
起
点
寄
り
に
位
置
す
る
の
で

あ
る
（
2
図
）
。
こ
の
と
き
式
内
社
刈
田
嶺
神
社
は
荒
子
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
述
の

よ
う
に
大
刈
田
山
頂
か
ら
南
東
に
五
キ
ロ
も
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
地
元
に
と
っ

て
は
こ
の
山
が
刈
田
嶺
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
簡
単
に
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
蔵
王
権
現
を
奉
じ
た
異
な
る
信
仰
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
が
起
点
と
な
る
一

方
、
目
的
の
聖
地
は
不
忘
山
（
蔵
王
）
に
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
か
ら
刈
田
嶺
神
は
、
や

が
て
地
元
の
一
部
に
お
い
て
刈
田
嶺
信
仰
の
象
徴
で
あ
る
大
刈
田
山
よ
り
奥
に
あ
る
蔵

王
連
峰
の
神
社
が
刈
田
嶺
神
社
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
『
聞
老
志
』
不
忘
山
の
条
は
そ
う
し
た
変
化
の
所
産
で
あ
る
当
時
の
状
況
を
表

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
蔵
王
権
現
社
と
い
う
名
称
は
明
治
五
年
に
水
分
神

社
と
改
称
さ
れ
る
ま
で
続
き
、
明
治
八
年
に
本
来
の
現
社
名
に
な
っ
た
と
い
う
（
27
）

。

　

最
後
に
こ
の
神
社
が
大
刈
田
山
を
信
仰
対
象
と
す
る
こ
と
に
対
し
、
異
説
が
あ
る
の

で
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
『
蔵
王
町
史
』
に
よ
る
と
刈
田
嶺
神
社
を
白
鳥
明
神
と
す
る
の
は

一
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
神
体
は
蔵
王
連
峰
で
、
大
刈
田
山
の
刈
田
嶺
神
社
は

そ
の
里
宮
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
28
）

。
し
か
し
刈
田
嶺
が
ど
こ
を
指
す
の
か
古
代
資
料

に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
位
置
づ
け
は
慎
重
を
要
す
る
。
こ
の
こ
と
は
近
世

に
お
い
て
蔵
王
連
峰
は
不
忘
山
で
あ
り
（
29
）

、
一
般
的
呼
称
と
し
て
刈
田
嶺
が
確
認
さ

れ
な
い
の
は
や
は
り
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
奥
羽
両
国
を
跨
ぎ

か
つ
南
北
に
長
い
連
峰
を
刈
田
と
い
う
狭
小
な
地
域
名
で
表
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
、

ま
た
古
代
柴
田
郡
で
は
こ
れ
を
大
高
山
と
形
容
す
る
こ
と
（
大
高
山
神
社
の
条
）
、
さ
ら

に
大
刈
田
山
は
刈
田
郡
を
象
徴
し
崇
敬
さ
れ
た
呼
称
で
あ
り
、
素
朴
か
つ
古
風
な
形
容

は
大
高
山
に
通
じ
、
別
の
山
と
し
て
刈
田
嶺
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
山
容
は
ま
さ
に
神
体
山
と
い
っ
て
よ
い
等
の
こ
と
か
ら
大
刈
田
山
を
神
体
山
と

す
る
信
仰
を
排
除
す
る
の
は
困
難
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

名
取
郡

2 

タ
　
カ
ノ
　
　
　
　

多
加
神
社

　

多
加
神
社
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
『
日
本
総
国
風
土
記
』
陸
奥
国
名
取
郡
の
条
に
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老
志
』
で
登
場
す
る
多
賀
城
址
内
の
多
賀
神
社
が
欠
落
す
る
が
、
こ
れ
は
同
書
が
浮
島

明
神
を
多
賀
神
社
に
擬
定
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
考
え
の
も
と
に
認
め
な
か
っ
た
た
め

で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
み
に
同
書
の
改
訂
版
と
も
い
わ
れ
る
浮
島
村
の
「
安
永
風
土

記
」
で
は
浮
島
明
神
も
削
除
さ
れ
多
賀
の
神
社
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
～
四
の
説
は
以
上
か
ら
伝
承
の
実
態
と
は
関
わ
り
な
く
多
賀
神
社
を
擬
定
し
た
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
検
討
す
る
と
、
二
に
つ
い
て
『
多
賀
城
町
誌
』
は
神

明
宮
す
な
わ
ち
現
多
賀
神
社
が
「
お
伊
勢
様
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
す
る
（
49
）

。

神
明
社
は
俗
に
お
伊
勢
様
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
『
封
内

記
』
の
神
明
宮
と
す
る
記
録
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
由
緒
を
も
つ
神
社

に
対
し
、
こ
れ
を
多
賀
神
社
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
神
社
は
多

賀
城
廃
寺
跡
の
堂
塔
の
礎
石
上
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
世
紀
中
頃
ま

で
存
在
し
た
寺
院
の
時
期
か
ら
み
て
重
複
す
る
可
能
性
が
あ
り
（
50
）

、
ま
た
寺
社
と
も

に
多
賀
城
に
密
接
に
関
係
し
相
応
の
役
割
担
っ
た
宗
教
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

考
え
が
た
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
三
の
浮
島
神
社
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
記
録
は
江
戸
時
代
を
遙
か
に
遡
る
。

そ
れ
は
『
朝
野
群
載
』
に
「
式
外
神
社
進
下
合
二

御
卜
一

證
文
上
（
略
）
延
久
六
年
六
月
御
卜
。

座
二

陸
奥
国
浮
島
鹽
竃
鳥
海
三
箇
社
一

」
と
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
一
社
が
浮
島
神
社
と
み

ら
れ
る
も
の
で
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
の
延
久
六
年
（
一
〇
七
四
）
以
前
に
は
公
に

知
ら
れ
た
式
外
社
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
神
社
名
は
古
く
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
式
外
社
で
あ
る
点
も
併
せ
考
え
る
と
、
こ
の
神
社
を
該
当
さ
せ

る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　

四
の
総
社
宮
は
古
く
か
ら
奏
社
と
称
さ
れ
て
き
た
神
社
で
あ
る
。
こ
の
神
社
に
つ
い

て
『
鹽
竃
神
社
』
は
、
鹽
竃
神
社
に
対
す
る
国
司
の
奏
上
や
奏
聞
を
行
う
神
社
で
あ
る
が
、

本
来
は
多
賀
神
社
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
う
ち
奏
上
や
奏
聞
と
い
う
神
社
の
性
格
に

つ
い
て
は
、
『
聞
老
志
』
が
鹽
竈
神
社
の
条
で
「
奏
社
神
郷
人
以
為
其
地
在
二

本
社
前
道

一

伝
二

祈
祝
之
言
於
本
社
一

之
神
也
」
と
し
て
既
に
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
が
多
賀
神
社
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
式
内
社
多
賀
神
社
と

い
う
有
力
社
名
を
あ
え
て
変
更
す
る
理
由
は
何
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
の
で
、

肯
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
『
宮
城
県
史
』
12
か
ら
多
賀
城
内
の
多
賀
神
社
は
明
治
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「
多
賀
神
社
。
圭
田
、
五
十
八
束
、
二
字
田
、
所
祭
伊
弉
諾
尊
也
、
雄
略
二
年
始
奉
圭

田
、
行
神
礼
式
祭
」
と
紹
介
さ
れ
る
（
30
）

。
し
か
し
そ
こ
に
所
在
地
の
記
載
は
な
い
。

『
聞
老
志
』
に
お
い
て
も
右
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
。
所
在
地
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
る
の
は
『
名
蹟
志
』
以
降
で
あ
る
。

　

所
在
地
に
つ
い
て
は
二
つ
の
説
が
あ
る
。
一
つ
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
等
に
よ

る
も
の
で
、
高
柳
の
少
宮
と
す
る
（
3
図
）
。
現
在
名
取
市
高
柳
に
所
在
す
る
多
賀
神

社
で
あ
る
。
そ
の
後
の
神
社
解
説
書
で
あ
る
『
神
祇
志
料
』
や
『
神
社
覈
録
』
等
が
こ
の

説
に
従
っ
て
い
る
。
擬
定
の
理
由
は
、
『
名
蹟
志
』
で
は
多
加
神
社
の
祭
神
で
あ
る
伊

弉
諾
尊
が
「
日
の
少
宮
」
に
留
ま
っ
た
と
い
う
神
話
（
31
）

に
着
目
し
、
少
宮
が
共
通
す
る

こ
と
を
根
拠
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
少
宮
に
つ
い
て
は
『
名
蹟
志
』
が
「
郷
説
若

宮
八
幡
と
呼
非
な
り
」
と
し
て
「
若
宮
八
幡
」
と
呼
ぶ
地
元
の
説
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
こ
と
は
「
日
の
少
宮
」
と
さ
れ
て
い
な
い
地
元
の
実
態
を
表
し
て
お
り
問
題
を
残
す

も
の
と
い
え
る
。
仮
に
「
少
宮
」
の
み
を
重
視
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
多
加
神

社
と
直
接
結
び
つ
け
る
の
は
、
根
拠
と
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
『
封
内

記
』
以
下
の
各
書
も
こ
の
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
の
で
、
本
説
全
体
の
疑
問
と
い

え
る
。

　

二
つ
は
仙
台
市
富
沢
所
在
の
多
賀
神
社
を
あ
て
る
（
3
図
）
。
古
く
は
安
永
四
年
（
一

七
七
五
）
に
仙
台
藩
主
伊
達
重
村
の
命
に
よ
り
田
辺
希
文
が
撰
し
た
現
多
賀
神
社
境
内

の
「
碑
文
」
が
あ
り
（
32
）

、
そ
の
他
と
し
て
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
『
特
選
神
名
牒
』
『
大

日
本
史
』
『
地
名
辞
書
』
等
が
同
一
説
を
と
っ
て
い
る
。
近
年
は
『
宮
城
県
史
』
1
や
『
式

内
社
調
査
報
告
』
等
に
紹
介
さ
れ
有
力
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
「
碑
文
」
の
撰
者
田
辺
希
文
は
、
『
封
内
記
』
の
編
者
で
も
あ
る
。
同
書
は

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
で
、
田
辺
は
高
柳
説
か
ら
ま
も
な
く
富

沢
説
に
転
向
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
多
賀
神
社
の
如
何
を
問
う
上
で
重
要
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
『
封
内
記
』
の
典
拠
と
な
っ
た
『
名
蹟
志
』
の
説
も
田
辺
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
た
形
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

『
仙
臺
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
富
沢
の
多
賀
神
社
は
政
宗
以
後
代
々
藩
主
の
崇
敬
厚
く
、

伊
達
宗
村
や
重
村
に
よ
っ
て
社
殿
が
造
営
さ
れ
て
き
た
と
い
う
（
33
）

。
碑
文
も
そ
う
し

た
状
況
が
反
映
さ
れ
て
成
っ
た
も
の
で
、
仙
台
藩
か
ら
崇
敬
さ
れ
る
相
応
の
理
由
が
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
『
封
内
記
』
で
は
本
神
社
は
大
鷹
神
社
と
し
て
紹
介
し
て
お

り
、
さ
ら
に
『
仙
臺
市
史
』
で
は
こ
の
神
社
は
古
く
か
ら
お
多
賀
様
と
称
さ
れ
て
い
た
と

す
る
（
34
）

。
こ
の
こ
と
を
突
き
合
わ
せ
る
と
「
大
鷹
」
＝
「
お
多
賀
（
多
加
）
」
と
い
う
こ
と

で
、
音
の
類
似
か
ら
名
称
の
共
通
性
を
指
摘
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
『
神
社
覈
録
』
に
よ
る
と
名
取
郡
の
条
で
近
江
国
の
多
何
神
社
（
35
）

の
類
社
と
し

て
本
社
の
他
に
宮
城
郡
多
賀
神
社
を
挙
げ
る
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
『
封
内
記
』
も
古

く
か
ら
伝
わ
る
こ
と
と
し
て
近
江
国
の
多
賀
神
社
を
勧
請
し
た
も
の
と
し
て
紹
介
す
る
。

こ
う
し
た
関
係
は
、
近
江
と
本
神
社
を
比
較
す
る
と
、
神
社
名
の
み
な
ら
ず
祭
神
が
伊

弉
諾
で
あ
る
こ
と
や
、
末
社
と
し
て
日
向
神
社
、
山
田
神
社
が
あ
る
こ
と
等
の
共
通
点

が
あ
り
、
や
は
り
同
系
の
神
社
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　

さ
ら
に
本
神
社
と
宮
城
郡
の
多
賀
神
社
と
の
歴
史
環
境
を
比
較
す
る
と
、
同
社
は
多

賀
城
跡
内
に
所
在
し
、
陸
奥
国
府
と
密
接
な
位
置
関
係
に
あ
る
。
一
方
本
神
社
も
城
柵

国土地理院発行の5万分の１
地形図（仙台）をもとに作成（ ）
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官
衙
で
あ
っ
た
郡
山
遺
跡
が
隣
接
す
る
（
36
）

。
そ
れ
に
比
し
て
高
柳
の
神
社
地
は
郡
山

遺
跡
と
は
名
取
川
を
挟
ん
で
南
東
に
離
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
社
は
重
要
施
設
と

の
関
係
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
多
加
神
社
に
擬
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
高
柳
が
擬
定
地
の
一
つ
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
地
の
神
社
の
す
ぐ

東
に
接
す
る
土
地
に
国
よ
り
賜
っ
た
田
を
表
す
「
圭
田
」
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
（
3

図
）
。
こ
れ
は
、
上
記
の
『
日
本
総
国
風
土
記
』
に
「
多
賀
神
社
。（
略
）
雄
略
二
年
始
奉
圭

田
、
行
神
礼
式
祭
」
と
し
て
表
れ
る
社
領
の
圭
田
と
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ

と
が
高
柳
の
多
賀
神
社
の
存
在
に
関
係
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
さ
れ
る
（
37
）

。

3 
 

サ 
 

ク

エ
ノ　
　

佐
具
叡
神
社

　

佐
具
叡
神
社
は
現
在
名
取
市
笠
島
の
道
祖
神
社
（
佐
倍
乃
神
社
）
に
合
祀
さ
れ
て
い
る

（
38
）

。
旧
社
地
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
佐
久
間
洞

巌
が
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
実
施
し
た
名
取
郡
に
お
け
る
勝
迹
の
巡
行
に
係
る
所
見

で
、
「
元
禄
元
年
戊
辰
依
レ

命
巡
二

行
干
名
取
郡
一 

而
問
二

勝
迹
一 

笠
島
村
中
有
二

民
家
一

曰
二

之
北
野
宅
一

有
二

小
祠
一 

曰
二

実
方
墓
一 

或
曰
二

作
衛
臣
一 
是
乃
往
時
佐
具
叡
神
址
也

郷
人
誤
二

其
音
一

且
以
為
二

昔
人
墓
一

也
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
笠
島
村
北
野

の
屋
敷
に
小
祠
が
あ
っ
て
こ
れ
が
実
方
中
将
の
墓
あ
る
い
は
作
衛
臣
す
な
わ
ち
佐
具
叡

神
址
と
し
て
い
る
。
洞
巌
が
佐
具
叡
神
址
と
判
じ
た
の
は
、
郷
人
が
佐
具
叡
神
（
サ
ク
エ

シ
ン
）
の
音
を
誤
っ
て
作
衛
臣
と
受
け
取
り
、
そ
の
た
め
昔
人
の
墓
と
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
と
し
て
い
る
。
佐
具
叡
神
に
因
む
北
野
と
い
う
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
佐
具
叡
神
社
の
鎮
座
地
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

た
だ
し
文
中
に
笠
島
村
と
あ
る
の
は
、
現
在
も
残
る
北
野
の
地
名
や
実
方
墓
と
さ
れ

る
旧
跡
が
、
現
在
の
大
字
笠
島
に
は
存
在
せ
ず
、
実
際
は
北
に
隣
接
す
る
大
字
塩
手
に

あ
る
こ
と
か
ら
塩
手
村
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
名
蹟
志
』
『
封
内
記
』

等
も
塩
手
村
の
北
野
の
宅
に
あ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
北
野
の
小
祠
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
地
に
は
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
仙
台
藩
勘
定
奉
行
奥
山
橘
園
が
撰
し
た
佐
具

叡
神
社
碑
文
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　

な
お
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
大
日
本
史
』
が
笠
島
、
塩
手
二

村
の
間
に
あ
っ
て
岐
神
（
道
祖
神
）
を
祀
る
と
し
、
『
名
取
郡
誌
』（
39
）

が
笠
島
の
道
祖
神

社
で
あ
る
と
す
る
。
道
祖
神
社
は
中
世
の
『
源
平
盛
衰
記
』
に
登
場
す
る
古
社
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
佐
具
叡
神
社
に
関
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
今
に
伝
わ
る
由
緒
に
も
佐
具

叡
神
社
で
あ
っ
た
と
す
る
記
述
は
な
い
（
40
）

。
ま
た
佐
具
叡
神
社
は
明
治
時
代
末
期
に

道
祖
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
41
）

、
本
来
別
の
神
社
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
説
で
は
ま
た
神
社
の
所
在
地
と
し
て
再
び
笠
島
の
地
が
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
の
「
塩
手
村
中
澤
家
文
書
」
に
道
祖
神
の
地
は

も
と
塩
手
村
で
あ
っ
た
が
、
笠
島
村
に
移
管
さ
れ
た
と
さ
れ
る
（
42
）

。
そ
う
で
あ
れ
ば

前
述
の
『
聞
老
志
』
も
含
め
た
地
名
の
混
乱
は
こ
の
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
は
そ
の
社
地
は
名
取
市
愛
島
塩
手

の
北
野
に
あ
っ
た
と
し
て
お
き
た
い
。
名
取
市
西
部
を
南
北
に
延
び
る
高
館
丘
陵
の
東

麓
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
6
図
）
。

宮
城
郡

4 
 

イ 
 

ズ　

サ
ヒ
メ
ノ　
　

伊
豆
佐
売
神
社

　

伊
豆
佐
売
神
社
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
等
い
ず
れ
も
飯
土
井
村
に
あ
る
と
し
、

現
在
も
宮
城
郡
利
府
町
飯
土
井
に
所
在
す
る
。
県
道
仙
台
松
島
線
沿
い
の
独
立
丘
陵
上
で

あ
る
（
6
図
）
。
な
お
こ
の
地
域
は
古
代
駅
屋
「
栖
屋
」
の
大
凡
の
擬
定
地
と
さ
れ
る
菅

谷
地
区
に
隣
接
す
る
（
43
）

。
ま
た
国
府
多
賀
城
か
ら
北
西
に
約
三
キ
ロ
の
地
点
で
あ
る
。

5 
 

シ 
 

ワ

ヒ
コ
ノ　
　

志
波
彦
神
社

　

志
波
彦
神
社
は
現
在
塩
竃
市
一
森
山
の
鹽
竈
神
社
境
内
に
あ
る
が
、
由
緒
で
は
明
治

７
年
に
宮
城
郡
岩
切
か
ら
鹽
竈
神
社
別
宮
内
に
遷
座
さ
れ
、
そ
の
後
昭
和
十
三
年
に
現

在
地
に
新
殿
が
造
営
さ
れ
現
在
に
至
る
。
岩
切
に
所
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
聞
老

志
』
や
『
名
蹟
志
』
、
『
封
内
記
』
等
が
記
し
て
い
る
。
こ
の
場
所
は
現
在
の
仙
台
市
宮
城

野
区
岩
切
宮
前
で
、
七
北
田
川
北
岸
の
台
地
上
で
あ
る
（
6
図
）
。

ｍ

一

三

四

一

二二

三

四

4図　多賀神社
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6 

ハ
ナ
フ
シ
ノ　
　

鼻
節
神
社

　

鼻
節
神
社
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
や
『
名
蹟
志
』
、
『
封
内
記
』
等
い
ず
れ
も
宮
城
郡

花
淵
浜
に
あ
る
と
す
る
。
現
在
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
淵
浜
垂
水
に
所
在
す
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
太
平
洋
に
突
き
出
た
小
高
い
岬
の
上
に
鎮
ま
っ
て
お
り
、
す
ぐ
北
側
は
塩
釜

湾
の
入
口
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
5
図
）
。

　

な
お
「
鼻
節
神
社
縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
吼

坊
ケ
崎
か
ら
沢
一
つ
隔
て
た
北
側
の
現
在
地
に
遷
し
た
と
す
る
（
44
）

。
吼
坊
ケ
崎
は
現
在

保
ケ
崎
と
呼
ば
れ
、
縁
起
ど
お
り
沢
を
隔
て
た
丘
陵
上
で
あ
る
が
、
現
在
地
と
は
立
地

上
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
神
社
か
ら
は
「
国
府
厨
印
」
と
刻
ま
れ
た
銅
印
の
伝

世
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
西
方
約
八
キ
ロ
に
あ
る
多
賀
城
と
の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。

7 

タ
カ
ノ　
　
　
　

多
賀
神
社

　

多
賀
神
社
の
位
置
に
つ
い
て
は
四
つ
の
説
が
あ
る
。
何
れ
も
多
賀
城
跡
内
も
し
く
は

そ
の
周
辺
地
域
に
あ
る
（
4
図
）
。

　

一
は
『
聞
老
志
』
が
多
賀
神
祠
の
条
で
「
舊
在
二

多
賀
城
址
中
一

」
と
し
、
ま
た
「
多
賀

城
」
の
条
で
「
多
賀
城 

在
二

市
川
村
南
一 

有
二

往
昔
城
塁
古
址
一 

上
有
二

多
賀
神
祠
一

」
と

し
、
多
賀
城
内
に
あ
っ
た
と
す
る
。
明
治
二
十
二
年
に
地
元
で
発
行
さ
れ
た
多
賀
城
故

址
の
図
が
あ
る
が
（
5
図
）
、
そ
の
旧
塩
釜
街
道
沿
い
に
位
置
す
る
神
社
が
そ
れ
で
あ
ろ

う
。
江
戸
期
に
は
廃
れ
て
い
た
た
め
か
『
封
内
記
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ

で
も
失
わ
れ
ず
今
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
宮
城
県
史
』
16
（
45
）

、
『
多
賀

城
町
誌
』（
46
）

等
が
こ
の
神
社
に
比
定
し
て
い
る
。

　

二
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
、
六
十
三
才
で
没
し
た
鹽
竈
神
社
祠
官
藤
塚
知
明
（
式

部
）
が
唱
え
た
も
の
で
、
「
鹽
竈
神
社
記
」（
47
）

に
「
曰
如
今
多
賀
路
東
側
高
崎
之
地
、
往

古
有
二

大
社
一

今
亡
、
其
舊
址
許
多
礎
石
及
堂
塔
之
踏
現
存
焉
。
此
恐
多
賀
神
社
之
舊
墟

也
」
と
あ
っ
て
、
高
崎
の
多
賀
城
廃
寺
跡
堂
塔
礎
石
の
上
に
あ
っ
た
と
す
る
。
現
在
廃
寺

の
北
に
移
祀
さ
れ
た
多
賀
神
社
で
あ
る
。
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
『
特
選
神
名
牒
』

『
神
社
名
鑑
』
『
式
内
社
調
査
報
告
』
等
も
こ
の
神
社
に
比
定
し
、
有
力
な
説
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
『
封
内
記
』
に
よ
る
と
地
元
で
は
神
明
宮
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

三
は
『
封
内
記
』
浮
島
邑
の
条
に
「
多
賀
神
社
。
伝
云
。
古
昔
多
賀
城
主
。
勧
二

請
江
州

多
賀
神
社
一

。
（
略
）
田
上
有
二

一
丘
一

。
丘
上
有
二

神
祀
一

。
是
乃
浮
島
明
神
也
。
不
レ

詳
レ

祭
二

何
神
一

。
指
二

此
社
（
多
賀
神
社
）一
乎
」
と
あ
り
、
地
元
に
伝
わ
っ
て
い
る
浮
島
明
神

を
多
賀
神
社
と
し
、
江
州
多
賀
神
社
か
ら
勧
請
し
た
神
社
と
す
る
。
『
聞
老
志
』
に
は
浮

島
神
社
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
の
浮
島
神
社
で
あ
る
。

　

四
は
『
大
日
本
史
』
に
「
多
賀
神
社
今
在
二

市
川
村
一

曰
二

奏
社
明
神
一

延
暦
十
五
年
授
二

従
五
位
下
一

日
本
後
紀
延
喜
制
二
座
共
列
二

小
社
一

延
喜
式
」
と
あ
り
、
多
賀
城
跡
東
門

に
隣
接
す
る
総
社
宮
を
あ
て
る
。
『
鹽
竈
神
社
』
も
同
様
の
説
を
唱
え
て
い
る
（
48
）

。
し

か
し
『
聞
老
志
』
と
『
封
内
記
』
は
そ
れ
ぞ
れ
奏
社
、
奏
社
明
神
と
だ
け
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
各
説
を
整
理
す
る
と
地
元
の
伝
承
に
基
づ
く
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
一
は
5
図
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
地
域
に
伝
わ
っ
た
多
賀
神

社
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
～
四
は
当
時
の
神
社
名
と
は
異
な
る
も

の
を
擬
定
し
て
い
る
。
以
下
『
聞
老
志
』
や
『
封
内
記
』
に
み
る
各
説
の
所
在
地
の
神
社

を
ま
と
め
る
と
次
頁
の
表
の
と
お
り
と
な
る
。

　

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
多
賀
城
内
が
多
賀
神
社
、
高
崎
が
神
明
社
、
浮
島
が
浮
島

神
社
、
市
川
が
総
（
奏
）
社
宮
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
『
封
内
記
』
で
は
先
行
す
る
『
聞
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官
衙
で
あ
っ
た
郡
山
遺
跡
が
隣
接
す
る
（
36
）

。
そ
れ
に
比
し
て
高
柳
の
神
社
地
は
郡
山

遺
跡
と
は
名
取
川
を
挟
ん
で
南
東
に
離
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
社
は
重
要
施
設
と

の
関
係
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
多
加
神
社
に
擬
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
高
柳
が
擬
定
地
の
一
つ
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
地
の
神
社
の
す
ぐ

東
に
接
す
る
土
地
に
国
よ
り
賜
っ
た
田
を
表
す
「
圭
田
」
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
（
3

図
）
。
こ
れ
は
、
上
記
の
『
日
本
総
国
風
土
記
』
に
「
多
賀
神
社
。（
略
）
雄
略
二
年
始
奉
圭

田
、
行
神
礼
式
祭
」
と
し
て
表
れ
る
社
領
の
圭
田
と
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ

と
が
高
柳
の
多
賀
神
社
の
存
在
に
関
係
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
さ
れ
る
（
37
）

。

3 
 

サ 
 

ク

エ
ノ　
　

佐
具
叡
神
社

　

佐
具
叡
神
社
は
現
在
名
取
市
笠
島
の
道
祖
神
社
（
佐
倍
乃
神
社
）
に
合
祀
さ
れ
て
い
る

（
38
）

。
旧
社
地
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
佐
久
間
洞

巌
が
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
実
施
し
た
名
取
郡
に
お
け
る
勝
迹
の
巡
行
に
係
る
所
見

で
、
「
元
禄
元
年
戊
辰
依
レ

命
巡
二

行
干
名
取
郡
一 

而
問
二

勝
迹
一 

笠
島
村
中
有
二

民
家
一

曰
二

之
北
野
宅
一

有
二

小
祠
一 

曰
二

実
方
墓
一 

或
曰
二

作
衛
臣
一 

是
乃
往
時
佐
具
叡
神
址
也

郷
人
誤
二

其
音
一

且
以
為
二

昔
人
墓
一

也
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
笠
島
村
北
野

の
屋
敷
に
小
祠
が
あ
っ
て
こ
れ
が
実
方
中
将
の
墓
あ
る
い
は
作
衛
臣
す
な
わ
ち
佐
具
叡

神
址
と
し
て
い
る
。
洞
巌
が
佐
具
叡
神
址
と
判
じ
た
の
は
、
郷
人
が
佐
具
叡
神
（
サ
ク
エ

シ
ン
）
の
音
を
誤
っ
て
作
衛
臣
と
受
け
取
り
、
そ
の
た
め
昔
人
の
墓
と
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
と
し
て
い
る
。
佐
具
叡
神
に
因
む
北
野
と
い
う
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
佐
具
叡
神
社
の
鎮
座
地
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

た
だ
し
文
中
に
笠
島
村
と
あ
る
の
は
、
現
在
も
残
る
北
野
の
地
名
や
実
方
墓
と
さ
れ

る
旧
跡
が
、
現
在
の
大
字
笠
島
に
は
存
在
せ
ず
、
実
際
は
北
に
隣
接
す
る
大
字
塩
手
に

あ
る
こ
と
か
ら
塩
手
村
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
名
蹟
志
』
『
封
内
記
』

等
も
塩
手
村
の
北
野
の
宅
に
あ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
北
野
の
小
祠
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
地
に
は
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
仙
台
藩
勘
定
奉
行
奥
山
橘
園
が
撰
し
た
佐
具

叡
神
社
碑
文
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　

な
お
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
大
日
本
史
』
が
笠
島
、
塩
手
二

村
の
間
に
あ
っ
て
岐
神
（
道
祖
神
）
を
祀
る
と
し
、
『
名
取
郡
誌
』（
39
）

が
笠
島
の
道
祖
神

社
で
あ
る
と
す
る
。
道
祖
神
社
は
中
世
の
『
源
平
盛
衰
記
』
に
登
場
す
る
古
社
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
佐
具
叡
神
社
に
関
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
今
に
伝
わ
る
由
緒
に
も
佐
具

叡
神
社
で
あ
っ
た
と
す
る
記
述
は
な
い
（
40
）

。
ま
た
佐
具
叡
神
社
は
明
治
時
代
末
期
に

道
祖
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
41
）

、
本
来
別
の
神
社
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
説
で
は
ま
た
神
社
の
所
在
地
と
し
て
再
び
笠
島
の
地
が
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
の
「
塩
手
村
中
澤
家
文
書
」
に
道
祖
神
の
地
は

も
と
塩
手
村
で
あ
っ
た
が
、
笠
島
村
に
移
管
さ
れ
た
と
さ
れ
る
（
42
）

。
そ
う
で
あ
れ
ば

前
述
の
『
聞
老
志
』
も
含
め
た
地
名
の
混
乱
は
こ
の
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
は
そ
の
社
地
は
名
取
市
愛
島
塩
手

の
北
野
に
あ
っ
た
と
し
て
お
き
た
い
。
名
取
市
西
部
を
南
北
に
延
び
る
高
館
丘
陵
の
東

麓
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
6
図
）
。

宮
城
郡

4 
 

イ 
 

ズ　

サ
ヒ
メ
ノ　
　

伊
豆
佐
売
神
社

　

伊
豆
佐
売
神
社
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
等
い
ず
れ
も
飯
土
井
村
に
あ
る
と
し
、

現
在
も
宮
城
郡
利
府
町
飯
土
井
に
所
在
す
る
。
県
道
仙
台
松
島
線
沿
い
の
独
立
丘
陵
上
で

あ
る
（
6
図
）
。
な
お
こ
の
地
域
は
古
代
駅
屋
「
栖
屋
」
の
大
凡
の
擬
定
地
と
さ
れ
る
菅

谷
地
区
に
隣
接
す
る
（
43
）

。
ま
た
国
府
多
賀
城
か
ら
北
西
に
約
三
キ
ロ
の
地
点
で
あ
る
。

5 
 

シ 
 

ワ

ヒ
コ
ノ　
　

志
波
彦
神
社

　

志
波
彦
神
社
は
現
在
塩
竃
市
一
森
山
の
鹽
竈
神
社
境
内
に
あ
る
が
、
由
緒
で
は
明
治

７
年
に
宮
城
郡
岩
切
か
ら
鹽
竈
神
社
別
宮
内
に
遷
座
さ
れ
、
そ
の
後
昭
和
十
三
年
に
現

在
地
に
新
殿
が
造
営
さ
れ
現
在
に
至
る
。
岩
切
に
所
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
聞
老

志
』
や
『
名
蹟
志
』
、
『
封
内
記
』
等
が
記
し
て
い
る
。
こ
の
場
所
は
現
在
の
仙
台
市
宮
城

野
区
岩
切
宮
前
で
、
七
北
田
川
北
岸
の
台
地
上
で
あ
る
（
6
図
）
。

ｍ

一

三

四

一

二二

三

四

4図　多賀神社
国土地理院発行の2万5千分の１
地形図（仙台東北部）をもとに作成（ ）

6 
ハ
ナ
フ
シ
ノ　
　

鼻
節
神
社

　

鼻
節
神
社
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
や
『
名
蹟
志
』
、
『
封
内
記
』
等
い
ず
れ
も
宮
城
郡

花
淵
浜
に
あ
る
と
す
る
。
現
在
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
淵
浜
垂
水
に
所
在
す
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
太
平
洋
に
突
き
出
た
小
高
い
岬
の
上
に
鎮
ま
っ
て
お
り
、
す
ぐ
北
側
は
塩
釜

湾
の
入
口
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
5
図
）
。

　

な
お
「
鼻
節
神
社
縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
吼

坊
ケ
崎
か
ら
沢
一
つ
隔
て
た
北
側
の
現
在
地
に
遷
し
た
と
す
る
（
44
）

。
吼
坊
ケ
崎
は
現
在

保
ケ
崎
と
呼
ば
れ
、
縁
起
ど
お
り
沢
を
隔
て
た
丘
陵
上
で
あ
る
が
、
現
在
地
と
は
立
地

上
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
神
社
か
ら
は
「
国
府
厨
印
」
と
刻
ま
れ
た
銅
印
の
伝

世
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
西
方
約
八
キ
ロ
に
あ
る
多
賀
城
と
の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。

7 

タ
カ
ノ　
　
　
　

多
賀
神
社

　

多
賀
神
社
の
位
置
に
つ
い
て
は
四
つ
の
説
が
あ
る
。
何
れ
も
多
賀
城
跡
内
も
し
く
は

そ
の
周
辺
地
域
に
あ
る
（
4
図
）
。

　

一
は
『
聞
老
志
』
が
多
賀
神
祠
の
条
で
「
舊
在
二

多
賀
城
址
中
一

」
と
し
、
ま
た
「
多
賀

城
」
の
条
で
「
多
賀
城 

在
二

市
川
村
南
一 

有
二

往
昔
城
塁
古
址
一 

上
有
二

多
賀
神
祠
一

」
と

し
、
多
賀
城
内
に
あ
っ
た
と
す
る
。
明
治
二
十
二
年
に
地
元
で
発
行
さ
れ
た
多
賀
城
故

址
の
図
が
あ
る
が
（
5
図
）
、
そ
の
旧
塩
釜
街
道
沿
い
に
位
置
す
る
神
社
が
そ
れ
で
あ
ろ

う
。
江
戸
期
に
は
廃
れ
て
い
た
た
め
か
『
封
内
記
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ

で
も
失
わ
れ
ず
今
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
宮
城
県
史
』
16
（
45
）

、
『
多
賀

城
町
誌
』（
46
）

等
が
こ
の
神
社
に
比
定
し
て
い
る
。

　

二
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
、
六
十
三
才
で
没
し
た
鹽
竈
神
社
祠
官
藤
塚
知
明
（
式

部
）
が
唱
え
た
も
の
で
、
「
鹽
竈
神
社
記
」（
47
）

に
「
曰
如
今
多
賀
路
東
側
高
崎
之
地
、
往

古
有
二

大
社
一

今
亡
、
其
舊
址
許
多
礎
石
及
堂
塔
之
踏
現
存
焉
。
此
恐
多
賀
神
社
之
舊
墟

也
」
と
あ
っ
て
、
高
崎
の
多
賀
城
廃
寺
跡
堂
塔
礎
石
の
上
に
あ
っ
た
と
す
る
。
現
在
廃
寺

の
北
に
移
祀
さ
れ
た
多
賀
神
社
で
あ
る
。
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
『
特
選
神
名
牒
』

『
神
社
名
鑑
』
『
式
内
社
調
査
報
告
』
等
も
こ
の
神
社
に
比
定
し
、
有
力
な
説
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
『
封
内
記
』
に
よ
る
と
地
元
で
は
神
明
宮
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

三
は
『
封
内
記
』
浮
島
邑
の
条
に
「
多
賀
神
社
。
伝
云
。
古
昔
多
賀
城
主
。
勧
二

請
江
州

多
賀
神
社
一

。
（
略
）
田
上
有
二

一
丘
一

。
丘
上
有
二

神
祀
一

。
是
乃
浮
島
明
神
也
。
不
レ

詳
レ

祭
二

何
神
一

。
指
二

此
社
（
多
賀
神
社
）一
乎
」
と
あ
り
、
地
元
に
伝
わ
っ
て
い
る
浮
島
明
神

を
多
賀
神
社
と
し
、
江
州
多
賀
神
社
か
ら
勧
請
し
た
神
社
と
す
る
。
『
聞
老
志
』
に
は
浮

島
神
社
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
の
浮
島
神
社
で
あ
る
。

　

四
は
『
大
日
本
史
』
に
「
多
賀
神
社
今
在
二

市
川
村
一

曰
二

奏
社
明
神
一

延
暦
十
五
年
授
二

従
五
位
下
一

日
本
後
紀
延
喜
制
二
座
共
列
二

小
社
一

延
喜
式
」
と
あ
り
、
多
賀
城
跡
東
門

に
隣
接
す
る
総
社
宮
を
あ
て
る
。
『
鹽
竈
神
社
』
も
同
様
の
説
を
唱
え
て
い
る
（
48
）

。
し

か
し
『
聞
老
志
』
と
『
封
内
記
』
は
そ
れ
ぞ
れ
奏
社
、
奏
社
明
神
と
だ
け
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
各
説
を
整
理
す
る
と
地
元
の
伝
承
に
基
づ
く
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
一
は
5
図
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
地
域
に
伝
わ
っ
た
多
賀
神

社
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
～
四
は
当
時
の
神
社
名
と
は
異
な
る
も

の
を
擬
定
し
て
い
る
。
以
下
『
聞
老
志
』
や
『
封
内
記
』
に
み
る
各
説
の
所
在
地
の
神
社

を
ま
と
め
る
と
次
頁
の
表
の
と
お
り
と
な
る
。

　

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
多
賀
城
内
が
多
賀
神
社
、
高
崎
が
神
明
社
、
浮
島
が
浮
島

神
社
、
市
川
が
総
（
奏
）
社
宮
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
『
封
内
記
』
で
は
先
行
す
る
『
聞
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5図　多賀城古趾の図（明治22年）
東北歴史資料館・宮城県多賀城跡調査研究所
『多賀城と古代東北』1985年(1992年再版）７頁より転載（ ）

老
志
』
で
登
場
す
る
多
賀
城
址
内
の
多
賀
神
社
が
欠
落
す
る
が
、
こ
れ
は
同
書
が
浮
島

明
神
を
多
賀
神
社
に
擬
定
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
考
え
の
も
と
に
認
め
な
か
っ
た
た
め

で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
み
に
同
書
の
改
訂
版
と
も
い
わ
れ
る
浮
島
村
の
「
安
永
風
土

記
」
で
は
浮
島
明
神
も
削
除
さ
れ
多
賀
の
神
社
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
～
四
の
説
は
以
上
か
ら
伝
承
の
実
態
と
は
関
わ
り
な
く
多
賀
神
社
を
擬
定
し
た
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
検
討
す
る
と
、
二
に
つ
い
て
『
多
賀
城
町
誌
』
は
神

明
宮
す
な
わ
ち
現
多
賀
神
社
が
「
お
伊
勢
様
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
す
る
（
49
）

。

神
明
社
は
俗
に
お
伊
勢
様
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
『
封
内

記
』
の
神
明
宮
と
す
る
記
録
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
由
緒
を
も
つ
神
社

に
対
し
、
こ
れ
を
多
賀
神
社
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
神
社
は
多

賀
城
廃
寺
跡
の
堂
塔
の
礎
石
上
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
世
紀
中
頃
ま

で
存
在
し
た
寺
院
の
時
期
か
ら
み
て
重
複
す
る
可
能
性
が
あ
り
（
50
）

、
ま
た
寺
社
と
も

に
多
賀
城
に
密
接
に
関
係
し
相
応
の
役
割
担
っ
た
宗
教
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

考
え
が
た
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
三
の
浮
島
神
社
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
記
録
は
江
戸
時
代
を
遙
か
に
遡
る
。

そ
れ
は
『
朝
野
群
載
』
に
「
式
外
神
社
進
下
合
二

御
卜
一

證
文
上
（
略
）
延
久
六
年
六
月
御
卜
。

座
二

陸
奥
国
浮
島
鹽
竃
鳥
海
三
箇
社
一

」
と
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
一
社
が
浮
島
神
社
と
み

ら
れ
る
も
の
で
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
の
延
久
六
年
（
一
〇
七
四
）
以
前
に
は
公
に

知
ら
れ
た
式
外
社
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
神
社
名
は
古
く
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
式
外
社
で
あ
る
点
も
併
せ
考
え
る
と
、
こ
の
神
社
を
該
当
さ
せ

る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　

四
の
総
社
宮
は
古
く
か
ら
奏
社
と
称
さ
れ
て
き
た
神
社
で
あ
る
。
こ
の
神
社
に
つ
い

て
『
鹽
竃
神
社
』
は
、
鹽
竃
神
社
に
対
す
る
国
司
の
奏
上
や
奏
聞
を
行
う
神
社
で
あ
る
が
、

本
来
は
多
賀
神
社
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
う
ち
奏
上
や
奏
聞
と
い
う
神
社
の
性
格
に

つ
い
て
は
、
『
聞
老
志
』
が
鹽
竈
神
社
の
条
で
「
奏
社
神
郷
人
以
為
其
地
在
二

本
社
前
道

一

伝
二

祈
祝
之
言
於
本
社
一

之
神
也
」
と
し
て
既
に
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
が
多
賀
神
社
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
式
内
社
多
賀
神
社
と

い
う
有
力
社
名
を
あ
え
て
変
更
す
る
理
由
は
何
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
の
で
、

肯
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
『
宮
城
県
史
』
12
か
ら
多
賀
城
内
の
多
賀
神
社
は
明
治
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「
多
賀
神
社
。
圭
田
、
五
十
八
束
、
二
字
田
、
所
祭
伊
弉
諾
尊
也
、
雄
略
二
年
始
奉
圭

田
、
行
神
礼
式
祭
」
と
紹
介
さ
れ
る
（
30
）

。
し
か
し
そ
こ
に
所
在
地
の
記
載
は
な
い
。

『
聞
老
志
』
に
お
い
て
も
右
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
。
所
在
地
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
る
の
は
『
名
蹟
志
』
以
降
で
あ
る
。

　

所
在
地
に
つ
い
て
は
二
つ
の
説
が
あ
る
。
一
つ
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
等
に
よ

る
も
の
で
、
高
柳
の
少
宮
と
す
る
（
3
図
）
。
現
在
名
取
市
高
柳
に
所
在
す
る
多
賀
神

社
で
あ
る
。
そ
の
後
の
神
社
解
説
書
で
あ
る
『
神
祇
志
料
』
や
『
神
社
覈
録
』
等
が
こ
の

説
に
従
っ
て
い
る
。
擬
定
の
理
由
は
、
『
名
蹟
志
』
で
は
多
加
神
社
の
祭
神
で
あ
る
伊

弉
諾
尊
が
「
日
の
少
宮
」
に
留
ま
っ
た
と
い
う
神
話
（
31
）

に
着
目
し
、
少
宮
が
共
通
す
る

こ
と
を
根
拠
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
少
宮
に
つ
い
て
は
『
名
蹟
志
』
が
「
郷
説
若

宮
八
幡
と
呼
非
な
り
」
と
し
て
「
若
宮
八
幡
」
と
呼
ぶ
地
元
の
説
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
こ
と
は
「
日
の
少
宮
」
と
さ
れ
て
い
な
い
地
元
の
実
態
を
表
し
て
お
り
問
題
を
残
す

も
の
と
い
え
る
。
仮
に
「
少
宮
」
の
み
を
重
視
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
多
加
神

社
と
直
接
結
び
つ
け
る
の
は
、
根
拠
と
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
『
封
内

記
』
以
下
の
各
書
も
こ
の
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
の
で
、
本
説
全
体
の
疑
問
と
い

え
る
。

　

二
つ
は
仙
台
市
富
沢
所
在
の
多
賀
神
社
を
あ
て
る
（
3
図
）
。
古
く
は
安
永
四
年
（
一

七
七
五
）
に
仙
台
藩
主
伊
達
重
村
の
命
に
よ
り
田
辺
希
文
が
撰
し
た
現
多
賀
神
社
境
内

の
「
碑
文
」
が
あ
り
（
32
）

、
そ
の
他
と
し
て
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
『
特
選
神
名
牒
』
『
大

日
本
史
』
『
地
名
辞
書
』
等
が
同
一
説
を
と
っ
て
い
る
。
近
年
は
『
宮
城
県
史
』
1
や
『
式

内
社
調
査
報
告
』
等
に
紹
介
さ
れ
有
力
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
「
碑
文
」
の
撰
者
田
辺
希
文
は
、
『
封
内
記
』
の
編
者
で
も
あ
る
。
同
書
は

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
で
、
田
辺
は
高
柳
説
か
ら
ま
も
な
く
富

沢
説
に
転
向
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
多
賀
神
社
の
如
何
を
問
う
上
で
重
要
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
『
封
内
記
』
の
典
拠
と
な
っ
た
『
名
蹟
志
』
の
説
も
田
辺
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
た
形
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

『
仙
臺
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
富
沢
の
多
賀
神
社
は
政
宗
以
後
代
々
藩
主
の
崇
敬
厚
く
、

伊
達
宗
村
や
重
村
に
よ
っ
て
社
殿
が
造
営
さ
れ
て
き
た
と
い
う
（
33
）

。
碑
文
も
そ
う
し

た
状
況
が
反
映
さ
れ
て
成
っ
た
も
の
で
、
仙
台
藩
か
ら
崇
敬
さ
れ
る
相
応
の
理
由
が
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
『
封
内
記
』
で
は
本
神
社
は
大
鷹
神
社
と
し
て
紹
介
し
て
お

り
、
さ
ら
に
『
仙
臺
市
史
』
で
は
こ
の
神
社
は
古
く
か
ら
お
多
賀
様
と
称
さ
れ
て
い
た
と

す
る
（
34
）

。
こ
の
こ
と
を
突
き
合
わ
せ
る
と
「
大
鷹
」
＝
「
お
多
賀
（
多
加
）
」
と
い
う
こ
と

で
、
音
の
類
似
か
ら
名
称
の
共
通
性
を
指
摘
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
『
神
社
覈
録
』
に
よ
る
と
名
取
郡
の
条
で
近
江
国
の
多
何
神
社
（
35
）

の
類
社
と
し

て
本
社
の
他
に
宮
城
郡
多
賀
神
社
を
挙
げ
る
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
『
封
内
記
』
も
古

く
か
ら
伝
わ
る
こ
と
と
し
て
近
江
国
の
多
賀
神
社
を
勧
請
し
た
も
の
と
し
て
紹
介
す
る
。

こ
う
し
た
関
係
は
、
近
江
と
本
神
社
を
比
較
す
る
と
、
神
社
名
の
み
な
ら
ず
祭
神
が
伊

弉
諾
で
あ
る
こ
と
や
、
末
社
と
し
て
日
向
神
社
、
山
田
神
社
が
あ
る
こ
と
等
の
共
通
点

が
あ
り
、
や
は
り
同
系
の
神
社
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　

さ
ら
に
本
神
社
と
宮
城
郡
の
多
賀
神
社
と
の
歴
史
環
境
を
比
較
す
る
と
、
同
社
は
多

賀
城
跡
内
に
所
在
し
、
陸
奥
国
府
と
密
接
な
位
置
関
係
に
あ
る
。
一
方
本
神
社
も
城
柵

国土地理院発行の5万分の１
地形図（仙台）をもとに作成（ ）
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6図　名取・宮城郡の神社
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国土地理院発行の２０万分の１
地形図（仙台・石巻）をもとに作成（ ）

四
十
二
年
に
奏
社
宮
に
合
祀
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
51
）

。
そ
れ
は
奏
社
宮
と
多
賀

神
社
は
別
の
神
社
で
あ
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
本
説
が
妥
当

で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

二
～
四
の
説
に
つ
い
て
は
以
上
で
あ
る
が
、
考
証
に
よ
る
擬
定
は
い
ず
れ
も
根
拠
に

乏
し
く
、
当
時
の
神
社
の
実
態
を
否
定
し
う
る
も
の
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
そ
の
点
で
一
の
多
賀
神
社
は
『
聞
老
志
』
が
編
ま
れ
た
享
保
年
間
に
は
す
で
に
廃
れ

て
不
明
な
点
は
多
い
も
の
の
多
賀
神
祠
と
い
う
旧
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
同
社
以
外
に
伝
承
さ
れ
た
多
賀
神
社
が
認
め
ら
れ
な
い
中
に
あ
っ
て

は
、
一
の
多
賀
神
祠
を
該
当
さ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

黒
川
郡

8 
 

ス
キ
ノ 

 
 

　

須
伎
神
社

　

須
伎
神
社
の
こ
と
に
つ
い
て
記
述
が
見
え
る
の
は
『
封
内
記
』
で
あ
る
。
駒
場
邑
の
条

に
「
赤
崎
大
明
神
社
。
有
二

社
士
一

。
号
二

齋
藤
能
登
守
一

。
伝
云
。
是
乃
神
名
帳
所
レ

載
。

須
岐
神
社
也
（
52
）

」
と
あ
る
。
現
在
黒
川
郡
大
衡
村
駒
場
下
宮
前
の
低
丘
陵
南
裾
部
に
立

地
す
る
の
が
本
社
で
、
現
在
は
須
岐
神
社
と
い
う
。
県
道
16
号
石
巻
鹿
島
台
大
衡
線
沿

い
に
あ
る
。
し
か
し
「
赤
崎
大
明
神
縁
起
」（
53
）

に
よ
れ
ば
、
古
く
は
韓
鋤
神
社
と
呼
ば

れ
宮
高
森
に
あ
っ
た
が
、
建
久
年
間
（
一
一
九
〇
～
一
一
九
九
）
に
現
在
地
に
遷
し
た
と

し
、
駒
場
の
地
名
は
か
つ
て
源
頼
朝
が
平
泉
藤
原
氏
征
討
の
際
に
馬
を
留
め
た
こ
と
に

由
来
し
て
い
る
と
す
る
。
な
お
宮
高
森
は
現
社
地
か
ら
約
六
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
低
丘

陵
上
に
位
置
す
る
（
7
図
）
。

9 

イ
ハ
カ
ミ　

石
神
山
精
神
社

　

石
神
山
精
神
社
は
『
封
内
記
』
及
び
吉
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
岩
上
（
神
）
大
明
神

と
あ
り
、
と
も
に
神
名
帳
に
い
う
石
神
山
精
神
社
と
す
る
。
黒
川
郡
大
和
町
吉
田
麓
の

七
ツ
森
の
一
つ
遂
倉
山
の
北
麓
に
現
在
も
立
地
す
る
の
が
本
神
社
で
あ
る
（
7
図
）
。
背

後
に
聳
え
る
遂
倉
山
は
標
高
三
〇
八
メ
ー
ト
ル
で
、
鋭
い
三
角
錐
の
形
を
な
し
て
い
る
。

ま
た
神
社
は
本
殿
を
持
た
ず
、
巨
大
な
屏
風
岩
の
傍
に
立
地
し
て
お
り
、
石
神
山
精
と

い
う
神
社
名
は
こ
う
し
た
現
状
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
社
は

『
続
日
本
紀
』
に
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
丁
亥
の
条
に
「
陸
奥
国
黒
川
郡
石
神
・
山
精
社

並
為
二

官
社
一

」
と
あ
っ
て
こ
の
年
官
社
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

10 

カ
シ
マ
ア
マ
ノ
タ
リ
ワ
ケ
ノ　

鹿
嶋
天
足
別
神
社

　

鹿
嶋
天
足
別
神
社
に
つ
い
て
『
封
内
記
』
は
黒
川
郡
志
戸
田
邑
の
柴
社
明
神
社
を
擬

9図　玉造郡の神社
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荒
雄
河
神
社

　

荒
雄
河
神
社
に
つ
い
て
『
聞
老
志
』
は
荒
雄
嶽
山
中
に
あ
る
と
す
る
の
み
で
あ
る
が
、

『
名
蹟
志
』
に
は
詳
し
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
同
書
荒
雄
河
神
社
の
条
で
「
在
二

上
宮
村

一

。
郷
党
是
を
三
十
六
所
明
神
と
い
ふ
。
社
下
河
あ
り
。
是
を
荒
雄
川
と
い
ふ
」
と
あ
っ

て
、
上
宮
村
の
荒
雄
河
神
社
は
地
元
で
は
三
十
六
所
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
。

一
方
、
栗
原
郡
鬼
首
村
の
荒
湯
温
泉
（
58
）

の
条
で
は
「
在
二

鬼
首
村
一

。
温
泉
の
上
に
大
石

有
。
郷
俗
是
を
荒
黄
川
神
社
大
物
忌
命
と
称
し
尊
崇
す
る
事
久
し
。
其
河
流
を
荒
黄
川

と
い
ふ
。
下
流
は
玉
造
川
た
り
。
神
名
帳
に
玉
造
郡
荒
雄
川
神
社
有
。
想
ふ
に
此
地
な

る
べ
し
。
（
略
）
郷
俗
荒
雄
を
誤
り
て
荒
黄
と
称
せ
し
な
る
べ
し
」
と
し
、
荒
雄
山
中
に

も
荒
雄
川
神
社
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
『
封
内
記
』
も
同
様
な
記
述
を
し
て
お
り
、
神

社
は
上
宮
村
の
里
宮
と
鬼
首
村
の
嶽
宮
の
形
を
と
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
後
出
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
上
宮
村
に
三
拾
六
所
明
神
の
記
述
が
み
ら
れ
る

ほ
か
鬼
首
村
宮
林
に
も
そ
の
名
が
み
え
る
。
宮
林
は
荒
雄
岳
の
南
西
麓
に
あ
る
の
で
里

宮
と
捉
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
鬼
首
村
荒
雄
川
神
社
の
「
縁
起
由

来
」
に
「
荒
雄
山
上
に
鎮
座
ま
し
ま
す
を
荒
雄
川
神
社
と
称
え
奉
る
は
、
山
上
に
霊
石

（
大
物
忌
石
と
申
す
）
あ
り
、
荒
雄
川
の
源
水
な
る
が
故
な
り
、
即
ち
世
に
言
ふ
嶽
宮

に
て
、
其
の
里
宮
は
荒
雄
川
の
流
域
三
十
箇
所
に
及
ぶ
を
以
つ
て
、
後
世
三
十
六
所
明

神
と
も
言
ふ
、
延
喜
式
神
名
帳
玉
造
郡
三
座
の
一
な
る
荒
雄
川
河
神
社
は
、
嶽
宮
を
指

す
こ
と
明
か
な
れ
ど
、
国
司
参
向
し
て
奉
幣
の
典
礼
あ
り
し
は
当
社
又
は
上
宮
の
里
宮

な
る
べ
し
」
と
あ
り
（
59
）

、
同
様
の
内
容
は
上
宮
の
「
荒
雄
川
神
社
由
緒
」
に
も
認
め
ら
れ

る
（
60
）

。

　

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
奥
羽
山
中
に
あ
る
大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
の
荒
雄
岳
（
九
八

四
メ
ー
ト
ル
）
山
を
神
体
と
し
、
山
上
の
大
石
を
岳
宮
と
す
る
が
、
麓
の
両
社
は
里
宮

と
し
て
並
立
の
形
を
と
り
、
定
期
的
に
幣
帛
を
受
け
る
際
は
い
ず
れ
か
が
そ
の
任
を
果

た
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
社
は
大
崎
市
岩
出
山
町
池
月
上
宮
と
、

同
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
久
瀬
の
神
社
で
あ
る
。
『
式
内
社
調
査
報
告
』
で
は
こ
の
両
社
を

並
立
し
た
も
の
と
す
る
。
一
方
『
宮
城
県
史
』
1
で
は
上
宮
を
式
内
社
の
所
在
地
と
す
る

が
、
現
状
で
は
断
定
で
き
ず
、
こ
こ
で
は
両
社
を
考
え
て
お
き
た
い
（
9
図
）
。
な
お
久

瀬
の
荒
雄
河
神
社
は
鬼
首
村
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
字
宮
林
に
あ
っ
た
と
い
い
、
『
神

社
名
鑑
』
は
、
現
在
あ
る
久
瀬
の
神
社
は
明
治
五
年
に
移
築
さ
れ
た
と
伝
え
る
。

17　
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温
泉
石
神
社

　

温
泉
石
神
社
は
『
聞
老
志
』
の
石
神
社
の
条
に
神
名
帳
玉
造
郡
の
一
座
と
し
て
「
在
二

大
口
村
一

其
地
川
度
泉
有
二

温
泉
一 

所
謂
温
泉
石
神
社
是
也
」
と
あ
る
。
『
名
蹟
志
』
や

『
封
内
記
』
も
同
様
の
記
載
を
す
る
。
こ
の
神
社
は
現
在
も
変
わ
ら
ず
大
崎
市
鳴
子
温

泉
川
渡
に
あ
り
、
江
合
川
右
岸
の
丘
陵
北
麓
に
立
地
す
る
。
温
泉
街
に
面
し
た
地
に
あ

っ
て
、
二
丈
余
り
の
巨
石
を
神
体
と
し
て
お
り
、
古
く
は
社
殿
が
な
か
っ
た
と
伝
わ
る
。

　

な
お
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
（
八
三
七
）
四
月
戊
申
条
に
「
玉
造
塞
温
泉
石
神
」
と

あ
り
、
温
泉
石
神
社
周
辺
に
は
玉
ノ
木
と
い
う
地
名
が
残
る
（
９
図
）
。
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定
す
る
。
こ
の
神
社
は
富
谷
町
志
戸
田
に
あ
る
行
神
社
を
指
す
。
し
か
し
志
戸
田
の
神

社
が
行
神
社
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
条
で
述
べ
る
よ
う
に
志
戸
田
村
「
安
永
風
土
記
」
の

詳
し
い
記
録
か
ら
推
定
さ
れ
る
の
で
『
封
内
記
』
の
擬
定
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

　

鹿
嶋
天
足
別
神
社
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
記
録
と
し
て
大
亀
村
「
安

永
風
土
記
」
に
「
大
亀
明
神
宮
（
略
）
右
御
宮
奥
州
一
百
座
黒
川
郡
四
社
之
内
ニ
御
座
候

由
申
伝
候
」
と
い
う
件
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
黒
川
郡
式
内
社
四
社
の
ど
れ
を
指
す
の
か

に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
行
神
社
の
所
在
と
、
前
述
し
た
黒
川
郡
内
の
他
社
と

の
関
係
か
ら
す
れ
ば
鹿
嶋
天
足
別
神
社
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
か
神
社
解
説
書
で

あ
る
『
神
祇
志
料
』
『
神
社
覈
録
』
『
特
選
神
名
牒
』
等
も
同
様
に
比
定
す
る
。
や
は
り

こ
の
神
社
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
黒
川
郡
富
谷
町
大
亀
和
合
田
大
亀
山

の
鹿
嶋
天
足
別
神
社
で
あ
る
（
7
図
）
。
社
殿
の
傍
に
亀
石
と
呼
ば
れ
る
長
さ
一
丈
ほ
ど

の
大
石
が
あ
り
神
体
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
大
亀
山
は

標
高
約
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
地
域
で
は
一
際
高
い
の
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
こ
の
神
社
の
類
社
と
し
て
亘
理
郡
に
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
が
あ
る
。
同
社
は
後

述
す
る
よ
う
に
阿
武
隈
丘
陵
中
に
あ
っ
て
周
囲
を
見
渡
せ
る
標
高
二
〇
五
メ
ー
ト
ル
の

三
門
山
頂
に
立
地
し
た
と
推
定
さ
れ
、
本
神
社
と
共
通
す
る
形
を
も
つ
。

　

 

行
神
社

　

行
神
社
に
つ
い
て
志
戸
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
は
「
行
神
社
志
波
大
明
神
』
と
し
て

志
波
大
明
神
を
行
神
社
と
す
る
が
、
そ
れ
以
前
に
編
ま
れ
た
『
封
内
記
』
は
「
行
神
社
今

失
二

其
地
一

。
不
レ

詳
レ

在
二

何
処
一

」
と
し
て
不
明
と
し
、
一
方
で
柴
社
大
明
神
を
鹿
嶋
天

足
別
神
社
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
柴
社
大
明
神
は
黒
川
郡
富
谷
町
志
戸
田
鹽
竈
に
あ
る

今
の
行
神
社
で
あ
る
（
7
図
） 

。

　

行
神
社
に
つ
い
て
右
の
「
安
永
風
土
記
」
は
「
右
別
当
当
村
肝
入
半
右
衛
門
十
一
代
以

前
神
主
千
坂
行
部
以
来
引
続
別
当
職
相
続
仕
候
』
と
し
、
ま
た
「
黒
川
四
社
之
内
行
の
神

社
と
申
伝
候
行
神
社
志
波
大
明
神
」
と
し
て
お
り
、
別
当
は
村
肝
入
の
半
右
衛
門
で
、

別
当
職
は
神
主
千
坂
行
部
以
来
十
一
代
に
わ
た
り
継
続
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
こ

の
神
社
は
黒
川
四
社
の
う
ち
の
行
神
社
と
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

『
封
内
記
』
作
成
の
段
階
で
は
未
確
認
だ
っ
た
情
報
と
思
わ
れ
、
行
神
社
の
由
緒
を
伝

え
る
記
録
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
位
置
づ
け
に
従
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
『
神

祇
志
料
』
、
『
特
選
神
名
牒
』
等
多
く
の
文
献
も
こ
れ
を
行
神
社
と
し
て
い
る
。

賀
美
郡

　

 

飯
豊
神
社

　

飯
豊
神
社
に
つ
い
て
『
聞
老
志
』
は
石
神
社
の
条
で
「
在
二

小
野
田
本
郷
一 

有
二

巨
石
一

長
五
尺
闊
四
尺
方
三
間 

神
名
帳
所
レ

謂
飯
豊
神
社
是
也 

郷
人
誤
為
二

飯
鳥
屋
神
社
一

』
と

し
て
飯
鳥
屋
神
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
社
を
飯
豊
神
社
と
擬
定
す
る
。
『
名
蹟
志
』
や

『
封
内
記
』
、
「
安
永
風
土
記
」
も
同
様
で
あ
る
。
加
美
郡
加
美
町
小
野
田
麓
山
の
丘
陵

北
麓
に
立
地
し
て
お
り
（
8
図
）
、
社
殿
の
傍
ら
に
は
神
体
と
見
ら
れ
る
長
さ
五
尺
ほ
ど

の
大
石
を
伴
う
。
な
お
『
加
美
郡
誌
』
の
神
社
沿
革
に
は
「
天
平
九
年
に
及
ひ
、
当
郡
よ

り
出
羽
国
最
上
郡
玉
野
に
至
る
迄
の
道
路
を
開
鑿
せ
ら
れ
し
が
、
此
の
時
社
殿
を
建
設

す
」
と
し
て
大
野
東
人
に
よ
る
開
鑿
道
路
と
の
関
係
を
記
し
て
い
る
（
54
）

。

km

7図　黒川郡の神社
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国土地理院発行の20万分の１
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賀
美
石
神
社

　

賀
美
石
神
社
は
『
聞
老
志
』
石
神
社
の
条
に
「
在
二

谷
地
森
村
一 

神
名
帳
賀
美
石
神
社
是

也
」
と
あ
る
。
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
現
在
は
谷
地
森
根

岸
の
丘
陵
中
腹
に
あ
る
が
、
近
年
ま
で
谷
地
森
本
郷
石
神
囲
の
段
丘
上
に
あ
っ
た
の
を

大
正
四
年
に
移
祀
さ
れ
た
も
の
と
い
う
（
8
図
）（
55
）

。
旧
社
地
に
は
「
神
座
石
」
が
あ
っ

た
が
、
平
成
十
年
に
現
社
地
に
移
さ
れ
て
い
る
。

色
麻
郡

14 
 

イ
タ
テ
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伊
達
神
社

　

伊
達
神
社
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
に
「
今
賀
美
郡
四
釜
村
の
内
香
取
大
明
神
と
申
是

な
り
と
郷
人
云
」
と
あ
る
。
し
か
し
『
聞
老
志
』
や
『
封
内
記
』
等
に
は
四
竈
村
香
取
神
社

の
記
載
は
あ
る
が
、
伊
達
神
社
に
関
す
る
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
『
加
美
郡
誌
』
に
は
伊
達
神
社
沿
革
で
「
伊
達
家
は
黄
金
若
干
を
寄
贈
し
て
祭
事
を
厳

か
に
施
行
せ
り
。
中
古
以
来
香
取
神
社
と
称
せ
し
を
、
明
治
五
年
伊
達
神
社
と
復
称

し
」
と
あ
り
（
56
）

、
ま
た
『
色
麻
町
史
』
に
は
「
延
喜
の
制
、
名
神
大
社
に
班
し
、
伊
達
家

当
国
の
守
と
な
る
と
、
伊
達
の
字
を
憚
り
俗
に
香
取
社
と
唱
え
た
が
、
明
治
五
年
旧
社

号
に
復
し
た
」
と
あ
り
（
57
）

、
藩
命
に
よ
る
地
誌
は
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
が
実
際
を
表
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
色
麻
町

四
釜
の
御
山
古
墳
上
に
立
地
す
る
伊
達
神
社
で
あ
る
（
8
図
）
。

玉
造
郡

15 
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温
泉
神
社

　

温
泉
神
社
は
『
聞
老
志
』
の
啼
児
温
泉
の
条
に
啼
児
（
鳴
子
）
村
の
こ
と
と
し
て
「（略
）

号
二

啼
児
一

温
泉
在
二

其
地
一 

神
名
帳
所
謂
温
泉
神
社
是
也
」
と
あ
る
。『
名
蹟
志
』
も
同
様

の
記
載
を
す
る
が
、「
温
泉
の
神
社
今
宮
社
な
し
。
そ
の
跡
の
み
残
れ
り
」
と
し
、
当
時

廃
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
封
内
記
』
や
鳴
子
村
の
「
安
永
風
土
記
」
も
同
様
で
あ

る
。
こ
の
神
社
は
大
崎
市
鳴
子
温
泉
湯
元
に
あ
る
現
在
の
温
泉
神
社
で
、
江
合
川
右
岸

の
丘
陵
北
麓
に
立
地
し
、
鳴
子
温
泉
駅
の
南
側
に
位
置
す
る
（
9
図
）
。

（国土地理院発行の20万分の１地形図（仙台・石巻）をもとに作成)
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定
す
る
。
こ
の
神
社
は
富
谷
町
志
戸
田
に
あ
る
行
神
社
を
指
す
。
し
か
し
志
戸
田
の
神

社
が
行
神
社
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
条
で
述
べ
る
よ
う
に
志
戸
田
村
「
安
永
風
土
記
」
の

詳
し
い
記
録
か
ら
推
定
さ
れ
る
の
で
『
封
内
記
』
の
擬
定
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

　

鹿
嶋
天
足
別
神
社
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
記
録
と
し
て
大
亀
村
「
安

永
風
土
記
」
に
「
大
亀
明
神
宮
（
略
）
右
御
宮
奥
州
一
百
座
黒
川
郡
四
社
之
内
ニ
御
座
候

由
申
伝
候
」
と
い
う
件
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
黒
川
郡
式
内
社
四
社
の
ど
れ
を
指
す
の
か

に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
行
神
社
の
所
在
と
、
前
述
し
た
黒
川
郡
内
の
他
社
と

の
関
係
か
ら
す
れ
ば
鹿
嶋
天
足
別
神
社
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
か
神
社
解
説
書
で

あ
る
『
神
祇
志
料
』
『
神
社
覈
録
』
『
特
選
神
名
牒
』
等
も
同
様
に
比
定
す
る
。
や
は
り

こ
の
神
社
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
黒
川
郡
富
谷
町
大
亀
和
合
田
大
亀
山

の
鹿
嶋
天
足
別
神
社
で
あ
る
（
7
図
）
。
社
殿
の
傍
に
亀
石
と
呼
ば
れ
る
長
さ
一
丈
ほ
ど

の
大
石
が
あ
り
神
体
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
大
亀
山
は

標
高
約
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
地
域
で
は
一
際
高
い
の
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
こ
の
神
社
の
類
社
と
し
て
亘
理
郡
に
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
が
あ
る
。
同
社
は
後

述
す
る
よ
う
に
阿
武
隈
丘
陵
中
に
あ
っ
て
周
囲
を
見
渡
せ
る
標
高
二
〇
五
メ
ー
ト
ル
の

三
門
山
頂
に
立
地
し
た
と
推
定
さ
れ
、
本
神
社
と
共
通
す
る
形
を
も
つ
。

　

 

行
神
社

　

行
神
社
に
つ
い
て
志
戸
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
は
「
行
神
社
志
波
大
明
神
』
と
し
て

志
波
大
明
神
を
行
神
社
と
す
る
が
、
そ
れ
以
前
に
編
ま
れ
た
『
封
内
記
』
は
「
行
神
社
今

失
二

其
地
一

。
不
レ

詳
レ

在
二

何
処
一

」
と
し
て
不
明
と
し
、
一
方
で
柴
社
大
明
神
を
鹿
嶋
天

足
別
神
社
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
柴
社
大
明
神
は
黒
川
郡
富
谷
町
志
戸
田
鹽
竈
に
あ
る

今
の
行
神
社
で
あ
る
（
7
図
） 

。

　

行
神
社
に
つ
い
て
右
の
「
安
永
風
土
記
」
は
「
右
別
当
当
村
肝
入
半
右
衛
門
十
一
代
以

前
神
主
千
坂
行
部
以
来
引
続
別
当
職
相
続
仕
候
』
と
し
、
ま
た
「
黒
川
四
社
之
内
行
の
神

社
と
申
伝
候
行
神
社
志
波
大
明
神
」
と
し
て
お
り
、
別
当
は
村
肝
入
の
半
右
衛
門
で
、

別
当
職
は
神
主
千
坂
行
部
以
来
十
一
代
に
わ
た
り
継
続
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
こ

の
神
社
は
黒
川
四
社
の
う
ち
の
行
神
社
と
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

『
封
内
記
』
作
成
の
段
階
で
は
未
確
認
だ
っ
た
情
報
と
思
わ
れ
、
行
神
社
の
由
緒
を
伝

え
る
記
録
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
位
置
づ
け
に
従
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
『
神

祇
志
料
』
、
『
特
選
神
名
牒
』
等
多
く
の
文
献
も
こ
れ
を
行
神
社
と
し
て
い
る
。

賀
美
郡

　

 

飯
豊
神
社

　

飯
豊
神
社
に
つ
い
て
『
聞
老
志
』
は
石
神
社
の
条
で
「
在
二

小
野
田
本
郷
一 

有
二

巨
石
一

長
五
尺
闊
四
尺
方
三
間 

神
名
帳
所
レ

謂
飯
豊
神
社
是
也 

郷
人
誤
為
二

飯
鳥
屋
神
社
一

』
と

し
て
飯
鳥
屋
神
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
社
を
飯
豊
神
社
と
擬
定
す
る
。
『
名
蹟
志
』
や

『
封
内
記
』
、
「
安
永
風
土
記
」
も
同
様
で
あ
る
。
加
美
郡
加
美
町
小
野
田
麓
山
の
丘
陵

北
麓
に
立
地
し
て
お
り
（
8
図
）
、
社
殿
の
傍
ら
に
は
神
体
と
見
ら
れ
る
長
さ
五
尺
ほ
ど

の
大
石
を
伴
う
。
な
お
『
加
美
郡
誌
』
の
神
社
沿
革
に
は
「
天
平
九
年
に
及
ひ
、
当
郡
よ

り
出
羽
国
最
上
郡
玉
野
に
至
る
迄
の
道
路
を
開
鑿
せ
ら
れ
し
が
、
此
の
時
社
殿
を
建
設

す
」
と
し
て
大
野
東
人
に
よ
る
開
鑿
道
路
と
の
関
係
を
記
し
て
い
る
（
54
）

。
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7図　黒川郡の神社
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8図　賀美・色麻・志太・新田郡他の神社　( )は論社
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賀
美
石
神
社

　

賀
美
石
神
社
は
『
聞
老
志
』
石
神
社
の
条
に
「
在
二

谷
地
森
村
一 

神
名
帳
賀
美
石
神
社
是

也
」
と
あ
る
。
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
現
在
は
谷
地
森
根

岸
の
丘
陵
中
腹
に
あ
る
が
、
近
年
ま
で
谷
地
森
本
郷
石
神
囲
の
段
丘
上
に
あ
っ
た
の
を

大
正
四
年
に
移
祀
さ
れ
た
も
の
と
い
う
（
8
図
）（
55
）

。
旧
社
地
に
は
「
神
座
石
」
が
あ
っ

た
が
、
平
成
十
年
に
現
社
地
に
移
さ
れ
て
い
る
。

色
麻
郡

14 
 

イ
タ
テ
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伊
達
神
社

　

伊
達
神
社
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
に
「
今
賀
美
郡
四
釜
村
の
内
香
取
大
明
神
と
申
是

な
り
と
郷
人
云
」
と
あ
る
。
し
か
し
『
聞
老
志
』
や
『
封
内
記
』
等
に
は
四
竈
村
香
取
神
社

の
記
載
は
あ
る
が
、
伊
達
神
社
に
関
す
る
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
『
加
美
郡
誌
』
に
は
伊
達
神
社
沿
革
で
「
伊
達
家
は
黄
金
若
干
を
寄
贈
し
て
祭
事
を
厳

か
に
施
行
せ
り
。
中
古
以
来
香
取
神
社
と
称
せ
し
を
、
明
治
五
年
伊
達
神
社
と
復
称

し
」
と
あ
り
（
56
）

、
ま
た
『
色
麻
町
史
』
に
は
「
延
喜
の
制
、
名
神
大
社
に
班
し
、
伊
達
家

当
国
の
守
と
な
る
と
、
伊
達
の
字
を
憚
り
俗
に
香
取
社
と
唱
え
た
が
、
明
治
五
年
旧
社

号
に
復
し
た
」
と
あ
り
（
57
）

、
藩
命
に
よ
る
地
誌
は
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
が
実
際
を
表
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
色
麻
町

四
釜
の
御
山
古
墳
上
に
立
地
す
る
伊
達
神
社
で
あ
る
（
8
図
）
。

玉
造
郡

15 
 

ユ

ノ　
　

 
 

　

温
泉
神
社

　

温
泉
神
社
は
『
聞
老
志
』
の
啼
児
温
泉
の
条
に
啼
児
（
鳴
子
）
村
の
こ
と
と
し
て
「（略
）

号
二

啼
児
一

温
泉
在
二

其
地
一 

神
名
帳
所
謂
温
泉
神
社
是
也
」
と
あ
る
。『
名
蹟
志
』
も
同
様

の
記
載
を
す
る
が
、「
温
泉
の
神
社
今
宮
社
な
し
。
そ
の
跡
の
み
残
れ
り
」
と
し
、
当
時

廃
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
封
内
記
』
や
鳴
子
村
の
「
安
永
風
土
記
」
も
同
様
で
あ

る
。
こ
の
神
社
は
大
崎
市
鳴
子
温
泉
湯
元
に
あ
る
現
在
の
温
泉
神
社
で
、
江
合
川
右
岸

の
丘
陵
北
麓
に
立
地
し
、
鳴
子
温
泉
駅
の
南
側
に
位
置
す
る
（
9
図
）
。

（国土地理院発行の20万分の１地形図（仙台・石巻）をもとに作成)
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6図　名取・宮城郡の神社
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）

四
十
二
年
に
奏
社
宮
に
合
祀
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
51
）

。
そ
れ
は
奏
社
宮
と
多
賀

神
社
は
別
の
神
社
で
あ
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
本
説
が
妥
当

で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

二
～
四
の
説
に
つ
い
て
は
以
上
で
あ
る
が
、
考
証
に
よ
る
擬
定
は
い
ず
れ
も
根
拠
に

乏
し
く
、
当
時
の
神
社
の
実
態
を
否
定
し
う
る
も
の
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
そ
の
点
で
一
の
多
賀
神
社
は
『
聞
老
志
』
が
編
ま
れ
た
享
保
年
間
に
は
す
で
に
廃
れ

て
不
明
な
点
は
多
い
も
の
の
多
賀
神
祠
と
い
う
旧
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
同
社
以
外
に
伝
承
さ
れ
た
多
賀
神
社
が
認
め
ら
れ
な
い
中
に
あ
っ
て

は
、
一
の
多
賀
神
祠
を
該
当
さ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

黒
川
郡

8 
 

ス
キ
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須
伎
神
社

　

須
伎
神
社
の
こ
と
に
つ
い
て
記
述
が
見
え
る
の
は
『
封
内
記
』
で
あ
る
。
駒
場
邑
の
条

に
「
赤
崎
大
明
神
社
。
有
二

社
士
一

。
号
二

齋
藤
能
登
守
一

。
伝
云
。
是
乃
神
名
帳
所
レ

載
。

須
岐
神
社
也
（
52
）

」
と
あ
る
。
現
在
黒
川
郡
大
衡
村
駒
場
下
宮
前
の
低
丘
陵
南
裾
部
に
立

地
す
る
の
が
本
社
で
、
現
在
は
須
岐
神
社
と
い
う
。
県
道
16
号
石
巻
鹿
島
台
大
衡
線
沿

い
に
あ
る
。
し
か
し
「
赤
崎
大
明
神
縁
起
」（
53
）

に
よ
れ
ば
、
古
く
は
韓
鋤
神
社
と
呼
ば

れ
宮
高
森
に
あ
っ
た
が
、
建
久
年
間
（
一
一
九
〇
～
一
一
九
九
）
に
現
在
地
に
遷
し
た
と

し
、
駒
場
の
地
名
は
か
つ
て
源
頼
朝
が
平
泉
藤
原
氏
征
討
の
際
に
馬
を
留
め
た
こ
と
に

由
来
し
て
い
る
と
す
る
。
な
お
宮
高
森
は
現
社
地
か
ら
約
六
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
低
丘

陵
上
に
位
置
す
る
（
7
図
）
。

9 

イ
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石
神
山
精
神
社

　

石
神
山
精
神
社
は
『
封
内
記
』
及
び
吉
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
岩
上
（
神
）
大
明
神

と
あ
り
、
と
も
に
神
名
帳
に
い
う
石
神
山
精
神
社
と
す
る
。
黒
川
郡
大
和
町
吉
田
麓
の

七
ツ
森
の
一
つ
遂
倉
山
の
北
麓
に
現
在
も
立
地
す
る
の
が
本
神
社
で
あ
る
（
7
図
）
。
背

後
に
聳
え
る
遂
倉
山
は
標
高
三
〇
八
メ
ー
ト
ル
で
、
鋭
い
三
角
錐
の
形
を
な
し
て
い
る
。

ま
た
神
社
は
本
殿
を
持
た
ず
、
巨
大
な
屏
風
岩
の
傍
に
立
地
し
て
お
り
、
石
神
山
精
と

い
う
神
社
名
は
こ
う
し
た
現
状
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
社
は

『
続
日
本
紀
』
に
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
丁
亥
の
条
に
「
陸
奥
国
黒
川
郡
石
神
・
山
精
社

並
為
二

官
社
一

」
と
あ
っ
て
こ
の
年
官
社
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

10 
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鹿
嶋
天
足
別
神
社

　

鹿
嶋
天
足
別
神
社
に
つ
い
て
『
封
内
記
』
は
黒
川
郡
志
戸
田
邑
の
柴
社
明
神
社
を
擬

9図　玉造郡の神社
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荒
雄
河
神
社

　

荒
雄
河
神
社
に
つ
い
て
『
聞
老
志
』
は
荒
雄
嶽
山
中
に
あ
る
と
す
る
の
み
で
あ
る
が
、

『
名
蹟
志
』
に
は
詳
し
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
同
書
荒
雄
河
神
社
の
条
で
「
在
二

上
宮
村

一

。
郷
党
是
を
三
十
六
所
明
神
と
い
ふ
。
社
下
河
あ
り
。
是
を
荒
雄
川
と
い
ふ
」
と
あ
っ

て
、
上
宮
村
の
荒
雄
河
神
社
は
地
元
で
は
三
十
六
所
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
。

一
方
、
栗
原
郡
鬼
首
村
の
荒
湯
温
泉
（
58
）

の
条
で
は
「
在
二

鬼
首
村
一

。
温
泉
の
上
に
大
石

有
。
郷
俗
是
を
荒
黄
川
神
社
大
物
忌
命
と
称
し
尊
崇
す
る
事
久
し
。
其
河
流
を
荒
黄
川

と
い
ふ
。
下
流
は
玉
造
川
た
り
。
神
名
帳
に
玉
造
郡
荒
雄
川
神
社
有
。
想
ふ
に
此
地
な

る
べ
し
。
（
略
）
郷
俗
荒
雄
を
誤
り
て
荒
黄
と
称
せ
し
な
る
べ
し
」
と
し
、
荒
雄
山
中
に

も
荒
雄
川
神
社
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
『
封
内
記
』
も
同
様
な
記
述
を
し
て
お
り
、
神

社
は
上
宮
村
の
里
宮
と
鬼
首
村
の
嶽
宮
の
形
を
と
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
後
出
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
上
宮
村
に
三
拾
六
所
明
神
の
記
述
が
み
ら
れ
る

ほ
か
鬼
首
村
宮
林
に
も
そ
の
名
が
み
え
る
。
宮
林
は
荒
雄
岳
の
南
西
麓
に
あ
る
の
で
里

宮
と
捉
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
鬼
首
村
荒
雄
川
神
社
の
「
縁
起
由

来
」
に
「
荒
雄
山
上
に
鎮
座
ま
し
ま
す
を
荒
雄
川
神
社
と
称
え
奉
る
は
、
山
上
に
霊
石

（
大
物
忌
石
と
申
す
）
あ
り
、
荒
雄
川
の
源
水
な
る
が
故
な
り
、
即
ち
世
に
言
ふ
嶽
宮

に
て
、
其
の
里
宮
は
荒
雄
川
の
流
域
三
十
箇
所
に
及
ぶ
を
以
つ
て
、
後
世
三
十
六
所
明

神
と
も
言
ふ
、
延
喜
式
神
名
帳
玉
造
郡
三
座
の
一
な
る
荒
雄
川
河
神
社
は
、
嶽
宮
を
指

す
こ
と
明
か
な
れ
ど
、
国
司
参
向
し
て
奉
幣
の
典
礼
あ
り
し
は
当
社
又
は
上
宮
の
里
宮

な
る
べ
し
」
と
あ
り
（
59
）

、
同
様
の
内
容
は
上
宮
の
「
荒
雄
川
神
社
由
緒
」
に
も
認
め
ら
れ

る
（
60
）

。

　

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
奥
羽
山
中
に
あ
る
大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
の
荒
雄
岳
（
九
八

四
メ
ー
ト
ル
）
山
を
神
体
と
し
、
山
上
の
大
石
を
岳
宮
と
す
る
が
、
麓
の
両
社
は
里
宮

と
し
て
並
立
の
形
を
と
り
、
定
期
的
に
幣
帛
を
受
け
る
際
は
い
ず
れ
か
が
そ
の
任
を
果

た
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
社
は
大
崎
市
岩
出
山
町
池
月
上
宮
と
、

同
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
久
瀬
の
神
社
で
あ
る
。
『
式
内
社
調
査
報
告
』
で
は
こ
の
両
社
を

並
立
し
た
も
の
と
す
る
。
一
方
『
宮
城
県
史
』
1
で
は
上
宮
を
式
内
社
の
所
在
地
と
す
る

が
、
現
状
で
は
断
定
で
き
ず
、
こ
こ
で
は
両
社
を
考
え
て
お
き
た
い
（
9
図
）
。
な
お
久

瀬
の
荒
雄
河
神
社
は
鬼
首
村
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
字
宮
林
に
あ
っ
た
と
い
い
、
『
神

社
名
鑑
』
は
、
現
在
あ
る
久
瀬
の
神
社
は
明
治
五
年
に
移
築
さ
れ
た
と
伝
え
る
。

17　

 

ユ 
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温
泉
石
神
社

　

温
泉
石
神
社
は
『
聞
老
志
』
の
石
神
社
の
条
に
神
名
帳
玉
造
郡
の
一
座
と
し
て
「
在
二

大
口
村
一

其
地
川
度
泉
有
二

温
泉
一 

所
謂
温
泉
石
神
社
是
也
」
と
あ
る
。
『
名
蹟
志
』
や

『
封
内
記
』
も
同
様
の
記
載
を
す
る
。
こ
の
神
社
は
現
在
も
変
わ
ら
ず
大
崎
市
鳴
子
温

泉
川
渡
に
あ
り
、
江
合
川
右
岸
の
丘
陵
北
麓
に
立
地
す
る
。
温
泉
街
に
面
し
た
地
に
あ

っ
て
、
二
丈
余
り
の
巨
石
を
神
体
と
し
て
お
り
、
古
く
は
社
殿
が
な
か
っ
た
と
伝
わ
る
。

　

な
お
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
（
八
三
七
）
四
月
戊
申
条
に
「
玉
造
塞
温
泉
石
神
」
と

あ
り
、
温
泉
石
神
社
周
辺
に
は
玉
ノ
木
と
い
う
地
名
が
残
る
（
９
図
）
。

16
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真
野
と
い
う
地
域
は
平
泉
藤
原
時
代
の
遺
跡
や
伝
承
が
多
く
残
さ
れ
、
古
く
か
ら
中
心

的
に
開
け
て
い
た
と
い
わ
れ
る
（
68
）

。
ま
た
真
野
村
「
安
永
風
土
記
」
の
鹿
嶋
御
児
神
社

の
条
が
「
当
村
小
屋
ケ
舘
（
略
）
葛
西
家
於
御
当
国
御
居
舘
之
初
ト

申
伝
候
」
と
し
て
葛
西

氏
入
部
の
地
と
伝
え
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
真
野
の
神
社
跡
は
こ
う
し
た
歴
史
を
持
つ

土
地
に
伝
わ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
中
で
「
安
永
風
土
記
」
旧
跡
の
条
の
続
き
を
た
ど
る
と
「
御
社
何
時
退
転
仕

候
哉 

当
村
二
百
年
前
乱
世
以
前
ハ
人
数
モ
有
之
鎮
守
御
神
社
共
ニ
繁
盛
仕
候
也 

御
社

退
転
以
後
四
面
四
階
之
御
神
輿
納
置
候
処
無
之
当
郡
槙
木
山
観
音
堂
ニ
誂
置
申
候
也
」

と
あ
り
、
二
百
年
以
前
は
繁
盛
の
地
で
あ
っ
た
が
、
零
羊
埼
神
社
が
廃
れ
た
後
は
御
輿

を
納
め
る
所
が
な
く
槙
木
山
（
牧
山
）
観
音
堂
に
誂
え
置
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
記
し

て
い
る
。
同
条
に
は
他
に
零
羊
埼
神
社
祭
礼
に
伴
う
真
野
々
市
が
開
か
れ
た
場
所
だ
っ

た
と
い
う
「
小
跡
畑
」
や
葛
西
氏
が
鹿
嶋
御
児
神
社
に
寄
進
し
た
「
宮
田
」
、
神
事
の
際

に
騎
馬
を
揃
え
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
「
十
六
騎
」
等
の
旧
跡
が
詳
し
く
記
載
さ
れ
、
そ
れ

ら
は
往
時
の
歴
史
環
境
を
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
神
輿
の
移
転
に
つ
い
て
は
「
真
野
村
風
土
記
」
に
経
緯
を
よ
り
詳
し
く
綴
っ
た

記
録
が
あ
る
（
69
）

。
そ
こ
に
は
「
寛
永
十
二
年
六
月
二
十
三
日
よ
り
二
十
七
日
迄
大
雨
、

（
略
）
是
が
為
天
下
国
家
騒
乱
、
自
然
と
人
数
も
減
り
、
古
人
十
八
軒
、
す
べ
て
家
数

四
･
五
十
軒
限
り
、
御
神
事
致
す
可
き
様
も
無
く
、
鎮
守
宮
連
々
退
転
、
右
騒
の
内
に

神
輿
納
め
置
く
所
な
く
、
槙
木
山
観
音
堂
へ
継
納
め
、
中
絶
神
無
き
故
病
気
流
行
。

云
々
」
と
し
て
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
の
災
害
を
期
に
こ
の
頃
移
転
し
た
と
す
る
。

こ
の
と
お
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
六
十
年
ほ
ど
後
の
記
録
と
な
る
前
掲
の
「
牡
鹿
郡

萬
御
改
書
上
」
が
伝
え
る
白
山
権
現
と
観
音
堂
か
ら
な
る
牧
山
の
様
子
を
突
き
合
わ
せ

る
と
、
神
社
の
象
徴
で
あ
る
神
輿
を
観
音
堂
に
移
し
た
と
は
い
え
、
ま
だ
零
羊
埼
神
社

と
は
呼
ば
れ
な
い
当
時
の
牧
山
の
状
況
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
こ
と
は
零
羊
埼
神
社

の
本
地
の
何
れ
か
を
問
う
上
で
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
真
野
と
牧
山
両
神
社
に
つ
い
て
の
本
社
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
関
す
る
記
録
と

し
て
加
納
家
所
蔵
の
「
年
代
記
」
が
あ
る
（
70
）

。
そ
の
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
記
録
の

中
に
「
一
、
二
月
廿
六
日
真
野
村
観
寿
院
三
左
衛
門
御
観
定
所
へ
被
召
出
、
牡
鹿
零
羊

崎
神
社
古
社
抔
之
義
御
尋
、
品
ハ
湊
村
山
伏
普
明
院
牧
山
白
山
宮
ヲ
零
羊
崎
神
社
御
用

出
入
ニ
真
野
村
鎮
守
之
御
取
合
被
相
登
候
、
牧
山
ハ
白
山
真
野
村
零
羊
崎
神
社
弐
百
年

以
来
社
荒
地
之
段
申
上
、
御
聞
済
」
と
あ
り
、
裁
定
の
結
果
牧
山
は
白
山
神
社
で
あ
り
、

 

鹿
嶋
伊
都
乃
比
気

名
蹟
志

新
撰
陸
奥
風
土
記

神
祇
志
料

特
選
神
名
帳

大
日
本
史

神
社
覈
録

鹿
嶋
緒
名
太
社
伝

鹿
嶋
天
足
和
気
社
伝

現
在

○○○○○○

○

 

鹿
嶋
緒
名
太

 

鹿
嶋
天
足
和
気

 

神
社
名

 

所
在
地

 

小
山

 

鹿
島

○
（
同
殿
）

○
（
同
殿
）

○
（
別
殿
）

○

○○○○

○○○○○○○
三
門
山
→

樫
山
→

鹿
島

○

 

小
山

 

鹿
島

 

鹿
島

曰
理
郡

鹿
嶋
三
社

　

曰
理
郡
に
は
鹿
嶋
系
式
内
社
と
し
て
鹿
嶋
伊
都
乃
比
気
神
社
、
鹿
嶋
緒
名
太
神
社
、

鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
の
三
社
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

る
も
の
の
明
確
で
は
な
い
。
か
つ
各
説
の
擬
定
は
二
社
又
は
三
社
を
同
一
地
に
あ
る
と

す
る
な
ど
神
社
間
で
互
い
に
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
以
下
説
明
す

る
に
あ
た
り
重
複
を
避
け
る
た
め
三
社
を
一
括
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
安
福

河
伯
神
社
は
「
神
名
帳
」
で
は
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
の
前
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
後
に
説
明
を
行
う
。

　

ま
ず
伊
都
乃
比
気
社
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
が
鹿
島
に
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
鹿
嶋

緒
名
太
社
、
鹿
嶋
天
足
和
気
社
に
つ
い
て
も
大
ま
か
に
一
括
し
て
同
地
に
求
め
る
が
、

詳
細
は
ふ
れ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
。
一
方
地
域
の
伝
承
を
基
に
最
も
詳
し
い
記
録
を

行
っ
た
『
名
蹟
志
』
を
み
る
と
鹿
嶋
伊
都
乃
比
気
神
社
の
条
で
「
在
二

小
山
村
一

。
相
伝
。

合
四
座
古
昔
鹿
嶋
伊
都
乃
比
気
神
社
此
邑
に
有
。
今
郷
党
寺
社
明
神
と
称
す
る
有
。
思

ふ
に
此
社
な
ら
ん
を
」
と
あ
っ
て
、
亘
理
郡
小
山
村
に
擬
定
し
て
い
る
。
ま
た
後
出
の

『
封
内
記
』
は
こ
の
記
述
を
紹
介
す
る
形
で
伝
え
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
『
神
祇
志
料
』

『
特
選
神
名
牒
』
『
大
日
本
史
』
『
神
社
覈
録
』
等
多
く
が
こ
の
擬
定
に
従
っ
て
い
る
。

し
か
し
現
在
に
お
い
て
は
伊
都
乃
比
気
社
は
こ
の
地
に
な
く
、
緒
名
太
社
が
存
在
す
る
。

こ
れ
に
関
し
て
『
式
内
社
調
査
報
告
』
は
緒
名
太
社
の
社
伝
が
「
本
郡
鹿
嶋
伊
都
乃
比
気

神
社
ハ
本
社
一
間
半
東
ニ
並
立
シ
タ
ル
由
ナ
ル
モ
廃
絶
シ
タ
リ
」
と
し
て
、
か
つ
て
二

社
が
並
立
し
た
こ
と
及
び
後
に
伊
都
乃
比
気
社
が
廃
絶
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
い

う
。

　

緒
名
太
社
に
つ
い
て
は
『
名
蹟
志
』
鹿
嶋
緒
名
太
神
社
の
条
に
「
在
二

鹿
島
村
一

。
下
同
。

郷
党
鹿
嶋
大
明
神
と
称
。
緒
名
太
の
号
を
失
ふ
」
と
あ
り
、
同
社
は
亘
理
郡
鹿
島
村
に

あ
り
鹿
嶋
大
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
。
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
や
『
神
祇
志
料
』

等
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

　

こ
の
説
に
対
し
『
特
選
神
名
牒
』
『
大
日
本
史
』
が
小
山
村
と
す
る
。
そ
れ
は
鹿
島
村

説
と
全
く
異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
共
通
点
が
あ
る
。
緒
名
太
社
の
小
山
村
の
擬
定
に
つ

い
て
現
在
は
伊
都
乃
比
気
社
内
に
あ
る
が
、
本
来
は
別
の
地
に
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
記

載
が
確
認
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
説
は
合
祀
と
い
う
二
次
的
な
経
緯
を
含
ん
だ
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
（
61
）

。
し
た
が
っ
て
小
山
村
に
は
本
来
伊
都
乃
比
気
社
一
社
の
み
が

存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
同
一
で
あ
る
。
ま
た
小
山
村
説
は
本
来
の
鎮
座
地
の
何

れ
か
に
つ
い
て
ま
で
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
別
の
擬
定
地
が
認
め
ら
れ
な
い
中

で
、
地
域
の
実
際
を
紹
介
し
た
『
名
蹟
志
』
の
前
段
の
記
録
に
着
目
す
れ
ば
、
鹿
島
村
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

緒
名
太
社
に
つ
い
て
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
鹿
島
の
地
に
は
緒
名

太
社
は
な
く
天
足
和
気
社
の
み
が
存
在
す
る
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
る
。

　

鹿
島
村
の
か
つ
て
の
様
子
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
鹿
島
天
足
和
気
神
社
の
条
に
「
緒
名

太
社
を
隔
つ
て
一
間
半
。
纔
な
る
叢
祠
是
也
」
と
あ
り
、
緒
名
太
社
と
天
足
和
気
社
の
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二
社
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
鹿
嶋
大
明
神
と
敬
称
さ
れ
た

緒
名
太
社
が
中
心
的
に
祀
ら
れ
、
一
方
の
天
足
和
気
社
は
付
随
的
に
隣
接
し
て
い
た
様

子
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
緒
名
太
社
は
確
か
に
こ
の
地
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
『
名
蹟
志
』
が
編
纂
さ
れ
た
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
以
降
に
何

ら
か
の
理
由
で
別
の
地
に
移
り
、
天
足
和
気
社
一
社
が
こ
の
地
に
残
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
こ
の
場
合
、
移
っ
た
先
が
伊
都
乃
比
気
社
の
あ
る
小
山
村
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
伊
都
乃
比
気
社
と
緒
名
太
社
が
二
次
的
に
同
一
地
に
存
在
す
る
に
至
っ
た
経
緯
が

理
解
で
き
よ
う
。
た
だ
そ
の
形
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
同
一
社
殿
内
に
合
祀

さ
れ
た
と
す
る
説
と
別
殿
と
し
て
並
立
し
た
と
す
る
説
に
分
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
筆
者
が
行
っ
た
踏
査
の
結
果
で
は
緒
名
太
社
の
東
隣
に
社
殿
が
立
つ
ほ
ど
の
人
為

の
平
坦
地
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
前
掲
の
緒
名
太
社
社
伝
の
「
一
間
半
東
ニ
並
立
シ
タ

ル
由
」
と
す
る
記
述
に
整
合
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
別
殿
と
み
て
お
き
た
い
。

　

次
に
天
足
和
気
社
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
れ
の
書
も
鹿
島
村
に
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
前
述
し
た
『
名
蹟
志
』
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
の
条
を
み
る
限
り
は
、
緒
名
太
社
が

鹿
嶋
大
明
神
と
称
さ
れ
、
中
心
的
に
祀
ら
れ
た
の
に
対
し
、
天
足
和
気
社
は
そ
の
隣
の

小
さ
な
叢
祠
と
し
て
付
随
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
天
足
和
気
社
に
つ
い
て
は
、『
神
社
名
鑑
』
に
あ
る
由
緒
に
よ
る
と
本
来
亘
理
郡

神
宮
司
村
の
三
門
山
に
鎮
座
し
て
い
た
が
、
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
に
鹿
島
村
の
樫
山
に

遷
座
し
、
さ
ら
に
貞
享
三
年
（
一
六
八
八
）
に
現
在
地
の
鹿
島
村
に
移
祀
さ
れ
た
と
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
名
蹟
志
』
に
記
載
さ
れ
た
「
緒
名
太
社
を
隔
つ
て
一
間
半
。
纔
な

る
叢
祠
」
と
い
う
天
足
和
気
社
の
姿
は
、
緒
名
太
社
の
地
に
付
設
的
に
移
祀
さ
れ
た
結

果
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
社
伝
は
『
名
蹟
志
』
の
付
随
的
な
理
由
を
説

明
す
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
整
合
性
か
ら
鹿
島
村
は
天
足
和
気
社
の
本
来
の

地
で
は
な
か
っ
た
と
解
す
る
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
す
る
と
天
足
和
気
社
の
本
地
は
、
鹿
島
村
で
は
な
く
神
宮
司
村
の
三
門
山
と
い

う
こ
と
に
な
る
（
10
図
）
。
山
上
に
あ
る
式
内
社
の
な
か
に
類
社
と
し
て
黒
川
郡
の
天
足

和
気
社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
は
大
亀
山
と
い
う
地
域
で
は
一
際
高
い
山
の
上
に
鎮
座
す

る
（
62
）

。
天
足
和
気
社
が
三
門
山
上
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
名
の
み
な
ら
ず
立
地
形
態

も
類
似
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
地
が
本
来
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
り
強
く
推
定
さ
せ

る
も
の
と
い
え
よ
う
。『
封
内
記
』
神
宮
寺
邑
の
条
に
「
水
門
権
現
社
。
不
レ

詳
三

何
時
勧

二

請
何
神
一

。
今
社
荒
廃
惟
存
二

遺
址
一

」
と
あ
り
、
水
門
は
三
門
で
あ
り
、
三
門
山
に
古

社
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
関
係
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

由
緒
に
従
え
ば
山
上
の
天
足
和
気
社
は
天
慶
四
年
に
樫
山
に
移
る
が
、
こ
の
と
お
り

と
す
れ
ば
神
名
帳
が
纏
め
ら
れ
た
延
長
五
年
（
九
二
七
）
よ
り
後
の
で
き
事
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
は
三
門
山
に
位
置
づ
け
ら
れ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

な
お
『
神
社
覈
録
』
で
は
鹿
島
の
地
に
鹿
嶋
三
社
を
位
置
づ
け
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し

て
『
神
社
名
鑑
』
で
は
天
足
和
気
社
の
由
緒
に
基
づ
い
て
鹿
島
村
に
移
っ
た
当
初
は
武
甕

槌
一
神
を
祀
っ
た
が
、
後
に
二
社
の
神
を
左
右
殿
に
奉
斎
し
て
鹿
嶋
三
社
大
明
神
と
し

た
と
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
こ
の
説
に
繋
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
式
内
社
と

し
て
は
本
来
の
形
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

2020
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以
上
曰
理
郡
の
鹿
嶋
三
社
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

て
三
社
の
擬
定
地
等
を
記
す
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
（
10
図
）（
63
）

。
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マ
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ノ 

ヒ
ケ
ノ　
　

 
 
 

　

鹿
嶋
伊
都
乃
比
気
神
社

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
小
山
西
山
の
阿
武
隈
川
右
に
面
す
る
小
丘
陵
上
に
立
地
し
て
い

た
が
廃
絶
し
た
。

19 
 

カ

シ
マ 

オ 
 

ナ 

タ
ノ 

　
　

鹿
嶋
緒
名
太
神
社

　

亘
理
町
逢
隈
鹿
島
宮
前
の
阿
武
隈
山
地
東
麓
に
立
地
し
た
が
、
近
世
以
降
に
逢
隈
小

山
の
地
に
移
祀
さ
れ
た
。

21 
 

カ

シ
マ 

ア
マ
タ
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ワ
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鹿
嶋
天
足
和
気
神
社

　

亘
理
町
逢
隈
鹿
島
宮
前
に
あ
る
が
、
当
初
は
逢
隈
神
宮
寺
村
三
門
山
に
立
地
し
た
と

推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
平
安
時
代
の
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
、
鹿
島
村
樫
山
に
遷
座
さ
れ

現
在
地
に
移
っ
た
の
は
江
戸
時
代
の
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
と
い
わ
れ
る
。

20 
 

ア

フ
ク 

カ

ハ
ノ　
　

 

　
　

安
福
河
伯
神
社

　

『
聞
老
志
』
で
は
「
在
二

阿
武
隈
川
渡
南
田
澤
村
中
一 

有
二

小
社
一 

曰
二

之
阿
武
隈
明
神

一

」
と
す
る
。
『
名
蹟
志
』
『
封
内
記
』
等
何
れ
も
同
様
の
内
容
で
あ
り
、
他
に
異
説
は
な

い
。
亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
の
阿
武
隈
川
右
岸
に
面
し
た
水
上
山
と
呼
ば
れ
る
独
立

丘
陵
上
に
立
地
す
る
（
10
図
）
。
阿
武
隈
河
口
に
近
く
、
対
岸
に
は
『
駅
路
通
』
等
に
よ

り
東
山
道
駅
屋
の
玉
前
に
比
定
さ
れ
る
岩
沼
市
玉
崎
地
区
が
あ
る
（
64
）

。

志
太
郡

22 

シ
キ
タ
マ
ハ
ヤ
ミ
タ
マ
ノ　
　

敷
玉
早
御
玉
神
社

　

敷
玉
早
御
玉
神
社
は
『
名
蹟
志
』
が
「
敷
玉
早
御
子
神
社
。
在
二

新
沼
村
一

。
郷
説
若
宮

八
幡
社
と
称
す
る
有
。
此
社
の
西
に
社
地
あ
り
。
此
所
敷
玉
森
地
と
云
」
と
し
、
若
宮

八
幡
社
の
西
に
あ
る
と
す
る
（
8
図
）
。
ま
た
『
封
内
記
』
新
沼
邑
の
条
に
は
若
宮
八
幡

社
の
他
に
速
玉
神
社
の
名
が
み
え
る
。
他
に
異
説
は
な
い
。
神
社
は
現
在
新
沼
の
若
宮

八
幡
神
社
境
内
内
に
所
在
す
る
が
、
『
神
社
名
鑑
』
記
載
の
由
緒
で
は
昭
和
十
八
年
に
合

併
さ
れ
た
と
い
う
。
上
記
の
記
録
は
合
併
以
前
の
状
況
を
表
し
た
も
の
と
み
て
よ
く
、

位
置
は
若
宮
八
幡
社
の
西
に
近
接
す
る
所
と
考
え
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
立
地
は

鳴
瀬
川
沿
い
の
自
然
堤
防
で
あ
る
。

　

な
お
大
崎
市
古
川
楡
木
諏
訪
に
同
名
の
神
社
が
あ
る
が
、
『
封
内
記
』
の
楡
木
邑
の
条

に
あ
る
神
社
は
近
世
に
勧
請
さ
れ
た
別
名
の
も
の
で
、
本
神
社
の
存
在
し
た
痕
跡
は
認

め
ら
れ
な
い
。

牡
鹿
郡

23 

ヒ
ツ
シ
サ
キ
ノ　
　

零
羊
埼
神
社

　

零
羊
埼
神
社
は
、
現
在
石
巻
市
湊
牧
山
及
び
同
市
真
野
の
二
社
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
牧
山
に
つ
い
て
『
聞
老
志
』
は
「
牧
山
乃
古
零
羊
崎
神
社
」
と
す
る
（
11
・
13

図
）
。
こ
の
他
『
封
内
記
』
や
『
名
蹟
志
』
も
同
様
に
位
置
づ
け
、
『
神
祇
志
料
』
他
の
神
社

解
説
書
も
こ
の
説
に
従
う
等
有
力
な
説
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
『
封
内
記
』
や
『
名
蹟

志
』
は
白
山
神
社
と
称
さ
れ
て
い
る
と
す
る
地
元
の
伝
承
を
紹
介
し
、
両
書
よ
り
古
い

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
「
牡
鹿
郡
萬
御
改
書
上
」（
65
）

で
も
「
白
山
権
現
三
尺
四

方
」
並
び
に
「
観
音
堂
八
間
四
面
」
と
し
て
白
山
神
社
他
の
記
載
は
あ
る
も
の
の
零
羊
埼

神
社
と
す
る
記
載
は
な
く
、
地
域
伝
承
と
し
て
は
確
認
で
き
な
い
。

　

一
方
真
野
に
つ
い
て
は
、
真
野
村
の
「
安
永
風
土
記
」
旧
跡
の
条
に
零
羊
崎
神
社
跡
と

し
て
「
此
所
山
崎
ニ
而
未
之
方
エ
向
候
故
零
羊
ケ

崎
ト
申
唱
候 

御
社
相
立
候
故
神
社
ケ

崎

亦
神
社
森
ト
申
候
」
と
あ
り
、
真
野
山
崎
の
未
（
南
西
）
へ
延
び
る
零
羊
崎
に
零
羊
崎
神

社
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
（
11
・
14
図
）
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
『
石
巻
の
歴
史
』（
66
）

や
『
矢
本
町
史
』（
67
）

で
は
比
定
社
の
一
つ
と
し
て
牧
山
と
併
記
し
て
扱
っ
て
お
り
、
『
式

内
社
調
査
報
告
』
は
牧
山
と
す
る
一
方
で
真
野
の
可
能
性
も
指
摘
す
る
。

　

現
在
牧
山
の
零
羊
埼
神
社
は
古
来
の
も
の
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
の
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二
社
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
鹿
嶋
大
明
神
と
敬
称
さ
れ
た

緒
名
太
社
が
中
心
的
に
祀
ら
れ
、
一
方
の
天
足
和
気
社
は
付
随
的
に
隣
接
し
て
い
た
様

子
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
緒
名
太
社
は
確
か
に
こ
の
地
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
『
名
蹟
志
』
が
編
纂
さ
れ
た
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
以
降
に
何

ら
か
の
理
由
で
別
の
地
に
移
り
、
天
足
和
気
社
一
社
が
こ
の
地
に
残
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
こ
の
場
合
、
移
っ
た
先
が
伊
都
乃
比
気
社
の
あ
る
小
山
村
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
伊
都
乃
比
気
社
と
緒
名
太
社
が
二
次
的
に
同
一
地
に
存
在
す
る
に
至
っ
た
経
緯
が

理
解
で
き
よ
う
。
た
だ
そ
の
形
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
同
一
社
殿
内
に
合
祀

さ
れ
た
と
す
る
説
と
別
殿
と
し
て
並
立
し
た
と
す
る
説
に
分
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
筆
者
が
行
っ
た
踏
査
の
結
果
で
は
緒
名
太
社
の
東
隣
に
社
殿
が
立
つ
ほ
ど
の
人
為

の
平
坦
地
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
前
掲
の
緒
名
太
社
社
伝
の
「
一
間
半
東
ニ
並
立
シ
タ

ル
由
」
と
す
る
記
述
に
整
合
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
別
殿
と
み
て
お
き
た
い
。

　

次
に
天
足
和
気
社
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
れ
の
書
も
鹿
島
村
に
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
前
述
し
た
『
名
蹟
志
』
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
の
条
を
み
る
限
り
は
、
緒
名
太
社
が

鹿
嶋
大
明
神
と
称
さ
れ
、
中
心
的
に
祀
ら
れ
た
の
に
対
し
、
天
足
和
気
社
は
そ
の
隣
の

小
さ
な
叢
祠
と
し
て
付
随
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
天
足
和
気
社
に
つ
い
て
は
、『
神
社
名
鑑
』
に
あ
る
由
緒
に
よ
る
と
本
来
亘
理
郡

神
宮
司
村
の
三
門
山
に
鎮
座
し
て
い
た
が
、
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
に
鹿
島
村
の
樫
山
に

遷
座
し
、
さ
ら
に
貞
享
三
年
（
一
六
八
八
）
に
現
在
地
の
鹿
島
村
に
移
祀
さ
れ
た
と
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
名
蹟
志
』
に
記
載
さ
れ
た
「
緒
名
太
社
を
隔
つ
て
一
間
半
。
纔
な

る
叢
祠
」
と
い
う
天
足
和
気
社
の
姿
は
、
緒
名
太
社
の
地
に
付
設
的
に
移
祀
さ
れ
た
結

果
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
社
伝
は
『
名
蹟
志
』
の
付
随
的
な
理
由
を
説

明
す
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
整
合
性
か
ら
鹿
島
村
は
天
足
和
気
社
の
本
来
の

地
で
は
な
か
っ
た
と
解
す
る
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
す
る
と
天
足
和
気
社
の
本
地
は
、
鹿
島
村
で
は
な
く
神
宮
司
村
の
三
門
山
と
い

う
こ
と
に
な
る
（
10
図
）
。
山
上
に
あ
る
式
内
社
の
な
か
に
類
社
と
し
て
黒
川
郡
の
天
足

和
気
社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
は
大
亀
山
と
い
う
地
域
で
は
一
際
高
い
山
の
上
に
鎮
座
す

る
（
62
）

。
天
足
和
気
社
が
三
門
山
上
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
名
の
み
な
ら
ず
立
地
形
態

も
類
似
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
地
が
本
来
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
り
強
く
推
定
さ
せ

る
も
の
と
い
え
よ
う
。『
封
内
記
』
神
宮
寺
邑
の
条
に
「
水
門
権
現
社
。
不
レ

詳
三

何
時
勧

二

請
何
神
一

。
今
社
荒
廃
惟
存
二

遺
址
一

」
と
あ
り
、
水
門
は
三
門
で
あ
り
、
三
門
山
に
古

社
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
関
係
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

由
緒
に
従
え
ば
山
上
の
天
足
和
気
社
は
天
慶
四
年
に
樫
山
に
移
る
が
、
こ
の
と
お
り

と
す
れ
ば
神
名
帳
が
纏
め
ら
れ
た
延
長
五
年
（
九
二
七
）
よ
り
後
の
で
き
事
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
は
三
門
山
に
位
置
づ
け
ら
れ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

な
お
『
神
社
覈
録
』
で
は
鹿
島
の
地
に
鹿
嶋
三
社
を
位
置
づ
け
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し

て
『
神
社
名
鑑
』
で
は
天
足
和
気
社
の
由
緒
に
基
づ
い
て
鹿
島
村
に
移
っ
た
当
初
は
武
甕

槌
一
神
を
祀
っ
た
が
、
後
に
二
社
の
神
を
左
右
殿
に
奉
斎
し
て
鹿
嶋
三
社
大
明
神
と
し

た
と
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
こ
の
説
に
繋
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
式
内
社
と

し
て
は
本
来
の
形
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

2020
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地形図（岩沼）をもとに作成（ ）

　

以
上
曰
理
郡
の
鹿
嶋
三
社
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

て
三
社
の
擬
定
地
等
を
記
す
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
（
10
図
）（
63
）

。
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カ

シ
マ

イ
 

ツ 
 

ノ 

ヒ
ケ
ノ　
　

 
 
 

　

鹿
嶋
伊
都
乃
比
気
神
社

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
小
山
西
山
の
阿
武
隈
川
右
に
面
す
る
小
丘
陵
上
に
立
地
し
て
い

た
が
廃
絶
し
た
。

19 
 

カ

シ
マ 

オ 
 

ナ 

タ
ノ 

　
　

鹿
嶋
緒
名
太
神
社

　

亘
理
町
逢
隈
鹿
島
宮
前
の
阿
武
隈
山
地
東
麓
に
立
地
し
た
が
、
近
世
以
降
に
逢
隈
小

山
の
地
に
移
祀
さ
れ
た
。

20 
 

カ

シ
マ 

ア
マ
タ
リ
ワ
ケ
ノ 

　
　

鹿
嶋
天
足
和
気
神
社

　

亘
理
町
逢
隈
鹿
島
宮
前
に
あ
る
が
、
当
初
は
逢
隈
神
宮
寺
村
三
門
山
に
立
地
し
た
と

推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
平
安
時
代
の
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
、
鹿
島
村
樫
山
に
遷
座
さ
れ

現
在
地
に
移
っ
た
の
は
江
戸
時
代
の
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
と
い
わ
れ
る
。

21 
 

ア

フ
ク 

カ

ハ
ノ　
　

 

　
　

安
福
河
伯
神
社

　

『
聞
老
志
』
で
は
「
在
二

阿
武
隈
川
渡
南
田
澤
村
中
一 

有
二

小
社
一 

曰
二

之
阿
武
隈
明
神

一

」
と
す
る
。
『
名
蹟
志
』
『
封
内
記
』
等
何
れ
も
同
様
の
内
容
で
あ
り
、
他
に
異
説
は
な

い
。
亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
の
阿
武
隈
川
右
岸
に
面
し
た
水
上
山
と
呼
ば
れ
る
独
立

丘
陵
上
に
立
地
す
る
（
10
図
）
。
阿
武
隈
河
口
に
近
く
、
対
岸
に
は
『
駅
路
通
』
等
に
よ

り
東
山
道
駅
屋
の
玉
前
に
比
定
さ
れ
る
岩
沼
市
玉
崎
地
区
が
あ
る
（
64
）

。

志
太
郡

22 

シ
キ
タ
マ
ハ
ヤ
ミ
タ
マ
ノ　
　

敷
玉
早
御
玉
神
社

　

敷
玉
早
御
玉
神
社
は
『
名
蹟
志
』
が
「
敷
玉
早
御
子
神
社
。
在
二

新
沼
村
一

。
郷
説
若
宮

八
幡
社
と
称
す
る
有
。
此
社
の
西
に
社
地
あ
り
。
此
所
敷
玉
森
地
と
云
」
と
し
、
若
宮

八
幡
社
の
西
に
あ
る
と
す
る
（
8
図
）
。
ま
た
『
封
内
記
』
新
沼
邑
の
条
に
は
若
宮
八
幡

社
の
他
に
速
玉
神
社
の
名
が
み
え
る
。
他
に
異
説
は
な
い
。
神
社
は
現
在
新
沼
の
若
宮

八
幡
神
社
境
内
内
に
所
在
す
る
が
、
『
神
社
名
鑑
』
記
載
の
由
緒
で
は
昭
和
十
八
年
に
合

併
さ
れ
た
と
い
う
。
上
記
の
記
録
は
合
併
以
前
の
状
況
を
表
し
た
も
の
と
み
て
よ
く
、

位
置
は
若
宮
八
幡
社
の
西
に
近
接
す
る
所
と
考
え
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
立
地
は

鳴
瀬
川
沿
い
の
自
然
堤
防
で
あ
る
。

　

な
お
大
崎
市
古
川
楡
木
諏
訪
に
同
名
の
神
社
が
あ
る
が
、
『
封
内
記
』
の
楡
木
邑
の
条

に
あ
る
神
社
は
近
世
に
勧
請
さ
れ
た
別
名
の
も
の
で
、
本
神
社
の
存
在
し
た
痕
跡
は
認

め
ら
れ
な
い
。

牡
鹿
郡

23 

ヒ
ツ
シ
サ
キ
ノ　
　

零
羊
埼
神
社

　

零
羊
埼
神
社
は
、
現
在
石
巻
市
湊
牧
山
及
び
同
市
真
野
の
二
社
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
牧
山
に
つ
い
て
『
聞
老
志
』
は
「
牧
山
乃
古
零
羊
崎
神
社
」
と
す
る
（
11
・
13

図
）
。
こ
の
他
『
封
内
記
』
や
『
名
蹟
志
』
も
同
様
に
位
置
づ
け
、
『
神
祇
志
料
』
他
の
神
社

解
説
書
も
こ
の
説
に
従
う
等
有
力
な
説
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
『
封
内
記
』
や
『
名
蹟

志
』
は
白
山
神
社
と
称
さ
れ
て
い
る
と
す
る
地
元
の
伝
承
を
紹
介
し
、
両
書
よ
り
古
い

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
「
牡
鹿
郡
萬
御
改
書
上
」（
65
）

で
も
「
白
山
権
現
三
尺
四

方
」
並
び
に
「
観
音
堂
八
間
四
面
」
と
し
て
白
山
神
社
他
の
記
載
は
あ
る
も
の
の
零
羊
埼

神
社
と
す
る
記
載
は
な
く
、
地
域
伝
承
と
し
て
は
確
認
で
き
な
い
。

　

一
方
真
野
に
つ
い
て
は
、
真
野
村
の
「
安
永
風
土
記
」
旧
跡
の
条
に
零
羊
崎
神
社
跡
と

し
て
「
此
所
山
崎
ニ
而
未
之
方
エ
向
候
故
零
羊
ケ

崎
ト
申
唱
候 

御
社
相
立
候
故
神
社
ケ

崎

亦
神
社
森
ト
申
候
」
と
あ
り
、
真
野
山
崎
の
未
（
南
西
）
へ
延
び
る
零
羊
崎
に
零
羊
崎
神

社
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
（
11
・
14
図
）
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
『
石
巻
の
歴
史
』（
66
）

や
『
矢
本
町
史
』（
67
）

で
は
比
定
社
の
一
つ
と
し
て
牧
山
と
併
記
し
て
扱
っ
て
お
り
、
『
式

内
社
調
査
報
告
』
は
牧
山
と
す
る
一
方
で
真
野
の
可
能
性
も
指
摘
す
る
。

　

現
在
牧
山
の
零
羊
埼
神
社
は
古
来
の
も
の
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
の
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真
野
と
い
う
地
域
は
平
泉
藤
原
時
代
の
遺
跡
や
伝
承
が
多
く
残
さ
れ
、
古
く
か
ら
中
心

的
に
開
け
て
い
た
と
い
わ
れ
る
（
68
）

。
ま
た
真
野
村
「
安
永
風
土
記
」
の
鹿
嶋
御
児
神
社

の
条
が
「
当
村
小
屋
ケ
舘
（
略
）
葛
西
家
於
御
当
国
御
居
舘
之
初
ト

申
伝
候
」
と
し
て
葛
西

氏
入
部
の
地
と
伝
え
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
真
野
の
神
社
跡
は
こ
う
し
た
歴
史
を
持
つ

土
地
に
伝
わ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
中
で
「
安
永
風
土
記
」
旧
跡
の
条
の
続
き
を
た
ど
る
と
「
御
社
何
時
退
転
仕

候
哉 

当
村
二
百
年
前
乱
世
以
前
ハ
人
数
モ
有
之
鎮
守
御
神
社
共
ニ
繁
盛
仕
候
也 

御
社

退
転
以
後
四
面
四
階
之
御
神
輿
納
置
候
処
無
之
当
郡
槙
木
山
観
音
堂
ニ
誂
置
申
候
也
」

と
あ
り
、
二
百
年
以
前
は
繁
盛
の
地
で
あ
っ
た
が
、
零
羊
埼
神
社
が
廃
れ
た
後
は
御
輿

を
納
め
る
所
が
な
く
槙
木
山
（
牧
山
）
観
音
堂
に
誂
え
置
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
記
し

て
い
る
。
同
条
に
は
他
に
零
羊
埼
神
社
祭
礼
に
伴
う
真
野
々
市
が
開
か
れ
た
場
所
だ
っ

た
と
い
う
「
小
跡
畑
」
や
葛
西
氏
が
鹿
嶋
御
児
神
社
に
寄
進
し
た
「
宮
田
」
、
神
事
の
際

に
騎
馬
を
揃
え
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
「
十
六
騎
」
等
の
旧
跡
が
詳
し
く
記
載
さ
れ
、
そ
れ

ら
は
往
時
の
歴
史
環
境
を
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
神
輿
の
移
転
に
つ
い
て
は
「
真
野
村
風
土
記
」
に
経
緯
を
よ
り
詳
し
く
綴
っ
た

記
録
が
あ
る
（
69
）

。
そ
こ
に
は
「
寛
永
十
二
年
六
月
二
十
三
日
よ
り
二
十
七
日
迄
大
雨
、

（
略
）
是
が
為
天
下
国
家
騒
乱
、
自
然
と
人
数
も
減
り
、
古
人
十
八
軒
、
す
べ
て
家
数

四
･
五
十
軒
限
り
、
御
神
事
致
す
可
き
様
も
無
く
、
鎮
守
宮
連
々
退
転
、
右
騒
の
内
に

神
輿
納
め
置
く
所
な
く
、
槙
木
山
観
音
堂
へ
継
納
め
、
中
絶
神
無
き
故
病
気
流
行
。

云
々
」
と
し
て
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
の
災
害
を
期
に
こ
の
頃
移
転
し
た
と
す
る
。

こ
の
と
お
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
六
十
年
ほ
ど
後
の
記
録
と
な
る
前
掲
の
「
牡
鹿
郡

萬
御
改
書
上
」
が
伝
え
る
白
山
権
現
と
観
音
堂
か
ら
な
る
牧
山
の
様
子
を
突
き
合
わ
せ

る
と
、
神
社
の
象
徴
で
あ
る
神
輿
を
観
音
堂
に
移
し
た
と
は
い
え
、
ま
だ
零
羊
埼
神
社

と
は
呼
ば
れ
な
い
当
時
の
牧
山
の
状
況
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
こ
と
は
零
羊
埼
神
社

の
本
地
の
何
れ
か
を
問
う
上
で
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
真
野
と
牧
山
両
神
社
に
つ
い
て
の
本
社
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
関
す
る
記
録
と

し
て
加
納
家
所
蔵
の
「
年
代
記
」
が
あ
る
（
70
）

。
そ
の
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
記
録
の

中
に
「
一
、
二
月
廿
六
日
真
野
村
観
寿
院
三
左
衛
門
御
観
定
所
へ
被
召
出
、
牡
鹿
零
羊

崎
神
社
古
社
抔
之
義
御
尋
、
品
ハ
湊
村
山
伏
普
明
院
牧
山
白
山
宮
ヲ
零
羊
崎
神
社
御
用

出
入
ニ
真
野
村
鎮
守
之
御
取
合
被
相
登
候
、
牧
山
ハ
白
山
真
野
村
零
羊
崎
神
社
弐
百
年

以
来
社
荒
地
之
段
申
上
、
御
聞
済
」
と
あ
り
、
裁
定
の
結
果
牧
山
は
白
山
神
社
で
あ
り
、
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同
殿
）

○
（
同
殿
）

○
（
別
殿
）

○

○○○○

○○○○○○○
三
門
山
→

樫
山
→

鹿
島

○

 

小
山

 

鹿
島

 

鹿
島

曰
理
郡

鹿
嶋
三
社

　

曰
理
郡
に
は
鹿
嶋
系
式
内
社
と
し
て
鹿
嶋
伊
都
乃
比
気
神
社
、
鹿
嶋
緒
名
太
神
社
、

鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
の
三
社
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

る
も
の
の
明
確
で
は
な
い
。
か
つ
各
説
の
擬
定
は
二
社
又
は
三
社
を
同
一
地
に
あ
る
と

す
る
な
ど
神
社
間
で
互
い
に
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
以
下
説
明
す

る
に
あ
た
り
重
複
を
避
け
る
た
め
三
社
を
一
括
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
安
福

河
伯
神
社
は
「
神
名
帳
」
で
は
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
の
前
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
後
に
説
明
を
行
う
。

　

ま
ず
伊
都
乃
比
気
社
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
が
鹿
島
に
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
鹿
嶋

緒
名
太
社
、
鹿
嶋
天
足
和
気
社
に
つ
い
て
も
大
ま
か
に
一
括
し
て
同
地
に
求
め
る
が
、

詳
細
は
ふ
れ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
。
一
方
地
域
の
伝
承
を
基
に
最
も
詳
し
い
記
録
を

行
っ
た
『
名
蹟
志
』
を
み
る
と
鹿
嶋
伊
都
乃
比
気
神
社
の
条
で
「
在
二

小
山
村
一

。
相
伝
。

合
四
座
古
昔
鹿
嶋
伊
都
乃
比
気
神
社
此
邑
に
有
。
今
郷
党
寺
社
明
神
と
称
す
る
有
。
思

ふ
に
此
社
な
ら
ん
を
」
と
あ
っ
て
、
亘
理
郡
小
山
村
に
擬
定
し
て
い
る
。
ま
た
後
出
の

『
封
内
記
』
は
こ
の
記
述
を
紹
介
す
る
形
で
伝
え
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
『
神
祇
志
料
』

『
特
選
神
名
牒
』
『
大
日
本
史
』
『
神
社
覈
録
』
等
多
く
が
こ
の
擬
定
に
従
っ
て
い
る
。

し
か
し
現
在
に
お
い
て
は
伊
都
乃
比
気
社
は
こ
の
地
に
な
く
、
緒
名
太
社
が
存
在
す
る
。

こ
れ
に
関
し
て
『
式
内
社
調
査
報
告
』
は
緒
名
太
社
の
社
伝
が
「
本
郡
鹿
嶋
伊
都
乃
比
気

神
社
ハ
本
社
一
間
半
東
ニ
並
立
シ
タ
ル
由
ナ
ル
モ
廃
絶
シ
タ
リ
」
と
し
て
、
か
つ
て
二

社
が
並
立
し
た
こ
と
及
び
後
に
伊
都
乃
比
気
社
が
廃
絶
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
い

う
。

　

緒
名
太
社
に
つ
い
て
は
『
名
蹟
志
』
鹿
嶋
緒
名
太
神
社
の
条
に
「
在
二

鹿
島
村
一

。
下
同
。

郷
党
鹿
嶋
大
明
神
と
称
。
緒
名
太
の
号
を
失
ふ
」
と
あ
り
、
同
社
は
亘
理
郡
鹿
島
村
に

あ
り
鹿
嶋
大
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
。
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
や
『
神
祇
志
料
』

等
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

　

こ
の
説
に
対
し
『
特
選
神
名
牒
』
『
大
日
本
史
』
が
小
山
村
と
す
る
。
そ
れ
は
鹿
島
村

説
と
全
く
異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
共
通
点
が
あ
る
。
緒
名
太
社
の
小
山
村
の
擬
定
に
つ

い
て
現
在
は
伊
都
乃
比
気
社
内
に
あ
る
が
、
本
来
は
別
の
地
に
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
記

載
が
確
認
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
説
は
合
祀
と
い
う
二
次
的
な
経
緯
を
含
ん
だ
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
（
61
）

。
し
た
が
っ
て
小
山
村
に
は
本
来
伊
都
乃
比
気
社
一
社
の
み
が

存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
同
一
で
あ
る
。
ま
た
小
山
村
説
は
本
来
の
鎮
座
地
の
何

れ
か
に
つ
い
て
ま
で
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
別
の
擬
定
地
が
認
め
ら
れ
な
い
中

で
、
地
域
の
実
際
を
紹
介
し
た
『
名
蹟
志
』
の
前
段
の
記
録
に
着
目
す
れ
ば
、
鹿
島
村
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

緒
名
太
社
に
つ
い
て
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
鹿
島
の
地
に
は
緒
名

太
社
は
な
く
天
足
和
気
社
の
み
が
存
在
す
る
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
る
。

　

鹿
島
村
の
か
つ
て
の
様
子
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
鹿
島
天
足
和
気
神
社
の
条
に
「
緒
名

太
社
を
隔
つ
て
一
間
半
。
纔
な
る
叢
祠
是
也
」
と
あ
り
、
緒
名
太
社
と
天
足
和
気
社
の
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記
』
は
鹿
島
台
に
位
置
づ
け
、
そ
の
他
の
関
係
各
書
も
日
和
山
と
す
る
こ
と
で
は
同
様

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
和
山
の
比
定
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
鹿
嶋
御
児
神
社
は
こ
の
地
域
だ
け
で
は
な
く
石
巻
市
真
野
に
も
存
在
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
関
連
す
る
記
録
と
し
て
真
野
村
の
「
安
永
風
土
記
」
鹿
嶋
御
児

神
社
の
条
に
「
先
年
葛
西
家
関
東
ヨ
リ
御
舟
ニ
テ
御
当
国
エ
御
下
之
節
難
風
御
会
当
郡
遠

島
侍
浜
エ
御
着
船
被
成
御
家
老
都
沢
豊
前
守
ト
申
御
方
当
村
小
屋
ケ
舘
御
見
立
御
普
請
被

成
置
葛
西
家
於
御
当
国
御
居
舘
之
初
ト

申
伝
候
御
舘
丑
寅
ニ
当
鹿
島
旧
社
御
再
興
被
成

置
御
田
地
御
寄
附
被
成
置
候
今
以
宮
田
ト
申
唱
」
と
あ
る
。
葛
西
家
が
牡
鹿
郡
に
入
部

し
た
頃
の
伝
承
で
、
小
屋
ヶ
舘
を
居
館
と
し
、
当
時
館
の
北
東
に
あ
っ
た
鹿
島
旧
社
を

再
興
し
田
地
を
寄
付
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
に
は
実
際
に
小
屋
館
と
さ
れ

る
遺
構
も
存
在
し
、
そ
の
傍
ら
に
は
小
屋
前
と
い
う
地
名
や
寄
進
田
の
名
残
と
思
わ
れ

る
宮
田
の
地
名
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
伝
承
は
具
体
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
神
社
に
つ
い
て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
こ
の
神
社
に
つ
い
て
み
る
と
、
条
文
の
鹿
島
御
児
神
社
が
再
興
さ
れ

た
と
い
う
記
録
は
神
社
が
こ
の
地
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
神
社
に
関
し
て
は
同
書
に
鹿
嶋
山
所
在
の
名
石
と
し
て

「
鹿
嶋
腰
掛
石 

長
さ
七
尺 

幅
三
尺
五
寸 

厚
二
尺
二
寸
」
と
あ
る
。
『
封
内
記
』
に
も

同
様
の
記
載
が
あ
り
、
ま
さ
に
鹿
嶋
神
の
磐
座
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
形
は
黒
川

郡
の
鹿
嶋
天
足
別
神
社
や
賀
美
郡
の
飯
豊
神
社
等
の
神
体
と
同
じ
く
古
代
の
様
相
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
鹿
島
御
児
神
社
の
本
来
地
の
検
討
に
お
け
る
重
要
な
要
素
に
な
ろ
う
。

　

由
緒
の
古
さ
に
つ
い
て
は
日
和
山
の
神
社
も
門
脇
村
「
安
永
風
土
記
」
に
お
い
て
「
大

昔
ハ
大
社
之
由
エ
御
座
候
中
古
御
社
退
転
」
と
し
て
大
昔
と
す
る
が
詳
ら
か
で
は
な
い
。

ま
た
退
転
す
る
以
前
の
地
に
つ
い
て
も
明
確
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
享
保
一
九

年
（
一
七
三
四
）
に
鹿
島
台
か
ら
戻
っ
た
と
こ
ろ
が
旧
社
地
と
す
る
が
、
『
聞
老
志
』
や

『
封
内
記
』
等
の
先
行
す
る
地
誌
か
ら
は
い
ず
れ
か
ら
も
山
上
に
あ
っ
た
と
す
る
地
域

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
地
誌
が
葛
西
氏
の
遷
座
に
よ
る
鹿
島
台
や

日
和
山
麓
を
以
前
の
地
と
す
る
伝
承
記
録
か
ら
は
中
世
を
遡
ら
な
い
形
が
浮
か
び
上
が

る
。
そ
の
意
味
で
は
山
上
の
地
と
い
う
由
緒
は
安
永
期
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
可
能
性

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
門
脇
村
「
安
永
風
土
記
」
の
み
を
も
っ
て
式

内
社
と
す
る
の
は
十
分
な
こ
と
と
は
い
え
な
い
。

　

日
和
山
に
比
し
て
真
野
の
地
は
零
羊
埼
神
社
の
条
で
述
べ
た
よ
う
に
古
く
か
ら
中
心

的
に
開
け
て
い
た
地
域
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
神
社
の
神
体
に
関
す
る
と
み
ら
れ
る
鹿
嶋

石
も
存
在
し
、
古
代
の
神
社
の
一
つ
の
典
型
が
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
中

で
真
野
村
「
安
永
風
土
記
」
が
記
す
葛
西
氏
の
入
部
が
行
わ
れ
た
と
い
う
件
は
無
理
な
く

理
解
で
き
る
流
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
日
和
山
の
城
は
前
掲
の
と
お
り
後
世
に
清
重
の
玄

孫
清
宗
が
築
城
し
た
と
す
る
伝
承
は
真
野
の
件
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
変

遷
に
つ
い
て
は
『
石
巻
の
歴
史
』
ほ
か
に
よ
る
研
究
が
同
様
に
推
測
し
て
い
る
（
83
）
。

　

鹿
嶋
御
児
神
社
二
社
は
同
一
郡
内
に
あ
っ
て
葛
西
氏
が
保
護
し
崇
敬
し
た
神
社
で
あ

る
。
こ
の
場
合
同
名
の
有
力
な
神
社
が
当
初
か
ら
並
立
し
て
存
在
し
た
と
い
う
の
は
考

え
難
く
、
む
し
ろ
本
来
は
式
内
社
と
そ
れ
が
遷
座
さ
れ
た
神
社
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
状
で
は
何
れ
が
式
内
社
か
は
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
日
和
山

m
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真
野
村
は
零
羊
崎
神
社
二
百
年
以
来
の
社
地
と
い
う
形
に
収
ま
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
「
牡
鹿
郡
萬
御
改
書
上
」
や
真
野
村
の
「
安
永
風
土
記
」
、
「
真
野

村
風
土
記
」
等
に
み
る
伝
統
的
な
実
態
が
反
映
さ
れ
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
真
野
の
零
羊
埼
神
社
に
関
す
る
伝
承
記
録
は
豊
富
で
あ
り
、
具
体
的
で

整
合
性
も
あ
る
と
い
え
る
。
対
し
て
牧
山
は
こ
う
し
た
も
の
は
確
認
さ
れ
ず
、
比
較
す

れ
ば
古
い
も
の
と
し
て
優
越
す
る
根
拠
を
も
つ
と
は
言
い
難
い
（
71
）

。
ま
た
何
よ
り
も

真
野
村
の
「
安
永
風
土
記
」
は
真
野
の
社
地
が
未
の
方
角
に
突
き
出
た
丘
陵
上
に
立
地
す

る
こ
と
を
以
て
神
社
と
土
地
の
関
係
を
説
明
す
る
が
、
ま
さ
に
南
西
に
張
り
出
し
た
丘

陵
に
立
つ
真
野
山
崎
の
地
が
旧
社
地
と
し
て
相
応
し
い
と
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
点
か
ら

も
こ
の
地
と
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
た
い
。
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香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社

　

香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
と
称
す
る
神
社
は
牡
鹿
半
島
の
折
浜
に
あ
る
。
し
か
し
『
封

内
記
』
牡
鹿
郡
折
浜
の
条
に
は
伊
豆
権
現
社
と
あ
る
の
み
で
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
は

な
く
由
緒
も
不
詳
で
あ
る
。
折
浜
は
山
が
ち
の
半
島
に
点
在
す
る
小
さ
な
浜
の
一
つ
に

す
ぎ
ず
、
海
上
交
通
の
要
点
と
な
る
岬
等
の
地
理
的
特
性
も
有
し
な
い
の
で
擬
定
す
る

根
拠
は
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
に
関
す
る
記
録
を
み
る
と
『
封
内
記
』
の
桃
生
郡
和
淵

邑
神
社
の
条
に
「
別
当
篦
岩
寺
。
伝
云
。
所
レ

祭
経
津
主
命
。
大
己
貴
命
。
龗
神
。
而
一

宮
三
神
也
。
大
古
艤
二

於
常
陸
浦
一

。
歴
二

八
重
鹽
路
一

。
到
二

本
州
牡
鹿
郡
和
淵
山
西
邊

小
島
一

。
故
号
レ
之
曰
二

船
島
一

。
在
二

前
谷
地
邑
一

。
漸
従
二

東
流
一

。
号
二

其
船
溜
処
一

。

曰
二

船
澤
一

。
其
山
頂
宮
柱
太
敷
立
。
而
永
鎮
座
焉
。
乃
船
澤
山
樹
霊
峠
是
也
。
桓
武
帝
。

延
暦
中
。
坂
上
田
村
麻
呂
東
征
之
時
。
造
二

営
其
社
一

（
略
）
葛
西
伯
耆
前
司
平
清
宗
。

移
二

社
干
今
地
一

。
再
二

造
之
一

。
此
地
也
（
略
）
此
地
往
古
牡
鹿
郡
内
也
。
何
時
乎
分
レ

之
。

属
二

桃
生
郡
。
延
喜
式
神
名
帳
所
レ

謂
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
」
と
あ
り
、
和
淵
神
社
別

当
の
篦
岩
寺
に
伝
わ
る
由
緒
に
基
づ
き
常
陸
か
ら
勧
請
さ
れ
た
式
内
社
で
あ
る
と
判
断

し
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
地
名
の
和
淵
山
や
船
島
山
等
の
名
は
、
現
在
も
江
合
川

が
北
上
川
に
合
流
す
る
付
近
に
確
認
さ
れ
る
の
で
（
12
図
）
記
述
は
実
態
的
で
詳
し
い

（
72
）

。
現
在
和
淵
神
社
は
江
合
川
に
面
し
た
和
淵
山
東
麓
に
所
在
す
る
。
石
巻
市
和
淵

（
旧
桃
生
郡
河
南
町
和
淵
）
で
あ
る
。

　

和
淵
神
社
祭
神
の
一
柱
が
経
津
主
命
で
あ
る
こ
と
は
、
同
神
が
常
総
地
域
の
大
社
香

取
神
宮
の
神
で
あ
る
の
で
、
常
陸
浦
か
ら
の
勧
請
の
流
れ
は
自
然
で
あ
る
（
73
）

。
そ
し

て
和
淵
山
に
至
る
具
体
的
な
経
路
の
記
述
か
ら
は
、
鹿
島
香
取
神
系
中
央
神
の
陸
奥
国

へ
の
進
出
が
舟
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
陸
奥
国
の
内
陸
に
は
海
路
か
ら
そ
の
ま
ま
河
川
を

通
じ
て
到
達
し
た
様
子
が
無
理
な
く
理
解
さ
れ
る
。
一
方
こ
の
地
に
は
北
上
川
を
挟
ん

だ
対
岸
に
神
取
の
地
名
が
残
る
。
か
ん
ど
り
は
香
取
の
俗
称
で
あ
り
（
74
）

、
こ
の
こ
と

も
当
地
の
香
取
系
神
社
と
の
確
実
な
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
で
由
緒
の
内
容
を
裏
付
け

る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
篦
岩
寺
に
伝
わ
る
由
緒
は
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
で
あ
る

可
能
性
を
示
す
有
力
な
根
拠
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

和
淵
地
区
は
由
緒
か
ら
は
古
代
に
あ
っ
て
も
河
川
沿
い
に
位
置
し
、
当
時
の
舟
運
の
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便
に
供
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
幣
帛
の
受
納
そ
の
他
で
国
府

と
の
往
来
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
当
時
の
有
力
な
神
社
に
と
っ
て
は
不
足
の
な
い
環

境
で
あ
り
重
要
な
立
地
要
素
と
な
る
。
こ
う
し
た
地
の
利
に
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
れ

ば
『
封
内
記
』
の
擬
定
の
と
お
り
和
淵
神
社
を
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
と
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
神
社
が
該
当
す
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
神
社

に
つ
い
て
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
の
ほ
か
『
神
祇
志
料
』
、
『
神
社
覈
録
』
等
多
く
の
書

が
比
定
し
て
い
る
。

　

な
お
和
淵
は
上
記
引
用
文
に
「
牡
鹿
郡
和
淵
山
西
邊
小
島
（
略
）
在
前
谷
地
邑
」
と
あ

っ
て
、
前
谷
地
を
含
め
た
江
合
川
沿
い
の
一
帯
は
神
社
が
勧
請
さ
れ
た
頃
は
牡
鹿
郡
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
地
域
は
平
成
十
七
年
に
石
巻
市
に
合
併
さ
れ
る
ま

で
桃
生
郡
で
あ
っ
た
が
、
古
代
桃
生
郡
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。

　

い
つ
桃
生
郡
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
大
槻
文
彦
の
「
陸
奥
国
遠
田
郡
小
田
郡
沿

革
考
」
に
「
寛
文
年
中
の
伊
達
安
藝
宗
重
の
書
状
に
今
の
桃
生
郡
の
和
淵
村
前
谷
地
村

は
寛
永
十
七
年
ま
で
は
遠
田
郡
に
て
同
年
桃
生
郡
に
入
り
し
趣
記
し
て
あ
れ
ば
昔
の
小

田
保
の
大
な
り
し
事
想
ふ
べ
し
」
と
あ
り
（
75
）

、
小
田
保
の
説
明
の
中
で
、
寛
永
十
七
年

（
一
六
四
〇
）
に
遠
田
郡
か
ら
桃
生
郡
に
移
行
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
同
書
は
和
淵
村
の
遠
田
郡
所
属
以
前
の
こ
と
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
（
一

二
四
一
）
五
月
十
日
の
条
に
「
陸
奥
国
小
田
保
追
入
」
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
小
田
保

追
入
に
和
淵
村
笈
入
を
対
比
さ
せ
て
い
る
（
12
図
）
。
こ
れ
を
関
連
づ
け
る
も
の
と
し

て
『
聞
老
志
』
に
和
淵
村
貴
船
神
社
の
祭
礼
が
近
隣
の
篦
峯
と
期
を
同
じ
く
し
て
行
わ

れ
る
と
い
う
記
録
が
あ
り
（
76
）

、
大
槻
の
比
定
は
確
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

小
田
保
は
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
登
場
し
た
区
画
で
小
田
郡
に
重
な
る
領
域
を
も

ち
、
現
在
の
遠
田
郡
の
東
半
に
位
置
し
て
い
た
が
（
77
）

、
中
世
末
期
に
消
滅
し
遠
田
郡
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
78
）

。
以
上
の
記
録
を
整
理
す
る
と
、
和
淵
は
牡
鹿
郡
（
古
代
）
→

小
田
保
（
古
代
末
？
～
中
世
）
→
遠
田
郡
（
中
世
～
近
世
前
）
→
桃
生
郡
と
変
遷
し
て
い

っ
た
流
れ
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
古
代
桃
生
郡
と
の
連
続
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
桃
生
郡
は
桃
生
城
が
置
か
れ
た
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
以
降
に
牡
鹿
郡
か

ら
分
離
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
が
（
79
）

、
そ
の
際
牡
鹿
郡
の
何
れ
の
地
域
が
分
離
し
た

か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
和
淵
も
小
田
保
に
属
す
る
ま
で
一
貫
し
て
牡
鹿
郡
に
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
桃
生
郡
の
成
立
は
蝦
夷
政
策
の
進
展
に
よ

る
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
牡
鹿
郡
か
ら
分
離
し
た
地
域
は
牡
鹿
郡
の
中
で
も
辺
境
の
地

域
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
和
淵
の
北
は
小
田
郡
と
接
し
、
南

は
牡
鹿
郡
の
中
心
地
域
で
あ
る
深
谷
（
80
）

に
挟
ま
れ
た
地
域
に
あ
る
と
い
う
点
か
ら
み

て
分
割
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
な
お
検
証
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

和
淵
は
こ
う
し
た
中
に
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

25 
 

イ

コ

ハ

ヤ

ワ

ケ
ノ 

 
 
 
 

　
　

伊
去
波
夜
和
気
命
神
社

　

近
世
の
地
誌
に
は
所
在
を
示
す
も
の
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
『
稲
井
町
史
』
で
は
石
巻

市
水
沼
平
畑
の
伊
去
波
夜
和
気
命
神
社
を
該
当
さ
せ
る
（
14
図
）
。
塩
土
翁
を
祀
り
深
山

権
現
と
称
す
る
と
い
う
（
81
）

。
ま
た
同
町
史
は
石
巻
市
渡
波
に
分
祀
し
た
同
名
社
が
あ

る
と
す
る（
11
図
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
神
社
名
鑑
』
に
同
社
が
延
喜
式
内
社
で
古
く
は

岡
の
地
に
あ
っ
た
と
す
る
社
伝
を
紹
介
し
て
い
る
。
岡
の
地
は
明
確
で
は
な
い
が
、
移

祀
の
動
き
は
『
稲
井
町
史
』
に
あ
る
分
祀
と
齟
齬
す
る
も
の
で
は
な
く
、
水
沼
と
す
る

こ
と
に
従
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
水
沼
の
神
社
周
辺
に
は
岡
や
岡
田
の
姓
が
多
く

あ
り
、
そ
の
こ
と
も
想
定
を
強
く
さ
せ
る
。

26 
 

ソ

ハ
ノ　
　

曾
波
神
社

 
 

曾
波
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
蛇
田
村
の
北
上
川
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と

し
、『
封
内
記
』
も
同
じ
く
位
置
づ
け
、
か
つ
山
上
に
愛
宕
神
社
が
あ
る
と
す
る
。
『
名

蹟
志
』
は
「
郷
俗
誤
て
蕎
麦
明
神
と
云
」
と
す
る
が
、
古
く
か
ら
本
神
社
が
伝
わ
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
神
社
は
現
在
石
巻
市
蛇
田
曾
波
神
山
に
あ
り
、
旧
北

上
川
右
岸
に
接
す
る
愛
宕
山
と
呼
ば
れ
る
丘
陵
中
腹
に
立
地
す
る
。
山
頂
に
愛
宕
山
神

社
が
あ
り
『
封
内
記
』
の
記
録
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
異
説
は
な
い（
11
・
13
図
）
。

27 
 

オ

カ

ミ
ノ　
　
　

拝
幣
志
神
社

　

拝
幣
志
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
不
詳
と
す
る
が
、
『
封
内
記
』
は
湊
邑
の
条

m

13図　牡鹿郡の神社(1)（ )は論社
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29

27
(28)

(30)

26

28

29

27
(28)

(30)

(23)(23)

で
「
箱
崎
明
神
社
。
伝
云
。
古
昔
拝
幣
志
社
。
而
延
喜
式
神
名
帳
所
レ

謂
。
本
郡
神
社
十

座
之
其
一

也
。
舊
在
二

箱
崎
山
上
一

。
霊
元
帝
。
寛
文
中
。
移
二

社
於
麓
一

。
称
二

箱
崎
明

神
社
一

。
」
と
し
て
伝
承
に
基
づ
き
湊
邑
の
箱
崎
明
神
社
を
擬
定
す
る
。
そ
し
て
山
上
に

あ
っ
た
神
社
は
寛
文
年
中
（
一
六
六
一
～
七
三
）
に
麓
の
箱
崎
明
神
社
に
移
さ
れ
た
と

す
る
。
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
も
同
様
で
あ
り
他
に
異
説
は
な
い
。
『
神
社
名
鑑
』
記
載

の
由
緒
に
よ
れ
ば
、
同
社
は
明
治
四
十
年
に
さ
ら
に
麓
の
箱
崎
八
幡
神
社
に
合
祀
さ
れ

社
名
が
拝
幣
志
神
社
に
改
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
現
在
石
巻
市
八
幡
町
に
所
在
す
る
拝

幣
志
神
社
が
そ
れ
で
あ
る
が
（
11
・
13
図
）
、
式
内
社
と
し
て
の
本
来
は
北
上
川
河
口
に

望
む
背
後
の
箱
崎
山
上
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

28 

ト
リ

ヤ　
鳥
屋
神
社

 

鳥
屋
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
蛇
田
村
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
鳥
屋
神
社
の
条

で
「
又
石
巻
村
に
鳥
屋
神
社
と
称
す
る
有
。
相
伝
ふ
。
文
治
中
。
藤
原
秀
衡
の
勧
請
す

る
所
に
し
て
。
羽
黒
権
現
也
。
そ
の
山
半
ば
石
巻
半
ば
蛇
田
に
属
す
。
両
村
共
に
鳥
屋

崎
と
称
す
る
が
故
に
。
羽
黒
権
現
を
も
鳥
屋
神
社
と
称
せ
り
」
と
あ
っ
て
論
社
の
羽
黒

権
現
も
紹
介
す
る
が
、
平
泉
藤
原
時
代
の
勧
請
で
社
名
は
鳥
屋
崎
に
あ
っ
た
た
め
と
す

る
。
『
封
内
記
』
、
門
脇
村
の
「
安
永
風
土
記
」（
82
）
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
ほ
か
も
同
様

で
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。
現
在
も
石
巻
市
山
下
町
の
小
高
丘
に

立
地
す
る
（
11
・
13
図
）
。

29 

オ
ホ
シ
マ　

大
嶋
神
社

 
 

大
嶋
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
大
島
神
社
の
条
で
「
在
二

石
巻
村
一

。
石
の
巻
北

市
に
有
。
郷
党
住
吉
大
明
神
と
云
。
」
と
あ
り
、
『
封
内
記
』
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
も

同
様
で
そ
の
他
の
多
く
も
こ
れ
に
従
う
。
石
巻
市
住
吉
町
に
あ
り
、
旧
北
上
川
河
口
に

立
地
す
る
（
11
・
13
図
）
。

30 
 

カ

シ
マ
ノ
ミ
コ　
　
　

鹿
嶋
御
児
神
社

 
 

鹿
嶋
御
児
神
社
は
現
在
石
巻
市
日
和
丘
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は

門
脇
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
詳
し
く
、
そ
こ
で
は
好
日
山
（
日
和
山
）
鹿
嶋
御
児
神
社

と
し
て
「
延
喜
式
神
名
帳
ニ
相
載
奥
州
百
座
ノ
内
当
郡
十
座
之
一
座
ニ
御
座
候
由
葛
西

家
御
城
地
之
節
ハ
当
山
西
北
ニ
当
時
鹿
嶋
台
と
申
所
江
被
相
移
候
（
略
）
享
保
十
九
年
八

月
奉
願
最
初
之
地
江
又
以
相
移
申
候
事
」
と
し
て
葛
西
氏
が
日
和
山
に
城
を
構
え
た
と

き
に
鹿
島
台
に
移
祀
し
、
享
保
十
九
年
（一
七
三
四
）に
再
び
旧
社
地
と
さ
れ
る
山
上
の

現
在
地
に
戻
っ
た
と
す
る
。
鹿
島
台
は
同
書
の
別
項
に
「
三
郎
様
清
重
御
玄
孫
葛
西

伊
豆
守
様
御
清
宗
城
地
之
砌
ハ
当
社
南
麓
ニ
御
座
候
」
と
あ
っ
て
移
祀
先
は
日
和
山
の

南
麓
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
い
は
こ
の
位
置
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
別
の

地
誌
で
あ
る
『
聞
老
志
』
や
『
名
蹟
志
』
は
社
地
に
つ
い
て
は
日
和
山
麓
と
し
、『
封
内

国土地理院発行の5万分の１
地形図（石巻）をもとに作成（ ）
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便
に
供
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
幣
帛
の
受
納
そ
の
他
で
国
府

と
の
往
来
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
当
時
の
有
力
な
神
社
に
と
っ
て
は
不
足
の
な
い
環

境
で
あ
り
重
要
な
立
地
要
素
と
な
る
。
こ
う
し
た
地
の
利
に
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
れ

ば
『
封
内
記
』
の
擬
定
の
と
お
り
和
淵
神
社
を
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
と
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
神
社
が
該
当
す
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
神
社

に
つ
い
て
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
の
ほ
か
『
神
祇
志
料
』
、
『
神
社
覈
録
』
等
多
く
の
書

が
比
定
し
て
い
る
。

　

な
お
和
淵
は
上
記
引
用
文
に
「
牡
鹿
郡
和
淵
山
西
邊
小
島
（
略
）
在
前
谷
地
邑
」
と
あ

っ
て
、
前
谷
地
を
含
め
た
江
合
川
沿
い
の
一
帯
は
神
社
が
勧
請
さ
れ
た
頃
は
牡
鹿
郡
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
地
域
は
平
成
十
七
年
に
石
巻
市
に
合
併
さ
れ
る
ま

で
桃
生
郡
で
あ
っ
た
が
、
古
代
桃
生
郡
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。

　

い
つ
桃
生
郡
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
大
槻
文
彦
の
「
陸
奥
国
遠
田
郡
小
田
郡
沿

革
考
」
に
「
寛
文
年
中
の
伊
達
安
藝
宗
重
の
書
状
に
今
の
桃
生
郡
の
和
淵
村
前
谷
地
村

は
寛
永
十
七
年
ま
で
は
遠
田
郡
に
て
同
年
桃
生
郡
に
入
り
し
趣
記
し
て
あ
れ
ば
昔
の
小

田
保
の
大
な
り
し
事
想
ふ
べ
し
」
と
あ
り
（
75
）

、
小
田
保
の
説
明
の
中
で
、
寛
永
十
七
年

（
一
六
四
〇
）
に
遠
田
郡
か
ら
桃
生
郡
に
移
行
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
同
書
は
和
淵
村
の
遠
田
郡
所
属
以
前
の
こ
と
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
（
一

二
四
一
）
五
月
十
日
の
条
に
「
陸
奥
国
小
田
保
追
入
」
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
小
田
保

追
入
に
和
淵
村
笈
入
を
対
比
さ
せ
て
い
る
（
12
図
）
。
こ
れ
を
関
連
づ
け
る
も
の
と
し

て
『
聞
老
志
』
に
和
淵
村
貴
船
神
社
の
祭
礼
が
近
隣
の
篦
峯
と
期
を
同
じ
く
し
て
行
わ

れ
る
と
い
う
記
録
が
あ
り
（
76
）

、
大
槻
の
比
定
は
確
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

小
田
保
は
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
登
場
し
た
区
画
で
小
田
郡
に
重
な
る
領
域
を
も

ち
、
現
在
の
遠
田
郡
の
東
半
に
位
置
し
て
い
た
が
（
77
）

、
中
世
末
期
に
消
滅
し
遠
田
郡
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
78
）

。
以
上
の
記
録
を
整
理
す
る
と
、
和
淵
は
牡
鹿
郡
（
古
代
）
→

小
田
保
（
古
代
末
？
～
中
世
）
→
遠
田
郡
（
中
世
～
近
世
前
）
→
桃
生
郡
と
変
遷
し
て
い

っ
た
流
れ
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
古
代
桃
生
郡
と
の
連
続
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
桃
生
郡
は
桃
生
城
が
置
か
れ
た
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
以
降
に
牡
鹿
郡
か

ら
分
離
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
が
（
79
）

、
そ
の
際
牡
鹿
郡
の
何
れ
の
地
域
が
分
離
し
た

か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
和
淵
も
小
田
保
に
属
す
る
ま
で
一
貫
し
て
牡
鹿
郡
に
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
桃
生
郡
の
成
立
は
蝦
夷
政
策
の
進
展
に
よ

る
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
牡
鹿
郡
か
ら
分
離
し
た
地
域
は
牡
鹿
郡
の
中
で
も
辺
境
の
地

域
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
和
淵
の
北
は
小
田
郡
と
接
し
、
南

は
牡
鹿
郡
の
中
心
地
域
で
あ
る
深
谷
（
80
）

に
挟
ま
れ
た
地
域
に
あ
る
と
い
う
点
か
ら
み

て
分
割
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
な
お
検
証
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

和
淵
は
こ
う
し
た
中
に
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。
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伊
去
波
夜
和
気
命
神
社

　

近
世
の
地
誌
に
は
所
在
を
示
す
も
の
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
『
稲
井
町
史
』
で
は
石
巻

市
水
沼
平
畑
の
伊
去
波
夜
和
気
命
神
社
を
該
当
さ
せ
る
（
14
図
）
。
塩
土
翁
を
祀
り
深
山

権
現
と
称
す
る
と
い
う
（
81
）

。
ま
た
同
町
史
は
石
巻
市
渡
波
に
分
祀
し
た
同
名
社
が
あ

る
と
す
る（
11
図
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
神
社
名
鑑
』
に
同
社
が
延
喜
式
内
社
で
古
く
は

岡
の
地
に
あ
っ
た
と
す
る
社
伝
を
紹
介
し
て
い
る
。
岡
の
地
は
明
確
で
は
な
い
が
、
移

祀
の
動
き
は
『
稲
井
町
史
』
に
あ
る
分
祀
と
齟
齬
す
る
も
の
で
は
な
く
、
水
沼
と
す
る

こ
と
に
従
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
水
沼
の
神
社
周
辺
に
は
岡
や
岡
田
の
姓
が
多
く

あ
り
、
そ
の
こ
と
も
想
定
を
強
く
さ
せ
る
。
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ソ

ハ
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曾
波
神
社

 
 

曾
波
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
蛇
田
村
の
北
上
川
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と

し
、『
封
内
記
』
も
同
じ
く
位
置
づ
け
、
か
つ
山
上
に
愛
宕
神
社
が
あ
る
と
す
る
。
『
名

蹟
志
』
は
「
郷
俗
誤
て
蕎
麦
明
神
と
云
」
と
す
る
が
、
古
く
か
ら
本
神
社
が
伝
わ
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
神
社
は
現
在
石
巻
市
蛇
田
曾
波
神
山
に
あ
り
、
旧
北

上
川
右
岸
に
接
す
る
愛
宕
山
と
呼
ば
れ
る
丘
陵
中
腹
に
立
地
す
る
。
山
頂
に
愛
宕
山
神

社
が
あ
り
『
封
内
記
』
の
記
録
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
異
説
は
な
い（
11
・
13
図
）
。
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拝
幣
志
神
社

　

拝
幣
志
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
不
詳
と
す
る
が
、
『
封
内
記
』
は
湊
邑
の
条

m

13図　牡鹿郡の神社(1)（ )は論社
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で
「
箱
崎
明
神
社
。
伝
云
。
古
昔
拝
幣
志
社
。
而
延
喜
式
神
名
帳
所
レ

謂
。
本
郡
神
社
十

座
之
其
一

也
。
舊
在
二

箱
崎
山
上
一

。
霊
元
帝
。
寛
文
中
。
移
二

社
於
麓
一

。
称
二

箱
崎
明

神
社
一

。
」
と
し
て
伝
承
に
基
づ
き
湊
邑
の
箱
崎
明
神
社
を
擬
定
す
る
。
そ
し
て
山
上
に

あ
っ
た
神
社
は
寛
文
年
中
（
一
六
六
一
～
七
三
）
に
麓
の
箱
崎
明
神
社
に
移
さ
れ
た
と

す
る
。
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
も
同
様
で
あ
り
他
に
異
説
は
な
い
。
『
神
社
名
鑑
』
記
載

の
由
緒
に
よ
れ
ば
、
同
社
は
明
治
四
十
年
に
さ
ら
に
麓
の
箱
崎
八
幡
神
社
に
合
祀
さ
れ

社
名
が
拝
幣
志
神
社
に
改
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
現
在
石
巻
市
八
幡
町
に
所
在
す
る
拝

幣
志
神
社
が
そ
れ
で
あ
る
が
（
11
・
13
図
）
、
式
内
社
と
し
て
の
本
来
は
北
上
川
河
口
に

望
む
背
後
の
箱
崎
山
上
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

28 

ト
リ

ヤ　
鳥
屋
神
社

 

鳥
屋
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
蛇
田
村
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
鳥
屋
神
社
の
条

で
「
又
石
巻
村
に
鳥
屋
神
社
と
称
す
る
有
。
相
伝
ふ
。
文
治
中
。
藤
原
秀
衡
の
勧
請
す

る
所
に
し
て
。
羽
黒
権
現
也
。
そ
の
山
半
ば
石
巻
半
ば
蛇
田
に
属
す
。
両
村
共
に
鳥
屋

崎
と
称
す
る
が
故
に
。
羽
黒
権
現
を
も
鳥
屋
神
社
と
称
せ
り
」
と
あ
っ
て
論
社
の
羽
黒

権
現
も
紹
介
す
る
が
、
平
泉
藤
原
時
代
の
勧
請
で
社
名
は
鳥
屋
崎
に
あ
っ
た
た
め
と
す

る
。
『
封
内
記
』
、
門
脇
村
の
「
安
永
風
土
記
」（
82
）
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
ほ
か
も
同
様

で
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。
現
在
も
石
巻
市
山
下
町
の
小
高
丘
に

立
地
す
る
（
11
・
13
図
）
。

29 

オ
ホ
シ
マ　

大
嶋
神
社

 
 

大
嶋
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
大
島
神
社
の
条
で
「
在
二

石
巻
村
一

。
石
の
巻
北

市
に
有
。
郷
党
住
吉
大
明
神
と
云
。
」
と
あ
り
、
『
封
内
記
』
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
も

同
様
で
そ
の
他
の
多
く
も
こ
れ
に
従
う
。
石
巻
市
住
吉
町
に
あ
り
、
旧
北
上
川
河
口
に

立
地
す
る
（
11
・
13
図
）
。
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シ
マ
ノ
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鹿
嶋
御
児
神
社

 
 

鹿
嶋
御
児
神
社
は
現
在
石
巻
市
日
和
丘
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は

門
脇
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
詳
し
く
、
そ
こ
で
は
好
日
山
（
日
和
山
）
鹿
嶋
御
児
神
社

と
し
て
「
延
喜
式
神
名
帳
ニ
相
載
奥
州
百
座
ノ
内
当
郡
十
座
之
一
座
ニ
御
座
候
由
葛
西

家
御
城
地
之
節
ハ
当
山
西
北
ニ
当
時
鹿
嶋
台
と
申
所
江
被
相
移
候
（
略
）
享
保
十
九
年
八

月
奉
願
最
初
之
地
江
又
以
相
移
申
候
事
」
と
し
て
葛
西
氏
が
日
和
山
に
城
を
構
え
た
と

き
に
鹿
島
台
に
移
祀
し
、
享
保
十
九
年
（一
七
三
四
）に
再
び
旧
社
地
と
さ
れ
る
山
上
の

現
在
地
に
戻
っ
た
と
す
る
。
鹿
島
台
は
同
書
の
別
項
に
「
三
郎
様
清
重
御
玄
孫
葛
西

伊
豆
守
様
御
清
宗
城
地
之
砌
ハ
当
社
南
麓
ニ
御
座
候
」
と
あ
っ
て
移
祀
先
は
日
和
山
の

南
麓
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
い
は
こ
の
位
置
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
別
の

地
誌
で
あ
る
『
聞
老
志
』
や
『
名
蹟
志
』
は
社
地
に
つ
い
て
は
日
和
山
麓
と
し
、『
封
内

国土地理院発行の5万分の１
地形図（石巻）をもとに作成（ ）
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記
』
は
鹿
島
台
に
位
置
づ
け
、
そ
の
他
の
関
係
各
書
も
日
和
山
と
す
る
こ
と
で
は
同
様

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
和
山
の
比
定
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
鹿
嶋
御
児
神
社
は
こ
の
地
域
だ
け
で
は
な
く
石
巻
市
真
野
に
も
存
在
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
関
連
す
る
記
録
と
し
て
真
野
村
の
「
安
永
風
土
記
」
鹿
嶋
御
児

神
社
の
条
に
「
先
年
葛
西
家
関
東
ヨ
リ
御
舟
ニ
テ
御
当
国
エ
御
下
之
節
難
風
御
会
当
郡
遠

島
侍
浜
エ
御
着
船
被
成
御
家
老
都
沢
豊
前
守
ト
申
御
方
当
村
小
屋
ケ
舘
御
見
立
御
普
請
被

成
置
葛
西
家
於
御
当
国
御
居
舘
之
初
ト

申
伝
候
御
舘
丑
寅
ニ
当
鹿
島
旧
社
御
再
興
被
成

置
御
田
地
御
寄
附
被
成
置
候
今
以
宮
田
ト
申
唱
」
と
あ
る
。
葛
西
家
が
牡
鹿
郡
に
入
部

し
た
頃
の
伝
承
で
、
小
屋
ヶ
舘
を
居
館
と
し
、
当
時
館
の
北
東
に
あ
っ
た
鹿
島
旧
社
を

再
興
し
田
地
を
寄
付
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
に
は
実
際
に
小
屋
館
と
さ
れ

る
遺
構
も
存
在
し
、
そ
の
傍
ら
に
は
小
屋
前
と
い
う
地
名
や
寄
進
田
の
名
残
と
思
わ
れ

る
宮
田
の
地
名
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
伝
承
は
具
体
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
神
社
に
つ
い
て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
こ
の
神
社
に
つ
い
て
み
る
と
、
条
文
の
鹿
島
御
児
神
社
が
再
興
さ
れ

た
と
い
う
記
録
は
神
社
が
こ
の
地
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
神
社
に
関
し
て
は
同
書
に
鹿
嶋
山
所
在
の
名
石
と
し
て

「
鹿
嶋
腰
掛
石 

長
さ
七
尺 

幅
三
尺
五
寸 

厚
二
尺
二
寸
」
と
あ
る
。
『
封
内
記
』
に
も

同
様
の
記
載
が
あ
り
、
ま
さ
に
鹿
嶋
神
の
磐
座
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
形
は
黒
川

郡
の
鹿
嶋
天
足
別
神
社
や
賀
美
郡
の
飯
豊
神
社
等
の
神
体
と
同
じ
く
古
代
の
様
相
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
鹿
島
御
児
神
社
の
本
来
地
の
検
討
に
お
け
る
重
要
な
要
素
に
な
ろ
う
。

　

由
緒
の
古
さ
に
つ
い
て
は
日
和
山
の
神
社
も
門
脇
村
「
安
永
風
土
記
」
に
お
い
て
「
大

昔
ハ
大
社
之
由
エ
御
座
候
中
古
御
社
退
転
」
と
し
て
大
昔
と
す
る
が
詳
ら
か
で
は
な
い
。

ま
た
退
転
す
る
以
前
の
地
に
つ
い
て
も
明
確
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
享
保
一
九

年
（
一
七
三
四
）
に
鹿
島
台
か
ら
戻
っ
た
と
こ
ろ
が
旧
社
地
と
す
る
が
、
『
聞
老
志
』
や

『
封
内
記
』
等
の
先
行
す
る
地
誌
か
ら
は
い
ず
れ
か
ら
も
山
上
に
あ
っ
た
と
す
る
地
域

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
地
誌
が
葛
西
氏
の
遷
座
に
よ
る
鹿
島
台
や

日
和
山
麓
を
以
前
の
地
と
す
る
伝
承
記
録
か
ら
は
中
世
を
遡
ら
な
い
形
が
浮
か
び
上
が

る
。
そ
の
意
味
で
は
山
上
の
地
と
い
う
由
緒
は
安
永
期
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
可
能
性

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
門
脇
村
「
安
永
風
土
記
」
の
み
を
も
っ
て
式

内
社
と
す
る
の
は
十
分
な
こ
と
と
は
い
え
な
い
。

　

日
和
山
に
比
し
て
真
野
の
地
は
零
羊
埼
神
社
の
条
で
述
べ
た
よ
う
に
古
く
か
ら
中
心

的
に
開
け
て
い
た
地
域
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
神
社
の
神
体
に
関
す
る
と
み
ら
れ
る
鹿
嶋

石
も
存
在
し
、
古
代
の
神
社
の
一
つ
の
典
型
が
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
中

で
真
野
村
「
安
永
風
土
記
」
が
記
す
葛
西
氏
の
入
部
が
行
わ
れ
た
と
い
う
件
は
無
理
な
く

理
解
で
き
る
流
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
日
和
山
の
城
は
前
掲
の
と
お
り
後
世
に
清
重
の
玄

孫
清
宗
が
築
城
し
た
と
す
る
伝
承
は
真
野
の
件
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
変

遷
に
つ
い
て
は
『
石
巻
の
歴
史
』
ほ
か
に
よ
る
研
究
が
同
様
に
推
測
し
て
い
る
（
83
）
。

　

鹿
嶋
御
児
神
社
二
社
は
同
一
郡
内
に
あ
っ
て
葛
西
氏
が
保
護
し
崇
敬
し
た
神
社
で
あ

る
。
こ
の
場
合
同
名
の
有
力
な
神
社
が
当
初
か
ら
並
立
し
て
存
在
し
た
と
い
う
の
は
考

え
難
く
、
む
し
ろ
本
来
は
式
内
社
と
そ
れ
が
遷
座
さ
れ
た
神
社
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
状
で
は
何
れ
が
式
内
社
か
は
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
日
和
山

m

12図　香取伊豆乃御子神社と周辺

江合川
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国土地理院発行の5万分の１
地形図（涌谷）をもとに作成（ ）

真
野
村
は
零
羊
崎
神
社
二
百
年
以
来
の
社
地
と
い
う
形
に
収
ま
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
「
牡
鹿
郡
萬
御
改
書
上
」
や
真
野
村
の
「
安
永
風
土
記
」
、
「
真
野

村
風
土
記
」
等
に
み
る
伝
統
的
な
実
態
が
反
映
さ
れ
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
真
野
の
零
羊
埼
神
社
に
関
す
る
伝
承
記
録
は
豊
富
で
あ
り
、
具
体
的
で

整
合
性
も
あ
る
と
い
え
る
。
対
し
て
牧
山
は
こ
う
し
た
も
の
は
確
認
さ
れ
ず
、
比
較
す

れ
ば
古
い
も
の
と
し
て
優
越
す
る
根
拠
を
も
つ
と
は
言
い
難
い
（
71
）

。
ま
た
何
よ
り
も

真
野
村
の
「
安
永
風
土
記
」
は
真
野
の
社
地
が
未
の
方
角
に
突
き
出
た
丘
陵
上
に
立
地
す

る
こ
と
を
以
て
神
社
と
土
地
の
関
係
を
説
明
す
る
が
、
ま
さ
に
南
西
に
張
り
出
し
た
丘

陵
に
立
つ
真
野
山
崎
の
地
が
旧
社
地
と
し
て
相
応
し
い
と
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
点
か
ら

も
こ
の
地
と
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
た
い
。
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香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社

　

香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
と
称
す
る
神
社
は
牡
鹿
半
島
の
折
浜
に
あ
る
。
し
か
し
『
封

内
記
』
牡
鹿
郡
折
浜
の
条
に
は
伊
豆
権
現
社
と
あ
る
の
み
で
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
は

な
く
由
緒
も
不
詳
で
あ
る
。
折
浜
は
山
が
ち
の
半
島
に
点
在
す
る
小
さ
な
浜
の
一
つ
に

す
ぎ
ず
、
海
上
交
通
の
要
点
と
な
る
岬
等
の
地
理
的
特
性
も
有
し
な
い
の
で
擬
定
す
る

根
拠
は
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
に
関
す
る
記
録
を
み
る
と
『
封
内
記
』
の
桃
生
郡
和
淵

邑
神
社
の
条
に
「
別
当
篦
岩
寺
。
伝
云
。
所
レ

祭
経
津
主
命
。
大
己
貴
命
。
龗
神
。
而
一

宮
三
神
也
。
大
古
艤
二

於
常
陸
浦
一

。
歴
二

八
重
鹽
路
一

。
到
二

本
州
牡
鹿
郡
和
淵
山
西
邊

小
島
一

。
故
号
レ
之
曰
二

船
島
一

。
在
二

前
谷
地
邑
一

。
漸
従
二

東
流
一

。
号
二

其
船
溜
処
一

。

曰
二

船
澤
一

。
其
山
頂
宮
柱
太
敷
立
。
而
永
鎮
座
焉
。
乃
船
澤
山
樹
霊
峠
是
也
。
桓
武
帝
。

延
暦
中
。
坂
上
田
村
麻
呂
東
征
之
時
。
造
二

営
其
社
一

（
略
）
葛
西
伯
耆
前
司
平
清
宗
。

移
二

社
干
今
地
一

。
再
二

造
之
一

。
此
地
也
（
略
）
此
地
往
古
牡
鹿
郡
内
也
。
何
時
乎
分
レ

之
。

属
二

桃
生
郡
。
延
喜
式
神
名
帳
所
レ

謂
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
」
と
あ
り
、
和
淵
神
社
別

当
の
篦
岩
寺
に
伝
わ
る
由
緒
に
基
づ
き
常
陸
か
ら
勧
請
さ
れ
た
式
内
社
で
あ
る
と
判
断

し
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
地
名
の
和
淵
山
や
船
島
山
等
の
名
は
、
現
在
も
江
合
川

が
北
上
川
に
合
流
す
る
付
近
に
確
認
さ
れ
る
の
で
（
12
図
）
記
述
は
実
態
的
で
詳
し
い

（
72
）

。
現
在
和
淵
神
社
は
江
合
川
に
面
し
た
和
淵
山
東
麓
に
所
在
す
る
。
石
巻
市
和
淵

（
旧
桃
生
郡
河
南
町
和
淵
）
で
あ
る
。

　

和
淵
神
社
祭
神
の
一
柱
が
経
津
主
命
で
あ
る
こ
と
は
、
同
神
が
常
総
地
域
の
大
社
香

取
神
宮
の
神
で
あ
る
の
で
、
常
陸
浦
か
ら
の
勧
請
の
流
れ
は
自
然
で
あ
る
（
73
）

。
そ
し

て
和
淵
山
に
至
る
具
体
的
な
経
路
の
記
述
か
ら
は
、
鹿
島
香
取
神
系
中
央
神
の
陸
奥
国

へ
の
進
出
が
舟
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
陸
奥
国
の
内
陸
に
は
海
路
か
ら
そ
の
ま
ま
河
川
を

通
じ
て
到
達
し
た
様
子
が
無
理
な
く
理
解
さ
れ
る
。
一
方
こ
の
地
に
は
北
上
川
を
挟
ん

だ
対
岸
に
神
取
の
地
名
が
残
る
。
か
ん
ど
り
は
香
取
の
俗
称
で
あ
り
（
74
）

、
こ
の
こ
と

も
当
地
の
香
取
系
神
社
と
の
確
実
な
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
で
由
緒
の
内
容
を
裏
付
け

る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
篦
岩
寺
に
伝
わ
る
由
緒
は
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
で
あ
る

可
能
性
を
示
す
有
力
な
根
拠
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

和
淵
地
区
は
由
緒
か
ら
は
古
代
に
あ
っ
て
も
河
川
沿
い
に
位
置
し
、
当
時
の
舟
運
の
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っ
た
と
み
ら
れ
る
神
社
は
県
内
で
も
石
神
社
、
計
仙
麻
大
島
神
社
、
久
集
比
奈
神
社
、

鹿
島
天
足
別
神
社
、
刈
田
嶺
神
社
ほ
か
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
が
廃
れ
た
後
に
仏
堂
が
立

つ
例
も
少
な
く
な
い
。
類
社
の
表
刀
神
社
に
し
て
も
大
土
森
の
麓
に
薬
師
堂
が
あ
り
、

神
社
跡
地
に
生
ず
る
形
の
一
つ
と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
う
し
た
意
味
で
も
再
考
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
（
17
図
）
。

　

そ
こ
で
福
地
の
神
社
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
と
、
神
社
名
に
つ
い
て
は
『
封
内

記
』
で
は
前
掲
の
引
用
文
の
と
お
り
賀
茂
神
社
の
別
名
と
し
て
の
記
載
で
あ
り
、
正
式

の
表
記
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
福
地
村
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
賀
茂
小
鋭
神

社
と
併
記
の
形
を
と
る
が
、
小
鋭
は
副
次
的
な
扱
い
で
あ
る
。
加
え
て
同
書
に
は
「
小

名 

鴨
崎
」
と
あ
り
、
鴨
（
賀
茂
）
崎
と
す
る
地
域
名
か
ら
は
賀
茂
神
社
の
強
い
伝
統
性

が
う
か
が
わ
れ
、
対
し
て
小
鋭
神
社
に
つ
い
て
の
伝
承
性
は
明
確
で
な
い
。
こ
う
し
た

こ
と
は
、
福
地
が
賀
茂
神
社
本
来
の
地
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
祭
神
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
『式
内
社
調
査
報
告
』が
引
用
す
る
『管
内

式
内
社
調
』
で
は
上
賀
茂
神
社
祭
神
の
鴨
別
雷
神
と
下
鴨
神
社
祭
神
の
玉
依
毘
咩
命
と

し
（
94
）
『
桃
生
郡
誌
』
で
は
こ
の
二
神
の
ほ
か
下
鴨
神
社
の
加
茂
建
角
見
命
が
加
わ
る
（
95
）
。

近
年
は
祭
神
と
し
て
小
田
神
の
記
載
が
加
わ
る
が
、
大
正
期
以
前
の
記
録
は
い
ず
れ
も

上
賀
茂
神
社
と
下
鴨
神
社
の
祭
神
で
あ
る
。
ま
た
小
田
神
そ
の
も
の
に
し
て
も
『
神
社

名
鑑
』
で
は
「
小
田
神
は
を
と
の
訛
で
あ
ろ
う
。
神
蹟
審
か
で
は
な
い
」
と
す
る
よ
う
に

不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
後
世
の
神
名
整
備
の
感
は
否
め
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
福

地
は
賀
茂
神
社
の
本
地
で
あ
り
、
小
鋭
神
社
も
近
世
に
は
存
在
は
し
て
い
た
が
、
や
は

り
主
体
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
福
地
に
お
い
て
も
見
過
ご
せ
な
い
問
題
が
あ
る
。
大
土
山
は
小
鋭
神

社
と
す
る
伝
承
は
確
認
で
き
な
い
が
、
桃
生
郡
に
こ
の
神
社
が
存
在
す
る
以
上
は
そ
れ

に
関
わ
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
山
を
旧
社
地
と
し
た

『
大
日
本
史
』
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
福
地
の
神
社
は
後
に
移
祀
さ
れ
た
も
の
と
す

れ
ば
同
地
に
お
け
る
伝
承
性
の
希
薄
さ
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
だ
比
定

す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
大
土
山
に
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

栗
原
郡

39 

ウ
ハ
ト
ノ　
　

表
刀
神
社

 
 

ウ
ヘ
ト
ノ
と
も
よ
む
。
こ
の
神
社
の
擬
定
地
と
し
て
は
現
在
大
崎
市
古
川
小
野
（
8

図
）
、
栗
原
市
築
館
成
田
、
同
市
一
迫
長
崎
の
大
土
森
が
知
ら
れ
る
が
（
18
図
）
、
何
れ

が
該
当
す
る
か
定
ま
っ
て
い
な
い
。

　

小
野
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
史
』
や
『
特
選
神
名
牒
』
等
が
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
こ

の
地
に
つ
い
て
は
、
『
地
名
辞
書
』
で
は
古
代
栗
原
郡
で
は
な
い
と
し
た
（
96
）
。
ま
た
そ

れ
以
前
の
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
出
さ
れ
た
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
に
お
い
て
も
、
古

川
桜
ノ
目
か
ら
小
野
を
挟
ん
で
高
清
水
に
か
け
た
一
帯
を
栗
原
郡
で
は
な
い
と
す
る
な

ど
す
で
に
同
様
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
お
り
（
97
）
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
地
域
観
と

な
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
平
川
南
が
文
献
資
料
に
基
づ
く
詳
細
な
検
討
を
行
い
小
野
を

含
む
大
崎
市
古
川
の
北
部
地
域
の
お
お
よ
そ
は
古
く
長
岡
郡
に
属
し
、
中
世
末
頃
に
栗

原
郡
に
併
合
さ
れ
た
と
考
証
し
て
い
る
（
98
）
。
こ
の
こ
と
は
上
記
の
二
書
と
齟
齬
す
る
も

の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
小
野
の
地
は
古
代
栗
原
郡
に
は
属
さ
な
い
と
し

て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　

ま
た
成
田
に
つ
い
て
は
『
神
祇
志
料
』
が
該
当
さ
せ
る
が
、
地
誌
に
よ
る
伝
承
等
の

城
の
際
に
南
麓
へ
の
遷
座
が
行
わ
れ
た
と
す
る
の
は
各
地
誌
と
も
一
致
し
て
い
る
。
と

す
れ
ば
上
記
し
た
よ
う
な
日
和
山
に
お
け
る
旧
社
地
を
想
定
さ
せ
る
も
の
が
明
確
で
な

い
中
で
、
葛
西
氏
の
本
拠
地
の
移
動
に
伴
っ
て
鹿
嶋
御
児
神
社
も
動
い
た
と
み
る
の
が

理
解
し
や
す
く
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
な
お
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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久
集
比
奈
神
社

　

久
集
比
奈
神
社
は
『
神
祇
志
料
』
が
高
木
村
浄
峯
山
（
上
品
山
）
に
あ
る
と
す
る
。
理

由
は
「
久
須
比
奈
は
蓋
奇
嶺
の
義
に
て
、
浄
峯
山
神
霊
を
称
へ
奉
れ
る
に
や
あ
ら
む
」

と
し
て
、
社
名
は
奇
嶺
の
意
を
表
し
浄
峯
山
を
祀
っ
た
神
社
と
す
る
。
『
名
蹟
志
』
『
封

内
記
』
等
で
は
久
集
比
奈
神
社
の
記
載
は
な
い
が
、
浄
峰
権
現
と
い
う
神
社
は
あ
り
信

仰
の
山
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
上
品
山
は
高
木
、
水
沼
、
真
野
地
域
の
中
で
は

高
さ
が
抜
き
出
た
山
（
標
高
四
六
七
メ
ー
ト
ル
）
で
、
こ
う
し
た
立
地
例
は
桃
生
郡
石

神
、
同
計
仙
麻
大
島
、
黒
川
郡
鹿
島
天
足
別
、
亘
理
郡
鹿
島
天
足
和
気
等
に
あ
り
、
一

つ
の
典
型
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
根
拠
が
十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
擬
定

に
従
っ
て
お
き
た
い
。
現
在
の
石
巻
市
高
木
上
品
山
の
頂
で
あ
る
。
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計
仙
麻
神
社

　

計
仙
麻
神
社
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
『
封
内
記
』
等
の
主
な
地
誌
に
は
伝
わ
っ
て
お

ら
ず
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
他
で
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
は
気
仙
沼
市
の
龍
神
社
、

『
神
祇
志
料
』
は
同
市
の
羽
黒
神
社
、
『
特
選
神
名
牒
』
は
本
吉
郡
南
三
陸
町
の
田
束
山

の
計
仙
麻
神
社
、
『
地
名
辞
書
』
で
は
石
巻
市
の
黄
金
山
神
社
、
『
石
巻
の
歴
史
』（
84
）

や

『
矢
本
町
史
』（
85
）
、
『
神
社
名
鑑
』
で
は
石
巻
市
北
村
の
旭
山
山
頂
（
標
高
一
七
四
メ
ー

ト
ル
）
に
あ
る
朝
日
山
計
仙
麻
神
社
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
る
。
こ
の
う
ち
気
仙
沼
市

や
南
三
陸
町
の
前
三
社
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
の
条
で
ふ
れ
た

よ
う
に
桃
生
郡
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
該
当
し
な
い
と
み
て
よ
い
と
考
え
ら

れ
る
。

　

黄
金
山
神
社
は
ア
イ
ヌ
語
か
ら
の
擬
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
計
仙
麻
神
社
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
か
は
明
確
で
な
い
。
一
方
朝
日
山
計
仙
麻
神
社
に
つ
い
て
は
『
封
内

記
』
桃
生
郡
北
邑
の
条
に
「
宝
龍
権
現
社
。
在
二

朝
日
山
頂
一

。
不
レ

詳
二

何
時
勧
請
一

」
と

あ
っ
て
近
世
に
は
宝
龍
権
現
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
計
仙
麻
神
社
と

し
て
の
記
載
は
な
く
文
献
か
ら
の
明
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
『
矢
本
町
史
』
に
よ
る
と
地

元
で
は
深
谷
一
宮
宝
竜
権
現
と
呼
ば
れ
、
田
村
麻
呂
が
一
千
束
の
祭
田
を
寄
進
し
た
と

す
る
言
い
伝
え
が
あ
る
と
し
て
お
り
（
86
）
、
こ
の
こ
と
か
ら
有
力
な
神
社
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
地
域
は
南
方
約
五
キ
ロ
に
は
牡
鹿
柵
と
さ
れ
る
赤
井
遺
跡
が
控
え
、
同
柵

か
ら
は
旭
山
は
緩
や
か
な
神
体
山
の
形
に
望
め
る
状
況
に
あ
る
。
式
内
社
が
城
柵
に
伴

っ
て
立
地
す
る
例
は
多
賀
城
跡
と
多
賀
神
社
、
桃
生
城
と
飯
野
山
神
社
等
に
見
る
と
お

り
で
あ
り
、
陸
奥
国
に
お
け
る
式
内
社
の
分
布
形
態
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
も
踏
ま
え
れ
ば
こ
の
神
社
が
計
仙
麻
神
社
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ

う
。

桃
生
郡
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飯
野
山
神
社

 
 

飯
野
山
神
社
は
石
巻
市
飯
野
の
外
吉
野
と
宮
下
の
二
社
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
も
に

飯
野
山
の
中
腹
に
立
地
す
る
。
本
地
に
つ
い
て
『
聞
老
志
』
は
「
在
二

飯
野
村
一

不
レ

詳
二

其
地
一

」
と
す
る
が
、
『
名
蹟
志
』
は
飯
野
山
神
社
の
条
で
「
吉
野
地
に
社
地
の
址
あ
り
。

相
伝
ふ
。
古
跡
神
社
有
し
が
。
年
代
悠
遠
に
し
て
荒
廃
久
し
か
り
し
を
。
天
和
年
郷
党

社
を
建
て
。
雷
神
宮
を
い
ふ
」
と
し
て
吉
野
の
雷
神
社
を
あ
て
『
封
内
記
』
も
こ
れ
に
従

っ
て
い
る
。
し
か
し
擬
定
の
元
と
な
っ
た
『
名
蹟
志
』
の
調
べ
に
つ
い
て
『
管
内
式
内
社

調
』
は
、
吉
野
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
三
）
か
ら
の
新
開
地
で
あ
る
が
、
記
述
は
村
長
が

吉
野
を
尊
い
地
と
さ
せ
る
べ
く
行
っ
た
誤
報
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
87
）
。

　

宮
下
に
つ
い
て
は
風
土
記
類
に
お
け
る
記
録
は
な
い
が
、
『
桃
生
郡
誌
』
で
は
宮
森
（
宮

下
）
の
飯
野
山
神
社
に
つ
い
て
「
郷
人
延
喜
式
内
社
と
称
す
。
元
禄
八
年
調
製
せ
し
地
図



「宮城の式内社」位置の検討

－ 51－ 21

を
み
る
に
飯
野
山
神
社
を
式
内
社
と
記
せ
り
」
と
紹
介
し
て
い
る
の
で
元
禄
八
年
（
一

六
九
五
）
以
前
か
ら
式
内
社
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
図
に
も
反
映
さ
れ
て
い

た
の
が
わ
か
る
（
88
）
。
し
た
が
っ
て
『
名
蹟
志
』
は
以
前
か
ら
宮
下
に
お
い
て
上
記
の
事
実

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
神
社
は
由
緒
に
よ
れ
ば
社
殿
は
も
と
山
頂
（
飯
野
山
）
に
あ
っ
た
と
い
う
（
89
）
。

　

以
上
が
少
な
い
資
料
か
ら
み
る
両
社
の
位
置
に
関
す
る
概
略
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
式

内
社
が
何
れ
に
あ
る
か
を
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
両
社
の
立
地
母
体
と
な
る
飯

野
山
は
古
代
城
柵
の
一
つ
で
あ
る
桃
生
城
（
90
）
の
東
に
隣
接
し
て
連
な
る
山
で
あ
る
。
そ

こ
に
立
つ
式
内
社
は
多
賀
城
と
多
賀
神
社
と
の
関
係
と
同
じ
く
城
柵
に
関
係
す
る
も
の

で
あ
り
、
本
来
神
体
は
飯
野
山
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら

す
れ
ば
式
内
社
は
飯
野
山
の
山
頂
付
近
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
（
11
図
）
。

　

な
お
社
殿
は
元
山
頂
あ
っ
た
と
す
る
宮
下
側
の
由
緒
に
注
目
す
れ
ば
こ
ち
ら
が
式
内

社
飯
野
山
神
社
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
宮
下
側
は
現
在
も
桃
生
城
を
向
い
た
土
地
に

あ
る
の
に
対
し
、
吉
野
側
は
隠
れ
た
位
置
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
そ
の
想
定
を
強
く

す
る
（
15
図
）
。

34 

ヒ
タ
カ
ミ
ノ　

　

日
高
見
神
社

  

『
聞
老
志
』
や
『
名
蹟
志
』
そ
の
他
い
ず
れ
も
桃
生
郡
大
田
村
と
す
る
。
『
封
内
記
』
は

日
高
見
大
明
神
と
し
て
伝
わ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
石
巻
市
太
田
（
旧
桃
生
町
）
に
所

在
し
て
お
り
、
現
在
日
高
見
神
社
が
立
地
す
る
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
で
あ
る
（
11
図
）
。
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二
俣
神
社

　

『
名
蹟
志
』
『
封
内
記
』
と
も
桃
生
郡
大
森
村
と
し
、
そ
の
他
多
く
も
こ
れ
に
従
う
。

詳
細
な
位
置
に
つ
い
て
『
桃
生
郡
誌
』
は
桃
生
郡
二
俣
村
大
森
字
辻
堂
青
ケ
崎
と
い
う

（
91
）
。
青
ケ
崎
は
現
在
の
石
巻
市
大
森
梨
ノ
木
で
、
旧
北
上
川
と
追
波
川
の
分
流
地
点

で
あ
る
。
こ
の
大
森
梨
ノ
木
に
つ
い
て
は
『
神
社
覈
録
』
も
擬
定
し
て
い
る
。
神
社
は

明
治
四
十
四
年
に
現
在
地
の
石
巻
市
三
輪
田
尾
崎
前
に
移
祀
さ
れ
た
（
11
図
）
。
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石
神
社

　

『
聞
老
志
』
は
桃
生
郡
牛
網
村
の
鹿
石
神
祠
、
『
名
蹟
志
』
は
同
郡
浜
市
村
の
石
上
明

神
、
そ
し
て
『
封
内
記
』
は
同
郡
大
浜
の
石
峯
権
現
社
と
し
各
地
誌
の
説
は
分
か
れ
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
は
現
在
大
浜
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
他
の
前
二
者
に
つ
い
て
は
何
れ

も
東
松
島
市
の
西
部
に
あ
る
。
こ
の
地
域
は
古
代
牡
鹿
郡
の
南
西
部
の
深
谷
地
区
に
属

す
る
も
の
で
、
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
で
述
べ
た
よ
う
に
郡
の
中
心
域
に
あ
り
古
代
の

桃
生
郡
で
は
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

大
浜
の
神
社
は
石
峯
権
現
社
と
な
っ
て
神
仏
混
淆
の
性
格
を
も
つ
が
、
『
封
内
記
』
は

「
石
峯
権
現
社
。
伝
云
。
舊
号
二

石
上
社
一

。
古
昔
有
二

祝
部
社
家
一

。
今
別
当
号
二

市
明

院
一

修
験
者
也
」
と
し
、
古
く
は
石
上
社
と
称
さ
れ
神
職
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え

「
希
文
按
。
是
乃
神
名
帳
所
レ

謂
。
石
神
神
社
」
と
擬
定
す
る
。
ま
た
『
桃
生
郡
誌
』
は

「
土
人
伝
て
桃
生
六
座
の
一
」
と
し
て
式
内
社
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
地
域
に
伝
わ
る

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
こ
れ
を
石
神
社
と
位
置
づ
け
て

お
き
た
い
（
92
）（
11
図
）
。

　

こ
の
神
社
は
北
上
川
（
追
波
川
）
の
河
口
に
近
く
、
太
平
洋
に
面
す
る
標
高
三
五
二

15図　飯野山神社
国土地理院発行の5万分の１
地形図（登米）をもとに作成（ ）

ｍｍ

桃
生
城

3333 （33）（33）

北
上
大
堰

野
川

0

km

3737

16図　桃生郡の神社(2)
国土地理院発行の20万分の１
地形図（一関）をもとに作成（ ）

メ
ー
ト
ル
の
石
峰
山
に
立
地
す
る
。
社
殿
は
な
く
山
頂
の
巨
岩
を
神
体
と
す
る
も
の
で

古
い
神
社
形
態
を
見
せ
て
い
る
。

37 
 

ケ

セ

マ

オ
ホ
シ
マ
ノ　

計
仙
麻
大
島
神
社

　

『
聞
老
志
』
が
大
島
神
社
の
条
で
「
土
人
謂
二

島
明
神
一

是
最
古
之
大
島
神
社
也
」
と
し

て
気
仙
沼
大
島
の
島
明
神
と
伝
わ
る
社
を
式
内
社
計
仙
麻
大
島
神
社
と
す
る
。
『
名
蹟

志
』
や
『
封
内
記
』
、
大
島
村
の
「
安
永
風
土
記
」
等
で
も
田
神
社
と
し
て
も
伝
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
記
す
が
、
計
仙
麻
大
島
神
社
と
す
る
の
は
共
通
す
る
。
そ
の
地
は
現
在
の

気
仙
沼
市
亀
山
で
、
『
神
祇
志
料
』
『
特
選
神
名
牒
』
等
多
く
の
解
説
書
も
こ
れ
に
従
い

有
力
な
擬
定
地
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
説
に
つ
い
て
は
、
元
と
な
っ
た
各
地
誌
類
に
お
け
る
神
社
の
記
録
に
お
い
て

は
島
明
神
や
田
神
社
と
し
て
伝
わ
る
の
み
で
、
計
仙
麻
大
島
神
社
と
す
る
根
拠
は
う
か

が
え
な
い
が
、
そ
の
中
で
『
聞
老
志
』
は
釜
前
湾
の
条
で
「
以
二

此
地
一

称
二

気
仙
沼
一

焉

延
喜
式
文
徳
実
録
所
レ

称
気
仙
麻
是
也
」
と
し
、
計
仙
麻
大
島
を
気
仙
沼
大
島
に
当
て

る
地
理
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
伝
承
性
に
お
い
て
不
明
確
な
と

こ
ろ
は
あ
る
が
、
大
島
は
気
仙
沼
湾
に
浮
か
ぶ
島
で
本
吉
郡
建
郡
以
前
は
桃
生
郡
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
中
の
地
名
か
ら
み
て
他
に
比
定
し
う
る
と
こ
ろ
が
認
め
ら

れ
な
い
以
上
は
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
島
に
は
神
体
山
の
形

を
な
す
亀
山
（
標
高
二
三
五
メ
ー
ト
ル
）
が
あ
り
、
神
社
は
そ
の
中
腹
に
あ
る
。
こ
う

し
た
状
況
か
ら
こ
の
神
社
に
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

　

な
お
南
三
陸
町
歌
津
の
田
束
山
に
も
計
仙
麻
大
島
神
社
が
あ
り
、
ま
た
気
仙
沼
市
唐

桑
町
崎
浜
の
御
崎
神
社
（
93
）
と
す
る
主
張
も
あ
る
。
し
か
し
両
社
と
も
風
土
記
類
に
は
確

認
さ
れ
ず
、
ま
た
田
束
山
に
つ
い
て
は
そ
の
頂
部
に
浄
土
思
想
の
所
産
で
あ
る
経
塚
が

分
布
し
て
お
り
疑
問
点
は
多
い
。
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オ
ト
ノ　
　

小
鋭
神
社

　

コ
ト
ノ
と
も
い
う
。
小
鋭
神
社
の
所
在
に
つ
い
て
は
大
き
く
二
つ
の
説
が
あ
る
。
一

つ
は
現
在
石
巻
市
河
北
町
福
地
加
茂
崎
に
鎮
座
す
る
賀
茂
小
鋭
神
社
で
あ
る
。
『
名
蹟

志
』
は
不
明
と
し
た
が
、
『
封
内
記
』
は
「
賀
茂
神
社
。
号
二

小
鋭
神
社
一

」
と
し
て
紹
介

し
、
福
地
村
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
「
小
名 

鴨
崎 

賀
茂
小
鋭
神
社
」
と
記
載
し
て
い

る
。
も
う
一
つ
は
、
『
大
日
本
史
』
が
「
按
本
社
今
廃
、
有
寺
安
置
虚
空
蔵
仏
者
、
即
其

故
址
」
と
し
て
登
米
市
津
山
町
柳
津
に
あ
る
小
鋭
森
に
擬
定
す
る
説
で
あ
る
。
同
地
は

古
代
に
は
桃
生
郡
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
地
名
辞
書
』
も
こ
の
説
に
従
っ
て
い
る

（
11
図
）
。

　

小
鋭
神
社
に
つ
い
て
は
そ
の
名
称
か
ら
栗
原
郡
の
表
刀
神
社
や
雄
鋭
神
社
オ
（
ヲ
）

ト
系
の
神
社
の
類
社
と
い
わ
れ
る
。
栗
原
郡
の
場
合
は
二
つ
の
神
社
そ
れ
ぞ
れ
が
共
通

し
て
大
土
森
を
神
体
と
す
る
形
を
と
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
両
神
社
で
ふ

れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
桃
生
郡
小
鋭
神
社
も
類
社
で
あ
れ
ば
同
じ
形
の
山
を
伴

う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
が
、
福
地
村
で
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
。

　

一
方
『
大
日
本
史
』
が
擬
定
す
る
小
鋭
森
は
福
地
か
ら
八
キ
ロ
ほ
ど
北
に
あ
っ
て
大

土
山
と
も
い
わ
れ
、
標
高
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
三
角
錐
を
な
す
形
は
栗
原
郡
の
そ
れ
と

名
称
や
形
が
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
同
種
の
山
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、

現
在
虚
空
蔵
尊
が
存
在
し
て
い
る
。
『
封
内
記
』
に
よ
れ
ば
当
時
虚
空
蔵
堂
と
い
わ
れ
、

往
古
は
大
土
森
の
山
頂
に
あ
っ
た
と
伝
わ
る
と
い
う
。
し
か
し
山
の
名
称
か
ら
推
し
て

小
鋭
神
社
が
存
在
し
た
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
陸
奥
国
の
式
内
社
が
山
上
に
あ
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を
み
る
に
飯
野
山
神
社
を
式
内
社
と
記
せ
り
」
と
紹
介
し
て
い
る
の
で
元
禄
八
年
（
一

六
九
五
）
以
前
か
ら
式
内
社
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
図
に
も
反
映
さ
れ
て
い

た
の
が
わ
か
る
（
88
）
。
し
た
が
っ
て
『
名
蹟
志
』
は
以
前
か
ら
宮
下
に
お
い
て
上
記
の
事
実

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
神
社
は
由
緒
に
よ
れ
ば
社
殿
は
も
と
山
頂
（
飯
野
山
）
に
あ
っ
た
と
い
う
（
89
）
。

　

以
上
が
少
な
い
資
料
か
ら
み
る
両
社
の
位
置
に
関
す
る
概
略
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
式

内
社
が
何
れ
に
あ
る
か
を
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
両
社
の
立
地
母
体
と
な
る
飯

野
山
は
古
代
城
柵
の
一
つ
で
あ
る
桃
生
城
（
90
）
の
東
に
隣
接
し
て
連
な
る
山
で
あ
る
。
そ

こ
に
立
つ
式
内
社
は
多
賀
城
と
多
賀
神
社
と
の
関
係
と
同
じ
く
城
柵
に
関
係
す
る
も
の

で
あ
り
、
本
来
神
体
は
飯
野
山
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら

す
れ
ば
式
内
社
は
飯
野
山
の
山
頂
付
近
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
（
11
図
）
。

　

な
お
社
殿
は
元
山
頂
あ
っ
た
と
す
る
宮
下
側
の
由
緒
に
注
目
す
れ
ば
こ
ち
ら
が
式
内

社
飯
野
山
神
社
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
宮
下
側
は
現
在
も
桃
生
城
を
向
い
た
土
地
に

あ
る
の
に
対
し
、
吉
野
側
は
隠
れ
た
位
置
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
そ
の
想
定
を
強
く

す
る
（
15
図
）
。

34 

ヒ
タ
カ
ミ
ノ　

　

日
高
見
神
社

  

『
聞
老
志
』
や
『
名
蹟
志
』
そ
の
他
い
ず
れ
も
桃
生
郡
大
田
村
と
す
る
。
『
封
内
記
』
は

日
高
見
大
明
神
と
し
て
伝
わ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
石
巻
市
太
田
（
旧
桃
生
町
）
に
所

在
し
て
お
り
、
現
在
日
高
見
神
社
が
立
地
す
る
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
で
あ
る
（
11
図
）
。

35 

フ
タ
マ
タ
ノ　

　

二
俣
神
社

　

『
名
蹟
志
』
『
封
内
記
』
と
も
桃
生
郡
大
森
村
と
し
、
そ
の
他
多
く
も
こ
れ
に
従
う
。

詳
細
な
位
置
に
つ
い
て
『
桃
生
郡
誌
』
は
桃
生
郡
二
俣
村
大
森
字
辻
堂
青
ケ
崎
と
い
う

（
91
）
。
青
ケ
崎
は
現
在
の
石
巻
市
大
森
梨
ノ
木
で
、
旧
北
上
川
と
追
波
川
の
分
流
地
点

で
あ
る
。
こ
の
大
森
梨
ノ
木
に
つ
い
て
は
『
神
社
覈
録
』
も
擬
定
し
て
い
る
。
神
社
は

明
治
四
十
四
年
に
現
在
地
の
石
巻
市
三
輪
田
尾
崎
前
に
移
祀
さ
れ
た
（
11
図
）
。

36 

イ
シ
カ
ミ
ノ　

石
神
社

　

『
聞
老
志
』
は
桃
生
郡
牛
網
村
の
鹿
石
神
祠
、
『
名
蹟
志
』
は
同
郡
浜
市
村
の
石
上
明

神
、
そ
し
て
『
封
内
記
』
は
同
郡
大
浜
の
石
峯
権
現
社
と
し
各
地
誌
の
説
は
分
か
れ
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
は
現
在
大
浜
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
他
の
前
二
者
に
つ
い
て
は
何
れ

も
東
松
島
市
の
西
部
に
あ
る
。
こ
の
地
域
は
古
代
牡
鹿
郡
の
南
西
部
の
深
谷
地
区
に
属

す
る
も
の
で
、
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
で
述
べ
た
よ
う
に
郡
の
中
心
域
に
あ
り
古
代
の

桃
生
郡
で
は
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

大
浜
の
神
社
は
石
峯
権
現
社
と
な
っ
て
神
仏
混
淆
の
性
格
を
も
つ
が
、
『
封
内
記
』
は

「
石
峯
権
現
社
。
伝
云
。
舊
号
二

石
上
社
一

。
古
昔
有
二

祝
部
社
家
一

。
今
別
当
号
二

市
明

院
一

修
験
者
也
」
と
し
、
古
く
は
石
上
社
と
称
さ
れ
神
職
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え

「
希
文
按
。
是
乃
神
名
帳
所
レ

謂
。
石
神
神
社
」
と
擬
定
す
る
。
ま
た
『
桃
生
郡
誌
』
は

「
土
人
伝
て
桃
生
六
座
の
一
」
と
し
て
式
内
社
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
地
域
に
伝
わ
る

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
こ
れ
を
石
神
社
と
位
置
づ
け
て

お
き
た
い
（
92
）（
11
図
）
。

　

こ
の
神
社
は
北
上
川
（
追
波
川
）
の
河
口
に
近
く
、
太
平
洋
に
面
す
る
標
高
三
五
二

15図　飯野山神社
国土地理院発行の5万分の１
地形図（登米）をもとに作成（ ）

ｍｍ

桃
生
城

3333 （33）（33）

北
上
大
堰

野
川

0

km

3737

16図　桃生郡の神社(2)
国土地理院発行の20万分の１
地形図（一関）をもとに作成（ ）

メ
ー
ト
ル
の
石
峰
山
に
立
地
す
る
。
社
殿
は
な
く
山
頂
の
巨
岩
を
神
体
と
す
る
も
の
で

古
い
神
社
形
態
を
見
せ
て
い
る
。

37 
 

ケ

セ

マ

オ
ホ
シ
マ
ノ　

計
仙
麻
大
島
神
社

　

『
聞
老
志
』
が
大
島
神
社
の
条
で
「
土
人
謂
二

島
明
神
一

是
最
古
之
大
島
神
社
也
」
と
し

て
気
仙
沼
大
島
の
島
明
神
と
伝
わ
る
社
を
式
内
社
計
仙
麻
大
島
神
社
と
す
る
。
『
名
蹟

志
』
や
『
封
内
記
』
、
大
島
村
の
「
安
永
風
土
記
」
等
で
も
田
神
社
と
し
て
も
伝
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
記
す
が
、
計
仙
麻
大
島
神
社
と
す
る
の
は
共
通
す
る
。
そ
の
地
は
現
在
の

気
仙
沼
市
亀
山
で
、
『
神
祇
志
料
』
『
特
選
神
名
牒
』
等
多
く
の
解
説
書
も
こ
れ
に
従
い

有
力
な
擬
定
地
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
説
に
つ
い
て
は
、
元
と
な
っ
た
各
地
誌
類
に
お
け
る
神
社
の
記
録
に
お
い
て

は
島
明
神
や
田
神
社
と
し
て
伝
わ
る
の
み
で
、
計
仙
麻
大
島
神
社
と
す
る
根
拠
は
う
か

が
え
な
い
が
、
そ
の
中
で
『
聞
老
志
』
は
釜
前
湾
の
条
で
「
以
二

此
地
一

称
二

気
仙
沼
一

焉

延
喜
式
文
徳
実
録
所
レ

称
気
仙
麻
是
也
」
と
し
、
計
仙
麻
大
島
を
気
仙
沼
大
島
に
当
て

る
地
理
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
伝
承
性
に
お
い
て
不
明
確
な
と

こ
ろ
は
あ
る
が
、
大
島
は
気
仙
沼
湾
に
浮
か
ぶ
島
で
本
吉
郡
建
郡
以
前
は
桃
生
郡
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
中
の
地
名
か
ら
み
て
他
に
比
定
し
う
る
と
こ
ろ
が
認
め
ら

れ
な
い
以
上
は
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
島
に
は
神
体
山
の
形

を
な
す
亀
山
（
標
高
二
三
五
メ
ー
ト
ル
）
が
あ
り
、
神
社
は
そ
の
中
腹
に
あ
る
。
こ
う

し
た
状
況
か
ら
こ
の
神
社
に
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

　

な
お
南
三
陸
町
歌
津
の
田
束
山
に
も
計
仙
麻
大
島
神
社
が
あ
り
、
ま
た
気
仙
沼
市
唐

桑
町
崎
浜
の
御
崎
神
社
（
93
）
と
す
る
主
張
も
あ
る
。
し
か
し
両
社
と
も
風
土
記
類
に
は
確

認
さ
れ
ず
、
ま
た
田
束
山
に
つ
い
て
は
そ
の
頂
部
に
浄
土
思
想
の
所
産
で
あ
る
経
塚
が

分
布
し
て
お
り
疑
問
点
は
多
い
。
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オ
ト
ノ　
　

小
鋭
神
社

　

コ
ト
ノ
と
も
い
う
。
小
鋭
神
社
の
所
在
に
つ
い
て
は
大
き
く
二
つ
の
説
が
あ
る
。
一

つ
は
現
在
石
巻
市
河
北
町
福
地
加
茂
崎
に
鎮
座
す
る
賀
茂
小
鋭
神
社
で
あ
る
。
『
名
蹟

志
』
は
不
明
と
し
た
が
、
『
封
内
記
』
は
「
賀
茂
神
社
。
号
二

小
鋭
神
社
一

」
と
し
て
紹
介

し
、
福
地
村
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
「
小
名 

鴨
崎 

賀
茂
小
鋭
神
社
」
と
記
載
し
て
い

る
。
も
う
一
つ
は
、
『
大
日
本
史
』
が
「
按
本
社
今
廃
、
有
寺
安
置
虚
空
蔵
仏
者
、
即
其

故
址
」
と
し
て
登
米
市
津
山
町
柳
津
に
あ
る
小
鋭
森
に
擬
定
す
る
説
で
あ
る
。
同
地
は

古
代
に
は
桃
生
郡
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
地
名
辞
書
』
も
こ
の
説
に
従
っ
て
い
る

（
11
図
）
。

　

小
鋭
神
社
に
つ
い
て
は
そ
の
名
称
か
ら
栗
原
郡
の
表
刀
神
社
や
雄
鋭
神
社
オ
（
ヲ
）

ト
系
の
神
社
の
類
社
と
い
わ
れ
る
。
栗
原
郡
の
場
合
は
二
つ
の
神
社
そ
れ
ぞ
れ
が
共
通

し
て
大
土
森
を
神
体
と
す
る
形
を
と
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
両
神
社
で
ふ

れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
桃
生
郡
小
鋭
神
社
も
類
社
で
あ
れ
ば
同
じ
形
の
山
を
伴

う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
が
、
福
地
村
で
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
。

　

一
方
『
大
日
本
史
』
が
擬
定
す
る
小
鋭
森
は
福
地
か
ら
八
キ
ロ
ほ
ど
北
に
あ
っ
て
大

土
山
と
も
い
わ
れ
、
標
高
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
三
角
錐
を
な
す
形
は
栗
原
郡
の
そ
れ
と

名
称
や
形
が
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
同
種
の
山
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、

現
在
虚
空
蔵
尊
が
存
在
し
て
い
る
。
『
封
内
記
』
に
よ
れ
ば
当
時
虚
空
蔵
堂
と
い
わ
れ
、

往
古
は
大
土
森
の
山
頂
に
あ
っ
た
と
伝
わ
る
と
い
う
。
し
か
し
山
の
名
称
か
ら
推
し
て

小
鋭
神
社
が
存
在
し
た
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
陸
奥
国
の
式
内
社
が
山
上
に
あ



「宮城の式内社」位置の検討

－ 49－ 23

m

17図　桃生郡の神社(3)
国土地理院発行の5万分の１
地形図（登米）をもとに作成（ ）
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っ
た
と
み
ら
れ
る
神
社
は
県
内
で
も
石
神
社
、
計
仙
麻
大
島
神
社
、
久
集
比
奈
神
社
、

鹿
島
天
足
別
神
社
、
刈
田
嶺
神
社
ほ
か
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
が
廃
れ
た
後
に
仏
堂
が
立

つ
例
も
少
な
く
な
い
。
類
社
の
表
刀
神
社
に
し
て
も
大
土
森
の
麓
に
薬
師
堂
が
あ
り
、

神
社
跡
地
に
生
ず
る
形
の
一
つ
と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
う
し
た
意
味
で
も
再
考
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
（
17
図
）
。

　

そ
こ
で
福
地
の
神
社
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
と
、
神
社
名
に
つ
い
て
は
『
封
内

記
』
で
は
前
掲
の
引
用
文
の
と
お
り
賀
茂
神
社
の
別
名
と
し
て
の
記
載
で
あ
り
、
正
式

の
表
記
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
福
地
村
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
賀
茂
小
鋭
神

社
と
併
記
の
形
を
と
る
が
、
小
鋭
は
副
次
的
な
扱
い
で
あ
る
。
加
え
て
同
書
に
は
「
小

名 

鴨
崎
」
と
あ
り
、
鴨
（
賀
茂
）
崎
と
す
る
地
域
名
か
ら
は
賀
茂
神
社
の
強
い
伝
統
性

が
う
か
が
わ
れ
、
対
し
て
小
鋭
神
社
に
つ
い
て
の
伝
承
性
は
明
確
で
な
い
。
こ
う
し
た

こ
と
は
、
福
地
が
賀
茂
神
社
本
来
の
地
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
祭
神
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
『式
内
社
調
査
報
告
』が
引
用
す
る
『管
内

式
内
社
調
』
で
は
上
賀
茂
神
社
祭
神
の
鴨
別
雷
神
と
下
鴨
神
社
祭
神
の
玉
依
毘
咩
命
と

し
（
94
）
『
桃
生
郡
誌
』
で
は
こ
の
二
神
の
ほ
か
下
鴨
神
社
の
加
茂
建
角
見
命
が
加
わ
る
（
95
）
。

近
年
は
祭
神
と
し
て
小
田
神
の
記
載
が
加
わ
る
が
、
大
正
期
以
前
の
記
録
は
い
ず
れ
も

上
賀
茂
神
社
と
下
鴨
神
社
の
祭
神
で
あ
る
。
ま
た
小
田
神
そ
の
も
の
に
し
て
も
『
神
社

名
鑑
』
で
は
「
小
田
神
は
を
と
の
訛
で
あ
ろ
う
。
神
蹟
審
か
で
は
な
い
」
と
す
る
よ
う
に

不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
後
世
の
神
名
整
備
の
感
は
否
め
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
福

地
は
賀
茂
神
社
の
本
地
で
あ
り
、
小
鋭
神
社
も
近
世
に
は
存
在
は
し
て
い
た
が
、
や
は

り
主
体
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
福
地
に
お
い
て
も
見
過
ご
せ
な
い
問
題
が
あ
る
。
大
土
山
は
小
鋭
神

社
と
す
る
伝
承
は
確
認
で
き
な
い
が
、
桃
生
郡
に
こ
の
神
社
が
存
在
す
る
以
上
は
そ
れ

に
関
わ
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
山
を
旧
社
地
と
し
た

『
大
日
本
史
』
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
福
地
の
神
社
は
後
に
移
祀
さ
れ
た
も
の
と
す

れ
ば
同
地
に
お
け
る
伝
承
性
の
希
薄
さ
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
だ
比
定

す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
大
土
山
に
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

栗
原
郡
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ウ
ハ
ト
ノ　
　

表
刀
神
社

 
 

ウ
ヘ
ト
ノ
と
も
よ
む
。
こ
の
神
社
の
擬
定
地
と
し
て
は
現
在
大
崎
市
古
川
小
野
（
8

図
）
、
栗
原
市
築
館
成
田
、
同
市
一
迫
長
崎
の
大
土
森
が
知
ら
れ
る
が
（
18
図
）
、
何
れ

が
該
当
す
る
か
定
ま
っ
て
い
な
い
。

　

小
野
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
史
』
や
『
特
選
神
名
牒
』
等
が
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
こ

の
地
に
つ
い
て
は
、
『
地
名
辞
書
』
で
は
古
代
栗
原
郡
で
は
な
い
と
し
た
（
96
）
。
ま
た
そ

れ
以
前
の
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
出
さ
れ
た
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
に
お
い
て
も
、
古

川
桜
ノ
目
か
ら
小
野
を
挟
ん
で
高
清
水
に
か
け
た
一
帯
を
栗
原
郡
で
は
な
い
と
す
る
な

ど
す
で
に
同
様
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
お
り
（
97
）
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
地
域
観
と

な
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
平
川
南
が
文
献
資
料
に
基
づ
く
詳
細
な
検
討
を
行
い
小
野
を

含
む
大
崎
市
古
川
の
北
部
地
域
の
お
お
よ
そ
は
古
く
長
岡
郡
に
属
し
、
中
世
末
頃
に
栗

原
郡
に
併
合
さ
れ
た
と
考
証
し
て
い
る
（
98
）
。
こ
の
こ
と
は
上
記
の
二
書
と
齟
齬
す
る
も

の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
小
野
の
地
は
古
代
栗
原
郡
に
は
属
さ
な
い
と
し

て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　

ま
た
成
田
に
つ
い
て
は
『
神
祇
志
料
』
が
該
当
さ
せ
る
が
、
地
誌
に
よ
る
伝
承
等
の

城
の
際
に
南
麓
へ
の
遷
座
が
行
わ
れ
た
と
す
る
の
は
各
地
誌
と
も
一
致
し
て
い
る
。
と

す
れ
ば
上
記
し
た
よ
う
な
日
和
山
に
お
け
る
旧
社
地
を
想
定
さ
せ
る
も
の
が
明
確
で
な

い
中
で
、
葛
西
氏
の
本
拠
地
の
移
動
に
伴
っ
て
鹿
嶋
御
児
神
社
も
動
い
た
と
み
る
の
が

理
解
し
や
す
く
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
な
お
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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ク

ス

ヒ

ナ
ノ　
　
　

久
集
比
奈
神
社

　

久
集
比
奈
神
社
は
『
神
祇
志
料
』
が
高
木
村
浄
峯
山
（
上
品
山
）
に
あ
る
と
す
る
。
理

由
は
「
久
須
比
奈
は
蓋
奇
嶺
の
義
に
て
、
浄
峯
山
神
霊
を
称
へ
奉
れ
る
に
や
あ
ら
む
」

と
し
て
、
社
名
は
奇
嶺
の
意
を
表
し
浄
峯
山
を
祀
っ
た
神
社
と
す
る
。
『
名
蹟
志
』
『
封

内
記
』
等
で
は
久
集
比
奈
神
社
の
記
載
は
な
い
が
、
浄
峰
権
現
と
い
う
神
社
は
あ
り
信

仰
の
山
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
上
品
山
は
高
木
、
水
沼
、
真
野
地
域
の
中
で
は

高
さ
が
抜
き
出
た
山
（
標
高
四
六
七
メ
ー
ト
ル
）
で
、
こ
う
し
た
立
地
例
は
桃
生
郡
石

神
、
同
計
仙
麻
大
島
、
黒
川
郡
鹿
島
天
足
別
、
亘
理
郡
鹿
島
天
足
和
気
等
に
あ
り
、
一

つ
の
典
型
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
根
拠
が
十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
擬
定

に
従
っ
て
お
き
た
い
。
現
在
の
石
巻
市
高
木
上
品
山
の
頂
で
あ
る
。
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ケ

セ

マ
ノ　

計
仙
麻
神
社

　

計
仙
麻
神
社
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
『
封
内
記
』
等
の
主
な
地
誌
に
は
伝
わ
っ
て
お

ら
ず
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
他
で
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
は
気
仙
沼
市
の
龍
神
社
、

『
神
祇
志
料
』
は
同
市
の
羽
黒
神
社
、
『
特
選
神
名
牒
』
は
本
吉
郡
南
三
陸
町
の
田
束
山

の
計
仙
麻
神
社
、
『
地
名
辞
書
』
で
は
石
巻
市
の
黄
金
山
神
社
、
『
石
巻
の
歴
史
』（
84
）

や

『
矢
本
町
史
』（
85
）
、
『
神
社
名
鑑
』
で
は
石
巻
市
北
村
の
旭
山
山
頂
（
標
高
一
七
四
メ
ー

ト
ル
）
に
あ
る
朝
日
山
計
仙
麻
神
社
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
る
。
こ
の
う
ち
気
仙
沼
市

や
南
三
陸
町
の
前
三
社
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
の
条
で
ふ
れ
た

よ
う
に
桃
生
郡
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
該
当
し
な
い
と
み
て
よ
い
と
考
え
ら

れ
る
。

　

黄
金
山
神
社
は
ア
イ
ヌ
語
か
ら
の
擬
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
計
仙
麻
神
社
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
か
は
明
確
で
な
い
。
一
方
朝
日
山
計
仙
麻
神
社
に
つ
い
て
は
『
封
内

記
』
桃
生
郡
北
邑
の
条
に
「
宝
龍
権
現
社
。
在
二

朝
日
山
頂
一

。
不
レ

詳
二

何
時
勧
請
一

」
と

あ
っ
て
近
世
に
は
宝
龍
権
現
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
計
仙
麻
神
社
と

し
て
の
記
載
は
な
く
文
献
か
ら
の
明
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
『
矢
本
町
史
』
に
よ
る
と
地

元
で
は
深
谷
一
宮
宝
竜
権
現
と
呼
ば
れ
、
田
村
麻
呂
が
一
千
束
の
祭
田
を
寄
進
し
た
と

す
る
言
い
伝
え
が
あ
る
と
し
て
お
り
（
86
）
、
こ
の
こ
と
か
ら
有
力
な
神
社
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
地
域
は
南
方
約
五
キ
ロ
に
は
牡
鹿
柵
と
さ
れ
る
赤
井
遺
跡
が
控
え
、
同
柵

か
ら
は
旭
山
は
緩
や
か
な
神
体
山
の
形
に
望
め
る
状
況
に
あ
る
。
式
内
社
が
城
柵
に
伴

っ
て
立
地
す
る
例
は
多
賀
城
跡
と
多
賀
神
社
、
桃
生
城
と
飯
野
山
神
社
等
に
見
る
と
お

り
で
あ
り
、
陸
奥
国
に
お
け
る
式
内
社
の
分
布
形
態
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
も
踏
ま
え
れ
ば
こ
の
神
社
が
計
仙
麻
神
社
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ

う
。

桃
生
郡
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イ
ヒ
ノ
ヤ
マ
ノ　

　

飯
野
山
神
社

 
 

飯
野
山
神
社
は
石
巻
市
飯
野
の
外
吉
野
と
宮
下
の
二
社
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
も
に

飯
野
山
の
中
腹
に
立
地
す
る
。
本
地
に
つ
い
て
『
聞
老
志
』
は
「
在
二

飯
野
村
一

不
レ

詳
二

其
地
一

」
と
す
る
が
、
『
名
蹟
志
』
は
飯
野
山
神
社
の
条
で
「
吉
野
地
に
社
地
の
址
あ
り
。

相
伝
ふ
。
古
跡
神
社
有
し
が
。
年
代
悠
遠
に
し
て
荒
廃
久
し
か
り
し
を
。
天
和
年
郷
党

社
を
建
て
。
雷
神
宮
を
い
ふ
」
と
し
て
吉
野
の
雷
神
社
を
あ
て
『
封
内
記
』
も
こ
れ
に
従

っ
て
い
る
。
し
か
し
擬
定
の
元
と
な
っ
た
『
名
蹟
志
』
の
調
べ
に
つ
い
て
『
管
内
式
内
社

調
』
は
、
吉
野
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
三
）
か
ら
の
新
開
地
で
あ
る
が
、
記
述
は
村
長
が

吉
野
を
尊
い
地
と
さ
せ
る
べ
く
行
っ
た
誤
報
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
87
）
。

　

宮
下
に
つ
い
て
は
風
土
記
類
に
お
け
る
記
録
は
な
い
が
、
『
桃
生
郡
誌
』
で
は
宮
森
（
宮

下
）
の
飯
野
山
神
社
に
つ
い
て
「
郷
人
延
喜
式
内
社
と
称
す
。
元
禄
八
年
調
製
せ
し
地
図



東北歴史博物館研究紀要14(2013.3)

－ 48－24

m

19図　遠流志別石神社

4545

国土地理院発行の5万分の１
地形図（若柳）をもとに作成（ ）

丘
陵
上
に
立
地
す
る
（
19
図
）
。
社
殿
の
後
ろ
に
は
御
神
体
の
石
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
鬼
首
村
「
安
永
風
土
記
」
で
は
荒
雄
岳
の
地
に
あ
る
と
す
る
が
、
こ
こ
は
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
荒
雄
河
神
社
の
地
で
あ
り
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

新
田
郡
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コ

マ
ツ
　
　

子
松
神
社

　

コ
マ
ツ
ノ
と
も
よ
む
。
地
誌
等
に
よ
る
伝
承
記
録
は
確
認
で
き
ず
明
確
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
所
在
地
に
は
諸
説
あ
る
が
、
主
な
も
の
と
し
て
大
崎
市
古
川
新
田
の
子

松
神
社
、
同
市
田
尻
八
幡
の
大
崎
八
幡
神
社
が
あ
る
（
8
図
）
。

　

こ
の
う
ち
新
田
坂
戸
の
山
神
社
に
つ
い
て
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
に
よ
る
が
、

『
日
本
地
理
志
料
』
で
は
小
山
神
と
す
る
（
106

）
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
新
田
村

「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
村
に
山
神
社
一
社
が
存
在
し
た
記
録
が
あ
り
、
こ
の
神
社

を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
子
松
神
社
に
関
わ
る
記
録
は
な
く
、
新
田
の
地
名
の
み

に
拠
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
同
名
は
他
地
域
に
も
あ
り
根
拠
は
明
確
と
は
い
え
な
い
。

　

古
川
新
田
夜
烏
の
子
松
神
社
は
『
式
内
社
調
査
報
告
』
等
の
擬
定
に
よ
る
。
こ
の
地

も
新
田
の
名
を
持
つ
が
、
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
の
中
に
玉
造
郡
の
「
俯
見
」
が
あ
り

（
107

）
、
こ
れ
は
『
宮
城
県
史
』
1
等
に
よ
る
と
お
り
現
在
の
大
崎
市
古
川
大
崎
の
伏
見
と

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
古
川
新
田
は
こ
の
伏
見
と
江
合
川
右
岸
沿
い
に
接
す
る
と
こ

ろ
で
、
こ
の
一
帯
は
平
川
南
氏
の
前
掲
書
で
も
江
合
川
を
北
境
に
玉
造
郡
と
考
え
ら
れ

て
い
る
（
108

）
。
一
方
新
田
郡
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
新
田
郡
小
松
寺
の
記
録
と
実
在

地
の
照
合
か
ら
田
尻
小
松
を
含
む
地
域
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
『
日
本

後
紀
』
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
三
月
辛
亥
条
に
「
讃
馬
郡
併
二

新
田
郡
一

」
と
あ
る
の
を

み
る
と
讃
馬
郡
を
含
む
形
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
讃
馬
郡
は
宮
城
県

北
東
部
の
登
米
市
迫
町
佐
沼
付
近
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を

踏
ま
え
、
小
松
か
ら
は
佐
沼
に
か
け
広
が
る
こ
と
に
な
る
新
田
郡
と
古
川
新
田
と
の
地

理
状
況
を
み
る
と
、
両
者
の
間
に
長
岡
郡
の
地
と
目
さ
れ
る
長
岡
が
あ
り
（
109

）
、
な
お

か
つ
江
合
川
が
間
を
遮
る
（
8
図
）
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
理
状
況
か
ら
み
て
玉
造
郡
伏

見
と
隣
り
合
う
古
川
新
田
は
新
田
郡
に
は
含
ま
れ
な
い
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
こ

の
地
は
子
松
神
社
の
本
来
地
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
別
当
観
教
院
に
よ
る
『
狐
松
神
社

由
来
記
』
に
よ
り
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
大
崎
氏
の
家
臣
新
田
氏
が
、
夜
烏
に
城
を
構

え
た
際
に
狐
松
神
を
祀
り
、
神
社
を
鹿
島
大
明
神
と
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
事
の

実
際
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
神
社
は
『
封
内
記
』
新
田
邑
の
条
や

新
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
あ
り
、
ま
た
同
村
に
新
田
氏
の
関
連
の
古
館
と
し
て
「
平

城
」
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
遺
構
が
新
田
城
（
平
館
）
と
し
て
古
川
新
田
南
構
に
残
っ
て
い

る
。

　

田
尻
の
神
社
は
『
地
名
辞
書
』
に
よ
っ
て
擬
定
さ
れ
る
。
同
書
の
遠
田
郡
田
尻
村
大

崎
八
幡
宮
の
条
に
「
新
田
郡
子
松
神
社
は
、
小
松
寺
共
に
、
此
地
に
在
り
し
こ
と
必
定

な
る
に
、
今
神
廟
の
在
る
な
し
」
と
あ
り
、
小
松
寺
の
地
に
あ
る
と
す
る
。
小
松
寺
は

平
安
時
代
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
に
「
陸
奥
国
新
田
郡
小
松
寺
」
と

し
て
登
場
す
る
古
代
寺
院
で
あ
る
（
110

）
。
こ
の
寺
は
明
治
時
代
初
期
に
廃
寺
と
な
る
が

（
111

）
、
『
聞
老
志
』
や
『
封
内
記
』
に
も
遠
田
郡
小
松
村
所
在
の
小
松
寺
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
古
刹
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
地
が
新
田
郡
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
同
じ
名
を
冠
し
た
有
力
な
神
社
が
『
地
名
辞
書
』
に

根
拠
が
な
く
実
態
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
以
下
大
土

森
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　

大
土
森
説
は
江
戸
時
代
か
ら
唱
え
ら
れ
て
お
り
前
掲
の
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
が
表
刀

神
社
を
「
ヲ
ト
の
神
社
」
と
し
て
「
ヲ
ト
ガ
森
」
す
な
わ
ち
大
土
森
に
擬
定
す
る
。
ま
た

そ
の
後
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
が
表
刀
神
社
を
長
崎
村
大

土
森
の
薬
師
如
来
と
す
る
口
碑
を
紹
介
す
る
。
こ
の
大
土
森
は
郡
の
南
西
部
に
あ
た
る

栗
原
市
一
迫
長
崎
に
そ
び
え
る
標
高
三
三
七
メ
ー
ト
ル
の
整
っ
た
三
角
錐
を
な
す
山
で

あ
る
。
ま
た
薬
師
如
来
は
長
崎
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
「
薬
師
堂 

小
名 

大
土
澤
」
と

し
て
確
認
で
き
る
の
で
、
大
土
森
の
南
麓
に
あ
っ
た
御
堂
と
裏
づ
け
ら
れ
る
。

　

表
刀
神
社
を
ヲ
ト
神
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
が
「
或
人
曰

表
は
袁
の
誤
に
や
」
と
し
て
口
碑
に
基
づ
い
て
誤
記
と
解
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
別
に

『
栗
原
郡
旧
地
考
』
が
「
許
は
、
を
と
の
な
ま
り
に
し
て
、
此
社
は
ヲ
ト
ガ
森
」
と
し
て

音
の
訛
と
と
ら
え
た
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
誤
記
の
有
無
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
と
も

判
断
し
か
ね
る
が
、
音
の
訛
と
す
れ
ば
確
か
に
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り

大
土
の
「
ヲ
」
は
「
ウ

オ
」
、
表
刀
の
「
ウ

ハ
」
は
「
ウ

ア
」
で
あ
り
、
ワ
行
に
お
け
る
母
音

の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
別
本
の
訓
み
と
し
た
「
ウ

ヘ
」
と
す
る

場
合
も
「
ウ

エ
」
で
あ
り
む
し
ろ
そ
う
し
た
変
化
が
表
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
同
様
の

違
い
は
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
か
ら
大
土
森
が
「
ウ
ト
森
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
確

認
さ
れ
る
の
で
、
よ
く
生
じ
た
違
い
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
音
の
訛
と
す
る
の

は
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
や
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
は
表
刀
神
社
と
大
土
森
の
関

係
は
郡
の
中
西
部
に
あ
る
雄
鋭
神
社
と
そ
の
西
方
に
そ
び
え
る
大
土
ケ
森
、
こ
の
二
つ

に
つ
い
て
は
同
社
の
条
で
ふ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
同
じ
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
文
字
の

大
土
ケ
森
は
標
高
五
八
〇
メ
ー
ト
ル
で
長
崎
の
大
土
森
と
同
じ
く
秀
麗
な
三
角
錐
の
象

徴
的
な
山
容
を
な
す
山
で
あ
る
。
雄
鋭
神
社
は
ヲ
ト
と
い
う
こ
と
で
表
刀
神
社
の
同
類

社
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
見
合
う
ヲ
ド
山
と
の
セ
ッ
ト
と

し
て
二
組
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
や
は
り
両
書
に
い
う
神
社
と

山
と
の
関
係
を
強
く
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
山
と
神
社
と
の
関
係

は
古
代
桃
生
郡
で
あ
る
登
米
市
津
山
町
柳
津
に
大
土
山
と
桃
生
郡
式
内
社
の
小
鋭
神
社

が
あ
り
一
つ
の
類
型
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
こ
の
二
つ
の
山
は
ヲ
ト
カ
森
と
呼
ば
れ
た
仙
台
市
太
白
山
と
極
め
て
類
似
し

（
99
）
、
こ
う
し
た
形
の
山
に
対
す
る
地
域
の
汎
称
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
白
山
の

場
合
、
式
内
社
は
伴
わ
な
い
が
、
多
賀
城
以
前
の
陸
奥
国
府
と
さ
れ
た
郡
山
遺
跡
か
ら

象
徴
的
な
形
に
望
め
る
山
で
、
今
泉
隆
雄
氏
は
遺
跡
を
総
括
的
に
考
察
す
る
中
で
蝦
夷

の
服
属
儀
礼
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
神
体
山
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
（
100

）
。
こ
の

よ
う
な
性
格
か
ら
し
て
も
ヲ
ト
系
の
山
は
宗
教
的
な
性
格
を
備
え
た
特
別
な
山
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
表
刀
神
社
の
本
体
は
一
迫
長
崎
の
大
土
森
で
あ
り
、
社
殿
は
南
麓

の
大
土
沢
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。
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シ

ハ

ヒ
メ
　
　
　

志
波
姫
神
社

　

志
波
姫
神
社
の
位
置
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
が
高
清
水
五
輪
（
8
図
）
、
『
名
蹟

志
』
と
『
封
内
記
』
が
古
川
桜
ノ
目
と
す
る
ほ
か
（
8
図
）
、
『
地
名
辞
書
』
や
『
宮
城
県

史
』
１
は
志
波
姫
八
樟
と
す
る
（
18
図
）
。
し
か
し
前
二
者
に
つ
い
て
は
表
刀
神
社
で
述

べ
た
よ
う
に
古
代
に
あ
っ
て
は
栗
原
郡
に
属
さ
な
い
可
能
性
が
高
い
。
『
地
名
辞
書
』
は

こ
の
こ
と
か
ら
志
波
姫
に
位
置
づ
け
（
101

）
、
『
宮
城
県
史
』
１
も
同
様
に
扱
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
こ
で
は
古
代
栗
原
郡
志
波
姫
八
樟
の
神
社
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

　

こ
の
神
社
は
『
名
蹟
志
』
に
一
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
一
の
迫
八
樟
村
伊

豆
野
権
現
。
是
又
志
波
姫
の
神
社
也
と
郷
党
伝
へ
云
ふ
。
往
時
築
館
村
に
有
り
し
が
。

其
地
墾
田
と
な
れ
り
」
と
い
う
も
の
で
、
当
時
八
樟
村
で
伊
豆
野
権
現
と
呼
ば
れ
た
社

が
、
地
元
に
は
志
波
姫
神
社
と
も
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
や
、
そ
の
神
社
は
本
来
築
館
村

に
あ
っ
て
、
後
に
八
樟
に
移
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
封
内

記
』
も
同
様
に
記
し
、
加
え
て
移
祀
の
時
を
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
と
し
て
い
る
。

こ
の
旧
社
地
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
の
築
館
村
「
安
永
風
土
記
」
に
「
伊
豆
野
権

現
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
他
に
関
連
資
料
は
確
認
さ
れ
ず
判
断
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
上
記
引
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用
文
に
「
郷
党
伝
へ
云
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
八
樟
村
に
は
志
波
姫
神
社
と
す
る
伝
承
が

残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
二
社
が
古
代
栗
原
郡
外
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
中
で
重
要

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
栗
原
市
の
志
波
姫

神
社
の
本
来
地
と
さ
れ
る
築
館
の
伊
豆
権
現
社
地
を
比
定
し
て
お
き
た
い
。
同
地
は
栗

原
市
築
館
源
光
に
あ
り
「
伊
豆
大
権
現
」
と
刻
ま
れ
た
高
さ
六
～
七
尺
の
石
碑
が
残
っ

て
い
る
（
18
図
）
。
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オ

ト

ノ　
　
　

雄
鋭
神
社

　

雄
鋭
神
社
に
つ
い
て
は
す
で
に
表
刀
神
社
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
栗
原
市
栗
駒
文
字
の

大
土
ヶ
森
が
神
社
の
神
体
山
と
考
え
ら
れ
た
。
一
迫
長
崎
の
大
土
森
か
ら
北
に
十
キ
ロ

ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
東
方
六
五
キ
ロ
の
稲
屋
敷
高
松
に
雄
鋭
神

社
が
あ
る
（
18
図
）
。
こ
の
神
社
は
稲
屋
敷
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
式
内
社
の
雄
鋭
神

社
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
由
緒
に
「
小
名
高
松
之
地
ハ
御
里
宮
ニ
而
御
本
社
ハ
奥
之

院
と
申
御
天
王
山
御
林
之
内
ニ
御
座
候
」
と
あ
り
、
旧
社
は
天
王
山
（
18
図
）
に
あ
っ
た

と
す
る
。
こ
の
山
は
雄
鋭
神
社
か
ら
北
西
二
キ
ロ
に
位
置
し
稲
屋
敷
と
文
字
の
境
に
あ

る
山
で
、
大
土
ケ
森
が
望
ま
れ
る
の
で
そ
の
関
係
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
等
で
は
八
所
権
現
と
し
て
紹
介
す
る

の
み
で
あ
る
が
、
『
特
選
神
名
牒
』
や
『
宮
城
県
史
』
1
、
『
神
社
名
鑑
』
等
は
雄
鋭
神
社

と
し
て
い
る
。
な
お
他
に
築
館
の
伊
勢
宮
等
を
当
て
る
説
が
あ
る
が
、
根
拠
は
な
く
明

確
で
は
な
い
（
102

）
。

42 

コ
マ
カ
タ
ネ
ノ　
　
　

駒
形
根
神
社

 

コ
マ
カ
タ
ノ
と
も
い
う
。
『
封
内
記
』
は
栗
原
郡
沼
倉
邑
の
条
で
「
在
二

山
上
（
駒
形
之

嶺
）
一

称
二

嶽
宮
一

。
在
二

東
麓
一

称
二

里
宮
一

」
と
す
る
。
沼
倉
村
の
「
安
永
風
土
記
」
も
同

様
で
あ
る
。
『
神
祇
志
料
』
他
の
解
説
書
も
山
上
に
あ
る
と
し
、
現
在
の
栗
駒
山
が
神
体

と
い
う
こ
と
で
共
通
す
る
。
里
宮
は
栗
原
市
栗
駒
沼
倉
一
ノ
宮
に
あ
り
、
奥
羽
山
地
か

ら
派
生
す
る
丘
陵
の
麓
に
立
地
し
て
い
る
（
18
図
）
。

43 
 

ワ
カ
ノ　
　
　

和
我
神
社

 
 

萩
沢
と
桜
田
の
二
つ
の
社
地
が
知
ら
れ
る
。
萩
沢
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
は
地

元
で
新
山
権
現
と
称
す
る
と
し
、
こ
れ
を
和
我
神
社
に
擬
定
す
る
。
栗
原
市
築
館
萩
沢

の
和
我
神
社
地
で
あ
る
（
18
図
）
。
た
だ
し
こ
れ
は
新
山
権
現
と
さ
れ
る
伝
承
を
『
封
内

記
』
で
は
「
希
文
按
。
和
我
神
社
」
と
し
て
編
者
が
別
に
解
釈
を
行
っ
た
も
の
で
、
そ
の

根
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
同
書
が
参
考
に
し
た
『
名
蹟
志
』
も
同
様
で
あ
る
。

　

一
方
桜
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
「
栗
原
七
座
之
内 

和
氣
神
社
」
と
あ
り
式
内
社

と
し
て
い
る
（
18
図
） 

。
和
氣
神
社
と
あ
る
の
は
、
栗
原
郡
に
同
式
内
社
は
な
く
「
桜
田

村
寶
積
院
書
上
」
で
は
「
栗
原
郡
七
座
之
内 

和
我
神
社
」
と
な
る
の
で
（
103

）
、
和
我
の
誤

り
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
は
地
元
の
実
際
を

反
映
し
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
が
二
つ
の
社
地
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
何
れ
か
を
判
断
す
る
の
は
十
分

で
は
な
い
が
、
現
状
で
擬
定
を
行
う
と
す
れ
ば
桜
田
の
記
録
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
神
社
は
現
在
栗
原
市
尾
松
桜
田
小
袋
の
低
丘
陵
中
腹

に
小
さ
な
石
祠
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
地
に
は
駒
潟
嶺
社
等
の
小
社
が
集

ま
っ
て
お
り
、
本
来
地
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
栗
原
郡
旧
地

考
』
は
和
を
「
ナ
」
と
よ
み
、
大
土
ケ
森
の
北
に
あ
る
中
ノ
森
（
18
図
）
に
あ
る
と
す
る

（
104

）
。
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香
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児
神
社

 

香
取
御
児
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
香
取
御
児
神
社
に
つ
い
て
「
一
の
迫
築
館
村

に
有
。
」
と
し
た
上
で
「
同
青
野
の
二
本
木
の
地
に
社
地
有
。
叢
祠
を
建
置
り
。
是
往

古
香
取
御
子
の
神
社
也
。
一
説
二
の
迫
富
村
黒
瀬
に
鹿
島
の
社
有
。
香
取
御
子
を
以
て

相
殿
と
し
。
是
則
此
神
と
云
ふ
」
と
す
る
。
『
封
内
記
』
も
こ
れ
に
従
い
同
様
の
見
解
を

示
し
、
合
わ
せ
て
青
野
（
18
図
）
の
神
社
は
楫
取
御
児
神
社
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
両
書
は
神
社
名
に
基
づ
い
て
青
野
と
し
た
よ
う
で
あ
る

が
、
一
方
で
黒
瀬
（
18
図
）
に
鹿
島
神
と
相
殿
で
祀
ら
れ
る
香
取
御
児
神
を
当
て
る
説

km

18図　栗原郡の神社（ )は論社
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国土地理院発行の20万分の１
地形図（新庄・一関）をもとに作成（ ）

が
あ
る
こ
と
も
紹
介
お
り
、
当
時
か
ら
二
つ
の
主
張
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
記
録
さ
れ
た
築
館
村
の
「
安
永
風
土
記
」
は
「
香

取
御
児
神
社
」
と
す
る
が
、
富
村
の
「
安
永
風
土
記
」
端
郷
黒
瀬
の
条
に
お
い
て
も
「
村

鎮
守
御
相
殿　

鹿
島
社　

香
取
御
児
神
社
」
と
し
て
い
ず
れ
も
式
内
社
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
（
105

）
。
地
誌
以
外
で
は
『
大
日
本
史
』
や
『
神
祇
志
料
』
は
青
野
と
し
、

『
神
社
覈
録
』
や
『
神
社
名
鑑
』
は
黒
瀬
と
し
て
二
つ
に
分
か
れ
判
然
と
し
な
い
。

　

以
上
が
香
取
御
児
神
社
に
対
す
る
実
態
や
見
解
の
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
総
じ
て

具
体
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
判
断
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
改
め
て
「
安
永
風

土
記
」
の
社
地
に
つ
い
て
の
記
録
に
着
目
す
る
と
、
青
野
が
「
竪
五
間
半 

横
四
間
半
」

と
あ
る
の
に
対
し
黒
瀬
は
「
南
北
五
拾
間 

東
西
八
間
」
と
か
な
り
広
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
判
断
す
る
上
で
有
効
な
違
い
と
考
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
黒
瀬
の
神
社
は
社
伝
で
は

古
く
は
三
峯
山
に
あ
っ
た
と
す
る
の
で
、
そ
れ
に
従
え
ば
本
来
地
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
移
祀
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
広
さ
は
往
時
の
有
力
で
あ
っ
た
姿
を
伝
え
る
の
に
十

分
で
あ
る
。
対
し
て
青
野
の
地
は
一
迫
川
沿
い
の
低
く
狭
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
黒

瀬
の
名
木
の
条
を
み
る
と
、
鹿
島
の
社
地
に
廻
り
一
丈
以
上
の
杉
や
松
が
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
社
地
の
広
さ
と
古
木
の
存
在
か
ら
は
黒
瀬
の
地
が
古
い
有
力

な
神
社
す
な
わ
ち
式
内
社
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
三
峯
山
が
社
地
の
南
一
キ
ロ
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
高
い
場

所
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
式
内
社
の
占
地
の
あ
り
方
に
共
通
し
、
ま
た
こ
の
地
は

「
宮
野
」
と
言
わ
れ
か
つ
て
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
こ
の
地
に
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
す
ぐ
東
は
古
代
の
城
柵
で
あ
る
伊
治
城
が
あ
っ
た
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
立
地
形
態
は
多
賀
城
と
多
賀
神
社
や
桃
生
城
と
飯
野
山
神
社
等
の
関
係
に
み
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
黒
瀬
の
神
社
は
香
取
御

児
神
社
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
、
本
来
地
は
宮
野
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
地
は
現
在
の
栗
原
市
築
館
下
宮
野
で
あ
る
（
18
図
）
。

　

な
お
伊
治
城
の
地
は
「
城
生
野
」
と
い
う
。
こ
の
地
名
は
「
宮
野
」
と
同
様
か
つ
て
の

地
域
の
性
格
を
表
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
共
に
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
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ル

シ
ワ
ケ　
　
　
　

遠
流
志
別
石
神
社

　

オ
ル
シ
ノ
と
も
訓
む
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
『
名
蹟
志
』
に
「
三
の
迫
石
越
村
北
郷

の
内
に
あ
り
。
社
狭
く
し
て
杉
あ
り
。
石
を
以
っ
て
神
体
と
す
と
。
郷
人
是
を
石
神
と

云
ふ
」
と
あ
る
。
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
も
こ
れ
に
従
い
、
『
神
祇
志
料
』
ほ
か
多
く
の
神

社
解
説
書
も
同
様
で
あ
る
。
登
米
市
石
越
町
北
郷
に
あ
り
迫
川
に
張
り
出
し
た
低
い
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用
文
に
「
郷
党
伝
へ
云
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
八
樟
村
に
は
志
波
姫
神
社
と
す
る
伝
承
が

残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
二
社
が
古
代
栗
原
郡
外
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
中
で
重
要

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
栗
原
市
の
志
波
姫

神
社
の
本
来
地
と
さ
れ
る
築
館
の
伊
豆
権
現
社
地
を
比
定
し
て
お
き
た
い
。
同
地
は
栗

原
市
築
館
源
光
に
あ
り
「
伊
豆
大
権
現
」
と
刻
ま
れ
た
高
さ
六
～
七
尺
の
石
碑
が
残
っ

て
い
る
（
18
図
）
。

41 
 

オ

ト

ノ　
　
　

雄
鋭
神
社

　

雄
鋭
神
社
に
つ
い
て
は
す
で
に
表
刀
神
社
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
栗
原
市
栗
駒
文
字
の

大
土
ヶ
森
が
神
社
の
神
体
山
と
考
え
ら
れ
た
。
一
迫
長
崎
の
大
土
森
か
ら
北
に
十
キ
ロ

ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
東
方
六
五
キ
ロ
の
稲
屋
敷
高
松
に
雄
鋭
神

社
が
あ
る
（
18
図
）
。
こ
の
神
社
は
稲
屋
敷
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
式
内
社
の
雄
鋭
神

社
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
由
緒
に
「
小
名
高
松
之
地
ハ
御
里
宮
ニ
而
御
本
社
ハ
奥
之

院
と
申
御
天
王
山
御
林
之
内
ニ
御
座
候
」
と
あ
り
、
旧
社
は
天
王
山
（
18
図
）
に
あ
っ
た

と
す
る
。
こ
の
山
は
雄
鋭
神
社
か
ら
北
西
二
キ
ロ
に
位
置
し
稲
屋
敷
と
文
字
の
境
に
あ

る
山
で
、
大
土
ケ
森
が
望
ま
れ
る
の
で
そ
の
関
係
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
等
で
は
八
所
権
現
と
し
て
紹
介
す
る

の
み
で
あ
る
が
、
『
特
選
神
名
牒
』
や
『
宮
城
県
史
』
1
、
『
神
社
名
鑑
』
等
は
雄
鋭
神
社

と
し
て
い
る
。
な
お
他
に
築
館
の
伊
勢
宮
等
を
当
て
る
説
が
あ
る
が
、
根
拠
は
な
く
明

確
で
は
な
い
（
102

）
。

42 

コ
マ
カ
タ
ネ
ノ　
　
　

駒
形
根
神
社

 

コ
マ
カ
タ
ノ
と
も
い
う
。
『
封
内
記
』
は
栗
原
郡
沼
倉
邑
の
条
で
「
在
二

山
上
（
駒
形
之

嶺
）
一

称
二

嶽
宮
一

。
在
二

東
麓
一

称
二

里
宮
一

」
と
す
る
。
沼
倉
村
の
「
安
永
風
土
記
」
も
同

様
で
あ
る
。
『
神
祇
志
料
』
他
の
解
説
書
も
山
上
に
あ
る
と
し
、
現
在
の
栗
駒
山
が
神
体

と
い
う
こ
と
で
共
通
す
る
。
里
宮
は
栗
原
市
栗
駒
沼
倉
一
ノ
宮
に
あ
り
、
奥
羽
山
地
か

ら
派
生
す
る
丘
陵
の
麓
に
立
地
し
て
い
る
（
18
図
）
。

43 
 

ワ
カ
ノ　
　
　

和
我
神
社

 
 

萩
沢
と
桜
田
の
二
つ
の
社
地
が
知
ら
れ
る
。
萩
沢
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
は
地

元
で
新
山
権
現
と
称
す
る
と
し
、
こ
れ
を
和
我
神
社
に
擬
定
す
る
。
栗
原
市
築
館
萩
沢

の
和
我
神
社
地
で
あ
る
（
18
図
）
。
た
だ
し
こ
れ
は
新
山
権
現
と
さ
れ
る
伝
承
を
『
封
内

記
』
で
は
「
希
文
按
。
和
我
神
社
」
と
し
て
編
者
が
別
に
解
釈
を
行
っ
た
も
の
で
、
そ
の

根
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
同
書
が
参
考
に
し
た
『
名
蹟
志
』
も
同
様
で
あ
る
。

　

一
方
桜
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
で
は
「
栗
原
七
座
之
内 

和
氣
神
社
」
と
あ
り
式
内
社

と
し
て
い
る
（
18
図
） 

。
和
氣
神
社
と
あ
る
の
は
、
栗
原
郡
に
同
式
内
社
は
な
く
「
桜
田

村
寶
積
院
書
上
」
で
は
「
栗
原
郡
七
座
之
内 

和
我
神
社
」
と
な
る
の
で
（
103

）
、
和
我
の
誤

り
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
は
地
元
の
実
際
を

反
映
し
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
が
二
つ
の
社
地
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
何
れ
か
を
判
断
す
る
の
は
十
分

で
は
な
い
が
、
現
状
で
擬
定
を
行
う
と
す
れ
ば
桜
田
の
記
録
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
神
社
は
現
在
栗
原
市
尾
松
桜
田
小
袋
の
低
丘
陵
中
腹

に
小
さ
な
石
祠
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
地
に
は
駒
潟
嶺
社
等
の
小
社
が
集

ま
っ
て
お
り
、
本
来
地
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
栗
原
郡
旧
地

考
』
は
和
を
「
ナ
」
と
よ
み
、
大
土
ケ
森
の
北
に
あ
る
中
ノ
森
（
18
図
）
に
あ
る
と
す
る

（
104

）
。
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取
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児
神
社

 

香
取
御
児
神
社
に
つ
い
て
『
名
蹟
志
』
は
香
取
御
児
神
社
に
つ
い
て
「
一
の
迫
築
館
村

に
有
。
」
と
し
た
上
で
「
同
青
野
の
二
本
木
の
地
に
社
地
有
。
叢
祠
を
建
置
り
。
是
往

古
香
取
御
子
の
神
社
也
。
一
説
二
の
迫
富
村
黒
瀬
に
鹿
島
の
社
有
。
香
取
御
子
を
以
て

相
殿
と
し
。
是
則
此
神
と
云
ふ
」
と
す
る
。
『
封
内
記
』
も
こ
れ
に
従
い
同
様
の
見
解
を

示
し
、
合
わ
せ
て
青
野
（
18
図
）
の
神
社
は
楫
取
御
児
神
社
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
両
書
は
神
社
名
に
基
づ
い
て
青
野
と
し
た
よ
う
で
あ
る

が
、
一
方
で
黒
瀬
（
18
図
）
に
鹿
島
神
と
相
殿
で
祀
ら
れ
る
香
取
御
児
神
を
当
て
る
説

km
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国土地理院発行の20万分の１
地形図（新庄・一関）をもとに作成（ ）

が
あ
る
こ
と
も
紹
介
お
り
、
当
時
か
ら
二
つ
の
主
張
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
記
録
さ
れ
た
築
館
村
の
「
安
永
風
土
記
」
は
「
香

取
御
児
神
社
」
と
す
る
が
、
富
村
の
「
安
永
風
土
記
」
端
郷
黒
瀬
の
条
に
お
い
て
も
「
村

鎮
守
御
相
殿　

鹿
島
社　

香
取
御
児
神
社
」
と
し
て
い
ず
れ
も
式
内
社
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
（
105

）
。
地
誌
以
外
で
は
『
大
日
本
史
』
や
『
神
祇
志
料
』
は
青
野
と
し
、

『
神
社
覈
録
』
や
『
神
社
名
鑑
』
は
黒
瀬
と
し
て
二
つ
に
分
か
れ
判
然
と
し
な
い
。

　

以
上
が
香
取
御
児
神
社
に
対
す
る
実
態
や
見
解
の
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
総
じ
て

具
体
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
判
断
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
改
め
て
「
安
永
風

土
記
」
の
社
地
に
つ
い
て
の
記
録
に
着
目
す
る
と
、
青
野
が
「
竪
五
間
半 

横
四
間
半
」

と
あ
る
の
に
対
し
黒
瀬
は
「
南
北
五
拾
間 

東
西
八
間
」
と
か
な
り
広
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
判
断
す
る
上
で
有
効
な
違
い
と
考
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
黒
瀬
の
神
社
は
社
伝
で
は

古
く
は
三
峯
山
に
あ
っ
た
と
す
る
の
で
、
そ
れ
に
従
え
ば
本
来
地
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
移
祀
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
広
さ
は
往
時
の
有
力
で
あ
っ
た
姿
を
伝
え
る
の
に
十

分
で
あ
る
。
対
し
て
青
野
の
地
は
一
迫
川
沿
い
の
低
く
狭
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
黒

瀬
の
名
木
の
条
を
み
る
と
、
鹿
島
の
社
地
に
廻
り
一
丈
以
上
の
杉
や
松
が
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
社
地
の
広
さ
と
古
木
の
存
在
か
ら
は
黒
瀬
の
地
が
古
い
有
力

な
神
社
す
な
わ
ち
式
内
社
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
三
峯
山
が
社
地
の
南
一
キ
ロ
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
高
い
場

所
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
式
内
社
の
占
地
の
あ
り
方
に
共
通
し
、
ま
た
こ
の
地
は

「
宮
野
」
と
言
わ
れ
か
つ
て
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
こ
の
地
に
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
す
ぐ
東
は
古
代
の
城
柵
で
あ
る
伊
治
城
が
あ
っ
た
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
立
地
形
態
は
多
賀
城
と
多
賀
神
社
や
桃
生
城
と
飯
野
山
神
社
等
の
関
係
に
み
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
黒
瀬
の
神
社
は
香
取
御

児
神
社
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
、
本
来
地
は
宮
野
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
地
は
現
在
の
栗
原
市
築
館
下
宮
野
で
あ
る
（
18
図
）
。

　

な
お
伊
治
城
の
地
は
「
城
生
野
」
と
い
う
。
こ
の
地
名
は
「
宮
野
」
と
同
様
か
つ
て
の

地
域
の
性
格
を
表
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
共
に
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
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オ

 

ル

シ
ワ
ケ　
　
　
　

遠
流
志
別
石
神
社

　

オ
ル
シ
ノ
と
も
訓
む
。
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
『
名
蹟
志
』
に
「
三
の
迫
石
越
村
北
郷

の
内
に
あ
り
。
社
狭
く
し
て
杉
あ
り
。
石
を
以
っ
て
神
体
と
す
と
。
郷
人
是
を
石
神
と

云
ふ
」
と
あ
る
。
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
も
こ
れ
に
従
い
、
『
神
祇
志
料
』
ほ
か
多
く
の
神

社
解
説
書
も
同
様
で
あ
る
。
登
米
市
石
越
町
北
郷
に
あ
り
迫
川
に
張
り
出
し
た
低
い
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国土地理院発行の5万分の１
地形図（若柳）をもとに作成（ ）

丘
陵
上
に
立
地
す
る
（
19
図
）
。
社
殿
の
後
ろ
に
は
御
神
体
の
石
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
鬼
首
村
「
安
永
風
土
記
」
で
は
荒
雄
岳
の
地
に
あ
る
と
す
る
が
、
こ
こ
は
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
荒
雄
河
神
社
の
地
で
あ
り
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

新
田
郡
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コ

マ
ツ
　
　

子
松
神
社

　

コ
マ
ツ
ノ
と
も
よ
む
。
地
誌
等
に
よ
る
伝
承
記
録
は
確
認
で
き
ず
明
確
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
所
在
地
に
は
諸
説
あ
る
が
、
主
な
も
の
と
し
て
大
崎
市
古
川
新
田
の
子

松
神
社
、
同
市
田
尻
八
幡
の
大
崎
八
幡
神
社
が
あ
る
（
8
図
）
。

　

こ
の
う
ち
新
田
坂
戸
の
山
神
社
に
つ
い
て
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
に
よ
る
が
、

『
日
本
地
理
志
料
』
で
は
小
山
神
と
す
る
（
106

）
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
新
田
村

「
風
土
記
御
用
書
出
」
に
は
村
に
山
神
社
一
社
が
存
在
し
た
記
録
が
あ
り
、
こ
の
神
社

を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
子
松
神
社
に
関
わ
る
記
録
は
な
く
、
新
田
の
地
名
の
み

に
拠
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
同
名
は
他
地
域
に
も
あ
り
根
拠
は
明
確
と
は
い
え
な
い
。

　

古
川
新
田
夜
烏
の
子
松
神
社
は
『
式
内
社
調
査
報
告
』
等
の
擬
定
に
よ
る
。
こ
の
地

も
新
田
の
名
を
持
つ
が
、
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
の
中
に
玉
造
郡
の
「
俯
見
」
が
あ
り

（
107

）
、
こ
れ
は
『
宮
城
県
史
』
1
等
に
よ
る
と
お
り
現
在
の
大
崎
市
古
川
大
崎
の
伏
見
と

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
古
川
新
田
は
こ
の
伏
見
と
江
合
川
右
岸
沿
い
に
接
す
る
と
こ

ろ
で
、
こ
の
一
帯
は
平
川
南
氏
の
前
掲
書
で
も
江
合
川
を
北
境
に
玉
造
郡
と
考
え
ら
れ

て
い
る
（
108

）
。
一
方
新
田
郡
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
新
田
郡
小
松
寺
の
記
録
と
実
在

地
の
照
合
か
ら
田
尻
小
松
を
含
む
地
域
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
『
日
本

後
紀
』
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
三
月
辛
亥
条
に
「
讃
馬
郡
併
二

新
田
郡
一

」
と
あ
る
の
を

み
る
と
讃
馬
郡
を
含
む
形
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
讃
馬
郡
は
宮
城
県

北
東
部
の
登
米
市
迫
町
佐
沼
付
近
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を

踏
ま
え
、
小
松
か
ら
は
佐
沼
に
か
け
広
が
る
こ
と
に
な
る
新
田
郡
と
古
川
新
田
と
の
地

理
状
況
を
み
る
と
、
両
者
の
間
に
長
岡
郡
の
地
と
目
さ
れ
る
長
岡
が
あ
り
（
109

）
、
な
お

か
つ
江
合
川
が
間
を
遮
る
（
8
図
）
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
理
状
況
か
ら
み
て
玉
造
郡
伏

見
と
隣
り
合
う
古
川
新
田
は
新
田
郡
に
は
含
ま
れ
な
い
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
こ

の
地
は
子
松
神
社
の
本
来
地
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
別
当
観
教
院
に
よ
る
『
狐
松
神
社

由
来
記
』
に
よ
り
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
大
崎
氏
の
家
臣
新
田
氏
が
、
夜
烏
に
城
を
構

え
た
際
に
狐
松
神
を
祀
り
、
神
社
を
鹿
島
大
明
神
と
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
事
の

実
際
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
神
社
は
『
封
内
記
』
新
田
邑
の
条
や

新
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
あ
り
、
ま
た
同
村
に
新
田
氏
の
関
連
の
古
館
と
し
て
「
平

城
」
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
遺
構
が
新
田
城
（
平
館
）
と
し
て
古
川
新
田
南
構
に
残
っ
て
い

る
。

　

田
尻
の
神
社
は
『
地
名
辞
書
』
に
よ
っ
て
擬
定
さ
れ
る
。
同
書
の
遠
田
郡
田
尻
村
大

崎
八
幡
宮
の
条
に
「
新
田
郡
子
松
神
社
は
、
小
松
寺
共
に
、
此
地
に
在
り
し
こ
と
必
定

な
る
に
、
今
神
廟
の
在
る
な
し
」
と
あ
り
、
小
松
寺
の
地
に
あ
る
と
す
る
。
小
松
寺
は

平
安
時
代
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
に
「
陸
奥
国
新
田
郡
小
松
寺
」
と

し
て
登
場
す
る
古
代
寺
院
で
あ
る
（
110

）
。
こ
の
寺
は
明
治
時
代
初
期
に
廃
寺
と
な
る
が

（
111

）
、
『
聞
老
志
』
や
『
封
内
記
』
に
も
遠
田
郡
小
松
村
所
在
の
小
松
寺
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
古
刹
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
地
が
新
田
郡
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
同
じ
名
を
冠
し
た
有
力
な
神
社
が
『
地
名
辞
書
』
に

根
拠
が
な
く
実
態
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
以
下
大
土

森
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　

大
土
森
説
は
江
戸
時
代
か
ら
唱
え
ら
れ
て
お
り
前
掲
の
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
が
表
刀

神
社
を
「
ヲ
ト
の
神
社
」
と
し
て
「
ヲ
ト
ガ
森
」
す
な
わ
ち
大
土
森
に
擬
定
す
る
。
ま
た

そ
の
後
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
が
表
刀
神
社
を
長
崎
村
大

土
森
の
薬
師
如
来
と
す
る
口
碑
を
紹
介
す
る
。
こ
の
大
土
森
は
郡
の
南
西
部
に
あ
た
る

栗
原
市
一
迫
長
崎
に
そ
び
え
る
標
高
三
三
七
メ
ー
ト
ル
の
整
っ
た
三
角
錐
を
な
す
山
で

あ
る
。
ま
た
薬
師
如
来
は
長
崎
村
の
「
安
永
風
土
記
」
に
「
薬
師
堂 

小
名 

大
土
澤
」
と

し
て
確
認
で
き
る
の
で
、
大
土
森
の
南
麓
に
あ
っ
た
御
堂
と
裏
づ
け
ら
れ
る
。

　

表
刀
神
社
を
ヲ
ト
神
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
が
「
或
人
曰

表
は
袁
の
誤
に
や
」
と
し
て
口
碑
に
基
づ
い
て
誤
記
と
解
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
別
に

『
栗
原
郡
旧
地
考
』
が
「
許
は
、
を
と
の
な
ま
り
に
し
て
、
此
社
は
ヲ
ト
ガ
森
」
と
し
て

音
の
訛
と
と
ら
え
た
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
誤
記
の
有
無
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
と
も

判
断
し
か
ね
る
が
、
音
の
訛
と
す
れ
ば
確
か
に
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り

大
土
の
「
ヲ
」
は
「
ウ

オ
」
、
表
刀
の
「
ウ

ハ
」
は
「
ウ

ア
」
で
あ
り
、
ワ
行
に
お
け
る
母
音

の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
別
本
の
訓
み
と
し
た
「
ウ

ヘ
」
と
す
る

場
合
も
「
ウ

エ
」
で
あ
り
む
し
ろ
そ
う
し
た
変
化
が
表
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
同
様
の

違
い
は
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
か
ら
大
土
森
が
「
ウ
ト
森
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
確

認
さ
れ
る
の
で
、
よ
く
生
じ
た
違
い
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
音
の
訛
と
す
る
の

は
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
や
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
は
表
刀
神
社
と
大
土
森
の
関

係
は
郡
の
中
西
部
に
あ
る
雄
鋭
神
社
と
そ
の
西
方
に
そ
び
え
る
大
土
ケ
森
、
こ
の
二
つ

に
つ
い
て
は
同
社
の
条
で
ふ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
同
じ
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
文
字
の

大
土
ケ
森
は
標
高
五
八
〇
メ
ー
ト
ル
で
長
崎
の
大
土
森
と
同
じ
く
秀
麗
な
三
角
錐
の
象

徴
的
な
山
容
を
な
す
山
で
あ
る
。
雄
鋭
神
社
は
ヲ
ト
と
い
う
こ
と
で
表
刀
神
社
の
同
類

社
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
見
合
う
ヲ
ド
山
と
の
セ
ッ
ト
と

し
て
二
組
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
や
は
り
両
書
に
い
う
神
社
と

山
と
の
関
係
を
強
く
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
山
と
神
社
と
の
関
係

は
古
代
桃
生
郡
で
あ
る
登
米
市
津
山
町
柳
津
に
大
土
山
と
桃
生
郡
式
内
社
の
小
鋭
神
社

が
あ
り
一
つ
の
類
型
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
こ
の
二
つ
の
山
は
ヲ
ト
カ
森
と
呼
ば
れ
た
仙
台
市
太
白
山
と
極
め
て
類
似
し

（
99
）
、
こ
う
し
た
形
の
山
に
対
す
る
地
域
の
汎
称
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
白
山
の

場
合
、
式
内
社
は
伴
わ
な
い
が
、
多
賀
城
以
前
の
陸
奥
国
府
と
さ
れ
た
郡
山
遺
跡
か
ら

象
徴
的
な
形
に
望
め
る
山
で
、
今
泉
隆
雄
氏
は
遺
跡
を
総
括
的
に
考
察
す
る
中
で
蝦
夷

の
服
属
儀
礼
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
神
体
山
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
（
100

）
。
こ
の

よ
う
な
性
格
か
ら
し
て
も
ヲ
ト
系
の
山
は
宗
教
的
な
性
格
を
備
え
た
特
別
な
山
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
表
刀
神
社
の
本
体
は
一
迫
長
崎
の
大
土
森
で
あ
り
、
社
殿
は
南
麓

の
大
土
沢
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。
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シ

ハ

ヒ
メ
　
　
　

志
波
姫
神
社

　

志
波
姫
神
社
の
位
置
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
が
高
清
水
五
輪
（
8
図
）
、
『
名
蹟

志
』
と
『
封
内
記
』
が
古
川
桜
ノ
目
と
す
る
ほ
か
（
8
図
）
、
『
地
名
辞
書
』
や
『
宮
城
県

史
』
１
は
志
波
姫
八
樟
と
す
る
（
18
図
）
。
し
か
し
前
二
者
に
つ
い
て
は
表
刀
神
社
で
述

べ
た
よ
う
に
古
代
に
あ
っ
て
は
栗
原
郡
に
属
さ
な
い
可
能
性
が
高
い
。
『
地
名
辞
書
』
は

こ
の
こ
と
か
ら
志
波
姫
に
位
置
づ
け
（
101

）
、
『
宮
城
県
史
』
１
も
同
様
に
扱
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
こ
で
は
古
代
栗
原
郡
志
波
姫
八
樟
の
神
社
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

　

こ
の
神
社
は
『
名
蹟
志
』
に
一
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
一
の
迫
八
樟
村
伊

豆
野
権
現
。
是
又
志
波
姫
の
神
社
也
と
郷
党
伝
へ
云
ふ
。
往
時
築
館
村
に
有
り
し
が
。

其
地
墾
田
と
な
れ
り
」
と
い
う
も
の
で
、
当
時
八
樟
村
で
伊
豆
野
権
現
と
呼
ば
れ
た
社

が
、
地
元
に
は
志
波
姫
神
社
と
も
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
や
、
そ
の
神
社
は
本
来
築
館
村

に
あ
っ
て
、
後
に
八
樟
に
移
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
封
内

記
』
も
同
様
に
記
し
、
加
え
て
移
祀
の
時
を
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
と
し
て
い
る
。

こ
の
旧
社
地
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
の
築
館
村
「
安
永
風
土
記
」
に
「
伊
豆
野
権

現
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
他
に
関
連
資
料
は
確
認
さ
れ
ず
判
断
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
上
記
引
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23図　宮城の式内社分布

●　式 内 社

　　城柵官衙

　　推定道路

20図　黄金山神社

m

国土地理院発行の5万分の１
地形図（涌谷）をもとに作成（ ）

い
う
と
お
り
小
松
寺
と
地
縁
的
に
も
同
一
な
位
置
関
係
に
あ
る
と
み
る
の
は
自
然
で
あ

ろ
う
。

　

小
松
寺
の
近
く
に
は
古
代
城
柵
の
一
つ
で
あ
る
新
田
柵
と
さ
れ
る
遺
跡
が
あ
り
（
112

）
、

子
松
神
社
が
こ
の
地
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
古
代
の
重
要
施
設
に
伴
っ
て
式
内
社
が
立
つ

の
は
多
賀
城
や
桃
生
城
に
み
る
式
内
社
と
の
関
係
と
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ

と
も
合
わ
せ
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
鎮
座
地
に
つ
い
て
は

『
地
名
辞
書
』
の
い
う
大
崎
八
幡
神
社
の
地
と
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

小
田
郡

47 
 

コ

カ
ネ　
　
　
　

黄
金
山
神
社

　

黄
金
山
神
社
は
古
く
『
聞
老
志
』
が
牡
鹿
半
島
の
金
華
山
を
擬
定
し
た
が
、
沖
安
海

の
「
陸
奥
国
小
田
郡
黄
金
山
神
社
考
」（
113

）
や
大
槻
文
彦
の
「
陸
奥
国
遠
田
郡
小
田
郡
沿

革
考
」（
114

）
等
が
、
金
華
山
は
小
田
郡
で
は
な
い
と
し
て
お
り
、
加
え
て
涌
谷
村
黄
金
迫

が
小
田
郡
に
属
し
、
黄
金
山
神
社
は
こ
の
地
に
あ
る
こ
と
を
考
証
し
た
。
涌
谷
村
の

「
安
永
風
土
記
」
に
「
小
金
神
明
社 

小
名 

小
金
迫
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
遠

田
郡
涌
谷
町
黄
金
宮
前
で
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
に
は
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
黄
金
山

神
社
境
内
か
ら
瓦
と
と
も
に
奈
良
時
代
の
仏
堂
跡
を
検
出
し
て
お
り
（
115

）
、
産
金
に
関

わ
り
国
家
的
に
重
要
視
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
地
が
本
地
に
関
係
す
る
と
み
て
間
違
い
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、
境
内
か
ら
仏

堂
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
社
殿
が
本
来
の
位
置
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

な
お
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
五
月
閏
庚
甲
辰
の
条
に
「
出
レ

金
山
神

主
小
田
郡
日
下
部
深
淵
外
少
初
位
下
」
と
あ
り
、
出
金
地
つ
ま
り
黄
金
迫
に
お
け
る
神

主
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
既
に
黄
金
山
神
社
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。

柴
田
郡

48 

オ
オ
タ
カ
ヤ
マ　
　
　
　

大
高
山
神
社

　

大
高
山
神
社
は
『
柴
田
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
元
は
北
方
約
二
キ
ロ
の
同
町
新
開
台
ノ
山

に
あ
っ
た
が
、
元
禄
年
中
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に
火
災
に
遭
っ
た
た
め
麓
の
新

開
一
二
六
番
地
に
移
さ
れ
、
大
正
三
年
に
現
在
地
の
大
河
原
町
金
ケ
瀬
神
山
に
祀
ら
れ

た
と
す
る
（
116

）
。

　

元
の
社
地
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
に
記
載
が
あ
り
、
大
高
宮
条
に
「
在
二

平
村
一

韮
神

西
南
有
二

岑
鬱
地
一

」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
様
の
記
載
は
『
封
内
記
』
等
の
地
誌

類
に
も
み
ら
れ
、
ま
た
多
く
の
神
社
解
説
書
も
こ
れ
に
従
っ
て
お
り
通
説
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
地
は
現
在
の
柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
新
開
台
ノ
山
で
、
愛
宕
山
と
呼
ば
れ

る
丘
陵
の
一
角
に
あ
た
る
。

　

た
だ
し
こ
う
し
た
位
置
づ
け
に
対
し
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
旧
社
地
が
あ
っ
た
と
す

る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
柴
田
郡
村
田
町
に
伝
わ
る
「
関
場
鏡
」
に
よ
る
も
の
で
「
大
高

山
神
社
ノ
縁
起
ニ
往
古
ハ
柴
田
郡
、
小
紫
村
ニ
ア
リ
、
今
ヲ
去
ル
事
社
北
ヲ
二
里
余
ト

ア
リ
」
と
あ
る
（
117

）
。
ま
た
『
蔵
王
町
史
』
も
こ
の
説
を
と
り
、
蔵
王
町
小
村
崎
の
熊
野

神
社
旧
別
当
覚
性
院
に
伝
わ
る
由
緒
と
し
て
「
古
く
熊
野
神
社
境
内
の
東
側
に
薬
師
堂
と

称
す
る
小
社
が
あ
り
、
こ
の
社
に
、
か
つ
て
「
大
高
山
社
」
が
祀
ら
れ
て
い
た
。（
略
）

後
に
大
高
山
社
の
西
側
に
熊
野
権
現
の
里
宮
が
祀
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
大
高
山
社
は
お

山
に
戻
ら
れ
、
そ
の
社
跡
に
薬
師
如
来
を
祀
り
、
薬
師
堂
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
」
と
す
る
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
（
118

）
。

　

こ
の
説
の
基
は
大
高
山
神
社
と
熊
野
神
社
旧
別
当
覚
性
院
に
係
る
由
緒
で
互
い
に
主

体
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
示
す
大
高
山
神
社
の
故
地
が
小
村
崎
で
あ
る
の

は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
説
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
他
に
『
聞
老
志
』
大

高
宮
条
の
大
高
山
神
社
別
当
大
林
寺
住
僧
が
伝
え
る
由
緒
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
高
往

古
宮
址 

在
二

小
紫
村
一 

去
二

社
北
一

可
二

二
里
一 

昔
有
二

用
明
帝
在
レ

藩
故
墟
一 
郷
人
相
崇

建
二

社
干
其
地
一 

祭
レ

之 

曰
二

大
高
宮
一 

爾
後 

敏
達
帝
時 

移
二

社
干
今
平
村
一 
故
郷
俗

指
二

舊
地
一

而
称
二

皇
墟
一

」
と
あ
る
。
内
容
は
「
関
場
鏡
」
と
も
共
通
す
る
も
の
で
、
小

紫
村
に
故
墟
（
古
城
）
が
あ
っ
た
と
す
る
件
が
あ
る
。

　

こ
の
城
は
、
用
明
帝
や
敏
達
帝
に
関
係
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
根
拠
が
不
明
で
そ
の

ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
城
の
存
在
に
つ
い
て
は
近
年
の
発
掘
調
査
で
城

柵
官
衙
関
連
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
城
は
都
遺
跡
や
十
郎
田

遺
跡
等
か
ら
発
見
さ
れ
七
世
紀
中
頃
～
八
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
中
で
も
十
郎
田
遺
跡
の
区
画
施
設
は
城
柵
と
さ
れ
る
郡
山
遺
跡
Ⅰ
期
官

衙
（
119

）
と
共
通
す
る
形
態
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
都
遺
跡
で
は
役
所
風
の
大
型
建

物
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
120

）
。
そ
の
性
格
は
な
お
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

大
林
寺
に
伝
わ
る
故
墟
の
記
述
は
、
重
要
施
設
が
発
見
さ
れ
た
現
状
と
突
き
合
わ
せ
る
と

根
拠
の
な
い
こ
と
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
城
柵
官
衙
等
の
重
要
施
設
に
官
社
が

伴
う
形
は
多
賀
城
や
桃
生
城
等
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
地
の
類
例
に
従
え

ば
大
高
山
神
社
の
地
は
伝
承
の
と
お
り
小
村
崎
の
地
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
神
社
が
台
ノ
山
に
移
っ
た
時
期
は
い
つ
頃
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
文
治
五

年
（
一
一
八
九
）
に
阿
津
賀
志
山
の
戦
い
か
ら
敗
走
し
た
西
木
戸
太
郎
国
衡
が
大
高
山

社
前
の
深
田
で
馬
が
足
を
と
ら
れ
、
討
ち
と
ら
れ
た
件
（
121

）
に
因
む
旧
跡
と
し
て
国
衡

塚
や
馬
取
沼
が
平
村
の
「
安
永
風
土
記
」
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
馬
取
に
因
ん

だ
地
名
は
現
在
も
地
元
に
残
る
こ
と
か
ら
神
社
は
少
な
く
と
も
古
代
末
期
に
は
台
ノ
山

に
移
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
い
つ
頃
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
は

な
い
。
た
だ
前
掲
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
都
遺
跡
や
十
郎
田
遺
跡
が
八
世
紀
前
半
を
境
に

そ
の
機
能
を
失
い
か
つ
地
域
を
支
え
る
集
落
も
断
絶
す
る
状
況
に
な
る
の
で
神
社
も
そ

れ
以
降
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
推
定
で
は

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
神
名
帳
」
記
載
の
神
社
は
台
ノ
山
の
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

伊
具
郡

49 

ア
ツ
ヒ
タ
カ
ヒ
コ
ノ　
　
　
　

熱
日
高
彦
神
社

　

熱
日
高
彦
神
社
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
、
島
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
等
い
ず
れ

も
伊
具
郡
島
田
村
に
あ
る
と
す
る
。
現
在
の
角
田
市
島
田
で
市
街
地
か
ら
南
東
に
六
キ

ロ
ほ
ど
離
れ
た
丘
陵
上
に
立
地
す
る
。
西
に
阿
武
隈
川
を
望
む
と
こ
ろ
で
、
眼
下
に
は

伊
具
郡
家
の
角
田
郡
山
遺
跡
が
あ
る
。

50 
ト
リ
ヤ
ミ
ネ
ノ　
　

鳥
屋
嶺
神
社

　

鳥
屋
嶺
神
社
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
等
い
ず
れ
も
伊
具
郡
丸
森
村
に
あ
る
と
す

る
。
現
在
の
丸
森
町
除
北
で
街
北
東
寄
り
の
小
高
い
丘
に
あ
っ
て
、
す
ぐ
北
側
は
阿
武

隈
川
が
流
れ
る
。
付
近
に
は
古
墳
時
代
～
古
代
の
集
落
で
あ
る
大
古
町
北
遺
跡
や
県
指

定
史
跡
台
町
古
墳
群
が
あ
る
。

22図　伊具郡の神社
国土地理院発行の20万分の１
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二　

「
式
内
社
」
分
布
の
考
察
と
成
立
年
代

　

宮
城
の
式
内
社
五
十
社
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
全
体
の
分
布
状
況

を
示
し
た
の
が
23
図
で
あ
る
。
そ
れ
を
分
析
す
る
と
一
定
の
傾
向
性
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
城
柵
官
衙
の
立
地
と
関
係
す
る
と
み
ら
れ
た
こ
と
、
二
つ
は

河
川
い
や
海
岸
地
域
に
分
布
す
る
も
の
で
水
上
交
通
に
関
係
す
る
と
見
ら
れ
た
こ
と
、

三
つ
は
内
陸
部
で
南
北
に
連
続
す
る
形
を
取
る
こ
と
か
ら
、
陸
上
交
通
と
の
関
係
が
想

定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

1 

城
柵
官
衙
と
関
係
す
る
神
社

　

城
柵
官
衙
に
関
係
す
る
神
社
と
し
て
は
九
社
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
多
賀
城
と
7
多
賀
神
社
の
関
係
が
あ
る
ほ
か
、
多
賀
城
以
前
の
国
府
で
あ
る
郡
山
遺

跡
に
は
3
多
加
神
社
、
牡
鹿
柵
に
は
32
計
仙
麻
神
社
、
新
田
柵
に
は
46
子
松
神
社
、
桃

生
城
に
は
33
飯
野
山
神
社
、
伊
治
城
に
は
44
香
取
御
児
神
社
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
所

在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
城
柵
官
衙
に
、
今
回
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
れ
ら
の
神
社
が

確
実
に
伴
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

城
柵
に
関
し
て
は
、
以
上
の
ほ
か
に
文
献
か
ら
玉
造
柵
や
色
麻
柵
の
存
在
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
玉
造
柵
（
塞
）
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
（
八
三
七
）
四
月

戊
申
条
に
「
玉
造
塞
温
泉
石
神
」
と
あ
り
、
玉
造
塞
の
温
泉
石
神
と
受
け
取
ら
れ
る
記

録
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
大
槻
文
彦
や
原
秀
四
郎
は
玉
造
柵
が
温
泉
石
神
社
地
の
川

渡
に
あ
る
と
し
て
お
り
、
原
は
加
え
て
川
渡
の
中
で
も
玉
ノ
木
沢
に
あ
る
と
す
る
（
121

）
。

一
方
こ
の
位
置
は
西
に
寄
り
す
ぎ
る
と
い
う
見
地
か
ら
『
地
名
辞
書
』
で
は
大
崎
市
岩

出
山
真
山
の
高
波
々
と
す
る
。
ま
た
『
宮
城
県
史
』
1
で
は
加
美
町
城
生
遺
跡
と
し
、

他
に
佐
々
木
茂
楨
は
大
崎
市
古
川
東
大
崎
名
生
館
遺
跡
と
す
る
等
諸
説
が
あ
り
定
ま
ら

な
い
（
123

）
。

　

し
か
し
多
賀
城
や
郡
山
遺
跡
等
右
記
城
柵
官
衙
に
式
内
社
が
伴
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば

　

温
泉
石
神
社
と
玉
造
塞
を
結
び
つ
け
る
『
続
日
本
後
紀
』
の
記
事
は
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
が
指
摘
し
た
玉
ノ
木
の
音
は
玉
造
の

き塞
に
通
ず
る
も
の
で
、

そ
れ
が
神
社
付
近
に
残
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
に
玉

造
郡
の
式
内
社
は
他
に
温
泉
神
社
と
荒
雄
河
神
社
が
あ
る
が
、
と
も
に
郡
内
で
も
西
部

の
山
寄
り
に
位
置
し
温
泉
石
神
社
の
立
地
環
境
に
近
く
、
城
生
柵
や
名
生
館
遺
跡
等
川

渡
以
外
の
玉
造
塞
擬
定
地
と
は
距
離
を
置
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
み
て
も
温

泉
石
神
が
玉
造
塞
に
伴
う
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

色
麻
柵
と
式
内
社
の
関
係
も
明
確
に
指
摘
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
色
麻

郡
式
内
社
伊
達
神
社
の
あ
る
色
麻
町
四
釜
は
そ
の
地
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
色
麻
郡

色
麻
郷
の
地
と
さ
れ
（
『
地
名
辞
書
』
、
『
宮
城
県
史
』
1
）
、
ま
た
『
駅
路
通
』
で
は
色

麻
町
四
釜
の
地
を
東
山
道
駅
路
の
色
麻
駅
の
所
在
地
と
し
、
こ
の
擬
定
は
そ
の
後
の
研

究
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
通
説
と
な
っ
て
い
る
（
124

）
。

　

色
麻
柵
は
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
天
平
九
年
（
七
三
七
）
四
月
に
大
野
東
人
が
出
羽

国
最
上
郡
玉
野
と
の
連
絡
路
の
開
鑿
を
行
っ
た
際
の
起
点
で
あ
る
。
こ
の
地
は
地
理
的

に
玉
野
と
直
線
的
に
結
び
つ
く
位
置
に
あ
り
、
交
通
連
絡
の
拠
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
色
麻
駅
の
擬
定
地
で
あ
る
四
釜
も
同
様
で
あ
る
。
色
麻
駅
と
、
色
麻
柵
と
は
異
な

る
施
設
で
あ
る
が
、
色
麻
郡
内
と
い
う
せ
ま
い
一
つ
の
地
域
の
中
で
共
に
交
通
の
要
衝

に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
う
し
た
環
境
か
ら
み
れ
ば
、
両
者
の
存
在
し
た
地
は
あ
ま

り
隔
た
ら
な
い
位
置
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
伊
達
神
社
は
そ
う
し
た
関
連

の
地
に
あ
る
の
で
、
色
麻
柵
と
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る

も
の
で
あ
る
（
125

）
。
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た
。
」
と
す
る
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
（
118

）
。

　

こ
の
説
の
基
は
大
高
山
神
社
と
熊
野
神
社
旧
別
当
覚
性
院
に
係
る
由
緒
で
互
い
に
主

体
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
示
す
大
高
山
神
社
の
故
地
が
小
村
崎
で
あ
る
の

は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
説
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
他
に
『
聞
老
志
』
大

高
宮
条
の
大
高
山
神
社
別
当
大
林
寺
住
僧
が
伝
え
る
由
緒
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
高
往

古
宮
址 

在
二

小
紫
村
一 

去
二

社
北
一

可
二

二
里
一 

昔
有
二

用
明
帝
在
レ

藩
故
墟
一 

郷
人
相
崇

建
二

社
干
其
地
一 

祭
レ

之 

曰
二

大
高
宮
一 

爾
後 

敏
達
帝
時 

移
二

社
干
今
平
村
一 

故
郷
俗

指
二

舊
地
一

而
称
二

皇
墟
一

」
と
あ
る
。
内
容
は
「
関
場
鏡
」
と
も
共
通
す
る
も
の
で
、
小

紫
村
に
故
墟
（
古
城
）
が
あ
っ
た
と
す
る
件
が
あ
る
。

　

こ
の
城
は
、
用
明
帝
や
敏
達
帝
に
関
係
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
根
拠
が
不
明
で
そ
の

ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
城
の
存
在
に
つ
い
て
は
近
年
の
発
掘
調
査
で
城

柵
官
衙
関
連
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
城
は
都
遺
跡
や
十
郎
田

遺
跡
等
か
ら
発
見
さ
れ
七
世
紀
中
頃
～
八
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
中
で
も
十
郎
田
遺
跡
の
区
画
施
設
は
城
柵
と
さ
れ
る
郡
山
遺
跡
Ⅰ
期
官

衙
（
119

）
と
共
通
す
る
形
態
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
都
遺
跡
で
は
役
所
風
の
大
型
建

物
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
120

）
。
そ
の
性
格
は
な
お
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

大
林
寺
に
伝
わ
る
故
墟
の
記
述
は
、
重
要
施
設
が
発
見
さ
れ
た
現
状
と
突
き
合
わ
せ
る
と

根
拠
の
な
い
こ
と
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
城
柵
官
衙
等
の
重
要
施
設
に
官
社
が

伴
う
形
は
多
賀
城
や
桃
生
城
等
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
地
の
類
例
に
従
え

ば
大
高
山
神
社
の
地
は
伝
承
の
と
お
り
小
村
崎
の
地
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
神
社
が
台
ノ
山
に
移
っ
た
時
期
は
い
つ
頃
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
文
治
五

年
（
一
一
八
九
）
に
阿
津
賀
志
山
の
戦
い
か
ら
敗
走
し
た
西
木
戸
太
郎
国
衡
が
大
高
山

社
前
の
深
田
で
馬
が
足
を
と
ら
れ
、
討
ち
と
ら
れ
た
件
（
121

）
に
因
む
旧
跡
と
し
て
国
衡

塚
や
馬
取
沼
が
平
村
の
「
安
永
風
土
記
」
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
馬
取
に
因
ん

だ
地
名
は
現
在
も
地
元
に
残
る
こ
と
か
ら
神
社
は
少
な
く
と
も
古
代
末
期
に
は
台
ノ
山

に
移
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
い
つ
頃
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
は

な
い
。
た
だ
前
掲
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
都
遺
跡
や
十
郎
田
遺
跡
が
八
世
紀
前
半
を
境
に

そ
の
機
能
を
失
い
か
つ
地
域
を
支
え
る
集
落
も
断
絶
す
る
状
況
に
な
る
の
で
神
社
も
そ

れ
以
降
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
推
定
で
は

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
神
名
帳
」
記
載
の
神
社
は
台
ノ
山
の
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

伊
具
郡

49 

ア
ツ
ヒ
タ
カ
ヒ
コ
ノ　
　
　
　

熱
日
高
彦
神
社

　

熱
日
高
彦
神
社
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
、
島
田
村
の
「
安
永
風
土
記
」
等
い
ず
れ

も
伊
具
郡
島
田
村
に
あ
る
と
す
る
。
現
在
の
角
田
市
島
田
で
市
街
地
か
ら
南
東
に
六
キ

ロ
ほ
ど
離
れ
た
丘
陵
上
に
立
地
す
る
。
西
に
阿
武
隈
川
を
望
む
と
こ
ろ
で
、
眼
下
に
は

伊
具
郡
家
の
角
田
郡
山
遺
跡
が
あ
る
。

50 

ト
リ
ヤ
ミ
ネ
ノ　
　

鳥
屋
嶺
神
社

　

鳥
屋
嶺
神
社
は
『
名
蹟
志
』
や
『
封
内
記
』
等
い
ず
れ
も
伊
具
郡
丸
森
村
に
あ
る
と
す

る
。
現
在
の
丸
森
町
除
北
で
街
北
東
寄
り
の
小
高
い
丘
に
あ
っ
て
、
す
ぐ
北
側
は
阿
武

隈
川
が
流
れ
る
。
付
近
に
は
古
墳
時
代
～
古
代
の
集
落
で
あ
る
大
古
町
北
遺
跡
や
県
指

定
史
跡
台
町
古
墳
群
が
あ
る
。
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二　

「
式
内
社
」
分
布
の
考
察
と
成
立
年
代

　

宮
城
の
式
内
社
五
十
社
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
全
体
の
分
布
状
況

を
示
し
た
の
が
23
図
で
あ
る
。
そ
れ
を
分
析
す
る
と
一
定
の
傾
向
性
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
城
柵
官
衙
の
立
地
と
関
係
す
る
と
み
ら
れ
た
こ
と
、
二
つ
は

河
川
い
や
海
岸
地
域
に
分
布
す
る
も
の
で
水
上
交
通
に
関
係
す
る
と
見
ら
れ
た
こ
と
、

三
つ
は
内
陸
部
で
南
北
に
連
続
す
る
形
を
取
る
こ
と
か
ら
、
陸
上
交
通
と
の
関
係
が
想

定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

1 

城
柵
官
衙
と
関
係
す
る
神
社

　

城
柵
官
衙
に
関
係
す
る
神
社
と
し
て
は
九
社
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
多
賀
城
と
7
多
賀
神
社
の
関
係
が
あ
る
ほ
か
、
多
賀
城
以
前
の
国
府
で
あ
る
郡
山
遺

跡
に
は
3
多
加
神
社
、
牡
鹿
柵
に
は
32
計
仙
麻
神
社
、
新
田
柵
に
は
46
子
松
神
社
、
桃

生
城
に
は
33
飯
野
山
神
社
、
伊
治
城
に
は
44
香
取
御
児
神
社
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
所

在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
城
柵
官
衙
に
、
今
回
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
れ
ら
の
神
社
が

確
実
に
伴
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

城
柵
に
関
し
て
は
、
以
上
の
ほ
か
に
文
献
か
ら
玉
造
柵
や
色
麻
柵
の
存
在
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
玉
造
柵
（
塞
）
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
（
八
三
七
）
四
月

戊
申
条
に
「
玉
造
塞
温
泉
石
神
」
と
あ
り
、
玉
造
塞
の
温
泉
石
神
と
受
け
取
ら
れ
る
記

録
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
大
槻
文
彦
や
原
秀
四
郎
は
玉
造
柵
が
温
泉
石
神
社
地
の
川

渡
に
あ
る
と
し
て
お
り
、
原
は
加
え
て
川
渡
の
中
で
も
玉
ノ
木
沢
に
あ
る
と
す
る
（
121

）
。

一
方
こ
の
位
置
は
西
に
寄
り
す
ぎ
る
と
い
う
見
地
か
ら
『
地
名
辞
書
』
で
は
大
崎
市
岩

出
山
真
山
の
高
波
々
と
す
る
。
ま
た
『
宮
城
県
史
』
1
で
は
加
美
町
城
生
遺
跡
と
し
、

他
に
佐
々
木
茂
楨
は
大
崎
市
古
川
東
大
崎
名
生
館
遺
跡
と
す
る
等
諸
説
が
あ
り
定
ま
ら

な
い
（
123

）
。

　

し
か
し
多
賀
城
や
郡
山
遺
跡
等
右
記
城
柵
官
衙
に
式
内
社
が
伴
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば

　

温
泉
石
神
社
と
玉
造
塞
を
結
び
つ
け
る
『
続
日
本
後
紀
』
の
記
事
は
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
が
指
摘
し
た
玉
ノ
木
の
音
は
玉
造
の

き塞
に
通
ず
る
も
の
で
、

そ
れ
が
神
社
付
近
に
残
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
に
玉

造
郡
の
式
内
社
は
他
に
温
泉
神
社
と
荒
雄
河
神
社
が
あ
る
が
、
と
も
に
郡
内
で
も
西
部

の
山
寄
り
に
位
置
し
温
泉
石
神
社
の
立
地
環
境
に
近
く
、
城
生
柵
や
名
生
館
遺
跡
等
川

渡
以
外
の
玉
造
塞
擬
定
地
と
は
距
離
を
置
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
み
て
も
温

泉
石
神
が
玉
造
塞
に
伴
う
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

色
麻
柵
と
式
内
社
の
関
係
も
明
確
に
指
摘
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
色
麻

郡
式
内
社
伊
達
神
社
の
あ
る
色
麻
町
四
釜
は
そ
の
地
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
色
麻
郡

色
麻
郷
の
地
と
さ
れ
（
『
地
名
辞
書
』
、
『
宮
城
県
史
』
1
）
、
ま
た
『
駅
路
通
』
で
は
色

麻
町
四
釜
の
地
を
東
山
道
駅
路
の
色
麻
駅
の
所
在
地
と
し
、
こ
の
擬
定
は
そ
の
後
の
研

究
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
通
説
と
な
っ
て
い
る
（
124

）
。

　

色
麻
柵
は
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
天
平
九
年
（
七
三
七
）
四
月
に
大
野
東
人
が
出
羽

国
最
上
郡
玉
野
と
の
連
絡
路
の
開
鑿
を
行
っ
た
際
の
起
点
で
あ
る
。
こ
の
地
は
地
理
的

に
玉
野
と
直
線
的
に
結
び
つ
く
位
置
に
あ
り
、
交
通
連
絡
の
拠
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
色
麻
駅
の
擬
定
地
で
あ
る
四
釜
も
同
様
で
あ
る
。
色
麻
駅
と
、
色
麻
柵
と
は
異
な

る
施
設
で
あ
る
が
、
色
麻
郡
内
と
い
う
せ
ま
い
一
つ
の
地
域
の
中
で
共
に
交
通
の
要
衝

に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
う
し
た
環
境
か
ら
み
れ
ば
、
両
者
の
存
在
し
た
地
は
あ
ま

り
隔
た
ら
な
い
位
置
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
伊
達
神
社
は
そ
う
し
た
関
連

の
地
に
あ
る
の
で
、
色
麻
柵
と
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る

も
の
で
あ
る
（
125

）
。
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20図　黄金山神社

m

国土地理院発行の5万分の１
地形図（涌谷）をもとに作成（ ）

い
う
と
お
り
小
松
寺
と
地
縁
的
に
も
同
一
な
位
置
関
係
に
あ
る
と
み
る
の
は
自
然
で
あ

ろ
う
。

　

小
松
寺
の
近
く
に
は
古
代
城
柵
の
一
つ
で
あ
る
新
田
柵
と
さ
れ
る
遺
跡
が
あ
り
（
112

）
、

子
松
神
社
が
こ
の
地
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
古
代
の
重
要
施
設
に
伴
っ
て
式
内
社
が
立
つ

の
は
多
賀
城
や
桃
生
城
に
み
る
式
内
社
と
の
関
係
と
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ

と
も
合
わ
せ
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
鎮
座
地
に
つ
い
て
は

『
地
名
辞
書
』
の
い
う
大
崎
八
幡
神
社
の
地
と
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

小
田
郡

47 
 

コ

カ
ネ　
　
　
　

黄
金
山
神
社

　

黄
金
山
神
社
は
古
く
『
聞
老
志
』
が
牡
鹿
半
島
の
金
華
山
を
擬
定
し
た
が
、
沖
安
海

の
「
陸
奥
国
小
田
郡
黄
金
山
神
社
考
」（
113

）
や
大
槻
文
彦
の
「
陸
奥
国
遠
田
郡
小
田
郡
沿

革
考
」（
114

）
等
が
、
金
華
山
は
小
田
郡
で
は
な
い
と
し
て
お
り
、
加
え
て
涌
谷
村
黄
金
迫

が
小
田
郡
に
属
し
、
黄
金
山
神
社
は
こ
の
地
に
あ
る
こ
と
を
考
証
し
た
。
涌
谷
村
の

「
安
永
風
土
記
」
に
「
小
金
神
明
社 

小
名 

小
金
迫
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
遠

田
郡
涌
谷
町
黄
金
宮
前
で
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
に
は
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
黄
金
山

神
社
境
内
か
ら
瓦
と
と
も
に
奈
良
時
代
の
仏
堂
跡
を
検
出
し
て
お
り
（
115

）
、
産
金
に
関

わ
り
国
家
的
に
重
要
視
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
地
が
本
地
に
関
係
す
る
と
み
て
間
違
い
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、
境
内
か
ら
仏

堂
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
社
殿
が
本
来
の
位
置
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

な
お
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
五
月
閏
庚
甲
辰
の
条
に
「
出
レ

金
山
神

主
小
田
郡
日
下
部
深
淵
外
少
初
位
下
」
と
あ
り
、
出
金
地
つ
ま
り
黄
金
迫
に
お
け
る
神

主
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
既
に
黄
金
山
神
社
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。

柴
田
郡

48 

オ
オ
タ
カ
ヤ
マ　
　
　
　

大
高
山
神
社

　

大
高
山
神
社
は
『
柴
田
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
元
は
北
方
約
二
キ
ロ
の
同
町
新
開
台
ノ
山

に
あ
っ
た
が
、
元
禄
年
中
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に
火
災
に
遭
っ
た
た
め
麓
の
新

開
一
二
六
番
地
に
移
さ
れ
、
大
正
三
年
に
現
在
地
の
大
河
原
町
金
ケ
瀬
神
山
に
祀
ら
れ

た
と
す
る
（
116

）
。

　

元
の
社
地
に
つ
い
て
は
『
聞
老
志
』
に
記
載
が
あ
り
、
大
高
宮
条
に
「
在
二

平
村
一

韮
神

西
南
有
二

岑
鬱
地
一

」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
様
の
記
載
は
『
封
内
記
』
等
の
地
誌

類
に
も
み
ら
れ
、
ま
た
多
く
の
神
社
解
説
書
も
こ
れ
に
従
っ
て
お
り
通
説
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
地
は
現
在
の
柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
新
開
台
ノ
山
で
、
愛
宕
山
と
呼
ば
れ

る
丘
陵
の
一
角
に
あ
た
る
。

　

た
だ
し
こ
う
し
た
位
置
づ
け
に
対
し
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
旧
社
地
が
あ
っ
た
と
す

る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
柴
田
郡
村
田
町
に
伝
わ
る
「
関
場
鏡
」
に
よ
る
も
の
で
「
大
高

山
神
社
ノ
縁
起
ニ
往
古
ハ
柴
田
郡
、
小
紫
村
ニ
ア
リ
、
今
ヲ
去
ル
事
社
北
ヲ
二
里
余
ト

ア
リ
」
と
あ
る
（
117

）
。
ま
た
『
蔵
王
町
史
』
も
こ
の
説
を
と
り
、
蔵
王
町
小
村
崎
の
熊
野

神
社
旧
別
当
覚
性
院
に
伝
わ
る
由
緒
と
し
て
「
古
く
熊
野
神
社
境
内
の
東
側
に
薬
師
堂
と

称
す
る
小
社
が
あ
り
、
こ
の
社
に
、
か
つ
て
「
大
高
山
社
」
が
祀
ら
れ
て
い
た
。（
略
）

後
に
大
高
山
社
の
西
側
に
熊
野
権
現
の
里
宮
が
祀
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
大
高
山
社
は
お

山
に
戻
ら
れ
、
そ
の
社
跡
に
薬
師
如
来
を
祀
り
、
薬
師
堂
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
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25図　黒川郡の古道と古代の旧跡
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な
ぐ
道
は
明
確
で
な
い
が
、
丘
陵
の
南
麓
で
あ
る
宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
地
区
に
伝
わ
る

も
の
で
黒
川
郡
か
ら
多
賀
城
へ
抜
け
る
道
に
関
す
る
口
碑
が
残
さ
れ
て
い
る
（
139

）
。
伝

承
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
少
な
く
と
も
菅
谷
か
ら
黒
川
郡

に
至
る
古
く
か
ら
の
道
が
あ
っ
た
可
能
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
が
黒
川
郡
南
半
の
官
道
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
道
沿
い
に
は
10
鹿
嶋
天
足
別

神
社
と
11
行
神
社
が
あ
る
。

黒
川
郡
北
部
～
色
麻
郡
の
官
道
と
神
社

　

黒
川
郡
の
大
和
町
吉
岡
か
色
麻
へ
の
道
は
岩
出
山
へ
行
く
国
道
457
号
の
出
羽
海
道

（
羽
後
街
道
）
沿
い
に
色
麻
駅
の
擬
定
地
で
あ
る
四
釜
へ
進
む
と
す
る
説
が
有
力
で
あ

る
。
色
麻
駅
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
色
麻
郷
が
色
麻
町
と
概
ね
重
な
る
と
す

れ
ば
四
釜
を
中
心
と
す
る
地
域
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
色
麻
駅
以
北
の
駅
路

に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
』
は
、
こ
の
道
が
岩
出
山
以

北
に
お
け
る
中
世
の
幹
道
で
あ
る
松
山
道
（
上
街
道
）
に
通
ず
る
道
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

奥
州
街
道
よ
り
先
に
主
要
道
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
指
摘
す
る
が
、
こ
の
道
が
古
代
か

ら
の
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
（
140

）
。

　

吉
岡
か
ら
北
へ
延
び
る
古
道
に
つ
い
て
は
『
大
衡
村
誌
』
に
も
う
一
筋
の
古
い
道
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
元
禄
十
七
年
（
一
七
〇
四
）
の
『
御
林
絵
図
』
の
中
で
大
衡

村
の
奥
田
地
域
部
分
に
「
古
海
道
」
と
称
す
る
道
が
描
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
（
141

）
。
道
筋
に
つ
い
て
は
口
碑
と
し
て
同
村
誌
に
記
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と

舞
野

↓

渡
戸
（
吉
田
川
渡
河
地
点
）

↓

持
足

↓

奥
田

↓

高
森

↓

駒
場
（
須
伎
神
社
）

↓

四

釜
坂

↓

蕨
崎
の
と
お
り
進
む
と
い
う
（
26
図
）
。

　

こ
の
中
の
「
四
釜
坂
」
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
地
名
か
ら
は
色
麻
に
向
か

う
意
図
を
も
っ
た
道
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、
駅
路
を
考
え
る
上
で
重
要
な
指
標
と

な
る
。
道
沿
い
に
は
須
伎
神
社
が
あ
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
駅
路
と
し
て
の
特

徴
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
「
渉
戸
」
の
地
名
も
名
取
郡
の
「
船
戸
」
と
共
通
し
、
駅
路
の

渡
河
地
点
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
古
海
道
に
は
、

海
道
と
称
す
る
の
み
で
固
有
名
が
な
く
、
基
本
的
な
道
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。
「
古
」
が
出
羽
海
道
に
対
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
古
海
道
筋
が
黒
川
郡
北
部
か
ら
色

麻
郡
に
至
る
駅
路
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
と
お
り
と
す
る
と
、
「
大
道
」
の
名
が
残
る
志
戸
田
の
11
行
神
社
付
近
か
ら
は
、

舞
野
の
自
然
堤
防
上
を
進
み
、
渉
戸
で
吉
田
川
を
渡
り
、
黒
川
郡
家
を
左
手
に
見
な
が

ら
奥
田
の
緩
や
か
な
丘
陵
を
抜
け
、
奥
州
街
道
を
斜
め
に
横
切
り
な
が
ら
蕨
崎
に
至
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
蕨
崎
か
ら
は
古
代
の
日
の
出
山
瓦
窯
跡
群
の
あ
る
低
丘
陵
沿

い
を
西
北
へ
五
キ
ロ
ほ
ど
進
む
と
出
羽
海
道
沿
い
に
出
て
す
ぐ
四
釜
に
至
る
と
い
う
道

筋
に
な
る
。

　

神
社
に
つ
い
て
は
、
志
戸
田
を
過
ぎ
る
と
、
左
手
に
9
石
神
山
精
神
社
の
神
体
山
で

あ
る
遂
倉
山
が
七
ツ
森
の
中
に
見
る
の
で
、
8
須
伎
神
社
と
と
も
に
道
沿
い
に
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
黒
川
郡
の
四
社
す
べ
て
が
道
路
関
連
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
四
釜
に
城
柵
関
連
と
し
た
14
伊
達
神
社
が
あ
る
の
で
本
類
に
も
含
ま
れ

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
ほ
か
に
官
社
と
し
て
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
残
る
が
、
城

柵
官
衙
の
可
能
性
の
あ
る
重
要
施
設
の
背
後
に
鎮
座
す
る
と
い
う
点
で
、
柴
田
郡
の
48

大
高
山
神
社
の
旧
社
地
の
神
社
に
つ
い
て
も
こ
の
類
い
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

2 

水
上
交
通
路
に
関
係
す
る
神
社

　

水
上
交
通
路
に
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
神
社
と
し
て
は
、
河
川
沿
い
に
あ
る
も
の
、

海
岸
沿
い
に
あ
る
も
の
、
入
江
に
関
係
す
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

河
川
沿
い
の
神
社

　

河
川
沿
い
に
あ
る
神
社
は
十
四
社
あ
る
。
そ
の
う
ち
北
上
川
関
係
と
し
て
は
牡
鹿
郡

で
は
23
零
羊
埼
神
社
、
26
曾
波
神
社
、
27
拝
幣
志
神
社
、
28
鳥
屋
神
社
、
29
大
嶋
神
社

が
あ
り
、
ま
た
桃
生
郡
で
は
34
日
高
見
神
社
、
35
二
俣
神
社
、
38
小
鋭
神
社
が
あ
る
。

ま
た
北
上
川
水
系
の
迫
川
で
は
栗
原
郡
の
45
遠
流
志
別
神
社
、
そ
し
て
江
合
川
で
は
牡

鹿
郡
の
24
香
取
伊
豆
乃
御
児
神
社
と
玉
造
郡
の
16
荒
雄
河
神
社
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
北
上
川
に
つ
い
て
は
23
図
に
み
る
よ
う
に
河
口
が
二
つ
あ
り
、
ま
た
下
流

域
の
桃
生
郡
に
お
い
て
は
流
れ
が
東
西
二
つ
に
分
か
れ
る
な
ど
そ
の
形
は
複
雑
で
あ
る
。

川
の
変
遷
に
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
（
126

）
、
『
石
巻
の
歴
史
』
で
は
地
形
地
質
や
慶

長
以
降
の
文
献
記
録
等
様
々
な
角
度
か
ら
こ
れ
を
検
討
し
、
初
期
か
ら
流
れ
の
変
化
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
127

）
。
北
上
川
沿
い
に
あ
る
右
記
の
神
社
は
概
ね

現
在
の
流
れ
に
沿
っ
て
分
布
し
、
特
に
二
つ
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
は
分
岐
点

に
二
俣
神
社
が
あ
り
、
東
西
二
つ
の
流
れ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
小
鋭
神
社
と
日
高
見
神
社
が

位
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
古
代
以
来
基
本
的
な
流
れ
は
変
わ
ら
な
い
と
す
る
説
を
裏
づ

け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
江
合
川
は
現
在
石
巻
市
和
淵
で
北
上
川
と
合
流
し
て
い
る
が
、
『
地
名
辞
書
』
に

よ
れ
ば
寛
永
年
中
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
頃
ま
で
大
曲
（
東
松
島
市
）
の
定
川
口
に

注
い
で
い
た
と
い
う
。
一
説
に
は
享
禄
年
間
（
一
五
二
八
～
一
五
三
二
）
と
も
い
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
流
域
に
あ
る
二
つ
の
神
社
は
北
上
川
関
連
神
社
と
は
別
の
も
の
に
な

る
。

　

以
上
の
ほ
か
、
河
川
沿
い
に
あ
る
神
社
は
そ
の
ほ
か
鳴
瀬
川
に
志
太
郡
の
22
敷
玉
早

御
玉
神
社
、
七
北
田
川
に
は
5
志
波
彦
神
社
、
阿
武
隈
川
に
は
亘
理
郡
の
18
鹿
嶋
伊
都

乃
比
気
神
社
、
20
安
福
河
伯
神
社
、
伊
具
郡
の
49
熱
日
高
彦
神
社
、
50
鳥
屋
嶺
神
社
が

あ
る
。

海
岸
沿
い
の
神
社

　

海
岸
沿
い
の
神
社
は
三
社
で
あ
る
。
一
つ
は
宮
城
郡
の
6
鼻
節
神
社
で
、
多
賀
城
の

外
港
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
塩
釜
湾
入
口
の
岬
の
頂
に
立
地
す
る
。
こ
れ
は
海
路
か
ら
多

賀
城
に
進
入
す
る
際
の
航
路
の
一
角
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
河
川
関
連
と
同
様

に
水
上
交
通
関
連
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
類
の
神
社
と
し
て
は
気
仙

沼
湾
に
浮
か
ぶ
大
嶋
の
37
計
仙
麻
大
島
神
社
が
あ
る
。

　

そ
の
他
と
し
て
は
36
桃
生
郡
石
神
社
が
あ
る
。
北
上
川
（
追
波
川
）
河
口
近
く
の
海

岸
に
鎮
座
し
て
お
り
、
海
岸
に
あ
る
と
は
い
え
北
上
川
沿
い
の
小
鋭
神
社
や
二
俣
神
社

等
と
は
水
上
交
通
に
お
い
て
密
接
に
関
係
す
る
も
の
と
い
え
る
。

入
江
に
面
し
た
神
社

　

こ
の
類
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
た
神
社
は
牡
鹿
郡
の
23
零
羊
埼
神
社
、
25
伊
去
波
夜

和
気
神
社
、
30
鹿
嶋
御
児
神
社
、
31
久
集
比
奈
神
社
の
四
社
で
あ
る
。

　

各
社
の
位
置
す
る
石
巻
市
真
野
地
域
は
、
北
上
川
河
口
か
ら
北
東
に
十
キ
ロ
ほ
ど
離

れ
た
位
置
に
あ
り
、
北
上
川
を
望
む
南
西
部
を
除
く
三
方
は
、
山
で
囲
ま
れ
た
袋
状
の

低
地
帯
で
あ
る
。
こ
の
地
は
沼
津
貝
塚
の
存
在
か
ら
縄
文
時
代
晩
期
は
海
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
現
在
は
耕
地
整
理
が
行
わ
れ
一
面
水
田
地
帯
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
石
巻
市
史
』
に
よ
れ
ば
昭
和
初
期
に
あ
っ
て
も
大
小
の
葦
生
沼
が
処
々
に
残
存
し
て

入
江
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
た
と
い
う
（
128

）
。
し
た
が
っ
て
縄
文
時
代
以
降
そ
う
古
く

な
い
時
代
ま
で
水
場
の
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
文
献
上
で
も
真
野
村
「
安
永
風
土
記
」
島
の
条
に
「
小
島　

右
往
古
入
江
之
節
小
島

ニ
御
座
候
」
と
あ
り
、
か
つ
て
入
江
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
同
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条
に
「
船
渡
屋
敷
梶
取
島
」
と
あ
っ
て
船
溜
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
入
江
だ
け
で
な
く
「
小
島
」
や
「
船
渡
屋
敷
」
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ

て
い
る
こ
と
は
関
連
し
て
具
体
的
で
あ
る
。
実
際
水
沼
地
区
に
小
島
と
い
う
地
名
が
残

っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
想
定
を
強
く
す
る
。

　

陸
化
し
た
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
真
野
は
平
泉
藤
原
時

代
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
葛
西
氏
が
入
部
し
た
地

と
さ
れ
て
い
る
。
選
地
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
地
が

良
好
な
港
と
し
て
の
環
境
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
船
渡
屋
敷
」
と

い
う
船
溜
ま
り
を
思
わ
せ
る
呼
称
は
そ
の
名
残
と
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
往
古
入
江

之
節
」
と
い
う
の
は
こ
の
頃
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

本
類
の
式
内
社
は
さ
ら
に
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
が
い
つ
頃
ま
で
入
江

で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
今
後
地
質
地
形
学
や
考
古
学
上
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、

以
上
の
想
定
が
実
際
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
や
は
り
北
上
川
に
お
け
る
水
上
交
通
に
関
係

す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
式
内
社
の
四
社
が
真
野
の
地
に
集
中
す
る
意

味
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

な
お
前
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
ら
四
社
の
う
ち
久
集
比
奈
神
社
を
除
く
三
社
が
後
に
北

上
川
河
口
等
に
も
鎮
座
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
零
羊
埼
神
社
や
鹿
嶋
御
児
神
社
等

に
表
れ
る
よ
う
に
元
の
神
社
よ
り
知
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
原
因
は
真
野

の
入
江
の
陸
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
水
上
交
通
の
要
地
と
い
う
機
能
を
失
い
、
地

域
が
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

3 

陸
上
交
通
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
神
社

　

宮
城
の
駅
路
に
つ
い
て
は
『
延
喜
式
』
「
諸
国
駅
伝
馬
条
」
か
ら
篤
借
、
柴
田
、
小
野

名
取
、
玉
前
、
栖
屋
、
黒
川
、
色
麻
、
玉
造
、
栗
原
の
駅
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
位
置
に
つ
い
て
は
大
槻
如
電
の
『
駅
路
通
』
を
先
駆
け
に
、
近
年

で
は
山
田
安
彦
、
黒
坂
周
平
、
神
英
雄
ら
の
研
究
が
知
ら
れ
て
い
る
（
129

）
。
以
下
こ
れ

ら
の
調
査
研
究
を
参
考
に
経
路
の
概
略
を
探
り
神
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

宮
城
郡
以
南
の
官
道
と
神
社

　

ま
ず
多
賀
城
の
所
在
す
る
宮
城
郡
以
南
の
駅
家
に
つ
い
て
み
る
と
「
栖
屋
」
に
つ
い

て
は
前
掲
の
研
究
書
等
は
「
栖
屋
」
の
音
が
近
い
と
い
う
こ
と
で
宮
城
郡
の
北
部
に
あ

た
る
利
府
町
菅
谷
を
位
置
づ
け
る
。
そ
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
さ
れ
る

が
、
『
余
目
家
文
書
』
の
「
浄
妙
留
守
家
政
譲
状
」
に
「
す
ね
や
（
栖
屋
）
」
が
表
れ
、
そ

し
て
近
隣
地
と
し
て
「
を
く
た
い
た
う
（
奥
大
道
）
」
が
登
場
す
る
（
130

）
。
奥
大
道
は
か

つ
て
の
駅
路
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
複
数
の
名
称
の
照
合
か
ら
「
栖
屋
」
は
菅
谷

と
位
置
づ
け
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

「名
取
」駅
は
仙
台
市
郡
山
、
あ
る
い
は
富
沢
か
ら
山
田
に
か
け
て
の
地
域
や
名
取
市
中

田
当
の
説
が
あ
る
が
明
確
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
「玉
前
」駅
に
つ
い
て
は
地
名
の
照
合

か
ら
名
取
郡
南
端
の
岩
沼
市
玉
崎
以
外
有
力
な
地
は
な
く
、
ま
た
こ
の
地
は
山
道
と
海

道
の
分
岐
点
に
あ
た
る
要
衝
で
あ
り
、
各
研
究
書
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
駅
家
に
対
し
そ
の
経
路
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
そ
れ
を
想
定
さ
せ
る
も
の
と

し
て
、
「栖
屋
」
と
「
玉
前
」
を
結
ぶ
「
あ
づ
ま
海
道
」
と
呼
ば
れ
る
古
道
が
あ
る
。
こ
の

道
に
つ
い
て
『
封
内
記
』
は
、
「観
迹
聞
老
志
曰
。
自
古
封
内
有
東
奥
通
行
者
。
於
名
取
。

則
在
笠
島
邊
。
於
宮
城
。
則
在
木
下
西
。
其
通
路
有
與
今
相
合
者
。
有
與
昔
異
者
。
此

地
亦
其
地
。
而
不
分
明
焉
。
或
説
曰
。
岩
切
橋
北
東
光
寺
前
道
路
也
」
と
記
録
し
て
い

る
。

　

こ
の
道
筋
は
文
中
の
笠
島
、
木
下
、
岩
切
等
の
地
名
が
指
標
と
な
る
。
笠
島
は
「
玉

前
」
の
や
や
北
に
あ
り
、
岩
切
は
「
栖
屋
」
擬
定
地
で
あ
る
菅
谷
の
南
に
隣
接
す
る
（
24

図
）
。
そ
し
て
笠
島
に
は
古
代
寺
院
と
さ
れ
る
笠
島
廃
寺
、
木
下
に
は
陸
奥
国
分
寺
、

国
分
尼
が
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
多
賀
城
以
前
の
陸
奥
国
府
で
あ
る
郡
山
遺
跡
が
あ
る
。

そ
の
他
岩
切
の
南
に
も
古
代
寺
院
の
燕
沢
遺
跡
が
あ
り
、
古
代
の
旧
跡
は
多
い
。
ま
た

笠
島
を
北
上
し
て
名
取
川
と
の
交
点
に
は
船
渡
前
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
（
24

図
）
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
官
道
の
指
標
と
な
る
旧
跡
の
地
を
通
過
す
る
あ
づ
ま
海

道
は
、
概
ね
駅
路
を
踏
襲
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
131

）
。

　

次
に
名
取
郡
以
南
の
う
ち
亘
理
郡
の
駅
路
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年

（八
一
一
）
に
「
廃
レ

陸
奥
国
海
道
十
駅
一

」
と
あ
っ
て
平
安
時
代
初
期
に
廃
止
さ
れ
る

24図　あづま海道と古代の旧跡

（船渡前）

る
が
、
そ
れ
以
前
は
官
道
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
そ
の
道
筋
は
、
あ
づ
ま
海
道
が
こ

の
地
に
も
存
在
す
る
の
で
同
様
に
官
道
を
踏
襲
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
132

）
。

　

以
上
が
宮
城
郡
か
ら
名
取
郡
、
亘
理
郡
に
至
る
古
代
の
道
筋
で
あ
る
。
こ
れ
と
神
社

と
の
関
係
を
み
る
と
、
宮
城
郡
で
は
5
志
波
彦
神
社
が
岩
切
の
道
沿
い
に
あ
た
り
、
ま

た
「
栖
屋
」
と
み
な
さ
れ
る
菅
谷
に
は
4
伊
豆
佐
売
神
社
が
あ
る
。
名
取
郡
で
は
佐
具

叡
神
社
が
笠
島
の
北
側
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
2
多
加
神
社
も
郡
山
遺
跡
と
関
係

す
る
が
、
同
時
に
こ
の
道
筋
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
亘
理
郡
で
は
19
鹿
嶋
緒
名
太
神
社
、
21
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
が
あ
る
ほ
か
、
阿

武
隈
川
沿
い
の
神
社
に
含
め
た
20
安
福
河
伯
神
社
は
「
玉
前
」
の
対
岸
に
あ
っ
て
渡
河

地
点
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
、
官
道
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　

そ
の
他
内
陸
の
刈
田
郡
に
1
刈
田
嶺
神
社
が
あ
る
が
、
こ
の
地
域
の
駅
路
筋
は
明
確

で
な
い
（
133

）
。
そ
の
た
め
性
格
は
明
確
に
し
得
な
い
が
、
刈
田
郡
家
が
白
石
市
郡
山
に

あ
り
、
駅
路
は
こ
の
付
近
を
通
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
付
近
か
ら
仰
ぐ
大
刈
田

山
は
象
徴
的
で
整
っ
た
形
を
み
せ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
や
は
り
陸
上
交
通
に

関
わ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

栖
屋
～
黒
川
郡
南
半
の
官
道
と
神
社

　

「
黒
川
」
駅
に
つ
い
て
は
『
封
内
記
』
以
来
『
駅
路
通
』
そ
の
他
多
く
は
黒
川
郡
大
和

町
下
草
と
す
る
が
、
異
説
も
あ
り
定
ま
っ
て
い
な
い
。

ま
た
「
栖
屋
」
「
黒
川
」
間
の
道
筋
に
つ
い
て
多
く
の
見
解
は
宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
か
ら

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
へ
向
か
う
道
、
す
な
わ
ち
県
道
3
号
（
塩
釜
吉
岡
線
）
沿
い
を
北

進
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
資
料
が
乏
し
い
中
で
の
推
定
で
あ
り
、
明
確
な

根
拠
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
他
七
北
田
川
沿
い
を
西
に
進
む
と
い
う
説
も
あ
る

が
（
134

）
、
「
栖
屋
」
か
ら
岩
切
に
戻
る
形
に
な
り
疑
問
が
生
ず
る
。

　

こ
う
し
た
推
定
に
対
し
岩
切
に
古
道
に
関
す
る
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
は
右
の
道
筋
と

は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
槻
文
彦
の
「
陸
奥
国
古
駅
路
考
」
に
「
名
取
郡
の
笠

島
、
宮
城
野
の
木
下
、
岩
切
村
、
東
光
寺
門
前
の
路
等
に
、
吾
妻
海
道
の
名
存
す
、
岩

切
の
土
人
は
、
東
光
寺
前
よ
り
青
麻
神
社
の
一
の
鳥
居
の
辺
を
過
ぎ
て
、
黒
川
郡
の
石

積
村
に
出
づ
る
、
是
れ
、
古
の
道
な
り
と
伝
ふ
、
頼
朝
、
多
賀
国
府
よ
り
、
物
見
が
岡

を
顧
み
ず
し
て
、
此
路
を
、
黒
川
へ
西
北
行
せ
し
な
り
」
と
記
さ
れ
る
（
135

）
。
頼
朝
の
時

代
と
い
う
こ
と
で
「
栖
屋
」
や
国
府
多
賀
城
と
の
関
係
が
不
明
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
（
136

）
、

宮
城
郡
か
ら
黒
川
郡
へ
か
け
て
の
道
に
関
す
る
資
料
が
乏
し
い
中
で
は
貴
重
で
あ
り
、

古
道
が
石
積
を
経
由
し
て
黒
川
郡
内
を
進
む
件
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
道
は
地
形
上
県
道
塩
釜
吉
岡
線
か
ら
西
へ
山
筋
を
一
つ
隔
て
て
黒
川
郡
富
谷
町

石
積
か
ら
成
田
を
経
て
北
上
し
富
谷
町
の
市
街
地
を
抜
け
志
戸
田
へ
進
む
形
に
な
る
。

そ
こ
か
ら
吉
田
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
は
黒
川
郡
家
と
さ
れ
る
大
和
町
吉
岡
の
一
里
塚
遺

跡
が
あ
る
（
137

）
。
そ
の
道
筋
に
は
成
田
に
「
大
道
渕
」
、
志
戸
田
に
「
大
道
下
」
と
あ
る

よ
う
に
駅
路
を
想
定
さ
せ
る
地
名
が
残
り
（
24
図
）
、
ま
た
旧
跡
と
し
て
古
代
の
役
所

風
の
施
設
を
持
つ
白
鳥
遺
跡
や
三
ヶ
森
遺
跡
が
あ
る
（
138

）
。
こ
う
し
た
重
要
遺
跡
は
県

道
3
号
沿
い
他
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
「大
道
」
の
地
名
と
合
わ
せ
駅
路
の
性
格
を
示
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
「
栖
屋
」
と
石
積
の
間
に
は
郡
境
を
東
西
に
画
す
る
丘
陵
が
あ
り
、
両
者
を
つ
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条
に
「
船
渡
屋
敷
梶
取
島
」
と
あ
っ
て
船
溜
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
入
江
だ
け
で
な
く
「
小
島
」
や
「
船
渡
屋
敷
」
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ

て
い
る
こ
と
は
関
連
し
て
具
体
的
で
あ
る
。
実
際
水
沼
地
区
に
小
島
と
い
う
地
名
が
残

っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
想
定
を
強
く
す
る
。

　

陸
化
し
た
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
真
野
は
平
泉
藤
原
時

代
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
葛
西
氏
が
入
部
し
た
地

と
さ
れ
て
い
る
。
選
地
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
地
が

良
好
な
港
と
し
て
の
環
境
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
船
渡
屋
敷
」
と

い
う
船
溜
ま
り
を
思
わ
せ
る
呼
称
は
そ
の
名
残
と
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
往
古
入
江

之
節
」
と
い
う
の
は
こ
の
頃
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

本
類
の
式
内
社
は
さ
ら
に
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
が
い
つ
頃
ま
で
入
江

で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
今
後
地
質
地
形
学
や
考
古
学
上
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、

以
上
の
想
定
が
実
際
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
や
は
り
北
上
川
に
お
け
る
水
上
交
通
に
関
係

す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
式
内
社
の
四
社
が
真
野
の
地
に
集
中
す
る
意

味
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

な
お
前
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
ら
四
社
の
う
ち
久
集
比
奈
神
社
を
除
く
三
社
が
後
に
北

上
川
河
口
等
に
も
鎮
座
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
零
羊
埼
神
社
や
鹿
嶋
御
児
神
社
等

に
表
れ
る
よ
う
に
元
の
神
社
よ
り
知
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
原
因
は
真
野

の
入
江
の
陸
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
水
上
交
通
の
要
地
と
い
う
機
能
を
失
い
、
地

域
が
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

3 

陸
上
交
通
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
神
社

　

宮
城
の
駅
路
に
つ
い
て
は
『
延
喜
式
』
「
諸
国
駅
伝
馬
条
」
か
ら
篤
借
、
柴
田
、
小
野

名
取
、
玉
前
、
栖
屋
、
黒
川
、
色
麻
、
玉
造
、
栗
原
の
駅
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
位
置
に
つ
い
て
は
大
槻
如
電
の
『
駅
路
通
』
を
先
駆
け
に
、
近
年

で
は
山
田
安
彦
、
黒
坂
周
平
、
神
英
雄
ら
の
研
究
が
知
ら
れ
て
い
る
（
129

）
。
以
下
こ
れ

ら
の
調
査
研
究
を
参
考
に
経
路
の
概
略
を
探
り
神
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

宮
城
郡
以
南
の
官
道
と
神
社

　

ま
ず
多
賀
城
の
所
在
す
る
宮
城
郡
以
南
の
駅
家
に
つ
い
て
み
る
と
「
栖
屋
」
に
つ
い

て
は
前
掲
の
研
究
書
等
は
「
栖
屋
」
の
音
が
近
い
と
い
う
こ
と
で
宮
城
郡
の
北
部
に
あ

た
る
利
府
町
菅
谷
を
位
置
づ
け
る
。
そ
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
さ
れ
る

が
、
『
余
目
家
文
書
』
の
「
浄
妙
留
守
家
政
譲
状
」
に
「
す
ね
や
（
栖
屋
）
」
が
表
れ
、
そ

し
て
近
隣
地
と
し
て
「
を
く
た
い
た
う
（
奥
大
道
）
」
が
登
場
す
る
（
130

）
。
奥
大
道
は
か

つ
て
の
駅
路
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
複
数
の
名
称
の
照
合
か
ら
「
栖
屋
」
は
菅
谷

と
位
置
づ
け
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

「名
取
」駅
は
仙
台
市
郡
山
、
あ
る
い
は
富
沢
か
ら
山
田
に
か
け
て
の
地
域
や
名
取
市
中

田
当
の
説
が
あ
る
が
明
確
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
「玉
前
」駅
に
つ
い
て
は
地
名
の
照
合

か
ら
名
取
郡
南
端
の
岩
沼
市
玉
崎
以
外
有
力
な
地
は
な
く
、
ま
た
こ
の
地
は
山
道
と
海

道
の
分
岐
点
に
あ
た
る
要
衝
で
あ
り
、
各
研
究
書
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
駅
家
に
対
し
そ
の
経
路
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
そ
れ
を
想
定
さ
せ
る
も
の
と

し
て
、
「栖
屋
」
と
「
玉
前
」
を
結
ぶ
「
あ
づ
ま
海
道
」
と
呼
ば
れ
る
古
道
が
あ
る
。
こ
の

道
に
つ
い
て
『
封
内
記
』
は
、
「観
迹
聞
老
志
曰
。
自
古
封
内
有
東
奥
通
行
者
。
於
名
取
。

則
在
笠
島
邊
。
於
宮
城
。
則
在
木
下
西
。
其
通
路
有
與
今
相
合
者
。
有
與
昔
異
者
。
此

地
亦
其
地
。
而
不
分
明
焉
。
或
説
曰
。
岩
切
橋
北
東
光
寺
前
道
路
也
」
と
記
録
し
て
い

る
。

　

こ
の
道
筋
は
文
中
の
笠
島
、
木
下
、
岩
切
等
の
地
名
が
指
標
と
な
る
。
笠
島
は
「
玉

前
」
の
や
や
北
に
あ
り
、
岩
切
は
「
栖
屋
」
擬
定
地
で
あ
る
菅
谷
の
南
に
隣
接
す
る
（
24

図
）
。
そ
し
て
笠
島
に
は
古
代
寺
院
と
さ
れ
る
笠
島
廃
寺
、
木
下
に
は
陸
奥
国
分
寺
、

国
分
尼
が
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
多
賀
城
以
前
の
陸
奥
国
府
で
あ
る
郡
山
遺
跡
が
あ
る
。

そ
の
他
岩
切
の
南
に
も
古
代
寺
院
の
燕
沢
遺
跡
が
あ
り
、
古
代
の
旧
跡
は
多
い
。
ま
た

笠
島
を
北
上
し
て
名
取
川
と
の
交
点
に
は
船
渡
前
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
（
24

図
）
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
官
道
の
指
標
と
な
る
旧
跡
の
地
を
通
過
す
る
あ
づ
ま
海

道
は
、
概
ね
駅
路
を
踏
襲
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
131

）
。

　

次
に
名
取
郡
以
南
の
う
ち
亘
理
郡
の
駅
路
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年

（八
一
一
）
に
「
廃
レ

陸
奥
国
海
道
十
駅
一

」
と
あ
っ
て
平
安
時
代
初
期
に
廃
止
さ
れ
る

24図　あづま海道と古代の旧跡

（船渡前）

る
が
、
そ
れ
以
前
は
官
道
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
そ
の
道
筋
は
、
あ
づ
ま
海
道
が
こ

の
地
に
も
存
在
す
る
の
で
同
様
に
官
道
を
踏
襲
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
132

）
。

　

以
上
が
宮
城
郡
か
ら
名
取
郡
、
亘
理
郡
に
至
る
古
代
の
道
筋
で
あ
る
。
こ
れ
と
神
社

と
の
関
係
を
み
る
と
、
宮
城
郡
で
は
5
志
波
彦
神
社
が
岩
切
の
道
沿
い
に
あ
た
り
、
ま

た
「
栖
屋
」
と
み
な
さ
れ
る
菅
谷
に
は
4
伊
豆
佐
売
神
社
が
あ
る
。
名
取
郡
で
は
佐
具

叡
神
社
が
笠
島
の
北
側
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
2
多
加
神
社
も
郡
山
遺
跡
と
関
係

す
る
が
、
同
時
に
こ
の
道
筋
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
亘
理
郡
で
は
19
鹿
嶋
緒
名
太
神
社
、
21
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
が
あ
る
ほ
か
、
阿

武
隈
川
沿
い
の
神
社
に
含
め
た
20
安
福
河
伯
神
社
は
「
玉
前
」
の
対
岸
に
あ
っ
て
渡
河

地
点
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
、
官
道
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　

そ
の
他
内
陸
の
刈
田
郡
に
1
刈
田
嶺
神
社
が
あ
る
が
、
こ
の
地
域
の
駅
路
筋
は
明
確

で
な
い
（
133

）
。
そ
の
た
め
性
格
は
明
確
に
し
得
な
い
が
、
刈
田
郡
家
が
白
石
市
郡
山
に

あ
り
、
駅
路
は
こ
の
付
近
を
通
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
付
近
か
ら
仰
ぐ
大
刈
田

山
は
象
徴
的
で
整
っ
た
形
を
み
せ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
や
は
り
陸
上
交
通
に

関
わ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

栖
屋
～
黒
川
郡
南
半
の
官
道
と
神
社

　

「
黒
川
」
駅
に
つ
い
て
は
『
封
内
記
』
以
来
『
駅
路
通
』
そ
の
他
多
く
は
黒
川
郡
大
和

町
下
草
と
す
る
が
、
異
説
も
あ
り
定
ま
っ
て
い
な
い
。

ま
た
「
栖
屋
」
「
黒
川
」
間
の
道
筋
に
つ
い
て
多
く
の
見
解
は
宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
か
ら

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
へ
向
か
う
道
、
す
な
わ
ち
県
道
3
号
（
塩
釜
吉
岡
線
）
沿
い
を
北

進
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
資
料
が
乏
し
い
中
で
の
推
定
で
あ
り
、
明
確
な

根
拠
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
他
七
北
田
川
沿
い
を
西
に
進
む
と
い
う
説
も
あ
る

が
（
134

）
、
「
栖
屋
」
か
ら
岩
切
に
戻
る
形
に
な
り
疑
問
が
生
ず
る
。

　

こ
う
し
た
推
定
に
対
し
岩
切
に
古
道
に
関
す
る
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
は
右
の
道
筋
と

は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
槻
文
彦
の
「
陸
奥
国
古
駅
路
考
」
に
「
名
取
郡
の
笠

島
、
宮
城
野
の
木
下
、
岩
切
村
、
東
光
寺
門
前
の
路
等
に
、
吾
妻
海
道
の
名
存
す
、
岩

切
の
土
人
は
、
東
光
寺
前
よ
り
青
麻
神
社
の
一
の
鳥
居
の
辺
を
過
ぎ
て
、
黒
川
郡
の
石

積
村
に
出
づ
る
、
是
れ
、
古
の
道
な
り
と
伝
ふ
、
頼
朝
、
多
賀
国
府
よ
り
、
物
見
が
岡

を
顧
み
ず
し
て
、
此
路
を
、
黒
川
へ
西
北
行
せ
し
な
り
」
と
記
さ
れ
る
（
135

）
。
頼
朝
の
時

代
と
い
う
こ
と
で
「
栖
屋
」
や
国
府
多
賀
城
と
の
関
係
が
不
明
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
（
136

）
、

宮
城
郡
か
ら
黒
川
郡
へ
か
け
て
の
道
に
関
す
る
資
料
が
乏
し
い
中
で
は
貴
重
で
あ
り
、

古
道
が
石
積
を
経
由
し
て
黒
川
郡
内
を
進
む
件
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
道
は
地
形
上
県
道
塩
釜
吉
岡
線
か
ら
西
へ
山
筋
を
一
つ
隔
て
て
黒
川
郡
富
谷
町

石
積
か
ら
成
田
を
経
て
北
上
し
富
谷
町
の
市
街
地
を
抜
け
志
戸
田
へ
進
む
形
に
な
る
。

そ
こ
か
ら
吉
田
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
は
黒
川
郡
家
と
さ
れ
る
大
和
町
吉
岡
の
一
里
塚
遺

跡
が
あ
る
（
137

）
。
そ
の
道
筋
に
は
成
田
に
「
大
道
渕
」
、
志
戸
田
に
「
大
道
下
」
と
あ
る

よ
う
に
駅
路
を
想
定
さ
せ
る
地
名
が
残
り
（
24
図
）
、
ま
た
旧
跡
と
し
て
古
代
の
役
所

風
の
施
設
を
持
つ
白
鳥
遺
跡
や
三
ヶ
森
遺
跡
が
あ
る
（
138

）
。
こ
う
し
た
重
要
遺
跡
は
県

道
3
号
沿
い
他
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
「大
道
」
の
地
名
と
合
わ
せ
駅
路
の
性
格
を
示
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
「
栖
屋
」
と
石
積
の
間
に
は
郡
境
を
東
西
に
画
す
る
丘
陵
が
あ
り
、
両
者
を
つ
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な
ぐ
道
は
明
確
で
な
い
が
、
丘
陵
の
南
麓
で
あ
る
宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
地
区
に
伝
わ
る

も
の
で
黒
川
郡
か
ら
多
賀
城
へ
抜
け
る
道
に
関
す
る
口
碑
が
残
さ
れ
て
い
る
（
139

）
。
伝

承
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
少
な
く
と
も
菅
谷
か
ら
黒
川
郡

に
至
る
古
く
か
ら
の
道
が
あ
っ
た
可
能
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
が
黒
川
郡
南
半
の
官
道
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
道
沿
い
に
は
10
鹿
嶋
天
足
別

神
社
と
11
行
神
社
が
あ
る
。

黒
川
郡
北
部
～
色
麻
郡
の
官
道
と
神
社

　

黒
川
郡
の
大
和
町
吉
岡
か
色
麻
へ
の
道
は
岩
出
山
へ
行
く
国
道
457
号
の
出
羽
海
道

（
羽
後
街
道
）
沿
い
に
色
麻
駅
の
擬
定
地
で
あ
る
四
釜
へ
進
む
と
す
る
説
が
有
力
で
あ

る
。
色
麻
駅
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
色
麻
郷
が
色
麻
町
と
概
ね
重
な
る
と
す

れ
ば
四
釜
を
中
心
と
す
る
地
域
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
色
麻
駅
以
北
の
駅
路

に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
』
は
、
こ
の
道
が
岩
出
山
以

北
に
お
け
る
中
世
の
幹
道
で
あ
る
松
山
道
（
上
街
道
）
に
通
ず
る
道
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

奥
州
街
道
よ
り
先
に
主
要
道
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
指
摘
す
る
が
、
こ
の
道
が
古
代
か

ら
の
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
（
140

）
。

　

吉
岡
か
ら
北
へ
延
び
る
古
道
に
つ
い
て
は
『
大
衡
村
誌
』
に
も
う
一
筋
の
古
い
道
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
元
禄
十
七
年
（
一
七
〇
四
）
の
『
御
林
絵
図
』
の
中
で
大
衡

村
の
奥
田
地
域
部
分
に
「
古
海
道
」
と
称
す
る
道
が
描
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
（
141

）
。
道
筋
に
つ
い
て
は
口
碑
と
し
て
同
村
誌
に
記
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と

舞
野

↓

渡
戸
（
吉
田
川
渡
河
地
点
）

↓

持
足

↓

奥
田

↓

高
森

↓

駒
場
（
須
伎
神
社
）

↓

四

釜
坂

↓

蕨
崎
の
と
お
り
進
む
と
い
う
（
26
図
）
。

　

こ
の
中
の
「
四
釜
坂
」
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
地
名
か
ら
は
色
麻
に
向
か

う
意
図
を
も
っ
た
道
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、
駅
路
を
考
え
る
上
で
重
要
な
指
標
と

な
る
。
道
沿
い
に
は
須
伎
神
社
が
あ
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
駅
路
と
し
て
の
特

徴
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
「
渉
戸
」
の
地
名
も
名
取
郡
の
「
船
戸
」
と
共
通
し
、
駅
路
の

渡
河
地
点
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
古
海
道
に
は
、

海
道
と
称
す
る
の
み
で
固
有
名
が
な
く
、
基
本
的
な
道
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。
「
古
」
が
出
羽
海
道
に
対
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
古
海
道
筋
が
黒
川
郡
北
部
か
ら
色

麻
郡
に
至
る
駅
路
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
と
お
り
と
す
る
と
、
「
大
道
」
の
名
が
残
る
志
戸
田
の
11
行
神
社
付
近
か
ら
は
、

舞
野
の
自
然
堤
防
上
を
進
み
、
渉
戸
で
吉
田
川
を
渡
り
、
黒
川
郡
家
を
左
手
に
見
な
が

ら
奥
田
の
緩
や
か
な
丘
陵
を
抜
け
、
奥
州
街
道
を
斜
め
に
横
切
り
な
が
ら
蕨
崎
に
至
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
蕨
崎
か
ら
は
古
代
の
日
の
出
山
瓦
窯
跡
群
の
あ
る
低
丘
陵
沿

い
を
西
北
へ
五
キ
ロ
ほ
ど
進
む
と
出
羽
海
道
沿
い
に
出
て
す
ぐ
四
釜
に
至
る
と
い
う
道

筋
に
な
る
。

　

神
社
に
つ
い
て
は
、
志
戸
田
を
過
ぎ
る
と
、
左
手
に
9
石
神
山
精
神
社
の
神
体
山
で

あ
る
遂
倉
山
が
七
ツ
森
の
中
に
見
る
の
で
、
8
須
伎
神
社
と
と
も
に
道
沿
い
に
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
黒
川
郡
の
四
社
す
べ
て
が
道
路
関
連
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
四
釜
に
城
柵
関
連
と
し
た
14
伊
達
神
社
が
あ
る
の
で
本
類
に
も
含
ま
れ

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
ほ
か
に
官
社
と
し
て
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
残
る
が
、
城

柵
官
衙
の
可
能
性
の
あ
る
重
要
施
設
の
背
後
に
鎮
座
す
る
と
い
う
点
で
、
柴
田
郡
の
48

大
高
山
神
社
の
旧
社
地
の
神
社
に
つ
い
て
も
こ
の
類
い
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

2 

水
上
交
通
路
に
関
係
す
る
神
社

　

水
上
交
通
路
に
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
神
社
と
し
て
は
、
河
川
沿
い
に
あ
る
も
の
、

海
岸
沿
い
に
あ
る
も
の
、
入
江
に
関
係
す
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

河
川
沿
い
の
神
社

　

河
川
沿
い
に
あ
る
神
社
は
十
四
社
あ
る
。
そ
の
う
ち
北
上
川
関
係
と
し
て
は
牡
鹿
郡

で
は
23
零
羊
埼
神
社
、
26
曾
波
神
社
、
27
拝
幣
志
神
社
、
28
鳥
屋
神
社
、
29
大
嶋
神
社

が
あ
り
、
ま
た
桃
生
郡
で
は
34
日
高
見
神
社
、
35
二
俣
神
社
、
38
小
鋭
神
社
が
あ
る
。

ま
た
北
上
川
水
系
の
迫
川
で
は
栗
原
郡
の
45
遠
流
志
別
神
社
、
そ
し
て
江
合
川
で
は
牡

鹿
郡
の
24
香
取
伊
豆
乃
御
児
神
社
と
玉
造
郡
の
16
荒
雄
河
神
社
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
北
上
川
に
つ
い
て
は
23
図
に
み
る
よ
う
に
河
口
が
二
つ
あ
り
、
ま
た
下
流

域
の
桃
生
郡
に
お
い
て
は
流
れ
が
東
西
二
つ
に
分
か
れ
る
な
ど
そ
の
形
は
複
雑
で
あ
る
。

川
の
変
遷
に
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
（
126

）
、
『
石
巻
の
歴
史
』
で
は
地
形
地
質
や
慶

長
以
降
の
文
献
記
録
等
様
々
な
角
度
か
ら
こ
れ
を
検
討
し
、
初
期
か
ら
流
れ
の
変
化
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
127

）
。
北
上
川
沿
い
に
あ
る
右
記
の
神
社
は
概
ね

現
在
の
流
れ
に
沿
っ
て
分
布
し
、
特
に
二
つ
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
は
分
岐
点

に
二
俣
神
社
が
あ
り
、
東
西
二
つ
の
流
れ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
小
鋭
神
社
と
日
高
見
神
社
が

位
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
古
代
以
来
基
本
的
な
流
れ
は
変
わ
ら
な
い
と
す
る
説
を
裏
づ

け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
江
合
川
は
現
在
石
巻
市
和
淵
で
北
上
川
と
合
流
し
て
い
る
が
、
『
地
名
辞
書
』
に

よ
れ
ば
寛
永
年
中
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
頃
ま
で
大
曲
（
東
松
島
市
）
の
定
川
口
に

注
い
で
い
た
と
い
う
。
一
説
に
は
享
禄
年
間
（
一
五
二
八
～
一
五
三
二
）
と
も
い
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
流
域
に
あ
る
二
つ
の
神
社
は
北
上
川
関
連
神
社
と
は
別
の
も
の
に
な

る
。

　

以
上
の
ほ
か
、
河
川
沿
い
に
あ
る
神
社
は
そ
の
ほ
か
鳴
瀬
川
に
志
太
郡
の
22
敷
玉
早

御
玉
神
社
、
七
北
田
川
に
は
5
志
波
彦
神
社
、
阿
武
隈
川
に
は
亘
理
郡
の
18
鹿
嶋
伊
都

乃
比
気
神
社
、
20
安
福
河
伯
神
社
、
伊
具
郡
の
49
熱
日
高
彦
神
社
、
50
鳥
屋
嶺
神
社
が

あ
る
。

海
岸
沿
い
の
神
社

　

海
岸
沿
い
の
神
社
は
三
社
で
あ
る
。
一
つ
は
宮
城
郡
の
6
鼻
節
神
社
で
、
多
賀
城
の

外
港
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
塩
釜
湾
入
口
の
岬
の
頂
に
立
地
す
る
。
こ
れ
は
海
路
か
ら
多

賀
城
に
進
入
す
る
際
の
航
路
の
一
角
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
河
川
関
連
と
同
様

に
水
上
交
通
関
連
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
類
の
神
社
と
し
て
は
気
仙

沼
湾
に
浮
か
ぶ
大
嶋
の
37
計
仙
麻
大
島
神
社
が
あ
る
。

　

そ
の
他
と
し
て
は
36
桃
生
郡
石
神
社
が
あ
る
。
北
上
川
（
追
波
川
）
河
口
近
く
の
海

岸
に
鎮
座
し
て
お
り
、
海
岸
に
あ
る
と
は
い
え
北
上
川
沿
い
の
小
鋭
神
社
や
二
俣
神
社

等
と
は
水
上
交
通
に
お
い
て
密
接
に
関
係
す
る
も
の
と
い
え
る
。

入
江
に
面
し
た
神
社

　

こ
の
類
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
た
神
社
は
牡
鹿
郡
の
23
零
羊
埼
神
社
、
25
伊
去
波
夜

和
気
神
社
、
30
鹿
嶋
御
児
神
社
、
31
久
集
比
奈
神
社
の
四
社
で
あ
る
。

　

各
社
の
位
置
す
る
石
巻
市
真
野
地
域
は
、
北
上
川
河
口
か
ら
北
東
に
十
キ
ロ
ほ
ど
離

れ
た
位
置
に
あ
り
、
北
上
川
を
望
む
南
西
部
を
除
く
三
方
は
、
山
で
囲
ま
れ
た
袋
状
の

低
地
帯
で
あ
る
。
こ
の
地
は
沼
津
貝
塚
の
存
在
か
ら
縄
文
時
代
晩
期
は
海
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
現
在
は
耕
地
整
理
が
行
わ
れ
一
面
水
田
地
帯
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
石
巻
市
史
』
に
よ
れ
ば
昭
和
初
期
に
あ
っ
て
も
大
小
の
葦
生
沼
が
処
々
に
残
存
し
て

入
江
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
た
と
い
う
（
128

）
。
し
た
が
っ
て
縄
文
時
代
以
降
そ
う
古
く

な
い
時
代
ま
で
水
場
の
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
文
献
上
で
も
真
野
村
「
安
永
風
土
記
」
島
の
条
に
「
小
島　

右
往
古
入
江
之
節
小
島

ニ
御
座
候
」
と
あ
り
、
か
つ
て
入
江
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
同
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も
指
摘
す
る
。

 

宮
城
の
式
内
社
の
成
立
期
に
つ
い
て
は
右
の
視
点
に
基
づ
い
て
大
塚
徳
郎
、
熊
田
亮

介
ら
が
編
年
を
行
っ
て
い
る
（
150

）
。
こ
う
し
た
論
考
を
踏
ま
え
宮
城
の
式
内
社
五
十
社

を
み
る
と
「
貞
」
の
標
記
を
も
つ
も
の
は
鼻
節
神
社
、
鹿
嶋
天
足
別
神
社
、
行
神
社
、

温
泉
石
神
社
、
遠
流
志
別
石
神
社
、
大
高
山
神
社
、
熱
日
高
彦
神
社
、
鳥
屋
嶺
神
社
の

八
社
と
な
る
。
そ
し
て
「
貞
」
の
標
記
の
次
に
来
る
神
社
は
鼻
節
神
社
に
続
く
多
賀
神

　

社
一
社
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
貞
観
式
社
も
し
く
は
延
喜
式
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
以
外
の
四
十
一
社
は
弘
仁
式
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
内
訳
に

対
し
熊
田
亮
介
は
、
鼻
節
神
社
と
多
賀
神
社
に
つ
い
て
、
標
記
の
再
検
討
か
ら
弘
仁
式

社
と
位
置
づ
け
る
が
（
151

）
、
い
ず
れ
に
し
て
も
宮
城
野
式
内
社
の
多
く
は
、
少
な
く
と

も
弘
仁
期
に
は
官
社
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
官
社
と
な
っ
た
年
代
が
明
ら
か
な
神
社
は
す
で
に
述
べ
た
黒
川
郡
石
上
山
精
神

社
や
桃
生
郡
の
幣
社
に
預
か
っ
た
年
代
は
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
に
含
ま
れ
、
弘
仁
社
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
官
社
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
桃
生
郡
の

神
社
が
官
社
と
な
っ
た
理
由
は
前
掲
の
条
に
「
己
等
為
賊
被
囲
。
兵
疲
矢
尽
。
而
祈
桃

生
白
河
等
郡
神
一
十
一
社
。
乃
得
潰
囲
。
自
非
神
力
。
何
存
軍
士
」
と
あ
る
よ
う
に
蝦

夷
と
の
戦
い
に
お
け
る
神
力
に
関
係
す
る
。
宮
城
栄
昌
は
官
社
に
預
か
る
理
由
の
一
つ

と
し
て
蝦
夷
政
策
が
あ
る
と
い
う
（
152

）
。
神
社
の
多
く
が
道
路
や
河
川
な
ど
交
通
路
や

城
柵
に
関
係
し
、
か
つ
蝦
夷
と
の
緊
張
が
著
し
い
県
の
北
部
に
集
中
す
る
こ
と
は
、
官

社
に
預
か
っ
た
時
期
は
や
は
り
蝦
夷
と
の
抗
争
が
激
し
い
時
期
と
関
係
す
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
宮
城
の
弘
仁
式
社
の
多
く
は
、
奈
良
時
代
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

む
す
び
に

　

こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
宮
城
の
式
内
社
の
所
在
地
に
つ
い
て
検

討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
は
城
柵
官
衙
や
交
通
路
に
関
係
し
て
分
布
す
る
こ

と
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

陸
奥
国
の
式
内
社
の
う
ち
宮
城
県
域
に
属
す
る
も
の
は
多
く
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
城

柵
の
多
い
北
部
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
地
域
は
ま
さ
に
古
代
政
府
と
蝦

夷
と
の
抗
争
の
焦
点
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
況
と
宮
城

の
式
内
社
の
多
く
が
弘
仁
式
段
階
で
は
式
社
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、

こ
れ
ら
の
神
社
の
官
社
と
し
て
の
成
立
は
、
律
令
政
府
の
蝦
夷
政
策
の
一
環
の
中
で
生

じ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
れ
ら
の
神
社
の
出
自
は
、
日
高
見
神
社
や
零
羊
埼
神
社
、
計
仙
麻
（
大
島
）

神
社
等
の
地
域
名
を
冠
し
た
地
主
神
と
、
多
賀
神
や
鹿
嶋
神
の
よ
う
に
陸
奥
国
に
下
っ

て
き
た
中
央
神
の
二
種
か
ら
成
る
と
み
ら
れ
る
が
（
153
）
、
と
も
に
官
社
と
し
て
の
使
命

目
的
を
同
じ
く
し
て
、
蝦
夷
政
策
の
円
滑
な
推
進
を
求
め
る
政
府
の
用
に
供
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
蝦
夷
政
策
に
関
わ
る
形
は
牡
鹿
郡
、
桃
生
郡
の
北
上
川
を
中
心
と
す
る
河

川
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
表
れ
る
。
特
に
牡
鹿
郡
、
桃
生
郡
を
合
わ
せ
た
数
に
お
い
て

は
、
城
柵
に
伴
う
二
社
を
除
い
た
十
四
社
す
べ
て
が
関
係
し
、
そ
の
数
は
黒
川
郡
以
北

の
駅
路
関
係
の
神
社
を
上
回
る
。
こ
の
形
か
ら
は
、
湿
地
に
お
け
る
陸
路
設
置
の
困
難

と
い
う
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
、
陸
路
に
代
わ
る
こ
と
と
な
る
北
上
川
の
重
要
性
が
う

か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
特
有
の
環
境
の
厳
し
さ
は
宮
城
北
部
の
賀
美
郡
、
玉
造
郡
、

栗
原
郡
で
推
定
さ
れ
た
駅
路
が
西
に
よ
り
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
低
湿
地
を
避
け
、

丘
陵
主
体
の
道
筋
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
東
山
道
の
辺
地
と
も
い
え
る
宮
城
の
式
内
社
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
。
し
か
し
今
回
行
っ
た
比
定
に
つ
い
て
は
な
お

不
十
分
な
と
こ
ろ
も
多
く
、
引
き
続
き
究
明
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

【
註
】

　

1 

佐
久
間
洞
巌
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
一
七
一
九
年
（
上
・
下
昭
和
三
年
仙
台
叢
書
刊
行
会
編

『
仙
台
叢
書
』
第
十
五
・
一
六
巻
、
一
九
七
二
年  

宝
文
堂
復
刻
版
）

　

2 

佐
藤
信
要
『
封
内
名
蹟
志
』
一
七
四
一
年 

（
大
正
十
四
年
仙
台
叢
書
刊
行
会
編
『
仙
台
叢

書
』
第
八
巻
所
収
、
一
九
七
二
年
宝
文
堂
復
刻
版

26図　黒川郡北部の宮道
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国土地理院発行の5万分の１
地形図（古川および吉岡）をもとに作成（ ）

色麻坂？色麻坂？色麻坂？

須伎神社

賀
美
郡
～
玉
造
郡
の
官
道
と
神
社

　

賀
美
郡
以
北
に
つ
い
て
は
玉
造
駅
や
栗
原
駅
は
明
確
で
な
く
、
駅
路
に
つ
い
て
も
四

釜
か
ら
そ
の
ま
ま
北
上
し
中
新
田
、
葛
岡
、
真
坂
と
進
む
松
山
道
筋
と
す
る
説
が
有
力

で
あ
り
（
142

）
、
他
に
中
新
田
か
ら
右
折
し
大
崎
市
古
川
の
宮
沢
を
経
て
奥
州
街
道
筋
に

出
て
北
上
す
る
説
（
143

）
等
が
あ
り
定
ま
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
神
社
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
の
検
討
か
ら
重
要
な
指
標
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
用
い

る
と
、
実
際
道
筋
を
想
定
さ
せ
る
縦
の
並
び
が
確
認
さ
れ
る
。

　

こ
の
区
間
に
つ
い
て
は　

ま
ず
12
飯
豊
神
社
、
13
賀
美
石
神
社
、
17
温
泉
石
神
社
が

あ
る
。
こ
の
う
ち
飯
豊
神
社
は
前
述
し
た
よ
う
に
色
麻
柵
が
色
麻
郷
に
あ
る
と
す
れ
ば

位
置
的
に
玉
野
間
の
連
絡
路
の
線
上
に
あ
る
の
で
玉
造
に
向
か
う
も
の
と
は
別
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
（
144

）
。
色
麻
玉
野
間
の
道
路
開
鑿
の
際
に
飯
豊
神
社
の
社
殿
を
設
置
し

た
こ
と
が
由
緒
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
栗
原
郡
方
向
に
並
ぶ
神
社
を
見
る
と
伊
達
神
社
か
ら
賀
美
石
神
社
、

温
泉
石
神
社
と
い
う
配
置
に
な
る
。
そ
し
て
温
泉
石
神
社
の
地
は
「
川
渡
」
で
あ
る
の

で
こ
こ
か
ら
江
合
川
を
渡
り
栗
原
郡
へ
向
か
う
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

 

そ
う
す
る
と
そ
の
道
筋
の
環
境
は
ど
う
か
。
伊
達
神
社
か
ら
賀
美
石
神
社
付
近
へ
は
、

間
に
城
柵
官
衙
の
城
生
柵
跡
が
あ
る
の
で
こ
こ
を
通
る
と
み
れ
ば
、
は
じ
め
は
出
羽
海
道

沿
い
に
進
む
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
先
は
城
生
柵
跡
付
近
か
ら
賀
美
石
神
社

そ
し
て
温
泉
石
神
社
へ
と
進
む
に
は
出
羽
海
道
か
ら
西
へ
逸
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
従
来
出
羽
海
道
等
を
道
筋
と
考
え
ら
れ
て
き
た
中
で
は
、
指
し

示
す
資
料
は
な
い
。
し
か
し
改
め
て
調
べ
た
と
こ
ろ
賀
美
石
神
社
を
通
り
川
渡
へ
向
か

う
山
道
の
県
道
沿
い
に
「大
道
」や
「渡
戸
」の
地
名
が
確
認
さ
れ
た（
145

）
（
27
図
）
。
こ
の

道
は
賀
美
石
、
温
泉
石
両
社
間
を
直
線
的
に
つ
な
ぐ
も
の
で
、
か
つ
温
泉
石
神
社
の
江

合
川
に
面
す
る
地
点
は
川
渡
の
地
名
が
あ
る
。
大
道
に
こ
う
し
た
地
名
が
伴
う
こ
と
は

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
を
渡
る
と
ま
も
な
く
栗
原
郡
の
39
表
刀
神

社
が
あ
っ
た
大
土
森
に
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
道
筋
の
中
に
大
道
と
い

う
地
名
が
川
渡
と
と
も
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
道
の
性
格
を
語
る
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28図　文字に残る地名 

駒堂前

大道上
大道下

馬場前

道ノ下

道ノ上

駒堂前

大道上
大道下

馬場前

道ノ下

道ノ上

27図　賀美郡～玉造郡の宮道と神社
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国土地理院発行の2万5千分の１
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玉ノ木玉ノ木

国土地理院発行の20万分の１
地形図（仙台・新庄）をもとに作成（ ）

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

こ
う
し
た
低
丘
陵
上
の
道
が
駅
路
と
す
れ
ば
、
そ
の
形
は
奥
田
地
域
の
古
海
道
と
共

通
し
、
黒
川
郡
～
玉
造
郡
の
主
体
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
宮
城
県
中
北
部
地

域
の
特
徴
で
あ
る
広
大
な
低
湿
地
が
鳴
瀬
川
、
江
合
川
沿
い
に
広
が
る
環
境
の
中
で
の

こ
と
で
あ
る
の
で
、
低
地
の
進
行
が
困
難
な
状
況
に
応
じ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
今
後
の
更
な
る
検
証
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

栗
原
郡
の
官
道
と
神
社
と
駅
家

　

川
渡
の
温
泉
石
か
ら
先
の
先
に
か
ら
は
39
表
刀
神
社
、
41
雄
鋭
神
社
、
42
駒
形
根
神

社
が
続
く
。
な
お
こ
の
ほ
か
和
我
神
社
が
前
述
の
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
に
従
い
中
ノ
森

に
あ
る
と
す
れ
ば
こ
の
中
に
入
り
、
栗
原
郡
の
神
社
の
城
柵
や
川
に
関
す
る
も
の
を
除

く
い
ず
れ
も
が
玉
造
郡
以
南
の
神
社
の
連
続
性
を
保
ち
栗
原
郡
の
西
寄
り
を
南
北
に
並

ぶ
形
に
な
る
。

　

こ
れ
を
道
路
の
推
定
線
と
し
て
そ
れ
に
重
な
る
と
思
わ
れ
る
道
が
29
図
か
ら
う
か
が

わ
れ
る
。
そ
れ
ば
ま
ず
大
土
森
の
長
崎
か
ら
国
道
457
号
に
一
部
重
な
り
な
が
ら
花
山
を

経
て
鶯
沢
の
細
倉
に
向
か
う
道
が
あ
る
。
花
山
に
は
平
泉
藤
原
氏
に
関
係
す
る
旧
跡
で

毛
越
寺
様
式
の
浄
土
寺
院
と
さ
れ
る
花
山
寺
が
あ
る
の
で
往
来
の
盛
ん
な
道
に
あ
る
べ

き
指
標
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

細
倉
か
ら
先
は
岩
手
県
境
に
向
け
て
ほ
ぼ
直
線
的
に
北
上
す
る
形
と
な
る
。
「
文

字
」
に
は
「
大
道
上
」
「
大
道
下
」
「
道
ノ
上
」
な
ど
の
地
名
が
集
中
す
る
。
ま
た
南
端
に

「
深
渡
戸
」
の
地
名
が
残
る
の
は
渡
戸
や
渉
戸
と
同
じ
で
あ
り
、
「
文
字
」
に
残
る
地

名
は
駅
路
の
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
こ
か
ら
の
道
筋
は
県
道
文
字
上
尾
松
線
に
沿
い
、
さ
ら
に
県
境
の
沼
倉
か
ら
は
県

道
栗
駒
衣
川
線
に
沿
う
と
推
定
さ
れ
る
。
沼
倉
か
ら
の
道
は
沼
倉
村
の
「
安
永
風
土

記
」
に
記
録
さ
れ
る
「
一 

北
ハ
磐
井
郡
西
磐
井
猪
岡
村
端
里
小
猪
岡
へ
之
道 

一
筋
」

と
す
る
道
が
踏
襲
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
岩
手
県
奥
州
市
衣
川
ま
で
直
線
的
に
進
み
、

そ
こ
か
ら
先
は
県
道
衣
川
水
沢
線
に
沿
っ
て
水
沢
ま
で
至
る
と
い
う
形
に
な
る
。
線
形

は
北
東
内
至
北
へ
向
か
っ
て
直
線
的
で
あ
り
（
29
図
）
、
そ
れ
が
水
沢
す
な
わ
ち
胆
沢

城
到
達
を
目
的
と
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
駅
路
の
性
格
を
示
す
も
の

と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
道
筋
の
衣
川
に
は
磐
井
郡
の
式
内
社
で
あ
る
磐
神
社
が
あ
る

こ
と
も
想
定
を
強
く
す
る
。
以
上
の
他
に
文
字
に
は
大
道
を
示
す
名
が
集
中
す
る
と
共
に

「
馬
場
前
」
や
「
駒
堂
前
」
と
い
う
地
名
が
残
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

栗
原
郡
に
は
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
十
一
月
戊
子
条
に
「
陸
奧
国
伊
治

城
。
玉
造
塞
。
相
去
卅
五
里
。
中
間
置
レ

驛
」
と
あ
り
伊
治
城
と
玉
造
塞
の
中
間
に
駅
が

置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
官
道
が
以
上
の
経
路
を
辿
る
と
す
れ
ば
、
駅
家
を
想
定
さ
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磐神社磐神社

せ
る
地
名
か
ら
「
栗
原
駅
」
は
「
文
字
」
に
比
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
栗
原
郡
に
は
栗
原
郷
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の

郷
に
つ
い
て
『
地
名
辞
書
』
は
地
名
考
証
か
ら
所
在
を
二
迫
川
流
域
と
し
（
146

）
、
『
宮
城

県
史
』
1
も
こ
の
説
を
と
る
。
栗
原
の
地
名
は
伊
治
か
ら
二
迫
川
を
挟
ん
だ
北
隣
に
残

る
。
そ
し
て
こ
の
上
流
が
「
文
字
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
栗
原
郷
に
属
す
る
こ
と

で
矛
盾
し
な
い
。
駅
家
を
想
定
さ
せ
る
地
名
の
存
在
か
ら
み
て
栗
原
駅
は
「
文
字
」
に

所
在
す
る
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

こ
の
地
が
玉
造
塞
と
伊
治
城
の
中
間
駅
と
す
る
と
伊
治
城
へ
は
こ
こ
か
ら
東
に
屈
曲

し
て
二
迫
川
沿
い
を
下
流
に
進
む
と
い
う
形
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
前
述
し
た
よ
う
に

宮
城
県
の
中
北
部
地
東
西
に
広
が
る
湿
地
が
南
北
の
進
行
を
妨
げ
て
お
り
、
多
賀
城
か

ら
の
低
地
の
直
進
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、

進
行
可
能
な
道
筋
と
し
て
選
択
さ
れ
た
黒
川

郡
以
北
の
官
道
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
う

し
た
縦
貫
道
を
逸
れ
る
形
は
伊
治
城
に
限
ら

ず
、
多
賀
城
や
江
合
川
沿
い
の
丘
陵
に
分
布

す
る
新
田
柵
、
宮
沢
遺
跡
、
小
寺
遺
跡
等
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
（
147

）
。

官
社
の
成
立
年
代

　

陸
奥
国
の
式
内
社
の
成
立
に
つ
い
て
は

『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
十
一
月

丁
亥
条
に
「
黒
川
郡
石
神
山
精
社
」
が
官
社

と
さ
れ
た
の
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
他
宝

亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
十
二
月
丁
巳
条
に
「
桃

生
白
河
等
郡
神
一
十
一
社
」
が
「
請
預
ハ
幣

社
。
許
之
」
と
さ
れ
た
記
事
が
あ
り
、
桃
生

郡
の
何
れ
か
の
神
社
が
幣
社
に
預
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
（
148

）
。
と
も
に
「
延
喜
式
神
名

帳
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
延
長
五
年
（
九
二
七
）
よ
り
古
く
、
す
で
に
奈
良
時
代
に
官
社
と

な
っ
て
い
る
。

　

官
社
編
入
の
年
次
が
記
録
に
表
れ
る
の
は
以
上
の
二
件
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
宮

城
栄
昌
に
よ
っ
て
「
神
名
帳
」
に
お
け
る
神
社
の
記
載
の
仕
方
か
ら
官
社
登
載
の
時
期

が
推
定
さ
れ
て
い
る
（
149

）
。
そ
の
主
な
と
こ
ろ
は
「
神
名
帳
」
の
古
写
本
で
あ
る
「
金
剛

寺
本
」
や
「
武
田
本
」
等
に
散
見
さ
れ
る
「
貞
」
や
「
延
」
等
の
標
記
を
も
つ
神
社
に
つ
い

て
、
官
社
と
な
っ
た
年
代
が
明
確
な
も
の
と
の
照
合
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
貞
観
式
社
、
延

喜
式
社
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
貞
」
の
前
も
し
く
は
郡
名
の
次
に

記
載
さ
れ
る
神
社
は
弘
仁
式
社
で
、
「
貞
」
の
後
に
並
ぶ
神
社
は
貞
観
式
社
も
し
く
は
延

喜
式
社
で
あ
る
こ
と
を
検
証
す
る
。
ま
た
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
追
加
は
少
な
い
こ
と
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も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

こ
う
し
た
低
丘
陵
上
の
道
が
駅
路
と
す
れ
ば
、
そ
の
形
は
奥
田
地
域
の
古
海
道
と
共

通
し
、
黒
川
郡
～
玉
造
郡
の
主
体
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
宮
城
県
中
北
部
地

域
の
特
徴
で
あ
る
広
大
な
低
湿
地
が
鳴
瀬
川
、
江
合
川
沿
い
に
広
が
る
環
境
の
中
で
の

こ
と
で
あ
る
の
で
、
低
地
の
進
行
が
困
難
な
状
況
に
応
じ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
今
後
の
更
な
る
検
証
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

栗
原
郡
の
官
道
と
神
社
と
駅
家

　

川
渡
の
温
泉
石
か
ら
先
の
先
に
か
ら
は
39
表
刀
神
社
、
41
雄
鋭
神
社
、
42
駒
形
根
神

社
が
続
く
。
な
お
こ
の
ほ
か
和
我
神
社
が
前
述
の
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
に
従
い
中
ノ
森

に
あ
る
と
す
れ
ば
こ
の
中
に
入
り
、
栗
原
郡
の
神
社
の
城
柵
や
川
に
関
す
る
も
の
を
除

く
い
ず
れ
も
が
玉
造
郡
以
南
の
神
社
の
連
続
性
を
保
ち
栗
原
郡
の
西
寄
り
を
南
北
に
並

ぶ
形
に
な
る
。

　

こ
れ
を
道
路
の
推
定
線
と
し
て
そ
れ
に
重
な
る
と
思
わ
れ
る
道
が
29
図
か
ら
う
か
が

わ
れ
る
。
そ
れ
ば
ま
ず
大
土
森
の
長
崎
か
ら
国
道
457
号
に
一
部
重
な
り
な
が
ら
花
山
を

経
て
鶯
沢
の
細
倉
に
向
か
う
道
が
あ
る
。
花
山
に
は
平
泉
藤
原
氏
に
関
係
す
る
旧
跡
で

毛
越
寺
様
式
の
浄
土
寺
院
と
さ
れ
る
花
山
寺
が
あ
る
の
で
往
来
の
盛
ん
な
道
に
あ
る
べ

き
指
標
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

細
倉
か
ら
先
は
岩
手
県
境
に
向
け
て
ほ
ぼ
直
線
的
に
北
上
す
る
形
と
な
る
。
「
文

字
」
に
は
「
大
道
上
」
「
大
道
下
」
「
道
ノ
上
」
な
ど
の
地
名
が
集
中
す
る
。
ま
た
南
端
に

「
深
渡
戸
」
の
地
名
が
残
る
の
は
渡
戸
や
渉
戸
と
同
じ
で
あ
り
、
「
文
字
」
に
残
る
地

名
は
駅
路
の
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
こ
か
ら
の
道
筋
は
県
道
文
字
上
尾
松
線
に
沿
い
、
さ
ら
に
県
境
の
沼
倉
か
ら
は
県

道
栗
駒
衣
川
線
に
沿
う
と
推
定
さ
れ
る
。
沼
倉
か
ら
の
道
は
沼
倉
村
の
「
安
永
風
土

記
」
に
記
録
さ
れ
る
「
一 

北
ハ
磐
井
郡
西
磐
井
猪
岡
村
端
里
小
猪
岡
へ
之
道 

一
筋
」

と
す
る
道
が
踏
襲
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
岩
手
県
奥
州
市
衣
川
ま
で
直
線
的
に
進
み
、

そ
こ
か
ら
先
は
県
道
衣
川
水
沢
線
に
沿
っ
て
水
沢
ま
で
至
る
と
い
う
形
に
な
る
。
線
形

は
北
東
内
至
北
へ
向
か
っ
て
直
線
的
で
あ
り
（
29
図
）
、
そ
れ
が
水
沢
す
な
わ
ち
胆
沢

城
到
達
を
目
的
と
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
駅
路
の
性
格
を
示
す
も
の

と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
道
筋
の
衣
川
に
は
磐
井
郡
の
式
内
社
で
あ
る
磐
神
社
が
あ
る

こ
と
も
想
定
を
強
く
す
る
。
以
上
の
他
に
文
字
に
は
大
道
を
示
す
名
が
集
中
す
る
と
共
に

「
馬
場
前
」
や
「
駒
堂
前
」
と
い
う
地
名
が
残
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

栗
原
郡
に
は
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
十
一
月
戊
子
条
に
「
陸
奧
国
伊
治

城
。
玉
造
塞
。
相
去
卅
五
里
。
中
間
置
レ

驛
」
と
あ
り
伊
治
城
と
玉
造
塞
の
中
間
に
駅
が

置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
官
道
が
以
上
の
経
路
を
辿
る
と
す
れ
ば
、
駅
家
を
想
定
さ
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磐神社磐神社

せ
る
地
名
か
ら
「
栗
原
駅
」
は
「
文
字
」
に
比
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
栗
原
郡
に
は
栗
原
郷
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の

郷
に
つ
い
て
『
地
名
辞
書
』
は
地
名
考
証
か
ら
所
在
を
二
迫
川
流
域
と
し
（
146

）
、
『
宮
城

県
史
』
1
も
こ
の
説
を
と
る
。
栗
原
の
地
名
は
伊
治
か
ら
二
迫
川
を
挟
ん
だ
北
隣
に
残

る
。
そ
し
て
こ
の
上
流
が
「
文
字
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
栗
原
郷
に
属
す
る
こ
と

で
矛
盾
し
な
い
。
駅
家
を
想
定
さ
せ
る
地
名
の
存
在
か
ら
み
て
栗
原
駅
は
「
文
字
」
に

所
在
す
る
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

こ
の
地
が
玉
造
塞
と
伊
治
城
の
中
間
駅
と
す
る
と
伊
治
城
へ
は
こ
こ
か
ら
東
に
屈
曲

し
て
二
迫
川
沿
い
を
下
流
に
進
む
と
い
う
形
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
前
述
し
た
よ
う
に

宮
城
県
の
中
北
部
地
東
西
に
広
が
る
湿
地
が
南
北
の
進
行
を
妨
げ
て
お
り
、
多
賀
城
か

ら
の
低
地
の
直
進
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、

進
行
可
能
な
道
筋
と
し
て
選
択
さ
れ
た
黒
川

郡
以
北
の
官
道
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
う

し
た
縦
貫
道
を
逸
れ
る
形
は
伊
治
城
に
限
ら

ず
、
多
賀
城
や
江
合
川
沿
い
の
丘
陵
に
分
布

す
る
新
田
柵
、
宮
沢
遺
跡
、
小
寺
遺
跡
等
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
（
147

）
。

官
社
の
成
立
年
代

　

陸
奥
国
の
式
内
社
の
成
立
に
つ
い
て
は

『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
十
一
月

丁
亥
条
に
「
黒
川
郡
石
神
山
精
社
」
が
官
社

と
さ
れ
た
の
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
他
宝

亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
十
二
月
丁
巳
条
に
「
桃

生
白
河
等
郡
神
一
十
一
社
」
が
「
請
預
ハ
幣

社
。
許
之
」
と
さ
れ
た
記
事
が
あ
り
、
桃
生

郡
の
何
れ
か
の
神
社
が
幣
社
に
預
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
（
148

）
。
と
も
に
「
延
喜
式
神
名

帳
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
延
長
五
年
（
九
二
七
）
よ
り
古
く
、
す
で
に
奈
良
時
代
に
官
社
と

な
っ
て
い
る
。

　

官
社
編
入
の
年
次
が
記
録
に
表
れ
る
の
は
以
上
の
二
件
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
宮

城
栄
昌
に
よ
っ
て
「
神
名
帳
」
に
お
け
る
神
社
の
記
載
の
仕
方
か
ら
官
社
登
載
の
時
期

が
推
定
さ
れ
て
い
る
（
149

）
。
そ
の
主
な
と
こ
ろ
は
「
神
名
帳
」
の
古
写
本
で
あ
る
「
金
剛

寺
本
」
や
「
武
田
本
」
等
に
散
見
さ
れ
る
「
貞
」
や
「
延
」
等
の
標
記
を
も
つ
神
社
に
つ
い

て
、
官
社
と
な
っ
た
年
代
が
明
確
な
も
の
と
の
照
合
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
貞
観
式
社
、
延

喜
式
社
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
貞
」
の
前
も
し
く
は
郡
名
の
次
に

記
載
さ
れ
る
神
社
は
弘
仁
式
社
で
、
「
貞
」
の
後
に
並
ぶ
神
社
は
貞
観
式
社
も
し
く
は
延

喜
式
社
で
あ
る
こ
と
を
検
証
す
る
。
ま
た
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
追
加
は
少
な
い
こ
と
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も
指
摘
す
る
。

 
宮
城
の
式
内
社
の
成
立
期
に
つ
い
て
は
右
の
視
点
に
基
づ
い
て
大
塚
徳
郎
、
熊
田
亮

介
ら
が
編
年
を
行
っ
て
い
る
（
150

）
。
こ
う
し
た
論
考
を
踏
ま
え
宮
城
の
式
内
社
五
十
社

を
み
る
と
「
貞
」
の
標
記
を
も
つ
も
の
は
鼻
節
神
社
、
鹿
嶋
天
足
別
神
社
、
行
神
社
、

温
泉
石
神
社
、
遠
流
志
別
石
神
社
、
大
高
山
神
社
、
熱
日
高
彦
神
社
、
鳥
屋
嶺
神
社
の

八
社
と
な
る
。
そ
し
て
「
貞
」
の
標
記
の
次
に
来
る
神
社
は
鼻
節
神
社
に
続
く
多
賀
神

　

社
一
社
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
貞
観
式
社
も
し
く
は
延
喜
式
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
以
外
の
四
十
一
社
は
弘
仁
式
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
内
訳
に

対
し
熊
田
亮
介
は
、
鼻
節
神
社
と
多
賀
神
社
に
つ
い
て
、
標
記
の
再
検
討
か
ら
弘
仁
式

社
と
位
置
づ
け
る
が
（
151

）
、
い
ず
れ
に
し
て
も
宮
城
野
式
内
社
の
多
く
は
、
少
な
く
と

も
弘
仁
期
に
は
官
社
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
官
社
と
な
っ
た
年
代
が
明
ら
か
な
神
社
は
す
で
に
述
べ
た
黒
川
郡
石
上
山
精
神

社
や
桃
生
郡
の
幣
社
に
預
か
っ
た
年
代
は
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
に
含
ま
れ
、
弘
仁
社
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
官
社
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
桃
生
郡
の

神
社
が
官
社
と
な
っ
た
理
由
は
前
掲
の
条
に
「
己
等
為
賊
被
囲
。
兵
疲
矢
尽
。
而
祈
桃

生
白
河
等
郡
神
一
十
一
社
。
乃
得
潰
囲
。
自
非
神
力
。
何
存
軍
士
」
と
あ
る
よ
う
に
蝦

夷
と
の
戦
い
に
お
け
る
神
力
に
関
係
す
る
。
宮
城
栄
昌
は
官
社
に
預
か
る
理
由
の
一
つ

と
し
て
蝦
夷
政
策
が
あ
る
と
い
う
（
152

）
。
神
社
の
多
く
が
道
路
や
河
川
な
ど
交
通
路
や

城
柵
に
関
係
し
、
か
つ
蝦
夷
と
の
緊
張
が
著
し
い
県
の
北
部
に
集
中
す
る
こ
と
は
、
官

社
に
預
か
っ
た
時
期
は
や
は
り
蝦
夷
と
の
抗
争
が
激
し
い
時
期
と
関
係
す
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
宮
城
の
弘
仁
式
社
の
多
く
は
、
奈
良
時
代
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

む
す
び
に

　

こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
宮
城
の
式
内
社
の
所
在
地
に
つ
い
て
検

討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
は
城
柵
官
衙
や
交
通
路
に
関
係
し
て
分
布
す
る
こ

と
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

陸
奥
国
の
式
内
社
の
う
ち
宮
城
県
域
に
属
す
る
も
の
は
多
く
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
城

柵
の
多
い
北
部
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
地
域
は
ま
さ
に
古
代
政
府
と
蝦

夷
と
の
抗
争
の
焦
点
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
況
と
宮
城

の
式
内
社
の
多
く
が
弘
仁
式
段
階
で
は
式
社
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、

こ
れ
ら
の
神
社
の
官
社
と
し
て
の
成
立
は
、
律
令
政
府
の
蝦
夷
政
策
の
一
環
の
中
で
生

じ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
れ
ら
の
神
社
の
出
自
は
、
日
高
見
神
社
や
零
羊
埼
神
社
、
計
仙
麻
（
大
島
）

神
社
等
の
地
域
名
を
冠
し
た
地
主
神
と
、
多
賀
神
や
鹿
嶋
神
の
よ
う
に
陸
奥
国
に
下
っ

て
き
た
中
央
神
の
二
種
か
ら
成
る
と
み
ら
れ
る
が
（
153
）
、
と
も
に
官
社
と
し
て
の
使
命

目
的
を
同
じ
く
し
て
、
蝦
夷
政
策
の
円
滑
な
推
進
を
求
め
る
政
府
の
用
に
供
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
蝦
夷
政
策
に
関
わ
る
形
は
牡
鹿
郡
、
桃
生
郡
の
北
上
川
を
中
心
と
す
る
河

川
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
表
れ
る
。
特
に
牡
鹿
郡
、
桃
生
郡
を
合
わ
せ
た
数
に
お
い
て

は
、
城
柵
に
伴
う
二
社
を
除
い
た
十
四
社
す
べ
て
が
関
係
し
、
そ
の
数
は
黒
川
郡
以
北

の
駅
路
関
係
の
神
社
を
上
回
る
。
こ
の
形
か
ら
は
、
湿
地
に
お
け
る
陸
路
設
置
の
困
難

と
い
う
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
、
陸
路
に
代
わ
る
こ
と
と
な
る
北
上
川
の
重
要
性
が
う

か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
特
有
の
環
境
の
厳
し
さ
は
宮
城
北
部
の
賀
美
郡
、
玉
造
郡
、

栗
原
郡
で
推
定
さ
れ
た
駅
路
が
西
に
よ
り
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
低
湿
地
を
避
け
、

丘
陵
主
体
の
道
筋
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
東
山
道
の
辺
地
と
も
い
え
る
宮
城
の
式
内
社
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
。
し
か
し
今
回
行
っ
た
比
定
に
つ
い
て
は
な
お

不
十
分
な
と
こ
ろ
も
多
く
、
引
き
続
き
究
明
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

【
註
】

　

1 

佐
久
間
洞
巌
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
一
七
一
九
年
（
上
・
下
昭
和
三
年
仙
台
叢
書
刊
行
会
編

『
仙
台
叢
書
』
第
十
五
・
一
六
巻
、
一
九
七
二
年  

宝
文
堂
復
刻
版
）

　

2 

佐
藤
信
要
『
封
内
名
蹟
志
』
一
七
四
一
年 

（
大
正
十
四
年
仙
台
叢
書
刊
行
会
編
『
仙
台
叢

書
』
第
八
巻
所
収
、
一
九
七
二
年
宝
文
堂
復
刻
版
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色麻へ

高森

（須伎神社）

渉戸

行
神
社

色麻へ

宮高森

須伎神社

宮高森

（須伎神社 旧社地）

渉戸

行
神
社

国土地理院発行の5万分の１
地形図（古川および吉岡）をもとに作成（ ）

色麻坂？色麻坂？色麻坂？

須伎神社

賀
美
郡
～
玉
造
郡
の
官
道
と
神
社

　

賀
美
郡
以
北
に
つ
い
て
は
玉
造
駅
や
栗
原
駅
は
明
確
で
な
く
、
駅
路
に
つ
い
て
も
四

釜
か
ら
そ
の
ま
ま
北
上
し
中
新
田
、
葛
岡
、
真
坂
と
進
む
松
山
道
筋
と
す
る
説
が
有
力

で
あ
り
（
142

）
、
他
に
中
新
田
か
ら
右
折
し
大
崎
市
古
川
の
宮
沢
を
経
て
奥
州
街
道
筋
に

出
て
北
上
す
る
説
（
143

）
等
が
あ
り
定
ま
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
神
社
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
の
検
討
か
ら
重
要
な
指
標
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
用
い

る
と
、
実
際
道
筋
を
想
定
さ
せ
る
縦
の
並
び
が
確
認
さ
れ
る
。

　

こ
の
区
間
に
つ
い
て
は　

ま
ず
12
飯
豊
神
社
、
13
賀
美
石
神
社
、
17
温
泉
石
神
社
が

あ
る
。
こ
の
う
ち
飯
豊
神
社
は
前
述
し
た
よ
う
に
色
麻
柵
が
色
麻
郷
に
あ
る
と
す
れ
ば

位
置
的
に
玉
野
間
の
連
絡
路
の
線
上
に
あ
る
の
で
玉
造
に
向
か
う
も
の
と
は
別
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
（
144

）
。
色
麻
玉
野
間
の
道
路
開
鑿
の
際
に
飯
豊
神
社
の
社
殿
を
設
置
し

た
こ
と
が
由
緒
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
栗
原
郡
方
向
に
並
ぶ
神
社
を
見
る
と
伊
達
神
社
か
ら
賀
美
石
神
社
、

温
泉
石
神
社
と
い
う
配
置
に
な
る
。
そ
し
て
温
泉
石
神
社
の
地
は
「
川
渡
」
で
あ
る
の

で
こ
こ
か
ら
江
合
川
を
渡
り
栗
原
郡
へ
向
か
う
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

 

そ
う
す
る
と
そ
の
道
筋
の
環
境
は
ど
う
か
。
伊
達
神
社
か
ら
賀
美
石
神
社
付
近
へ
は
、

間
に
城
柵
官
衙
の
城
生
柵
跡
が
あ
る
の
で
こ
こ
を
通
る
と
み
れ
ば
、
は
じ
め
は
出
羽
海
道

沿
い
に
進
む
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
先
は
城
生
柵
跡
付
近
か
ら
賀
美
石
神
社

そ
し
て
温
泉
石
神
社
へ
と
進
む
に
は
出
羽
海
道
か
ら
西
へ
逸
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
従
来
出
羽
海
道
等
を
道
筋
と
考
え
ら
れ
て
き
た
中
で
は
、
指
し

示
す
資
料
は
な
い
。
し
か
し
改
め
て
調
べ
た
と
こ
ろ
賀
美
石
神
社
を
通
り
川
渡
へ
向
か

う
山
道
の
県
道
沿
い
に
「大
道
」や
「渡
戸
」の
地
名
が
確
認
さ
れ
た（
145

）
（
27
図
）
。
こ
の

道
は
賀
美
石
、
温
泉
石
両
社
間
を
直
線
的
に
つ
な
ぐ
も
の
で
、
か
つ
温
泉
石
神
社
の
江

合
川
に
面
す
る
地
点
は
川
渡
の
地
名
が
あ
る
。
大
道
に
こ
う
し
た
地
名
が
伴
う
こ
と
は

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
を
渡
る
と
ま
も
な
く
栗
原
郡
の
39
表
刀
神

社
が
あ
っ
た
大
土
森
に
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
道
筋
の
中
に
大
道
と
い

う
地
名
が
川
渡
と
と
も
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
道
の
性
格
を
語
る
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神
英
雄
「
古
代
仙
台
平
野
の
交
通
路
に
関
す
る
一
考
察
」
『
龍
谷
史
壇
』
第
90
号 

一
九
八

七
年　
　
　

　
　
　

武
部
健
一
『
古
代
の
道
』
畿
内
・
東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
編 

二
〇
〇
四
年

　

130　

『
余
目
家
文
書
』
の
う
ち
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
の
「
浄
妙
留
守
家
政
譲
状
」
（
正
安
元
年

―
一
二
九
九
）
で
は
、
「
す
ね
や
う
ち
の
め
の
き
た
の
ミ
ね
す
ち
を
に
し
へ
、
を
く
大
た

う
に
い
た
す
、
こ
れ
ハ
わ
う
こ
の
さ
か
ひ
な
り
、
」
と
あ
っ
て
「
す
ね
や
」
と
い
う
地
域
と

　
　

 

「
奥
大
道
」
と
い
う
主
要
道
の
関
係
を
思
わ
せ
る
件
が
あ
る
。
同
書
状
に
は
こ
れ
以
外
に
も

　
　

 

「
を
つ
る
さ
わ
」
（
小
鶴
沢
）
や
「
あ
を
そ
」
（
青
麻
）
と
い
っ
た
近
隣
地
に
照
合
さ
れ
る
地 

名
が
表
れ
る
の
で
、
菅
谷
地
域
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
仙
台
市
史
編
さ
ん
委

員
会
『
仙
台
市
史
』
資
料
編
1
古
代
中
世  

二
一
九
～
二
二
〇
頁 

一
九
九
五
年
） 

　

131　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
神
英
雄
（
同
129
）
が
亘
理
郡
を
含
め
詳
し
く
論
じ
て
お
り
、
筆
者

も
触
れ
た
経
緯
が
あ
る
（
真
山
悟
「
奥
羽
の
山
道
と
海
道
」
『
研
究
紀
要
』
東
北
歴
史
博
物

館
） 

二
〇
一
二
年
。

　

132　

同
131

　

133　

『
駅
路
通
』
で
は
柴
田
郷
船
迫
と
す
る
が
、『
和
妙
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
柴
田
郡
駅
家
郷
が

あ
る
の
で
、
柴
田
郷
と
す
る
に
は
疑
問
が
生
じ
、
ま
た
位
置
的
に
も
疑
問
視
す
る
向
き
も

多
く
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

134　

山
田
安
彦  

陸
上
交
通 

同
1

　

135　

大
槻
文
彦
「
陸
奥
国
古
駅
路
考
」
『
歴
史
地
理
』
第
三
巻
第
六
号　

五
七
三
頁　

一
九
〇
一
年

　

136　

こ
の
経
路
で
は
「
栖
屋
」
を
通
る
こ
と
は
難
し
く
、
こ
の
と
お
り
と
す
れ
ば
後
世
の
変
化

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
岩
切
か
ら
黒
川
郡
石
積
へ
直
進
す
る
形
は
、
多
賀
国

府
を
東
に
や
や
遠
く
見
な
が
ら
進
む
方
向
に
な
る
が
、
引
用
文
で
は
頼
朝
は
多
賀
城
に
立

ち
寄
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
と
お
り
と
す
れ
ば
理
解
し
難
い
。
頼
朝
時
代
の
国
府
の

位
置
も
含
め
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

137　

大
和
町
教
育
委
員
会
『
一
里
塚
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
大
和
町
文
化
財
調
査
報
告
第
12

集  

二
〇
〇
三
年

　

138　

富
谷
町
教
育
委
員
会
『
三
ヶ
森
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
富
谷
町
文
化
財
調
査
報
告
第
2

　
　
　

集 

一
九
九
九

同　

『
白
鳥
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
富
谷
町
文
化
財
調
査
報
告
第
4
集 

二
〇
〇
三
年

　

139　

『
利
府
町
誌
』
（
一
九
八
六
年
）
に
沢
乙
温
泉
に
関
す
る
伝
承
を
記
し
て
い
る
。
要
約
す

る
と
「
延
暦
年
間
、
将
軍
田
村
麻
呂
は
、
黒
川
郡
七
ツ
森
で
狩
を
し
、
多
賀
城
に
帰
る
途

中
、
足
の
指
を
痛
め
た
。
そ
の
と
き
部
下
が
水
煙
立
ち
こ
め
る
沢
辺
を
認
め
た
。
そ
こ
で

沢
辺
の
水
に
足
を
浸
し
た
と
こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
傷
が
治
っ
た
。
」
と
い
う
。
な
お
付
近
に

は
オ
ト
系
の
「
小
刀
神
社
」
が
あ
り
、
沢
乙
（
オ
ト
）
の
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

　

140　

宮
城
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
』
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
十
集 

一
九
七
九
年

　

141　

大
衡
村
誌
編
纂
委
員
会
『
大
衡
村
誌
』
四
六
五
～
四
六
六
頁  

一
九
八
三
年

　

142　

山
田
安
彦　

同
124

　
　
　

武
部
健
一　

同
124

　

143　

黒
坂
周
平  

同
124

　

144　

色
麻
郷
が
色
麻
柵
の
所
在
地
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
で
あ
る
四
釜
か
ら
直
接
西
に
向
か
い

飯
豊
神
社
を
経
て
玉
野
に
向
か
う
筋
が
地
形
的
に
は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
賀
美
石
神
社

を
経
由
す
れ
ば
迂
回
す
る
形
と
な
る
。

　

145　

城
生
柵
跡
の
前
か
ら
賀
美
郡
家
の
東
山
遺
跡
を
通
り
賀
美
石
神
社
へ
行
く
道
は
は
県
道
柳

沢
中
新
田
線
で
、
柳
沢
か
ら
は
県
道
鳴
子
小
野
田
線
に
合
流
し
こ
の
道
が
川
渡
へ
向
か
う
。

線
形
と
し
て
は
城
生
柵
跡
か
ら
東
山
遺
跡
ま
で
は
西
へ
進
み
、
そ
こ
か
ら
川
渡
ま
で
北
上

す
る
も
の
で
、
両
地
点
を
結
ぶ
道
と
し
て
は
最
も
近
い
。

　

146　

栗
原
郡
に
は
栗
原
郷
の
他
清
水
郷
、
仲
村
郷
等
が
あ
る
。
『
地
名
辞
書
』
で
は
清
水
郷
を

栗
原
市
一
迫
の
清
水
に
、
仲
村
郷
を
同
市
栗
駒
の
中
野
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
迫
川
、
三

迫
川
沿
い
に
あ
り
、
川
筋
ご
と
に
郷
が
分
布
し
た
と
す
る
。

　

147　

宮
沢
遺
跡
、
小
寺
遺
跡
の
性
格
は
進
藤
秋
輝
『
東
北
の
古
代
遺
跡
』
二
〇
一
〇
年
に
纏
め

ら
れ
て
い
る
。

　

148　

宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
十
二
月
丁
巳
「
陸
奥
鎮
守
副
将
軍
従
五
位
上
百
済
王
俊
哲
等
言
、

己
等
為
賊
被
囲
、
兵
疲
矢
尽
。
而
祈
二

桃
生
白
河
等
郡
神
一
十
一
社
一

、
乃
得
レ

潰
レ

囲
。

自
レ

非
二

神
力
一

、
何
存
二

軍
士
一

。
請
預
二

幣
社
一

。
許
レ

之
。
」

　

149　

宮
城
栄
昌
「
神
名
式
の
成
立
」
『
延
喜
式
の
研
究
』
一
九
五
八
年

　

150　

大
塚
徳
郎
「
式
内
の
神
々
」
『
古
代
の
日
本
』
8
東
北 

一
九
七
〇
年

　
　
　

熊
田
亮
介
「
宮
城
の
式
内
社
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
宮
城
の
研
究
』
2
古
代
篇
・
中
世
篇
Ⅰ 

一
九
八
三
年

　

151　

熊
田
亮
介　

同
150

　

152　

同
149

　

153　

大
塚
徳
郎　

同
150

　

　

3 

田
辺
希
文
『
封
内
風
土
記
』
一
七
七
二
年
（
一
～
四
、
一
八
九
三
年
仙
台
叢
書
出
版
協
会 

伊
勢
斎
助
編
）
。

　

4 
「
安
永
風
土
記
」
一
七
七
三
～
一
七
八
〇
年
。
（
宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
『
宮
城
県
史
』
23

～
25
一
九
五
四
年
、
同
26
一
九
五
八
年
）

　

5  

保
田
光
則
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
一
八
六
〇
年
（
昭
和
五
十
五
歴
史
図
書
社
復
刻
版
）

　

6  

吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
一
九
〇
六
年 

冨
山
房

　

7 

「
神
祇
志
」
義
公
生
誕
三
百
年
記
念
会
『
大
日
本
史
』
義
公
生
誕
三
百
年
記
念
出
版
一
九
二

九
年

　

8  

粟
田
寛
『
神
祇
志
料
』　

一
八
八
七
年　

温
故
堂

　

9  

鈴
鹿
連
胤
他
撰
『
神
社
覈
録
』
下
編  

一
九
〇
二
年  

皇
典
研
究
所

　

10  

教
部
省
編
『
特
選
神
名
牒
』
一
八
七
六
年 

（
一
九
二
五
年 

磯
部
甲
陽
堂
）

　

11  

宮
城
県
神
社
庁
『
宮
城
神
社
名
鑑
』
一
九
七
六
年

　

12 
 

式
内
社
研
究
会
『
式
内
社
調
査
報
告
』　

巻 

東
山
道
3 

一
九
八
六
年 

皇
學
館
大
学
出
版

会

　

13  

伊
藤
信
夫
「
古
代
史
」
『
宮
城
県
史
』
1　

一
九
五
七
年

　

14  

佐
々
久
「
神
社
概
説
」
『
宮
城
県
史
』
12　

一
九
六
一
年

　

15　

よ
み
は
各
神
社
と
も
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
（
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
集
会 

一
九
七
四

年
）
に
従
っ
た
。

　

16　

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
白
鳥
明
神
縁
起
記
」
『
蔵
王
町
史
』
資
料
編
Ⅱ
八
三
六
～
八
五

七
頁 

一
九
八
九
年

　

17 

『
封
内
風
土
記
』
で
は
西
宮
へ
の
遷
座
は
大
同
年
中
、
現
在
地
へ
の
移
祀
は
大
永
年
中
と

　
　
　

し
、
『
安
永
風
土
記
書
出
』
及
び
「
白
鳥
明
神
縁
起
記
」
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
延
暦
20

年
阿
弖
利
為
征
討
の
頃
、
永
正
年
中
と
す
る
。

　

18　

日
本
武
尊
は
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
死
後
白
鳥
と
な
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
ま
た
「
安
永

風
土
記
」
や
「
白
鳥
明
神
縁
起
記
」
等
で
西
宮
に
祀
ら
れ
る
そ
の
子
も
児
捨
川
（
白
石
市
）

で
白
鳥
と
な
る
話
が
み
ら
れ
る
。

　

19　

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
蔵
王
町
史
』
民
俗
生
活
編　

一
九
九
三
年　

九
二
四
～
九
二

七
頁

　

20　

和
田
萃
「
三
輪
山
」
『
国
史
大
辞
典
』
第
13
巻 

一
九
九
二　

吉
川
弘
文
館

　

21　

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
蔵
王
町
史
』
資
料
編
Ⅱ 

一
九
八
八
年  

八
六
〇
頁

　

22　

文
中
の
蓮
蔵
寺
は
荒
子
の
南
に
位
置
す
る
の
で
こ
の
宮
は
西
宮
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

　

23　

不
忘
山
（
忘
れ
ず
の
山
）
は
「
安
永
風
土
記
」
等
の
地
誌
類
の
記
録
か
ら
蔵
王
を
指
す
こ
と

が
わ
か
る
。 

　

24 

『
嚢
塵
埃
捨
録
』
一
八
一
一
年　

（
仙
台
叢
書
刊
行
会
『
仙
台
叢
書
』
第
七
巻 

一
九
二
年
）

　

25　

宮
家
準
「
蔵
王
権
現
信
仰
」
『
国
史
大
辞
典
』
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会 

一
九
八
五

　

26 

「
山
家
氏
神
職
之
記
」
（
同
21
、
八
六
四
頁
）
に
「
往
古
山
伏
峯
入
之
最
初
願
行
寺
に
て
一

七
ケ
日
修
法
を
努
。
夫
よ
り 

薬
師
ケ
嶺
（
大
刈
田
山
）
に
登
り
谷
嶺
を
つ
た
い
廻
り
、
不

動
ケ
瀧
水
行
籠
り
蔵
王
ケ
岳
金
峯
山
熊
野
岳
に
て
お
こ
な
ひ
、
（
略
）
」
。
と
あ
る
。
願
行

寺
は
大
刈
田
山
の
南
東
麓
の
宮
司
に
地
名
が
残
る
（
同
19
）
。
山
家
氏
は
江
戸
時
代
の
神

官
で
あ
る
。

　

27　

同
11　

九
五
～
九
六
頁

　

28　

小
紫
敏
「
蔵
王
信
仰
史
」『
蔵
王
町
史
』
通
史
編 

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会 

一
九
九
四
年

　

29　

同
23

　

30 

「
日
本
総
国
風
土
記
残
篇
」
復
刻
版
『
仙
台
叢
書
』
伊
達
世
臣
家
譜 

第
三
巻 

一
九
七
五
年 

宝
文
堂
（
初
出
『
仙
台
叢
書
』
続
刊
第
六
巻 

仙
台
叢
書
刊
行
会 

一
九
三
七
年
）

　

31 

『
日
本
書
紀
』
神
代
上
に
「
伊
弉
諾
尊
（
略
）
仍
留
二
宅
於
日
乃
少
宮
一
矣
」
と
あ
る
。

　

32　

山
本
晃
「
神
社
」
『
仙
臺
市
史
』
7 

 

別
篇
5 

一
九
五
三
年 

 

こ
こ
に
は
「
名
取
郡
富
澤

邑
有
古
祠
焉
。
傳
言
。
昔
祀
諾
尊
称
多
賀
祠
。
（
略
）
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

33　

同
32
同
頁

　

34　

同
32

　

35 

『
延
喜
式
』
の
近
江
国
犬
上
郡
の
条
に
「
多
何
神
社
」
と
あ
る
。
現
在
の
多
賀
大
社
で
あ
る
。

　

36　

今
泉
隆
雄
「
古
代
国
家
と
郡
山
遺
跡
」
『
郡
山
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
総
括
編(

1)
 

三

〇
六
頁 

仙
台
市
教
育
委
員
会 

一
九
九
三
年 

　

37　

な
お
『
日
本
総
国
風
土
記
』
は
武
田
祐
吉
の
『
風
土
記
』
（
岩
波
文
庫
版 

一
九
三
七
年
）
等

に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
官
撰
の
風
土
記
と
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
も
の

で
取
扱
い
に
慎
重
を
要
す
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
記
述
に
該
当
す
る
地
名
が
関
連
す
る

地
域
に
存
在
す
る
こ
と
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

38  

名
取
市
史
編
纂
委
員
会
『
名
取
市
史
』
八
五
一
～
八
五
二
頁 

一
九
七
七
年

　

39  

中
西
利
徳
『
名
取
郡
誌
』
五
九
三
頁 

一
九
七
七
年

　

40　

同
11　

一
三
八
～
一
三
九
頁 

一
九
七
六
年

　

41  

同
11

　

42  

同
38　

九
〇
二
頁

　

43　

大
槻
如
電
『
駅
路
通
』
上 

一
九
一
一
年 

西
東
書
房

　

44  

七
ヶ
浜
町
誌
編
纂
委
員
会
『
七
ヶ
浜
町
誌
』 

一
九
六
七
年

　

45  

斎
藤
荘
次
郎　

佐
々
久
他
『
宮
城
県
史
』
16
（
観
光
編
）
三
一
六
頁 

一
九
五
五
年

　

46　

多
賀
城
町
誌
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
町
誌
』
三
一
五
頁 

一
九
六
七
年

　

47  

「
鹽
竈
神
社
記
」
『
神
道
大
系
』
神
社
編  

陸
奥
国
（
下
）
一
九
八
四
年

　

48  

押
木
耿
介
『
鹽
竈
神
社
』
改
訂
版
一
一
〇
～
一
一
一
頁 

二
〇
〇
五
年

　

49  
同
46

　

50　

宮
城
県
教
育
委
員
会
・
多
賀
城
町
『
多
賀
城
跡
調
査
報
告
書
―
多
賀
城
廃
寺
跡
―
』
一
九

七
〇
年

　

51　

同
45 

　

52 

『
封
内
風
土
記
』
で
は
須
伎
で
は
な
く
須
岐
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
社
名
も
そ
れ
を
踏
襲

し
て
い
る
。



「宮城の式内社」位置の検討
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53　

黒
川
郡
教
育
会
「
赤
崎
大
明
神
縁
起
」
『
黒
川
郡
誌
』
（
一
九
七
二
年
）
名
著
出
版
復
刻　

（初
出　

一
九
二
四
年
）

　

54　

加
美
郡
教
育
会
『
加
美
郡
誌
』
一
九
七
二
年 

名
著
出
版
復
刻 

初
出 

一
九
二
四
年 

　

55　

宮
崎
町
史
編
纂
委
員
会
『
宮
崎
町
史
』
一
九
七
三
年

　

56　

同
54

　

57　

色
麻
町
史
編
纂
委
員
会
『
色
麻
町
史
』
一
九
七
九
年 

　

58　

荒
湯
温
泉
は
荒
雄
山
中
に
あ
る
。

　

59　

玉
造
郡
教
育
会
『
玉
造
郡
誌
』
四
六
六
頁　

一
九
七
九
年 

初
出 

一
九
二
九
年

　

60　

岩
出
山
町
史
編
纂
委
員
会
『
岩
出
山
町
史
』
上
巻  

八
十
頁　

一
九
七
〇
年

　

61　

例
え
ば
『
大
日
本
史
』
に
は
「
今
在
二
伊
都
乃
比
気
社
内
一
」
と
あ
り
本
来
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

　

62　

黒
川
郡
鹿
嶋
天
足
別
神
社
の
条

　

63　

神
名
帳
の
並
び
で
は
安
福
河
伯
神
社
、
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
説
明

の
便
宜
上
順
序
を
入
れ
替
え
た
。
神
社
番
号
は
本
来
の
並
び
に
従
っ
て
い
る
。

　

64 

『
駅
路
通
』
や
『
地
名
辞
書
』
に
よ
り
擬
定
さ
れ
、
通
説
と
な
る
。

　

65　

石
巻
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
石
巻
の
歴
史
』
第
九
巻 

資
料
編
3  

一
九
九
〇
年

　

66　

伊
藤
清
郎
「
古
代
の
神
社
と
仏
教
」
『
石
巻
の
歴
史
』
第
一
巻 

通
史
編
上 

 

石
巻
市
史
編

さ
ん
委
員
会 

一
九
九
八
年

　

67　

三
宅
宗
議
「
古
代
」
『
矢
本
町
史
』
四
一
〇
頁 

第
1
巻 
一
九
七
三
年 

矢
本
町
史
編
纂
委

員
会

　

68　

入
間
田
宣
夫
「
鎌
倉
武
士
団
の
入
部
」
『
石
巻
の
歴
史
』
第
1
巻 
通
史
編
（
上
） 

四
六
七

頁 

一
九
九
九
年  

石
巻
市
史
編
さ
ん
委
員
会

　

69　

稲
井
町
史
編
纂
委
員
会
『
稲
井
町
史
』
四
六
五
～
四
六
六
頁 

一
九
六
〇
年

　

70　

同
65 

　

71 

『
聞
老
志
』
や
『
名
蹟
志
』
と
も
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
『
封
内
記
』
の
編

者
の
田
辺
希
文
は
自
ら
の
推
測
で
牧
山
に
初
め
か
ら
存
在
す
る
と
し
た
。

　

72　

和
淵
山
や
船
島
は
記
述
さ
れ
た
河
川
と
の
位
置
関
係
通
り
実
際
に
存
在
す
る
。
船
澤
山
に

つ
い
て
は
『
封
内
風
土
記
』
和
淵
邑
舊
跡
の
条
に
「
船
澤
山
。
土
人
呼
レ
之
曰
二
本
宮
一
。

和
淵
神
社
舊
社
之
地
也
。
」
と
あ
り
、
文
中
の
本
宮
に
つ
い
て
は
『
桃
生
郡
誌
』
（
一
九
二

三
）
年 

桃
生
郡
教
育
会
）
が
和
淵
山
中
腹
に
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

73　

和
淵
神
社
の
淵
源
が
常
総
地
方
に
あ
る
な
ら
ば
経
津
主
命
以
外
の
二
神
は
後
に
勧
請
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

74　

色
麻
町
伊
達
神
社
は
香
取
神
を
祀
り
、
俗
称
で
か
ん
ど
り
様
と
呼
ば
れ
る
（
『
神
社
名

鑑
』
）
。

　

75　

大
槻
文
彦
「
陸
奥
国
遠
田
郡
小
田
郡
沿
革
考
」『
宮
城
県
教
育
雑
誌
七
十
号
』一
九
〇
一
年

　

76 

『
聞
老
志
』
和
淵
神
祠
の
条
に
「
在
二

和
淵
渡
口
以
南
山
頭
一 

田
村
麻
呂
建
二

貴
船
神
祠
一 

而
祀
レ

之
以
二

孟
春
季
夏
望
日
一 

自
レ

古
與
二

篦
峯
一

同
二

其
時
祭
一

焉
」
と
あ
る
。
篦
峯
は

篦
岳
の
こ
と
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
小
田
郡
域
に
あ
る
。

　

77　

茂
庭
邦
元
「
中
世
史
」
『
涌
谷
町
史
』
一
九
六
五
年

　

78 

『
遠
田
郡
誌
』
（
遠
田
郡
教
育
会 

一
九
七
二
年
名
著
出
版
復
刻　

初
出 

一
九
二
六
年
）
で

は
小
田
保
は
永
禄
年
間
に
消
滅
し
遠
田
郡
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

79　

高
橋
崇
『
国
史
大
事
典
』
第
13
巻 

一
九
九
二
年

　

80 

古
代
牡
鹿
郡
と
中
心
地
で
あ
る
牡
鹿
柵
及
び
牡
鹿
郡
家
は
東
松
島
市
赤
井
に
あ
る
と
さ
れ

る
（
『
赤
井
遺
跡
』
二
〇
〇
五
年
東
松
島
市
教
育
委
員
会
）
。
深
谷
は
桃
生
郡
東
部
を
占
め

る
地
域
で
（
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
桃
生
郡
深
谷
の
条
）
、
赤
井
遺
跡
は
そ
の
中
に
あ
る
。

　

81　

同
69  

四
六
〇
頁

　

82　

同
65

　

83　

同
68 

四
六
七
頁
・
三
宅
宗
議
「
伝
承
の
中
の
葛
西
氏
と
石
巻
『
石
巻
地
方
研
究
』
第
3
号 

一
九
九
〇
年

　

84　

同
66  

四
六
七
頁

　

85　

三
宅
宗
議
「
古
代
」
『
矢
本
町
史
』
四
一
〇
頁 

第
1
巻 

一
九
七
三
年 

 

矢
本
町
史
編
纂
委

員
会

　

86　

同
85  

四
〇
九
頁 

六
表

　

87 

『
式
内
社
調
査
報
告
』
飯
野
山
神
社
の
条
で
紹
介
さ
れ
る
『
宮
城
県
管
内
式
内
社
調
』
に

「
吉
野
ナ
ル
雷
神
ノ
社
ハ
樹
木
モ
故
カ
ラ
、
社
地
モ
新
シ
ク
、
殊
ニ
吉
野
ハ
寛
文
二
年
ノ

頃
飯
野 

ヨ
リ
十
三
人
移
来
テ
始
メ
テ
土
地
ヲ
開
キ
家
ヲ
建
テ
シ
所
ト
云
ヘ
リ
、
（
略
）
此

宮
ヲ
飯
野
山
神
社
ナ
リ
ト
云
ヒ
出
テ
シ
コ
ト
ハ
、
往
昔
、
伊
達
家
ニ
テ
風
土
記
ヲ
作
レ
ル

オ
リ
、
吉
野
ノ
安
部
久
左
エ
門
ト
云
フ
者
、
飯
野
ノ
村
長
ナ
リ
シ
カ
ハ
、
己
カ
住
ス
ル
所

ノ
社
ヲ
尊
ク
セ
ン
ト
思
ヒ
テ
、
雷
電
神
社
ヲ
飯
野
山
神
社
ナ
リ
ト
書
出
テ
シ
由
ニ
聞
コ
ユ
、

サ
レ
ハ
、
名
跡
志
ニ
モ
シ
カ
記
ル
セ
シ
ヲ
、
風
土
記
モ
其
マ
マ
記
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
、
」
と

あ
る
。

　

88　

桃
生
郡
教
育
会
『
桃
生
郡
誌
』
一
九
七
三
年 

二
〇
八
頁　

名
著
出
版
復
刻　

初
出 

一
九
二

　
　
　

三
年

　

89　

同
88

　

90　

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
桃
生
城
跡
』
Ⅰ 

多
賀
城
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
第

Ⅰ
冊
一
九
七
五
年

　

91　

同
88  

二
一
五
頁

　

92　

他
に
も
類
社
が
あ
り
、
『
封
内
記
』
が
参
考
に
挙
げ
た
も
の
と
し
て
前
谷
地
村
と
倉
𡉻
村

の
石
神
神
社
が
あ
る
。
し
か
し
前
者
の
地
は
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
で
ふ
れ
た
よ
う
に
古

代
牡
鹿
郡
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
。

　

93　

社
伝
や
『
神
社
覈
録
』
が
こ
れ
に
当
て
る
。

　

94 

『
式
内
社
調
査
報
告
』
「
小
鋭
神
社
」
に
紹
介
さ
れ
る
。

　

95　

同
88  
二
一
七
頁

　

96　

力
石
坂
の
条
で
こ
の
南
は
古
代
栗
原
郡
で
は
な
い
と
す
る
。
栗
原
市
築
館
の
南
境
を
な
す

　
　
　

峠
で
あ
る
。
高
清
水
や
瀬
峰
以
南
の
栗
原
郡
は
『
封
内
風
土
記
』
で
は
栗
原
郡
栗
原
荘
と

し
て
登
場
し
、
小
林
、
桜
目
、
宮
沢
、
荒
谷
、
長
岡
、
小
野
他
の
十
七
邑
か
ら
な
る
一
つ

の
ま
と
ま
っ
た
地
域
で
あ
る
。
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
こ
れ
ら
を
郷
村
と
の
照
合
か
ら

長
岡
郡
や
新
田
郡
に
属
す
る
と
み
る
。
古
代
栗
原
郡
は
力
石
峠
の
北
に
広
が
る
一
迫
、
二

迫
、
三
迫
川
流
域
が
中
心
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

97　

岩
崎
綱
雄
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
志
波
姫
神
社
の
条 

一
八
四
七
年
（
古
川
市
郷
土
研
究
会
一

九
六
四
年
発
行
）

　

98　

平
川
南
「
（
府
）
宮
沢
遺
跡
に
関
す
る
文
献
上
の
検
討
」
『
東
北
自
動
車
道
遺
跡
発
掘
調
査

報
告
書
Ⅲ
』
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
六
九
集 

宮
城
県
教
育
委
員
会 

一
九
七
〇

年

　

99　

『
名
志
蹟
』
名
取
郡
太
白
山
の
条

　

100　

同
36

　

101　

志
波
姫
神
社
の
条
に
「
今
、
八
樟
の
伊
豆
野
権
現
擬
せ
ら
る
れ
ど
、
明
証
な
し
。
按
、
延

喜
式
、
栗
原
郡
志
波
姫
神
社
は
、
名
神
大
と
注
せ
ら
れ
た
り
、
之
を
、
高
清
水
駅
、
又
桜

目
村
は
擬
定
す
る
者
あ
れ
ど
、
共
に
力
石
峠
の
南
な
れ
ば
、
古
の
栗
原
郡
の
地
に
あ
ら

ず
。
」
と
あ
る
。

　

102　

『
名
蹟
志
』
『
封
内
記
』
が
築
館
村
の
伊
勢
宮
と
す
る
。

　

103　

宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
『
宮
城
県
史
』
25 

資
料
編 

3 

一
九
五
四
年

　

104　

同
97

　

105　

築
館
町
史
編
纂
委
員
会
『
築
館
町
史
』 

一
九
七
六
年

　

106　

邨
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』 

一
九
〇
二
～
一
九
〇
三
（
『
倭
名
類
聚
抄
』
外
篇　

京
都
大

学
文
学
部
国
語
学
部
国
文
学
研
究
室
編 

一
九
六
六
年
）

　

107　

神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
三
月
辛
巳
条
に
「
玉
造
郡
人
（
略
）
下
毛
野
俯
見
公
。
」
と
あ

る
。

　

108　

同
98

　

109  

古
代
長
岡
郡
は
表
刀
神
社
の
条
で
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

110　

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
寛
和
年
間
（
九
八
五
～
九
八
七
）・
『日
本
思
想
大
系
』
7
「
往
生
伝
・

法
華
験
記
」
三
三
～
三
四
頁 　

一
九
七
四
年

　
　
　

『
今
昔
物
語
集
』
三　

巻
第
十
五
「
陸
奥
国
小
松
寺
僧
玄
海
、
往
生 

語
第
十
九
」
（
日
本

古
典
文
学
大
系
）
三
七
〇
～
三
七
一
頁 

一
九
六
一
年

　

111　

田
尻
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
田
尻
町
史
』
上
巻 

一
九
八
二
年

　

112　

田
尻
町
教
育
委
員
会
『
新
田
柵
跡
推
定
地
』
Ⅰ
～
Ⅸ 

田
尻
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
3
～

11
集 

一
九
九
八
～
二
〇
〇
六
年

　

113 
 

沖
安
海
「
陸
奥
国
小
田
郡
黄
金
山
神
社
考
」 

一
八
一
〇
年
（
黄
金
山
神
社
社
務
所
『
黄
金

山
神
社
志
料
』 

一
九
五
四
年
）

　

114  

同
75

　

115  

伊
東
信
雄
『
天
平
産
金
遺
蹟
』
涌
谷
町
文
化
財
調
査
報
告
書 
一
九
六
〇
年

　

116 
 

柴
田
郡
教
育
会
『
柴
田
郡
誌
』
一
六
六
頁 

一
九
七
二
年　

名
著
出
版
復
刻　

初
出 

一
九

二
五
年

　

117　

佐
藤
平
吉
「
関
場
鏡
」
一
八
九
五
年
（
村
田
町
教
育
委
員
会
『
関
場
鏡
・
足
立
風
土
聞
老

志
』
村
田
町
歴
史
資
料
集
第
1
号 

二
〇
〇
一
年
）

　

118  

同
28 

一
〇
七
八
頁

　

119  

同
36

　

120　

蔵
王
町
教
育
委
員
会
「
十
郎
田
遺
跡
の
7
世
紀
集
落
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
十
郎
田
遺

跡
』
蔵
王
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第　

集
二
〇
一
一
年

　

121 

『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
八
月
十
日
の
条

　

122  

「
古
奥
舊
地
考
摘
録
」『
歴
史
地
理
』
第
三
巻
第
七
号 

一
九
〇
一
年
（
大
槻
文
彦
『
復
軒

      

雑
纂
』
一
九
〇
二
）
年 

東
京
慶
文
堂
書
店

　
　
　

原
秀
四
郎
「
玉
造
塞
址
に
つ
き
て
」『
史
学
雑
誌
』
19
編
8
号 

一
九
〇
八
年

　

123 

『
宮
城
県
史
』
1
で
は
加
美
郡
中
新
田
の
城
生
柵
跡
と
し
、 

佐
々
木
茂
楨
「
宮
城
県
古
川

市
伏
見
廃
寺
跡
」（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
56
巻
3
号 

一
九
七
一
年
）
で
は
大
崎
市
古
川
東

大
崎
の
名
生
遺
跡
に
擬
定
す
る
。

　

124　

大
槻
如
電　

同
43

　
　
　

山
田
安
彦
「
陸
奥
国
、
出
羽
国
」
『
古
代
日
本
の
交
通
路
Ⅱ
』 

一
九
七
八
年 

大
明
堂

　
　
　

黒
坂
周
平
「
奥
羽
の
東
山
道
」
『
東
山
道
の
実
証
的
研
究
』 

一
九
九
二
年 

吉
川
弘
文
館

　
　
　

武
部
健
一
『
古
代
の
道
』
「
畿
内
・
東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
」 

二
〇
〇
四
年 

 

吉
川

弘
文
館

　

125 

色
麻
柵
に
つ
い
て
は
城
生
柵
跡
に
擬
定
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
色
麻
郷
か
ら
は
離
れ
る
位

置
に
な
る
。
色
麻
郷
は
地
名
の
照
合
が
ら
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
い
う
四
釜
を
付
近
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
疑
問
が
残
る
。

　

126　

佐
藤
露
江
「
河
川
史
」
『
石
巻
市
史
』
第
二
巻  

石
巻
市
史
編
纂
委
員
会 

一
九
五
六
年

　
　
　

菊
地
勝
之
助
『
宮
城
県
地
名
考
』
一
九
七
〇
年

　
　
　

只
野
淳
「
北
上
川
の
変
遷
」『
宮
城
県
史
』
8
（
土
木
）
宮
城
県
史
編
纂
委
員
会 

一
九
八
七

年

　

127　

石
垣
宏
「
北
上
川
流
路
変
遷
史
と
石
巻
の
開
港
」『
石
巻
の
歴
史
』
第
六
巻 

 

石
巻
市
史
編

　
　
　

さ
ん
委
員
会 

一
九
九
二
年

　

128　

佐
藤
露
江　

同
126　

七
～
八
頁

　

129　

大
槻
如
電　

同
43

　
　
　

山
田
安
彦　

同
124

　
　
　

黒
坂
周
平　

同
124
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53　

黒
川
郡
教
育
会
「
赤
崎
大
明
神
縁
起
」
『
黒
川
郡
誌
』
（
一
九
七
二
年
）
名
著
出
版
復
刻　

（初
出　

一
九
二
四
年
）

　

54　

加
美
郡
教
育
会
『
加
美
郡
誌
』
一
九
七
二
年 

名
著
出
版
復
刻 

初
出 

一
九
二
四
年 

　

55　

宮
崎
町
史
編
纂
委
員
会
『
宮
崎
町
史
』
一
九
七
三
年

　

56　

同
54

　

57　

色
麻
町
史
編
纂
委
員
会
『
色
麻
町
史
』
一
九
七
九
年 

　

58　

荒
湯
温
泉
は
荒
雄
山
中
に
あ
る
。

　

59　

玉
造
郡
教
育
会
『
玉
造
郡
誌
』
四
六
六
頁　

一
九
七
九
年 

初
出 

一
九
二
九
年

　

60　

岩
出
山
町
史
編
纂
委
員
会
『
岩
出
山
町
史
』
上
巻  

八
十
頁　

一
九
七
〇
年

　

61　

例
え
ば
『
大
日
本
史
』
に
は
「
今
在
二
伊
都
乃
比
気
社
内
一
」
と
あ
り
本
来
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

　

62　

黒
川
郡
鹿
嶋
天
足
別
神
社
の
条

　

63　

神
名
帳
の
並
び
で
は
安
福
河
伯
神
社
、
鹿
嶋
天
足
和
気
神
社
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
説
明

の
便
宜
上
順
序
を
入
れ
替
え
た
。
神
社
番
号
は
本
来
の
並
び
に
従
っ
て
い
る
。

　

64 

『
駅
路
通
』
や
『
地
名
辞
書
』
に
よ
り
擬
定
さ
れ
、
通
説
と
な
る
。

　

65　

石
巻
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
石
巻
の
歴
史
』
第
九
巻 

資
料
編
3  

一
九
九
〇
年

　

66　

伊
藤
清
郎
「
古
代
の
神
社
と
仏
教
」
『
石
巻
の
歴
史
』
第
一
巻 

通
史
編
上 

 

石
巻
市
史
編

さ
ん
委
員
会 

一
九
九
八
年

　

67　

三
宅
宗
議
「
古
代
」
『
矢
本
町
史
』
四
一
〇
頁 

第
1
巻 

一
九
七
三
年 

矢
本
町
史
編
纂
委

員
会

　

68　

入
間
田
宣
夫
「
鎌
倉
武
士
団
の
入
部
」
『
石
巻
の
歴
史
』
第
1
巻 

通
史
編
（
上
） 

四
六
七

頁 

一
九
九
九
年  

石
巻
市
史
編
さ
ん
委
員
会

　

69　

稲
井
町
史
編
纂
委
員
会
『
稲
井
町
史
』
四
六
五
～
四
六
六
頁 

一
九
六
〇
年

　

70　

同
65 

　

71 

『
聞
老
志
』
や
『
名
蹟
志
』
と
も
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
『
封
内
記
』
の
編

者
の
田
辺
希
文
は
自
ら
の
推
測
で
牧
山
に
初
め
か
ら
存
在
す
る
と
し
た
。

　

72　

和
淵
山
や
船
島
は
記
述
さ
れ
た
河
川
と
の
位
置
関
係
通
り
実
際
に
存
在
す
る
。
船
澤
山
に

つ
い
て
は
『
封
内
風
土
記
』
和
淵
邑
舊
跡
の
条
に
「
船
澤
山
。
土
人
呼
レ
之
曰
二
本
宮
一
。

和
淵
神
社
舊
社
之
地
也
。
」
と
あ
り
、
文
中
の
本
宮
に
つ
い
て
は
『
桃
生
郡
誌
』
（
一
九
二

三
）
年 

桃
生
郡
教
育
会
）
が
和
淵
山
中
腹
に
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

73　

和
淵
神
社
の
淵
源
が
常
総
地
方
に
あ
る
な
ら
ば
経
津
主
命
以
外
の
二
神
は
後
に
勧
請
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

74　

色
麻
町
伊
達
神
社
は
香
取
神
を
祀
り
、
俗
称
で
か
ん
ど
り
様
と
呼
ば
れ
る
（
『
神
社
名

鑑
』
）
。

　

75　

大
槻
文
彦
「
陸
奥
国
遠
田
郡
小
田
郡
沿
革
考
」『
宮
城
県
教
育
雑
誌
七
十
号
』一
九
〇
一
年

　

76 

『
聞
老
志
』
和
淵
神
祠
の
条
に
「
在
二

和
淵
渡
口
以
南
山
頭
一 

田
村
麻
呂
建
二

貴
船
神
祠
一 

而
祀
レ

之
以
二

孟
春
季
夏
望
日
一 

自
レ

古
與
二

篦
峯
一

同
二

其
時
祭
一

焉
」
と
あ
る
。
篦
峯
は

篦
岳
の
こ
と
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
小
田
郡
域
に
あ
る
。

　

77　

茂
庭
邦
元
「
中
世
史
」
『
涌
谷
町
史
』
一
九
六
五
年

　

78 

『
遠
田
郡
誌
』
（
遠
田
郡
教
育
会 

一
九
七
二
年
名
著
出
版
復
刻　

初
出 

一
九
二
六
年
）
で

は
小
田
保
は
永
禄
年
間
に
消
滅
し
遠
田
郡
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

79　

高
橋
崇
『
国
史
大
事
典
』
第
13
巻 

一
九
九
二
年

　

80 

古
代
牡
鹿
郡
と
中
心
地
で
あ
る
牡
鹿
柵
及
び
牡
鹿
郡
家
は
東
松
島
市
赤
井
に
あ
る
と
さ
れ

る
（
『
赤
井
遺
跡
』
二
〇
〇
五
年
東
松
島
市
教
育
委
員
会
）
。
深
谷
は
桃
生
郡
東
部
を
占
め

る
地
域
で
（
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
桃
生
郡
深
谷
の
条
）
、
赤
井
遺
跡
は
そ
の
中
に
あ
る
。

　

81　

同
69  

四
六
〇
頁

　

82　

同
65

　

83　

同
68 

四
六
七
頁
・
三
宅
宗
議
「
伝
承
の
中
の
葛
西
氏
と
石
巻
『
石
巻
地
方
研
究
』
第
3
号 

一
九
九
〇
年

　

84　

同
66  

四
六
七
頁

　

85　

三
宅
宗
議
「
古
代
」
『
矢
本
町
史
』
四
一
〇
頁 

第
1
巻 

一
九
七
三
年 

 

矢
本
町
史
編
纂
委

員
会

　

86　

同
85  

四
〇
九
頁 

六
表

　

87 

『
式
内
社
調
査
報
告
』
飯
野
山
神
社
の
条
で
紹
介
さ
れ
る
『
宮
城
県
管
内
式
内
社
調
』
に

「
吉
野
ナ
ル
雷
神
ノ
社
ハ
樹
木
モ
故
カ
ラ
、
社
地
モ
新
シ
ク
、
殊
ニ
吉
野
ハ
寛
文
二
年
ノ

頃
飯
野 

ヨ
リ
十
三
人
移
来
テ
始
メ
テ
土
地
ヲ
開
キ
家
ヲ
建
テ
シ
所
ト
云
ヘ
リ
、
（
略
）
此

宮
ヲ
飯
野
山
神
社
ナ
リ
ト
云
ヒ
出
テ
シ
コ
ト
ハ
、
往
昔
、
伊
達
家
ニ
テ
風
土
記
ヲ
作
レ
ル

オ
リ
、
吉
野
ノ
安
部
久
左
エ
門
ト
云
フ
者
、
飯
野
ノ
村
長
ナ
リ
シ
カ
ハ
、
己
カ
住
ス
ル
所

ノ
社
ヲ
尊
ク
セ
ン
ト
思
ヒ
テ
、
雷
電
神
社
ヲ
飯
野
山
神
社
ナ
リ
ト
書
出
テ
シ
由
ニ
聞
コ
ユ
、

サ
レ
ハ
、
名
跡
志
ニ
モ
シ
カ
記
ル
セ
シ
ヲ
、
風
土
記
モ
其
マ
マ
記
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
、
」
と

あ
る
。

　

88　

桃
生
郡
教
育
会
『
桃
生
郡
誌
』
一
九
七
三
年 

二
〇
八
頁　

名
著
出
版
復
刻　

初
出 

一
九
二

　
　
　

三
年

　

89　

同
88

　

90　

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
桃
生
城
跡
』
Ⅰ 

多
賀
城
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
第

Ⅰ
冊
一
九
七
五
年

　

91　

同
88  

二
一
五
頁

　

92　

他
に
も
類
社
が
あ
り
、
『
封
内
記
』
が
参
考
に
挙
げ
た
も
の
と
し
て
前
谷
地
村
と
倉
𡉻
村

の
石
神
神
社
が
あ
る
。
し
か
し
前
者
の
地
は
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
で
ふ
れ
た
よ
う
に
古

代
牡
鹿
郡
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
。

　

93　

社
伝
や
『
神
社
覈
録
』
が
こ
れ
に
当
て
る
。

　

94 

『
式
内
社
調
査
報
告
』
「
小
鋭
神
社
」
に
紹
介
さ
れ
る
。

　

95　

同
88  

二
一
七
頁

　

96　

力
石
坂
の
条
で
こ
の
南
は
古
代
栗
原
郡
で
は
な
い
と
す
る
。
栗
原
市
築
館
の
南
境
を
な
す

　
　
　

峠
で
あ
る
。
高
清
水
や
瀬
峰
以
南
の
栗
原
郡
は
『
封
内
風
土
記
』
で
は
栗
原
郡
栗
原
荘
と

し
て
登
場
し
、
小
林
、
桜
目
、
宮
沢
、
荒
谷
、
長
岡
、
小
野
他
の
十
七
邑
か
ら
な
る
一
つ

の
ま
と
ま
っ
た
地
域
で
あ
る
。
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
こ
れ
ら
を
郷
村
と
の
照
合
か
ら

長
岡
郡
や
新
田
郡
に
属
す
る
と
み
る
。
古
代
栗
原
郡
は
力
石
峠
の
北
に
広
が
る
一
迫
、
二

迫
、
三
迫
川
流
域
が
中
心
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

97　

岩
崎
綱
雄
『
栗
原
郡
旧
地
考
』
志
波
姫
神
社
の
条 

一
八
四
七
年
（
古
川
市
郷
土
研
究
会
一

九
六
四
年
発
行
）

　

98　

平
川
南
「
（
府
）
宮
沢
遺
跡
に
関
す
る
文
献
上
の
検
討
」
『
東
北
自
動
車
道
遺
跡
発
掘
調
査

報
告
書
Ⅲ
』
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
六
九
集 

宮
城
県
教
育
委
員
会 

一
九
七
〇

年

　

99　

『
名
志
蹟
』
名
取
郡
太
白
山
の
条

　

100　

同
36

　

101　

志
波
姫
神
社
の
条
に
「
今
、
八
樟
の
伊
豆
野
権
現
擬
せ
ら
る
れ
ど
、
明
証
な
し
。
按
、
延

喜
式
、
栗
原
郡
志
波
姫
神
社
は
、
名
神
大
と
注
せ
ら
れ
た
り
、
之
を
、
高
清
水
駅
、
又
桜

目
村
は
擬
定
す
る
者
あ
れ
ど
、
共
に
力
石
峠
の
南
な
れ
ば
、
古
の
栗
原
郡
の
地
に
あ
ら

ず
。
」
と
あ
る
。

　

102　

『
名
蹟
志
』
『
封
内
記
』
が
築
館
村
の
伊
勢
宮
と
す
る
。

　

103　

宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
『
宮
城
県
史
』
25 

資
料
編 

3 
一
九
五
四
年

　

104　

同
97

　

105　

築
館
町
史
編
纂
委
員
会
『
築
館
町
史
』 

一
九
七
六
年

　

106　

邨
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』 

一
九
〇
二
～
一
九
〇
三
（
『
倭
名
類
聚
抄
』
外
篇　

京
都
大

学
文
学
部
国
語
学
部
国
文
学
研
究
室
編 

一
九
六
六
年
）

　

107　

神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
三
月
辛
巳
条
に
「
玉
造
郡
人
（
略
）
下
毛
野
俯
見
公
。
」
と
あ

る
。

　

108　

同
98

　

109  

古
代
長
岡
郡
は
表
刀
神
社
の
条
で
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

110　

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
寛
和
年
間
（
九
八
五
～
九
八
七
）・
『日
本
思
想
大
系
』
7
「
往
生
伝
・

法
華
験
記
」
三
三
～
三
四
頁 　

一
九
七
四
年

　
　
　

『
今
昔
物
語
集
』
三　

巻
第
十
五
「
陸
奥
国
小
松
寺
僧
玄
海
、
往
生 

語
第
十
九
」
（
日
本

古
典
文
学
大
系
）
三
七
〇
～
三
七
一
頁 

一
九
六
一
年

　

111　

田
尻
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
田
尻
町
史
』
上
巻 

一
九
八
二
年

　

112　

田
尻
町
教
育
委
員
会
『
新
田
柵
跡
推
定
地
』
Ⅰ
～
Ⅸ 

田
尻
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
3
～

11
集 

一
九
九
八
～
二
〇
〇
六
年

　

113 
 

沖
安
海
「
陸
奥
国
小
田
郡
黄
金
山
神
社
考
」 

一
八
一
〇
年
（
黄
金
山
神
社
社
務
所
『
黄
金

山
神
社
志
料
』 

一
九
五
四
年
）

　

114  

同
75

　

115  

伊
東
信
雄
『
天
平
産
金
遺
蹟
』
涌
谷
町
文
化
財
調
査
報
告
書 

一
九
六
〇
年

　

116 
 

柴
田
郡
教
育
会
『
柴
田
郡
誌
』
一
六
六
頁 

一
九
七
二
年　

名
著
出
版
復
刻　

初
出 

一
九

二
五
年

　

117　

佐
藤
平
吉
「
関
場
鏡
」
一
八
九
五
年
（
村
田
町
教
育
委
員
会
『
関
場
鏡
・
足
立
風
土
聞
老

志
』
村
田
町
歴
史
資
料
集
第
1
号 

二
〇
〇
一
年
）

　

118  

同
28 

一
〇
七
八
頁

　

119  

同
36

　

120　

蔵
王
町
教
育
委
員
会
「
十
郎
田
遺
跡
の
7
世
紀
集
落
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
十
郎
田
遺

跡
』
蔵
王
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第　

集
二
〇
一
一
年

　

121 

『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
八
月
十
日
の
条

　

122  

「
古
奥
舊
地
考
摘
録
」『
歴
史
地
理
』
第
三
巻
第
七
号 

一
九
〇
一
年
（
大
槻
文
彦
『
復
軒

      

雑
纂
』
一
九
〇
二
）
年 

東
京
慶
文
堂
書
店

　
　
　

原
秀
四
郎
「
玉
造
塞
址
に
つ
き
て
」『
史
学
雑
誌
』
19
編
8
号 

一
九
〇
八
年

　

123 

『
宮
城
県
史
』
1
で
は
加
美
郡
中
新
田
の
城
生
柵
跡
と
し
、 

佐
々
木
茂
楨
「
宮
城
県
古
川

市
伏
見
廃
寺
跡
」（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
56
巻
3
号 

一
九
七
一
年
）
で
は
大
崎
市
古
川
東

大
崎
の
名
生
遺
跡
に
擬
定
す
る
。

　

124　

大
槻
如
電　

同
43

　
　
　

山
田
安
彦
「
陸
奥
国
、
出
羽
国
」
『
古
代
日
本
の
交
通
路
Ⅱ
』 

一
九
七
八
年 

大
明
堂

　
　
　

黒
坂
周
平
「
奥
羽
の
東
山
道
」
『
東
山
道
の
実
証
的
研
究
』 

一
九
九
二
年 

吉
川
弘
文
館

　
　
　

武
部
健
一
『
古
代
の
道
』
「
畿
内
・
東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
」 

二
〇
〇
四
年 

 

吉
川

弘
文
館

　

125 

色
麻
柵
に
つ
い
て
は
城
生
柵
跡
に
擬
定
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
色
麻
郷
か
ら
は
離
れ
る
位

置
に
な
る
。
色
麻
郷
は
地
名
の
照
合
が
ら
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
い
う
四
釜
を
付
近
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
疑
問
が
残
る
。

　

126　

佐
藤
露
江
「
河
川
史
」
『
石
巻
市
史
』
第
二
巻  

石
巻
市
史
編
纂
委
員
会 

一
九
五
六
年

　
　
　

菊
地
勝
之
助
『
宮
城
県
地
名
考
』
一
九
七
〇
年

　
　
　

只
野
淳
「
北
上
川
の
変
遷
」『
宮
城
県
史
』
8
（
土
木
）
宮
城
県
史
編
纂
委
員
会 

一
九
八
七

年

　

127　

石
垣
宏
「
北
上
川
流
路
変
遷
史
と
石
巻
の
開
港
」『
石
巻
の
歴
史
』
第
六
巻 

 

石
巻
市
史
編

　
　
　

さ
ん
委
員
会 

一
九
九
二
年

　

128　

佐
藤
露
江　

同
126　

七
～
八
頁

　

129　

大
槻
如
電　

同
43

　
　
　

山
田
安
彦　

同
124

　
　
　

黒
坂
周
平　

同
124
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43

　
　
　

神
英
雄
「
古
代
仙
台
平
野
の
交
通
路
に
関
す
る
一
考
察
」
『
龍
谷
史
壇
』
第
90
号 

一
九
八

七
年　
　
　

　
　
　

武
部
健
一
『
古
代
の
道
』
畿
内
・
東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
編 

二
〇
〇
四
年

　

130　

『
余
目
家
文
書
』
の
う
ち
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
の
「
浄
妙
留
守
家
政
譲
状
」
（
正
安
元
年

―
一
二
九
九
）
で
は
、
「
す
ね
や
う
ち
の
め
の
き
た
の
ミ
ね
す
ち
を
に
し
へ
、
を
く
大
た

う
に
い
た
す
、
こ
れ
ハ
わ
う
こ
の
さ
か
ひ
な
り
、
」
と
あ
っ
て
「
す
ね
や
」
と
い
う
地
域
と

　
　

 

「
奥
大
道
」
と
い
う
主
要
道
の
関
係
を
思
わ
せ
る
件
が
あ
る
。
同
書
状
に
は
こ
れ
以
外
に
も

　
　

 

「
を
つ
る
さ
わ
」
（
小
鶴
沢
）
や
「
あ
を
そ
」
（
青
麻
）
と
い
っ
た
近
隣
地
に
照
合
さ
れ
る
地 

名
が
表
れ
る
の
で
、
菅
谷
地
域
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
仙
台
市
史
編
さ
ん
委

員
会
『
仙
台
市
史
』
資
料
編
1
古
代
中
世  

二
一
九
～
二
二
〇
頁 

一
九
九
五
年
） 

　

131　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
神
英
雄
（
同
129
）
が
亘
理
郡
を
含
め
詳
し
く
論
じ
て
お
り
、
筆
者

も
触
れ
た
経
緯
が
あ
る
（
真
山
悟
「
奥
羽
の
山
道
と
海
道
」
『
研
究
紀
要
』
東
北
歴
史
博
物

館
） 

二
〇
一
二
年
。

　

132　

同
131

　

133　

『
駅
路
通
』
で
は
柴
田
郷
船
迫
と
す
る
が
、『
和
妙
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
柴
田
郡
駅
家
郷
が

あ
る
の
で
、
柴
田
郷
と
す
る
に
は
疑
問
が
生
じ
、
ま
た
位
置
的
に
も
疑
問
視
す
る
向
き
も

多
く
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

134　

山
田
安
彦  

陸
上
交
通 

同
1

　

135　

大
槻
文
彦
「
陸
奥
国
古
駅
路
考
」
『
歴
史
地
理
』
第
三
巻
第
六
号　

五
七
三
頁　

一
九
〇
一
年

　

136　

こ
の
経
路
で
は
「
栖
屋
」
を
通
る
こ
と
は
難
し
く
、
こ
の
と
お
り
と
す
れ
ば
後
世
の
変
化

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
岩
切
か
ら
黒
川
郡
石
積
へ
直
進
す
る
形
は
、
多
賀
国

府
を
東
に
や
や
遠
く
見
な
が
ら
進
む
方
向
に
な
る
が
、
引
用
文
で
は
頼
朝
は
多
賀
城
に
立

ち
寄
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
と
お
り
と
す
れ
ば
理
解
し
難
い
。
頼
朝
時
代
の
国
府
の

位
置
も
含
め
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

137　

大
和
町
教
育
委
員
会
『
一
里
塚
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
大
和
町
文
化
財
調
査
報
告
第
12

集  

二
〇
〇
三
年

　

138　

富
谷
町
教
育
委
員
会
『
三
ヶ
森
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
富
谷
町
文
化
財
調
査
報
告
第
2

　
　
　

集 

一
九
九
九

同　

『
白
鳥
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
富
谷
町
文
化
財
調
査
報
告
第
4
集 

二
〇
〇
三
年

　

139　

『
利
府
町
誌
』
（
一
九
八
六
年
）
に
沢
乙
温
泉
に
関
す
る
伝
承
を
記
し
て
い
る
。
要
約
す

る
と
「
延
暦
年
間
、
将
軍
田
村
麻
呂
は
、
黒
川
郡
七
ツ
森
で
狩
を
し
、
多
賀
城
に
帰
る
途

中
、
足
の
指
を
痛
め
た
。
そ
の
と
き
部
下
が
水
煙
立
ち
こ
め
る
沢
辺
を
認
め
た
。
そ
こ
で

沢
辺
の
水
に
足
を
浸
し
た
と
こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
傷
が
治
っ
た
。
」
と
い
う
。
な
お
付
近
に

は
オ
ト
系
の
「
小
刀
神
社
」
が
あ
り
、
沢
乙
（
オ
ト
）
の
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

　

140　

宮
城
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
』
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
十
集 

一
九
七
九
年

　

141　

大
衡
村
誌
編
纂
委
員
会
『
大
衡
村
誌
』
四
六
五
～
四
六
六
頁  

一
九
八
三
年

　

142　

山
田
安
彦　

同
124

　
　
　

武
部
健
一　

同
124

　

143　

黒
坂
周
平  

同
124

　

144　

色
麻
郷
が
色
麻
柵
の
所
在
地
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
で
あ
る
四
釜
か
ら
直
接
西
に
向
か
い

飯
豊
神
社
を
経
て
玉
野
に
向
か
う
筋
が
地
形
的
に
は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
賀
美
石
神
社

を
経
由
す
れ
ば
迂
回
す
る
形
と
な
る
。

　

145　

城
生
柵
跡
の
前
か
ら
賀
美
郡
家
の
東
山
遺
跡
を
通
り
賀
美
石
神
社
へ
行
く
道
は
は
県
道
柳

沢
中
新
田
線
で
、
柳
沢
か
ら
は
県
道
鳴
子
小
野
田
線
に
合
流
し
こ
の
道
が
川
渡
へ
向
か
う
。

線
形
と
し
て
は
城
生
柵
跡
か
ら
東
山
遺
跡
ま
で
は
西
へ
進
み
、
そ
こ
か
ら
川
渡
ま
で
北
上

す
る
も
の
で
、
両
地
点
を
結
ぶ
道
と
し
て
は
最
も
近
い
。

　

146　

栗
原
郡
に
は
栗
原
郷
の
他
清
水
郷
、
仲
村
郷
等
が
あ
る
。
『
地
名
辞
書
』
で
は
清
水
郷
を

栗
原
市
一
迫
の
清
水
に
、
仲
村
郷
を
同
市
栗
駒
の
中
野
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
迫
川
、
三

迫
川
沿
い
に
あ
り
、
川
筋
ご
と
に
郷
が
分
布
し
た
と
す
る
。

　

147　

宮
沢
遺
跡
、
小
寺
遺
跡
の
性
格
は
進
藤
秋
輝
『
東
北
の
古
代
遺
跡
』
二
〇
一
〇
年
に
纏
め

ら
れ
て
い
る
。

　

148　

宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
十
二
月
丁
巳
「
陸
奥
鎮
守
副
将
軍
従
五
位
上
百
済
王
俊
哲
等
言
、

己
等
為
賊
被
囲
、
兵
疲
矢
尽
。
而
祈
二

桃
生
白
河
等
郡
神
一
十
一
社
一

、
乃
得
レ

潰
レ

囲
。

自
レ

非
二

神
力
一

、
何
存
二

軍
士
一

。
請
預
二

幣
社
一

。
許
レ

之
。
」

　

149　

宮
城
栄
昌
「
神
名
式
の
成
立
」
『
延
喜
式
の
研
究
』
一
九
五
八
年

　

150　

大
塚
徳
郎
「
式
内
の
神
々
」
『
古
代
の
日
本
』
8
東
北 

一
九
七
〇
年

　
　
　

熊
田
亮
介
「
宮
城
の
式
内
社
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
宮
城
の
研
究
』
2
古
代
篇
・
中
世
篇
Ⅰ 

一
九
八
三
年

　

151　

熊
田
亮
介　

同
150

　

152　

同
149

　

153　

大
塚
徳
郎　

同
150

　

　

3 

田
辺
希
文
『
封
内
風
土
記
』
一
七
七
二
年
（
一
～
四
、
一
八
九
三
年
仙
台
叢
書
出
版
協
会 

伊
勢
斎
助
編
）
。

　

4 

「
安
永
風
土
記
」
一
七
七
三
～
一
七
八
〇
年
。
（
宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
『
宮
城
県
史
』
23

～
25
一
九
五
四
年
、
同
26
一
九
五
八
年
）

　

5  

保
田
光
則
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
一
八
六
〇
年
（
昭
和
五
十
五
歴
史
図
書
社
復
刻
版
）

　

6  

吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
一
九
〇
六
年 

冨
山
房

　

7 

「
神
祇
志
」
義
公
生
誕
三
百
年
記
念
会
『
大
日
本
史
』
義
公
生
誕
三
百
年
記
念
出
版
一
九
二

九
年

　

8  

粟
田
寛
『
神
祇
志
料
』　

一
八
八
七
年　

温
故
堂

　

9  

鈴
鹿
連
胤
他
撰
『
神
社
覈
録
』
下
編  

一
九
〇
二
年  

皇
典
研
究
所

　

10  

教
部
省
編
『
特
選
神
名
牒
』
一
八
七
六
年 

（
一
九
二
五
年 

磯
部
甲
陽
堂
）

　

11  

宮
城
県
神
社
庁
『
宮
城
神
社
名
鑑
』
一
九
七
六
年

　

12 
 

式
内
社
研
究
会
『
式
内
社
調
査
報
告
』　

巻 

東
山
道
3 

一
九
八
六
年 

皇
學
館
大
学
出
版

会

　

13  

伊
藤
信
夫
「
古
代
史
」
『
宮
城
県
史
』
1　

一
九
五
七
年

　

14  

佐
々
久
「
神
社
概
説
」
『
宮
城
県
史
』
12　

一
九
六
一
年

　

15　

よ
み
は
各
神
社
と
も
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
（
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
集
会 

一
九
七
四

年
）
に
従
っ
た
。

　

16　

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
白
鳥
明
神
縁
起
記
」
『
蔵
王
町
史
』
資
料
編
Ⅱ
八
三
六
～
八
五

七
頁 

一
九
八
九
年

　

17 

『
封
内
風
土
記
』
で
は
西
宮
へ
の
遷
座
は
大
同
年
中
、
現
在
地
へ
の
移
祀
は
大
永
年
中
と

　
　
　

し
、
『
安
永
風
土
記
書
出
』
及
び
「
白
鳥
明
神
縁
起
記
」
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
延
暦
20

年
阿
弖
利
為
征
討
の
頃
、
永
正
年
中
と
す
る
。

　

18　

日
本
武
尊
は
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
死
後
白
鳥
と
な
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
ま
た
「
安
永

風
土
記
」
や
「
白
鳥
明
神
縁
起
記
」
等
で
西
宮
に
祀
ら
れ
る
そ
の
子
も
児
捨
川
（
白
石
市
）

で
白
鳥
と
な
る
話
が
み
ら
れ
る
。

　

19　

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
蔵
王
町
史
』
民
俗
生
活
編　

一
九
九
三
年　

九
二
四
～
九
二

七
頁

　

20　

和
田
萃
「
三
輪
山
」
『
国
史
大
辞
典
』
第
13
巻 

一
九
九
二　

吉
川
弘
文
館

　

21　

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
蔵
王
町
史
』
資
料
編
Ⅱ 

一
九
八
八
年  

八
六
〇
頁

　

22　

文
中
の
蓮
蔵
寺
は
荒
子
の
南
に
位
置
す
る
の
で
こ
の
宮
は
西
宮
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

　

23　

不
忘
山
（
忘
れ
ず
の
山
）
は
「
安
永
風
土
記
」
等
の
地
誌
類
の
記
録
か
ら
蔵
王
を
指
す
こ
と

が
わ
か
る
。 

　

24 

『
嚢
塵
埃
捨
録
』
一
八
一
一
年　

（
仙
台
叢
書
刊
行
会
『
仙
台
叢
書
』
第
七
巻 

一
九
二
年
）

　

25　

宮
家
準
「
蔵
王
権
現
信
仰
」
『
国
史
大
辞
典
』
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会 

一
九
八
五

　

26 

「
山
家
氏
神
職
之
記
」
（
同
21
、
八
六
四
頁
）
に
「
往
古
山
伏
峯
入
之
最
初
願
行
寺
に
て
一

七
ケ
日
修
法
を
努
。
夫
よ
り 

薬
師
ケ
嶺
（
大
刈
田
山
）
に
登
り
谷
嶺
を
つ
た
い
廻
り
、
不

動
ケ
瀧
水
行
籠
り
蔵
王
ケ
岳
金
峯
山
熊
野
岳
に
て
お
こ
な
ひ
、
（
略
）
」
。
と
あ
る
。
願
行

寺
は
大
刈
田
山
の
南
東
麓
の
宮
司
に
地
名
が
残
る
（
同
19
）
。
山
家
氏
は
江
戸
時
代
の
神

官
で
あ
る
。

　

27　

同
11　

九
五
～
九
六
頁

　

28　

小
紫
敏
「
蔵
王
信
仰
史
」『
蔵
王
町
史
』
通
史
編 

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会 

一
九
九
四
年

　

29　

同
23

　

30 

「
日
本
総
国
風
土
記
残
篇
」
復
刻
版
『
仙
台
叢
書
』
伊
達
世
臣
家
譜 

第
三
巻 

一
九
七
五
年 

宝
文
堂
（
初
出
『
仙
台
叢
書
』
続
刊
第
六
巻 

仙
台
叢
書
刊
行
会 

一
九
三
七
年
）

　

31 

『
日
本
書
紀
』
神
代
上
に
「
伊
弉
諾
尊
（
略
）
仍
留
二
宅
於
日
乃
少
宮
一
矣
」
と
あ
る
。

　

32　

山
本
晃
「
神
社
」
『
仙
臺
市
史
』
7 

 

別
篇
5 

一
九
五
三
年 

 

こ
こ
に
は
「
名
取
郡
富
澤

邑
有
古
祠
焉
。
傳
言
。
昔
祀
諾
尊
称
多
賀
祠
。
（
略
）
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

33　

同
32
同
頁

　

34　

同
32

　

35 

『
延
喜
式
』
の
近
江
国
犬
上
郡
の
条
に
「
多
何
神
社
」
と
あ
る
。
現
在
の
多
賀
大
社
で
あ
る
。

　

36　

今
泉
隆
雄
「
古
代
国
家
と
郡
山
遺
跡
」
『
郡
山
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
総
括
編(

1)
 

三

〇
六
頁 

仙
台
市
教
育
委
員
会 

一
九
九
三
年 

　

37　

な
お
『
日
本
総
国
風
土
記
』
は
武
田
祐
吉
の
『
風
土
記
』
（
岩
波
文
庫
版 

一
九
三
七
年
）
等

に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
官
撰
の
風
土
記
と
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
も
の

で
取
扱
い
に
慎
重
を
要
す
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
記
述
に
該
当
す
る
地
名
が
関
連
す
る

地
域
に
存
在
す
る
こ
と
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

38  

名
取
市
史
編
纂
委
員
会
『
名
取
市
史
』
八
五
一
～
八
五
二
頁 

一
九
七
七
年

　

39  

中
西
利
徳
『
名
取
郡
誌
』
五
九
三
頁 

一
九
七
七
年

　

40　

同
11　

一
三
八
～
一
三
九
頁 

一
九
七
六
年

　

41  

同
11

　

42  

同
38　

九
〇
二
頁

　

43　

大
槻
如
電
『
駅
路
通
』
上 

一
九
一
一
年 

西
東
書
房

　

44  

七
ヶ
浜
町
誌
編
纂
委
員
会
『
七
ヶ
浜
町
誌
』 

一
九
六
七
年

　

45  

斎
藤
荘
次
郎　

佐
々
久
他
『
宮
城
県
史
』
16
（
観
光
編
）
三
一
六
頁 

一
九
五
五
年

　

46　

多
賀
城
町
誌
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
町
誌
』
三
一
五
頁 

一
九
六
七
年

　

47  

「
鹽
竈
神
社
記
」
『
神
道
大
系
』
神
社
編  

陸
奥
国
（
下
）
一
九
八
四
年

　

48  

押
木
耿
介
『
鹽
竈
神
社
』
改
訂
版
一
一
〇
～
一
一
一
頁 

二
〇
〇
五
年

　

49  

同
46

　

50　

宮
城
県
教
育
委
員
会
・
多
賀
城
町
『
多
賀
城
跡
調
査
報
告
書
―
多
賀
城
廃
寺
跡
―
』
一
九

七
〇
年

　

51　

同
45 

　

52 

『
封
内
風
土
記
』
で
は
須
伎
で
は
な
く
須
岐
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
社
名
も
そ
れ
を
踏
襲

し
て
い
る
。



はじめに 

 

   

  この度、『東北歴史博物館研究紀要』14を発刊することになりました。 

 当館は、宮城県を中心にしながら、東北地方の歴史・文化に関わる資料の収集と保存、

研究に努めています。また、その成果を広く世界に発信することにより、社会との交流

を促進し、国際化時代にふさわしい地域づくりと地域活性化に貢献することを使命とし

ています。 

 本紀要は、そうした使命のもと、当館職員の地道な研究活動の一端を公表するもので

す。今回は歴史学の論文２編、考古学の報告１編を掲載しております。 

真山論文は、従来明確ではなかった宮城県内における式内社の位置について、近世の

地誌類や伝承の精査を通して検討し、式内社が城柵官衙や水陸交通と関連しながら立地

していることを明らかにしました。 

 村上論文は、盛岡藩の藩日記である「盛岡藩家老席日記　雑書」のなかの狼による人馬  

の被害記事に注目し、その被害傾向を論じるとともに、様々な捕獲対策がとられた背景

には、藩が飼育する馬の保護があったことを指摘しました。 

 佐藤報告は、前号に引き続き、当館所蔵の興野コレクションのうち、嘉倉貝塚および

倉崎貝塚から出土した土偶について整理したもので、他遺跡の出土資料と比較検討しな

がら、類例や所属時期について考察しています。 

 今後とも一層の研鑽に努めてまいりますので、忌憚のない御批判や御意見をいただけ

れば幸いです。 

 

   

  平成25年3月22日 

東北歴史博物館長 今 泉 隆 雄 

東北歴史博物館研究紀要　14

発　　　行／平成25年3月22日

編集発行／東北歴史博物館
〒985-0862　宮城県多賀城市高崎一丁目22-1

TEL.022-368-0101

印　　　刷／有限会社東北図面工業社
〒980-0011 仙台市青葉区上杉5-6-3

TEL.022-211-7181
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